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互 設 置 規 則 ･･････ 香川県教職員互助会設置規則 
互 運 営 規 則 ･･････ 一般財団法人香川県教職員互助会運営規則 
互給付・貸付規程 ･･････ 一般財団法人香川県教職員互助会給付及び貸付規程 
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香川県教職員福利厚生事務事業運営図 

 
 
事 務 局 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         福祉施設 
                  直 営 
 
 
 
 
 
（議決・諮問機関） 
 名  称 議決・諮問機関 構 成 
共済組合 香川支部運営審議会 諮問機関 10名 
互助会 評議員会 議決機関 11名 
  

香川県教育委員会    教育長   教育次長   健康福利課長    

                                   ●総務・健康福利グループ 

                                    健康管理 ・・・・・・・・・・・ (087)832-3799 

                                     退職手当・恩給・教職員住宅 ・･・ (087)832-3797    

                                    教職員相談・・・・・・・・ ・・・(087)832-3798    

                                    財形・教職員互助会 ・・・・・・ (087)832-3796 

                                                  FAX (087)837-7103    

                                   ●共済グループ 

                                    企画 ・・・・・・・・・・・・・ (087)832-3791 

                                    短期給付 ・・・・・・・・・・・ (087)832-3792 

貸付・掛金・負担金等 ・・・・・・(087)832-3793 

保健福祉等 ・・・・・・・・・・ (087)832-3794 

                                    長期給付（年金）・・・・・・・・  (087)832-3795 

                                                  FAX (087)837-7103 

     

           

 

●教職員相談室・・・・・・   (087)823-8349 

               FAX(087)823-8365 

事務長 支部長 

公立学校共済組合本部 各ブロック中央病院 
（四国中央病院） 

副支部長 

理事長 代表理事 

公立学校共済組合 

常務理事 

香 川 支 部  

香川県教職員互助会 
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組合は、職員をもって組織し、職員となった者は、その職員となった日から組合員の資格を取得し、死

亡又は退職をしたときはその翌日から組合員の資格を喪失することとされているので、職員の範囲がその

まま組合員の範囲となっています。制度創設時から、常時勤務に服することを要する地方公務員及びその

勤務形態に準ずる者が職員とされてきましたが、令和４年10月1日に短時間労働者に対する健康保険・厚

生年金保険の適用拡大が行われ、常時勤務に服することを要さない地方公務員であっても、資格取得要件

を満たせば短期組合員又は船員短期組合員として資格取得することとなりました。 

１１  職職員員    

職員には以下に掲げる者が含まれます。ただし、（２）及び（３）に掲げる者については、２か月を

超える期間を定めて使用される者並びに２か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた

期間を超えて使用されることが見込まれるもの及び当該定めた期間を超えて引き続き使用されるに至

ったものに限ります。 

 （１） 常時勤務に服することを要する者（（３）に掲げる者を除く。） 

 （２） 常時勤務に服することを要しない者で、次に掲げるもの。ただし、⑨から⑪までに掲げる者にあ

っては、国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者である者を除く。  

① 地方公務員法第 27 条第２項に規定する休職の処分を受けた者又は同法第 29 条第１項 に規定

する停職の処分を受けた者  

② 地方公務員法第 55 条の２第５項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律第６条第５項（同

法附則第５項において準用する場合を含む。）の規定により休職者とされた者  

③ 教育公務員特例法第 26 条第１項の規定により大学院修学休業をしている者  

④ 地方公務員法第 26 条の５第１項に規定する自己啓発等休業をしている者  

⑤ 地方公務員法第 26 条の６第１項に規定する配偶者同行休業をしている者  

⑥ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第２条第

１項の規定により派遣された者  

⑦ 地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項の規定により育児休業をしている 者又は同

法第 11 条第１項に規定する育児短時間勤務職員（同法第 17 条の規定による勤 務をしている者

を含む。）  

⑧ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第２条第１項の規定により派遣さ

れた者  

⑨ 常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところによ り、常時勤

務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間により勤務することを要す

るとされているもの（注１）  

（注１） 雇用関係が事実上継続していると認められる場合において、常時勤務に服することを要

する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が１月間につき 18 日（１月

間の日数（地方自治法第４条の２第１項の規定に基づく条例で定める日（週休日、祝日、年末

年始等、条例で定める地方公共団体の休日）の日数は算入しない。）が 20 日に満たない日数

の場合にあっては、18 日から 20 日と当該日数との 差に相当する日数を減じた日数。）以上で

あるものとする。  

一 組合員（会員）、掛金（負担金）、給付等とは 
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※ 勤務日数には、人事院規則 15－15 第３条及び第４条（労働基準法第 39 条に準じた年次有

給休暇、その他公民権の行使等）の規定に相当する人事委員会規則等の規定により休暇を与え

られた時間及び日数を含み、地方自治法第４条の２第１項の規定に基づく条例で定める日（実

際に勤務した日及び休暇を与えられた日を除く。）を含まないものとする。 

⑩ ⑨に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、その１週間の所定勤務

時間及び１月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められて

いる１週間の勤務時間及び１月間の勤務日数の４分の３以上であるもの  

⑪ ⑨、⑩に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、次のいずれにも該

当するもの  

（イ） １週間の所定勤務時間が 20 時間以上であること  

（ロ） 報酬月額（最低賃金法第４条第３項各号に掲げる賃金に相当するものとして総務省令で定め

るものを除く（注２）。）について、標準報酬の資格取得時決定の例（法第 43 条第８項及び施

行令第 22 条の規定の例）により算定した額が 88,000 円以上であること 

 （ハ） 学校教育法第 50 条に規定する高等学校の生徒、同法第 83 条に規定する大学の学生その他の

総務省令で定める者（注３）でないこと  

（注２） 具体的には、以下の賃金が該当する。 

 ・臨時に支払われる賃金 

 ・一月を超える期間ごとに支払われる賃金 

 ・所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 

 ・所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 

 ・午後 10 時から午前５時まで（労働基準法第37第４項の規定により厚生労働大臣が定

める地域又は期間については、午後11時から午前６時まで）の間の労働に対して支払わ

れる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分 

 ・最低賃金において算入しないことを定める賃金（最低賃金法第４条第３項第３ 号に掲

げる賃金をいう。）  

（注３） 「総務省令で定める者」は、健康保険法第３条第１項第９号ハに規定する厚生労働

省令で定める者とされており、この厚生労働省令とは、健康保険法施行規則第 23 条の６

の規定のことをいう。  

（３） 臨時的任用職員並びに任期付職員及び再任用職員 

 ① 以下に掲げる臨時的任用職員  

（イ） 地方公務員法第 22 条の３第１項又は第４項の規定により臨時的に任用された者  

（ロ） 以下の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者 

 ・地方公務員法第 26 条の６第７項  

・地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項  

・女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第３条第１項（同条第３項にお

いて準用する場合を含む。）  

・構造改革特別区域法第 24 条第２項又は第５項  

② 以下に掲げる規定により採用された任期付職員及び再任用職員 

 ・地方公務員法第 28 条の４第１項又は第 28 条の６第１項 

 ・地方公務員法第 26 条の６第７項第１号 
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 ・地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項第１号  

・大学の教員等の任期に関する法律第４条第１項 

 ・地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律第３条第１項  

・地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第３条第１項若しくは第２項又は第４

条 

 

２２  公公立立学学校校共共済済組組合合のの組組合合員員のの範範囲囲（（法法第第33条条））  

 公立学校共済組合の組合員の範囲は、次のとおりです。 

 （１） 公立学校の職員（学校給食法第６条に規定する施設（共同調理場）に勤務する同法第７条に規定

する学校栄養職員のうち、都道府県費負担職員となった者を含む。）並びに都道府県教育委員会及び

その所管に属する教育機関（公立学校を除く。）の職員  

（２） 継続長期組合員 

 （３） 組合役職員  

（４） 職員引継一般地方独立行政法人である公立大学法人の役職員  

（５） 職員引継等合併一般地方独立行政法人である公立大学法人の役職員  

（６） 任意継続組合員 

 

３３  公公立立学学校校共共済済組組合合のの組組合合員員のの種種別別  （（定定款款2222条条））  

公立学校共済組合の組合員の種別は、次のとおりです。  

（１） 一般組合員  

（２） 短期組合員･･･短期組合員は、長期給付の適用を受けず、短期給付事業及び福祉事業が適用され

る。  

（３） 船員一般組合員･･･船員保険の被保険者である組合員 

（４） 船員短期組合員･･･船員短期組合員は、長期給付の適用を受けず、短期給付事業及び福祉事業が

適用される。 

（５） 継続長期組合員･･･法第140条の規定により引き続き長期給付の適用を受ける組合員 

  （６） 任意継続組合員･･･法第144条の２第１項の規定により引き続き短期給付を受ける組合員（十四

－５任意継続組合員制度を参照） 

 

４４  組組合合員員資資格格のの得得喪喪（（法法第第3399条条））  

 ① 常時勤務に服することを要する地方公務員となった日から組合員の資格を取得します。 
 ② 死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失します。 
 ③ 組合員が他の組合を組織する職員となったときは、その日から組合員の資格を喪失し、異動先の組

合の組合員資格を取得することになります。ただし、公立学校の教職員として、他の公立学校共済組

合支部へ転出（出向）する場合は、共済組合員の資格に変わりはなく単に公立学校共済組合内の異動

になります。 
 

５５  組組合合員員証証等等のの交交付付  

 (1) 組合員証等の意義 
   組合員証（組合員扶養者証等を含む）は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するものであり、 
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  宿泊施設、保養施設の利用の場合などのほか、特に保険医療機関等において診療を受けようとする場 
合には、組合員証を提示して受診資格を示すものであることから、大切に保管しておく必要がありま 
す。 

 (2) 組合員証の交付（施行規程第93条、第100条、第176条） 
   組合員の資格を取得した者は、組合員（船員組合員）資格取得届書を所属所長を経て共済組合に提

出し、組合員証の交付を受けます。（二 組合員になったときの手続を参照） 
 

＞ 

  (1) 互助会員の範囲 
   ① 公立学校共済組合香川支部の組合員（給与が市町費支弁の者を除く。） 
   ② 互助会の職員 
   ③ その他理事会で承認を得た者 
  (2) 会員資格の取得と喪失 

取得または喪失の事由 取得または喪失の時期 
(1)の①から③に該当するに至ったとき その日から資格を取得する 
死亡したとき、退職したとき その翌日に資格を喪失する。 
上記のほか公立学校共済組合香川支部の組合

員でなくなったとき（知事部局、市町長部局に

出向したとき、国立学校、他県の公立学校職員

になったときなど） 

公立学校共済組合香川支部の組合員で 
なくなった日に資格を喪失する 

 
  (3) 掛金 
    会員は規約の定めるところにより、毎月掛金を互助会に納入しなければならない。 
 

① 会員の掛金率 
区  分 掛 金 率 概  要 
短期経理 給料の月額×1.3/1,000 掛金が社会保険料控除対象の経理 
普通経理 給料の月額×5.7/1,000 その他の経理 

計 給料の月額×7.0/1,000  
 

② 会計区分 
 ・普通経理 ア 療養費補助金の給付のうち会員分の給付 
       イ 会員の結婚祝金の給付 
       ウ 出産見舞金の給付のうち被扶養者でない配偶者分の給付 
       エ 死亡弔慰金の給付のうち被扶養者でない配偶者及び子分の給付 
       オ 入院見舞金の給付のうち会員分の給付 
       カ 休業補助金の給付のうち介護休暇者分の給付  
       キ その他、会員の福利厚生に関する事業 

・短期経理 ア 療養費補助金の給付のうち被扶養者分の給付 
      イ 出産見舞金の給付のうち会員及び被扶養者分の給付 
      ウ 死亡弔慰金の給付のうち会員及び被扶養者の給付 
        エ  入院見舞金の給付のうちの被扶養者分の給付 
        オ  休業補助金の給付のうち育児休業者分の給付 
      カ その他、会員の福利厚生に関する事業 

互助会員の範囲及び資格等＜互設置規則第2 条、互運営規則第3 条～第5 条、第13 条、第24 条第2 項＞ 
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６６  掛掛金金及及びび負負担担金金（（法法第第111133条条、、第第111144条条、、第第111155条条のの22））  

 (1) 費用負担の原則と負担割合 
   組合が行う事業の費用は、すべて、組合員と事業主である地方公共団体とが一定の割合により負担

することになっています。 
 
掛金率及び負担金率                               （千分率） 

                                
※ 短期給付に係る負担金率は、育休・介護公的負担率0.10を含む。 
※ 介護掛金、負担金は40歳以上65歳未満の組合員が対象である。 
※ 厚生年金保険料は、70歳未満の組合員が対象である。 
※ 75 歳以上の組合員（後期高齢者医療制度被保険者）は、短期の掛金率が 4.07、負担金率が 4.17（千

分率）になる。 
※ 追加費用負担金率は、厚生年金に係る部分と経過的長期に係る部分の合計の率である。 
 
  組合員は、自己の標準報酬月額及び標準期末手当等の額にこの掛金率を乗じた額を掛金とし、地方

公共団体等は、その所属の組合員の標準報酬月額総額及び期末手当等総額に負担金率を乗じた額を負

担金として、それぞれ共済組合に払い込みます。 
(2) 掛金の算定と払込み（法第114条、第115条） 
  掛金は、組合員に支給される給料及び期末手当等の額から、給与支給機関が控除徴収し、組合員に

代わって共済組合に払い込むことになっています。 
 ① 掛金の基礎となる給料 
 (ｱ) 毎月の初日におけるその組合員の標準報酬月額が掛金の基礎となります。 

(ｲ) 欠勤・休職その他の理由により給料の一部又は全部が支給されない場合においても、掛金の標

準となる標準報酬月額はこれを減額しないで算定します。したがって、無給休職者等の掛金は所

属する学校の給与取扱者又は本人が払い込みます。 
(ｳ) 標準報酬月額が最高限度額を超える場合は、これを基礎として算定します。 
  最高限度額（一般職）  長期給付  650,000円 

                    短期給付 1,390,000円 

介護 介護

短期
給付

福祉
事業

介護
掛金

厚生年金
保険料

退職等
年金

短期
給付

福祉
事業

介護
負担金

厚生年金
保険料

退職等
年金

経過的
長期

追加費用
負担金率

義務

26.9
その他

17.5

短期
組合員

46.60 1.41 8.00 ― ― 46.70 1.41 8.00 ― ― ― ―

その他

17.5

船員短期
組合員

44.64 1.41 8.00 ― ― 48.66 1.41 8.00 ― ― ― ―

任意継続
組合員

93.20 ― 16.00 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

1.3 普通 5.7

種　別

132.40 7.5 0.0990

共
 
済
 
組
 
合

互助会 　　短期掛金

8.00 91.5 7.5 48.66 1.41 8.00

7.5
一般

組合員

船員
組合員

44.64 1.41

0.099046.60 1.41 8.00 91.5 7.5 46.70 1.41 8.00 132.4

短期 長期 短期 長期

掛　金　率 負　担　金　率
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６６  掛掛金金及及びび負負担担金金（（法法第第111133条条、、第第111144条条、、第第111155条条のの22））  

 (1) 費用負担の原則と負担割合 
   組合が行う事業の費用は、すべて、組合員と事業主である地方公共団体とが一定の割合により負担

することになっています。 
 
掛金率及び負担金率                               （千分率） 

                                
※ 短期給付に係る負担金率は、育休・介護公的負担率0.10を含む。 
※ 介護掛金、負担金は40歳以上65歳未満の組合員が対象である。 
※ 厚生年金保険料は、70歳未満の組合員が対象である。 
※ 75 歳以上の組合員（後期高齢者医療制度被保険者）は、短期の掛金率が 4.07、負担金率が 4.17（千

分率）になる。 
※ 追加費用負担金率は、厚生年金に係る部分と経過的長期に係る部分の合計の率である。 
 
  組合員は、自己の標準報酬月額及び標準期末手当等の額にこの掛金率を乗じた額を掛金とし、地方

公共団体等は、その所属の組合員の標準報酬月額総額及び期末手当等総額に負担金率を乗じた額を負

担金として、それぞれ共済組合に払い込みます。 
(2) 掛金の算定と払込み（法第114条、第115条） 
  掛金は、組合員に支給される給料及び期末手当等の額から、給与支給機関が控除徴収し、組合員に

代わって共済組合に払い込むことになっています。 
 ① 掛金の基礎となる給料 
 (ｱ) 毎月の初日におけるその組合員の標準報酬月額が掛金の基礎となります。 

(ｲ) 欠勤・休職その他の理由により給料の一部又は全部が支給されない場合においても、掛金の標

準となる標準報酬月額はこれを減額しないで算定します。したがって、無給休職者等の掛金は所

属する学校の給与取扱者又は本人が払い込みます。 
(ｳ) 標準報酬月額が最高限度額を超える場合は、これを基礎として算定します。 
  最高限度額（一般職）  長期給付  650,000円 

                    短期給付 1,390,000円 

介護 介護

短期
給付

福祉
事業

介護
掛金

厚生年金
保険料

退職等
年金

短期
給付

福祉
事業

介護
負担金

厚生年金
保険料

退職等
年金

経過的
長期

追加費用
負担金率

義務

26.9
その他

17.5

短期
組合員

46.60 1.41 8.00 ― ― 46.70 1.41 8.00 ― ― ― ―

その他

17.5

船員短期
組合員

44.64 1.41 8.00 ― ― 48.66 1.41 8.00 ― ― ― ―

任意継続
組合員

93.20 ― 16.00 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

1.3 普通 5.7

種　別

132.40 7.5 0.0990

共
 
済
 
組
 
合

互助会 　　短期掛金

8.00 91.5 7.5 48.66 1.41 8.00

7.5
一般

組合員

船員
組合員

44.64 1.41

0.099046.60 1.41 8.00 91.5 7.5 46.70 1.41 8.00 132.4

短期 長期 短期 長期

掛　金　率 負　担　金　率
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６６  掛掛金金及及びび負負担担金金（（法法第第111133条条、、第第111144条条、、第第111155条条のの22））  

 (1) 費用負担の原則と負担割合 
   組合が行う事業の費用は、すべて、組合員と事業主である地方公共団体とが一定の割合により負担

することになっています。 
 
掛金率及び負担金率                               （千分率） 

                                
※ 短期給付に係る負担金率は、育休・介護公的負担率0.10を含む。 
※ 介護掛金、負担金は40歳以上65歳未満の組合員が対象である。 
※ 厚生年金保険料は、70歳未満の組合員が対象である。 
※ 75 歳以上の組合員（後期高齢者医療制度被保険者）は、短期の掛金率が 4.07、負担金率が 4.17（千

分率）になる。 
※ 追加費用負担金率は、厚生年金に係る部分と経過的長期に係る部分の合計の率である。 
 
  組合員は、自己の標準報酬月額及び標準期末手当等の額にこの掛金率を乗じた額を掛金とし、地方

公共団体等は、その所属の組合員の標準報酬月額総額及び期末手当等総額に負担金率を乗じた額を負

担金として、それぞれ共済組合に払い込みます。 
(2) 掛金の算定と払込み（法第114条、第115条） 
  掛金は、組合員に支給される給料及び期末手当等の額から、給与支給機関が控除徴収し、組合員に

代わって共済組合に払い込むことになっています。 
 ① 掛金の基礎となる給料 
 (ｱ) 毎月の初日におけるその組合員の標準報酬月額が掛金の基礎となります。 

(ｲ) 欠勤・休職その他の理由により給料の一部又は全部が支給されない場合においても、掛金の標

準となる標準報酬月額はこれを減額しないで算定します。したがって、無給休職者等の掛金は所

属する学校の給与取扱者又は本人が払い込みます。 
(ｳ) 標準報酬月額が最高限度額を超える場合は、これを基礎として算定します。 
  最高限度額（一般職）  長期給付  650,000円 

                    短期給付 1,390,000円 

介護 介護

短期
給付

福祉
事業

介護
掛金

厚生年金
保険料

退職等
年金

短期
給付

福祉
事業

介護
負担金

厚生年金
保険料

退職等
年金

経過的
長期

追加費用
負担金率

義務

26.9
その他

17.5

短期
組合員

46.60 1.41 8.00 ― ― 46.70 1.41 8.00 ― ― ― ―

その他

17.5

船員短期
組合員

44.64 1.41 8.00 ― ― 48.66 1.41 8.00 ― ― ― ―

任意継続
組合員

93.20 ― 16.00 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

1.3 普通 5.7

種　別

132.40 7.5 0.0990

共
 
済
 
組
 
合

互助会 　　短期掛金

8.00 91.5 7.5 48.66 1.41 8.00

7.5
一般

組合員

船員
組合員

44.64 1.41

0.099046.60 1.41 8.00 91.5 7.5 46.70 1.41 8.00 132.4

短期 長期 短期 長期

掛　金　率 負　担　金　率

介護 介護

短期
給付

福祉
事業

介護
掛金

厚生年金
保険料

退職等
年金

短期
給付

福祉
事業

介護
負担金

厚生年金
保険料

退職等
年金

経過的
長期

追加費用
負担金率
義務

26.9
その他
17.5

短期
組合員 46.60 1.41 8.00 ― ― 46.70 1.41 8.00 ― ― ― ―

その他

17.5

船員短期
組合員 44.64 1.41 8.00 ― ― 48.66 1.41 8.00 ― ― ― ―

任意継続
組合員 93.20 ― 16.00 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

1.3 普通 5.7

種　別

132.40 7.5 0.0990

共
 
済
 
組
 
合

48.66 1.41 8.00

7.5
一般

組合員 0.099046.60 1.41 8.00 91.5 7.5

互助会 　　短期掛金

8.00 91.5 7.5
船員

組合員 44.64 1.41

掛　金　率 負　担　金　率

※円未満の端数が出る場合、切捨て。

46.70 1.41 8.00 132.4

短期 長期 短期 長期
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  ② 掛金の基礎となる期末手当等 
   (ｱ) 組合員が支給を受ける期末手当等（期末手当、勤勉手当を合算し1,000円未満の端数を切り捨

てた額。以下同じ。）が掛金の算定の基礎となります。 
   (ｲ) 欠勤・休職その他の理由により期末手当等の一部が支給されなかったときは、実際に支給され

た額を基に掛金を算定します。 
    なお、育児休業・無給休職により期末手当等の支給がないときは、期末手当等に係る掛金は算定

しません。 
  (ｳ) 期末手当等が最高限度額を超える場合は、これを基礎として算定します。 
    なお、短期給付等に係る掛金の最高限度額は当該年度に受けた累計額となります。 

最高限度額（一般職）  長期給付  1,500,000円 
                    短期給付  5,730,000円 
                  
   ③ 掛金の徴収 
   (ｱ) 掛金は、組合員となった日の属する月から、その資格を喪失した日の属する月の前月までを毎

月徴収します。よって、月の中途で退職又は他の組合に異動した場合は、その月の掛金は徴収し

ません。死亡又は退職の場合は、その翌日が資格を喪失した日となりますから注意してください。 
   (ｲ) 月の中途・末日において資格を取得した場合でも、掛金の日割計算は行わず「１か月分」を徴

収しますので、給与支給機関が控除徴収できない場合は、共済組合から納付書を送付します。 
(ｳ) 組合員となった日の属する月と、その資格を喪失した日の属する月が同じ月の場合、その月に

係る掛金は、原則徴収します。 
     ただし掛金の内、厚生年金保険料及び退職等年金掛金は、その月に更に他の公務員共済組合の

組合員となる場合、厚生年金被保険者もしくは国民年金被保険者になる場合、掛金は徴収しませ

ん。既に給与から掛金が天引きされている場合は、後日、該当者の組合員専用通帳へ返金します。 
④ 掛金の免除 

     組合員である間は、原則として掛金が徴収されますが、産前産後休暇期間及び育児休業期間中

に限り、共済組合に申出をしたときは、掛金は免除になります。 
（詳細は、「七 産前産後休暇、育児休業、介護休業（休暇）の承認を受けたとき」を参照） 

その他の無給休職期間中（停職・休職、大学院修学休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業等）

は、掛金は免除になりませんので、毎月組合員本人が専用の納付書、もしくは口座振替により共

済組合へ払い込むことになります。 
 (3) 介護保険制度 
   平成 12 年 4 月 1 日の介護保険法施行に伴い、介護保険第 2 号被保険者(40 歳以上 65 歳未満の者)

である組合員から、短期掛金とは別に介護掛金を徴収しています。 
  ① 介護保険第2号被保険者である被扶養者を有することにより、増額されることはありません。 
  ② 介護保険第1号被保険者(65歳以上の者)である組合員については、市町村が介護保険料を徴収し

ます。 
  ③ 適用除外者の取扱いについて 
   介護保険は40歳以上の者が被保険者になりますが、次に該当する場合は、適用除外となります。 
   (ｱ) 日本国内に住所を有しない者 

（海外日本人学校勤務等により、それまで居住していた市町に転出届を提出した方） 

－ 7－



- 8 - 
 

   (ｲ) 障害者支援施設など以下の適用除外施設の入所者 
    ・身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療養施設 
    ・児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設 
    ・児童福祉法第27条第2項に規定する指定国立療養所等 
    ・心身障害者福祉協会法第17条第1項第1号に規定する福祉施設 
    ・国立及び国立以外のハンセン病療養所 
    ・生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設 
   これらに該当する場合及び該当しなくなった場合（帰国等）は、所属長を通じて「介護保険第 2

号被保険者資格取得（喪失）届書」を提出してください。 
    特に、組合員本人の場合は、介護掛金の徴収に直接影響しますので留意してください。なお、こ

の届出がなされれば、掛金の免除申請等は特に必要ありません。 
 
７７  共共済済組組合合事事務務のの取取扱扱者者（（法法第第111155条条、、定定款款第第33条条））  

   組合員は、その勤務する公立学校等毎に設けられる所属所（小学校、中学校、高等学校等）に所属

して共済組合の組織を構成します。その所属所長は、所定の共済組合事務を行うことになっています。

また、給与支給機関（県、市町等）は、掛金・償還金等給料控除に係る事務を行うことになっていま

す。 

－ 8－
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(1) 所属所（長）の事務 
   ① 組合員の異動報告に関すること。 
   ② 組合員が提出する各種の届出書、申告書、請求書その他関係書類に必要事項を記入証明し、共

済組合へ送付すること。 
   ③ 組合員への給付等の承認書、通知書等を受領交付すること。 
   ④ 休業手当金の給付期間を認定すること。（運営規則第24条各号に規定する事由に係るものに限

る。） 
   ⑤ その他支部長（理事長）が定める事項に関すること。 
 (2) 給与支給機関の事務 
   ① 掛金の控除徴収と払込み 
   ② 掛金（無給休職者、育児休業者を含む）の月例報告書の作成報告 
   ③ 貸付償還金の控除徴収と払込み及び払込内訳書の報告 
   ④ 過誤納金の請求、未払金の払込み 
   ⑤ 負担金（補助金）の払込み、報告 
   ⑥ その他の組合事務 
 
８８  給給付付請請求求のの時時効効（（法法第第114444条条のの2233、、互互運運営営規規則則第第1177条条））  

  各種給付請求権の消滅時効は、次のとおりですが、事実確認等が難しくなる場合もあるので、速やか 
に請求するよう努めてください。 

 (1) 短期給付  給付事由の生じた日から 2年 
 (2) 長期給付      〃       5年 
 (3) 互助会給付     〃       3年 
 
９９  標標準準報報酬酬制制ににつついいてて  

「標準報酬」は、共済組合の短期給付事業、長期給付事業及び福祉事業等に係る掛金・負担金や短期

給付の給付金、厚生年金保険給付及び退職等年金給付の算定の基礎となるもので、組合員が受ける報酬

※により決定します。（※報酬については23頁参照。） 
なお、組合員が受ける報酬は毎月異なる場合がありますが、掛金等の納付や各種給付の支給を迅速か

つ適切に行うため、標準報酬は一定時点で決定又は改定し、一定期間適用する方法がとられています。 
(1) 手当率制から標準報酬制への移行 

被用者年金制度の一元化により、平成27年10月から、給与から控除される共済組合の掛金や短期

給付の算定の基礎が標準報酬制に移行しました。今までの手当率制では、保険料（掛金）は「基本給」

と「みなし手当（諸手当に相当する額）」の合計額に保険料率（掛金率）を乗じて計算していました。

実際に支給された諸手当の額が多い人も少ない人も、一律に基本給の25％を諸手当の額とみなして計

算していました。これは、全ての地方公務員の基本給に対する諸手当の割合の平均が25％であるため

です。 
一方、標準報酬制では基本給と実際に支給された諸手当を基に算定基礎額を決め、保険料（掛金）

を算定します。手当には、地域手当、扶養手当、通勤手当…と様々な種類がありますので、基本給が

同じ額でも諸手当の支給状況により保険料（掛金）が一人ひとり違ってくることになります。 
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○手当率制から標準報酬制へ 

 
なお、期末手当や勤勉手当などについては、平成15年４月から掛金や長期給付の算定の基礎とな

っており、平成27年10月以降も同様の取扱いになっており、名称が「期末手当等」から「標準期末

手当等（標準賞与）」になっています。 
(2) 標準報酬の等級及び月額（法第43条第1項） 

「標準報酬の等級及び月額」は、組合員が地方公共団体等から受ける報酬月額を「標準報酬等級表」

※にあてはめて決定します。 
また、標準報酬月額の各等級に対応する「標準報酬日額」は標準報酬月額の22分の１に相当する

金額（10円未満の端数は四捨五入）となります。 
短期給付及び退職等年金給付に係る掛金・負担金の算定や給付金の算定の基礎となる標準報酬月額

を決定する際に用いる「標準報酬等級表」は地方公務員等共済組合法に、厚生年金保険給付に係る保

険料及び年金額の算定の基礎となる標準報酬月額を決定する際に用いる「標準報酬等級表」は厚生年

金保険法に、それぞれ規定されていますが、これらの標準報酬等級表の等級や月額の区分は統一され

たものになっています。 
なお、標準報酬の等級及び月額は、短期給付、介護納付金及び福祉事業に係るものと長期給付（厚

生年金保険給付・退職等年金給付）に係るものでは上限が異なっています。 
 ※標準報酬等級表は26頁参照。 

(3) 標準報酬月額の決定と改定 
標準報酬月額は、新たに採用されたときなど組合員の資格を取得したときに行う「「資資格格取取得得時時決決定定」」、

毎年７月１日に組合員である者を対象に定期的に行う「「定定時時決決定定」」、報酬に著しい高低が生じたとき

に行う「「随随時時改改定定」」、育児休業等を終了した組合員が職場に復帰し、復帰後の報酬に基づき行う「「育育

児児休休業業等等終終了了時時改改定定」」、産前産後休業を終了した組合員が職場に復帰し、復帰後の報酬に基づき行う

「「産産前前産産後後休休業業終終了了時時改改定定」」の５つのタイミングにより決定・改定を行います。 
なお、６月１日から７月１日までの間に組合員の資格を取得した者及び７月から９月までのいずれ

かの月から随時改定等が行われた者若しくは行われる見込みの者についての定時決定は行いません。 
これらのタイミングにより決定・改定された標準報酬月額は、決定・改定した時期（月）により、

その適用期間が定められています。 
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○標準報酬の決定・改定の対象者と算定対象となる報酬 
種類 対象者 対象となる報酬 

資格取得時決定 新たに組合員の資格を取得

した者 
資格取得時の報酬 

定時決定 ７月１日現在において組合

員である者 
４月、５月、６月の報酬の平均 

随時改定 報酬の額が著しく変動した

者 
固定的給与に変動があった月以後の

３ヶ月間の報酬の平均 
育児休業等終了時改定 育児休業等を終了した者 育児休業等終了日の翌日が属する月

以後の３ヶ月間の報酬の平均 
産前産後休業終了時改定 産前産後休業を終了した者 産前産後休業終了日の翌日が属する

月以後の３ヶ月間の報酬の平均 
 
○標準報酬の決定・改定の時期と適用期間 

種類 決定・改定の時期 適用期間 
資格取得時決定 資格取得時 １月～ ５月 その年の８月まで 

６月～１２月 翌年の８月まで 
定時決定 毎年 ９月 ９月から翌年の８月まで 
随時改定 固定的給与に変動が

あった月から４ヶ月

目 

１月～ ６月 その年の８月まで 
７月～１２月 翌年の８月まで 

育児休業等終了時改定 育児休業等終了日の

翌日が属する月から

４ヶ月目 

１月～ ６月 その年の８月まで 
７月～１２月 翌年の８月まで 

産前産後休業終了時改定 産前産後休業終了日

の翌日が属する月か

ら４ヶ月目 

１月～ ６月 その年の８月まで 
７月～１２月 翌年の８月まで 

 
① 資格取得時決定（法第43条第8項） 
組合員の資格を新たに取得したときは、その資格を取得した日現在の報酬の額により標準報酬を決

定します。この決定を「資格取得時決定」といいます。 
月の途中に資格を取得した場合は、扶養手当や住居手当など月の初日に資格を取得したならば受け

ることができたであろう手当も含めて算定します。 
また、資格取得時決定の対象者は、新たに組合員の資格を取得した者が対象になりますが、他の公

務員共済組合から転入した場合や、定年退職等により退職し再任用（フルタイム再任用）となった場

合も資格取得時決定を行います。 
なお、育休任期付から臨時的任用職員に任用替えになった場合（番号変更）、および任期が切れ、

次の任用が１日ないし数日の間を空けて再度行われる場合でも、組合員資格が継続する場合は、資格

取得時決定は行わず、従前の標準報酬月額を引き継ぐこととされています。 
【【  短短期期組組合合員員ににつついいてて  】】  
一般組合員が短期組合員となった場合、第１号厚生年金被保険者の資格を取得することになります。

これにより、日本年金機構において標準報酬の資格取得時決定を行うこととなりますが、この場合、

短期組合員の短期給付の標準報酬月額についても、日本年金機構において決定した厚生年金保険の標

準報酬月額を参酌し、決定することとなります。 
これにより、日本年金機構から短期組合員本人に係る厚生年金保険の標準報酬決定又は改定額の通
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知を受けたとき、共済組合の短期給付に係る標準報酬月額と差異がある場合は、これらを同額にする

必要があるため、共共済済組組合合へへ当当該該通通知知にに係係るる書書類類のの写写ししのの提提出出ををおお願願いいししまますす。。 
 

② 定時決定（法第43条第5項） 
共済組合は、組合員が実際に受ける報酬と、既に決定されている標準報酬月額との間に大きな差が

生じないように、毎年７月１日において、現に組合員である者の４月から６月までの３ヶ月間の報酬

の平均により、９月から標準報酬月額を決定します。この決定のことを毎年定期的に実施することか

ら、「定時決定」といいます。 
なお、３ヶ月間の平均を算定する際に、報酬支払の基礎となった日数（支払基礎日数）が17日未

満の月があるときは、その月は除いて算定します。 

 
● 保険者算定（業務の性質上、季節的に報酬が変動する場合による定時決定） 

  ◇ 要件等 
業務の性質上、４月から６月が繁忙期又は閑散期にあたり、通常の方法により報酬月額の算定

を行うことが著しく不当であるときで、次の①から③の要件をすべて満たしている場合は、保険

者算定を行うことができます。この場合の標準報酬は「前年の７月から当年の６月（各月とも、

支払基礎日数が17日以上でなければなりません。）までに受けた報酬の月平均額から算出した標

準報酬月額」により決定します。 
① 当年の４月から６月までに受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の７月

から当年の６月までに受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に、２等級以上の差

がある。 
② ２等級以上の差が、業務の都合上、例年発生することが見込まれること。 
③ 当該組合員が所属する所属所長の申し立てと組合員本人の同意があること。 

  ◇ 必要書類 
・・年年間間報報酬酬のの平平均均でで算算定定すするるここととのの申申立立書書（（定定時時決決定定用用））  

９９月月かからら適適用用  
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・・標標準準報報酬酬定定時時決決定定・・保保険険者者算算定定申申立立にに係係るる例例年年のの状状況況、、報報酬酬のの比比較較及及びび組組合合員員のの同同意意等等  
（（定定時時決決定定用用）） 
注１：以下に該当する場合は、この方法による保険者算定を行うことができません。 
＊４月から６月までのいずれかの月に固定的給与の変動があり、７月から９月までのいずれ

かの月に随時改定が行われる場合。 
 ＊従前報酬月額により定時決定を行う場合。 
 
なお、この保険者算定については、業種や職種の特性上、基本的に毎年４月から６月までが繁

忙期に当たるため、４月から６月までの超過勤務手当等が他の期間と比べて多く支給されること

等を理由として、例年季節的な報酬変動の起こることが想定されることをいいます。例えば単年

度のみ超過勤務手当等が多く支給された場合等、業務の一時的な繁忙による報酬の増加等は，こ

の算定の対象にはなりません。 
また、この保険者算定の対象になるかどうかは、特例の時期に報酬変動が起こる部署や役職を

単位として対象とされます。 
 

● 保険者算定（産前産後休業により報酬額が著しく低くなる場合による定時決定） 
  ◇ 要件等 

４月から６月までの間に産前産後休業を取得するにあたり、通常の方法により報酬月額の算定

を行うことが著しく不当であるときで、次に掲げる要件を満たすときは、保険者算定を行うこと

ができます。（注１,２,３） 
この場合の標準報酬は、「産前産後休業を開始した日の属する月以前の直近の継続した12月間

の各月の標準報酬の月額（当該組合員が現に属する組合により定められたものに限る。）の平均

額を報酬月額として算出した標準報酬月額」により決定します。 
 
次のアがイを２等級以上下回ること。 
ア 産前産後休業を取得する４月から６月までに受けた報酬の月平均額から算出した標準

報酬月額 
イ 産前産後休業を開始した日の属する月以前の直近の継続した 12 月間の各月の標準報酬

の月額（当該組合員が現に属する組合により定められたものに限る。）（注４）の平均額を

報酬月額として算出した標準報酬月額 
 
注１ 保険者算定の趣旨 
   出産予定日の時期の違いによってその後の育児休業手当金の給付額等の算定基礎となる標準

報酬に不合理な差が生じていることを是正するため。 
注２ この保険者算定は、令和４年度以降の定時決定から実施できる。 
注３ 産前産後休業に係る定時決定保険者算定は、通常の定時決定より等級を上げるものであり、

その後の育児休業等の取得の有無や期間等によっては組合員の負担が増えることもあるため、

組合員本人からの申出があった場合に限ることとする。 
注４ 業務の性質上、季節的に報酬が変動する場合の定時決定保険者算定は「報酬」の月平均額で

あり、取扱いが異なる。 
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◇ 留意点 
（１）次の場合は対象となりません。 

① 雇用保険法（昭和49年法律第116号）の適用を受ける場合。 
② 直近の継続した期間において標準報酬の月額が定められている月が 12 月に満たない

場合。 
（２）産前産後休業に係る定時決定保険者算定を行った者の翌年の定時決定について、４月か

ら６月までの３か月間の報酬額をもとに算定することとなりますが、当該期間において育

児休業等を取得している場合には、地方公務員等共済組合法運用方針（昭和 37 年自治甲

公第10号）法第43条関係七（一）に基づき、従前標準報酬の算定基礎となっている報酬

月額をもとに算定することとなるため、結果として、産前産後休業に係る定時決定保険者

算定と同じ額で定時決定されることとなります。 
◇ 必要書類 
・・産産前前産産後後休休業業にに係係るる標標準準報報酬酬定定時時決決定定保保険険者者算算定定申申出出書書  

 
③ 随時改定（法第43条第10項） 
組合員の標準報酬月額は、原則として毎年定期的に行われる定時決定により決定し、その年の９月

から翌年の８月までの１年間適用されますが、昇給・昇格や人事異動などにより、報酬の額が著しく

高低を生じた場合は、実際に受けている報酬の月額と決定されている標準報酬月額との間に隔たりが

生じることになります。このような隔たりを解消するために標準報酬月額を改定することを「随時改

定」といいます。 
随時改定は、固定的給与に変動があり、既に決定又は改定されている標準報酬月額（従前標準報酬

月額）の等級と、変動があった月から継続した３ヶ月間（各月とも、支払基礎日数が17日以上でな

ければなりません。）の報酬の平均により算定した標準報酬月額の等級に２等級以上の差がある場合、

その３ヶ月目を著しく高低を生じた月とし、その翌月（４ヶ月目）から改定します。 
（※休職等により報酬が下がった場合は随時改定の対象とはなりません。） 
随時改定は、固定的給与に変動があった月以後３ヶ月間を見て実施の判断を行うことになりますが、

非固定的給与の変動の影響や支払基礎日数が17日未満である月があった場合など、一旦随時改定の

実施が見送られた場合は、仮にその後の３ヶ月間が随時改定の条件に該当しても実施しません。つま

り昇給・昇格等の変動があった月から継続した３ヶ月間のみが随時改定の実施の判断の対象月となり

ます。 
例えば、１月が昇給・昇格月の場合は、１月から３月までの３ヶ月間の報酬の平均により随時改定

に該当するかどうか判断することになります。１月の支払基礎日数が１７日未満の場合や、３ヶ月間

の報酬の平均により算定した標準報酬の等級が１等級しか差がないことにより、随時改定が見送られ

（A-1)年度 A年度
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

通常（ア）

年間平均（イ）

標準報酬

通常勤務

（A-2)年度定時決定（30万円）

この場合、アはイを２等級以上下回るため、産前産後休業に係る定時決定保険者算定の要件を満たしていることになる。

7

産前産後休業 育児休業

（A-1)年度定時決定（32万円） A年度定時決定

標準報酬月額の平均

報酬月額の平均
（28万円）
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たからといって、２月から４月までの３ヶ月間の報酬の平均で随時改定に該当するかどうかの判断は

しません。 
○随時改定のイメージ図 

 
 
なお、上記イメージ図（条件１）、固定的給与の変動の増額・減額と、（条件２）、変動月から継続し

た３ヶ月間の報酬の平均額の増額・減額が一致しない場合は、随時改定の対象となりません。 
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変動の原因である「固定的給与」と変動の結果である「報酬の平均額」の増額又は減額が一致する場

合に随時改定が実施されます。 
● 保険者算定（業務の性質上、季節的に報酬が変動する場合による随時改定） 
  ◇ 要件等 

通常の随時改定の要件を満たし、次の①から④までのすべてに該当する場合、保険者算定によ

り「昇給(降給)月以後の継続した３か月の間に受けた固定的給与の月平均額に、昇給(降給)月前

の継続した９か月と昇給(降給)月以後の継続した３か月の間に受けた非固定的給与の月平均額

を加えた額」を報酬月額として、随時改定を行うことができます。 
① 次のアとイとの間に２等級以上の差（注１）があること。 
ア 通常の随時改定による標準報酬 

昇給（降給）月以後の継続した３か月間の報酬の平均額を報酬月額として算定した標準

報酬 
イ 年間平均額の標準報酬 

昇給(降給)月以後の継続した３か月の間に受けた固定的給与の月平均額に、昇給(降給)
月前の継続した９か月と昇給(降給)月以後の継続した３か月の間に受けた非固定的給与の

月平均額を加えた額を報酬月額として算定した標準報酬 
② 上記①の差が業務の性質上例年発生することが見込まれること。（注２） 
③ 従前標準報酬（注３）の等級と年間平均額の標準報酬の等級との間に１等級以上の差 
（注４）があること。 

④ 当該組合員が所属する所属所長の申し立てと組合員本人の同意があること。 
◇ 必要書類 
・・年年間間報報酬酬のの平平均均でで算算定定すするるここととのの申申立立書書（（随随時時改改定定用用））  
・・標標準準報報酬酬随随時時改改定定・・保保険険者者算算定定申申立立にに係係るる例例年年のの状状況況、、報報酬酬のの比比較較及及びび組組合合員員のの同同意意等等  
（（随随時時改改定定用用））  
注１：この保険者算定は、例年特定の時期に残業が多くあるなど、非固定的給与が通常の時期

より多く支払われた場合等について措置されたものであり、単に固定的給与が大きく増減

し、アとイの間に２等級以上の差が生じる場合は、この保険者算定の対象外となります。 
〔対象となる例〕 
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・人事異動や決算などの特定の時期が繁忙期となり、超過勤務手当が増加する部署 
 

注２：業務や職務の特性上、基本的に特定の３か月が繁忙期に当たるため、当該期間中の超過

勤務手当等が他の期間と比べて多く給されることなどを理由として例年季節的な報酬変

動が起こることが想定されることをいいます。 
〔対象となる例〕 
・定期昇給（昇格） 
※ 対象とならない例 

単年度のみの特別な昇給による改定 
例年発生しない一時的な繁忙と昇給時期との重複による改定 
転居に伴う通勤手当の変動による改定 
産前産後休業や育児休業の終了に伴う変動 
給与改定に伴う固定的給与の変動 

注３：組合員に対して、既に決定又は改定されている標準報酬をいいます。 
 
注４：昇給時の年間平均額の標準報酬の等級が、従前標準報酬の等級と同等級又は下回る場合

は、従前標準報酬の等級のままとし、随時改定は行いません。 
また、降給時の年間平均額の標準報酬の等級が、従前標準報酬の等級と同等級又は上回る

場合は、従前標準報酬の等級のままとし、随時改定は行いません。 
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○実施の判断についてのイメージ図 

 
④ 育児休業等終了時改定（法第43条第12項） 
育児休業等を終了した組合員が育児休業等を終了した日において、その育児休業等に係る３歳に満

たない子（注）を養育する場合、「「標標準準報報酬酬育育児児休休業業等等終終了了時時改改定定申申出出書書」」（添付書類不要）を共済組

合に提出したときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後３ヶ月間（報酬支払の基礎となった日

数が17日未満である月は除きます。）に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月

額として、標準報酬を改定します。 
   育児休業等が終了し、職場復帰後の勤務形態が「育児短時間勤務」や「部分休業」等により報酬が

低下した場合が想定されますが、報酬額が上がった場合にも対象となりますので、改定申出書が提出
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され、育児休業等終了日の翌日が属する月以後３ヶ月間に受けた報酬総額の平均額が、従前標準報酬

月額と比較して１等級以上の上下動があれば改定処理がなされます。 
 

※申出が遅れた場合、厚生年金の取扱いに準じ、育児休業等が終了した日から２年間は遡及が認めら

れます。 
 
※申出を行わなかったときであっても要件に該当する場合は、随時改定の対象となります。 

 

（注）子 

組合員と法律上の親子関係がある子（養子を含む。）をいいます。 

また、平成29年1月1日以後は、次の(ｱ)から(ｳ)までに該当する者を含みます。 

(ｱ) 民法第817条の2第１項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養

子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属

している場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するもの 

(ｲ) 児童福祉法第27条第１項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である

職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望してい

る者 

(ｳ) これらに準ずる者として条例で定める者 

 
○育児休業等終了時改定のイメージ図 
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○育児休業等終了時改定と随時改定の違い 
 育児休業等終了時改定 随時改定 

平均報酬月額の算定

の基礎となる期間 

育児休業等終了日の翌日が属する

月以後の３ヶ月間（固定的給与の

変動がなくても改定可能） 

固定的給与に変動があった月以後

の３ヶ月間 

支払基礎日数 
支払基礎日数が１７日未満の月が

あるときは、その月を除いて報酬

の平均額を算出する 

支払基礎日数が１７日未満の月が

１月でもあるときは行わない 

改定に必要な等級差 １等級でも改定 原則として２等級以上の差が生じ

ることが条件 

改 定 月 育児休業等終了日の翌日が属する

月から起算して４ヶ月目から改定 
固定的給与に変動があった月から

起算して４ヶ月目から改定 

改定のタイミング 組合員からの申出に基づき改定を

行う 

組合員の意思に関係なく、随時改

定に該当した場合、給与支給機関

は速やかに共済組合に届出を行う 
 

⑤ 産前産後休業終了時改定（法第43条第14項） 
産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業を終了した日において、その産前産後休業に係る３

歳に満たない子（注）を養育する場合、「「標標準準報報酬酬産産前前産産後後休休業業終終了了時時改改定定申申出出書書」」（添付書類不要）

を共済組合に提出したときは、産前産後休業の翌日が属する月以後３ヶ月間（報酬支払の基礎となっ

た日数が17日未満である月は除きます。）に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報

酬月額として、標準報酬を改定します。 
   産前産後休業が終了し、育児休業等を取得せずに職場復帰し、復帰後の勤務形態が「育児短時間勤

務」や「部分休業」等により報酬が低下した場合が想定されますが、報酬額が上がった場合にも対象

となりますので、改定申出書が提出され、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後３ヶ月間に受け

た報酬総額の平均額が、従前標準報酬月額と比較して１等級以上の上下動があれば改定処理がなされ

ます。 
（注）子については19頁参照 
 
○産前産後休業終了時改定のイメージ図 

 
(4) ３歳未満の子を養育する組合員等の標準報酬の月額の特例（法第79条） 

３歳に満たない子（注）を養育している組合員が、「「３３歳歳未未満満のの子子をを養養育育すするる旨旨のの申申出出書書」」により

共済組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬の月額
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（従前標準報酬月額）を下回る月については、従前標準報酬の月額を当該下回る月の標準報酬の月額

とみなして、年金額を算定します。 
   なお、この特例は、育児短時間勤務などの勤務形態の期間中、報酬が低くなったことにより将来の

年金額が低くなることを避けるための措置であることから、短期給付の算定の基礎となる標準報酬月

額（日額）に対する適用はありません。 
   特例の期間は、子を養育することとなった日（厚生労働省令若しくは総務省令で定める事実が生じ

た日）の属する月から次のいずれかの事由に該当するに至った日の翌日の属する月の前月までとなり

ます。 
（注）子については19頁参照 

① 当該子が３歳に達したとき。 
② 当該組合員若しくは当該組合員であった者が死亡したとき、又は当該組合員が退職したとき。 
③ 当該子以外の子を養育することとなったときその他これに準ずるものとして厚生労働省令

若しくは総務省令で定めるものが生じたとき。 
④ 当該子が死亡したときその他当該組合員が当該子を養育しないこととなったとき。 
⑤ 当該組合員が育児休業等を開始したとき。 
⑥ 当該組合員が産前産後休業を開始したとき。 

(5) 「３歳未満の子を養育する旨の申出書」の提出について 
   子の養育を開始した前月の標準報酬と比較して、子が３歳に到達する日の翌日の前月までの間に標

準報酬の額が下回ることが見込まれる者について、下記の時点で「「３３歳歳未未満満のの子子をを養養育育すするる旨旨のの申申出出

書書」」を提出してください。（掛金免除の産休・育休中は３歳児特例の対象期間になりません） 
平成２７年１０月１日前から引き続いて３歳未満の子を養育している場合、「３歳未満の子を養育

する旨の申出書」の「養育の特例を開始した日」は平成２７年１０月１日と記入をしてください。 
 
「産前産後休業終了時改定」または「育児休業等終了時改定」の申出を行う者については、原則と

して併せて「３歳未満の子を養育する旨の申出書」を提出してください。 
※提出が必要ない場合もありますので、共済組合担当者までお問合せください。 
 
① 女性の組合員で実子の場合 
育休終了（育休を取得しない場合は産休終了）し職場復帰した時 

② 女性の組合員で養子の場合 
養育開始時点、育休取得の場合は育休終了し職場復帰した時  

③ 男性の組合員の場合 
養育開始時点、育休取得の場合は育休終了して職場復帰した時 

④ ３歳未満の子を養育し、当該子を出生した月の前月または当該月前１年以内に組合員であった

者が資格取得したとき 
⑤ 別居（単身赴任を含む）していた子と同居することとなったとき 

(6) 「３歳未満の子を養育する旨の申出書」の添付書類について 
   提出日から遡って90日以内に発行された、下記の書類をご提出ください。 

① 申出者との身分関係が確認できる書類（戸籍謄(抄)本、または戸籍記載事項証明書）で申出者

及び子の続柄が確認できるものを添付してください（所属所長の原本証明があれば、写しであっ
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ても可）。 
② 養育開始日および同居が確認できる書類（住民票（申出者及び子の記載があるもの））を添付し

てください。ただし、「３歳未満の子を養育する旨の申出書」の子の個人番号欄に記入があれば、

添付を省略することができます。なお、子の個人番号は、申出者本人が記入及び確認することと

なっているため、個人番号に関する確認書類の添付は不要です。 
 (7) 「３歳未満の子を養育する旨の申出書」の所属所受付日について 

この特例は、申出が行われた日の属する月より対象期間が前である場合は、当該申出が行われた日

の属する月の前月までの２年間のみが特例の対象となります。この「申出が行われた日」は、所属所

において「３歳未満の子を養育する旨の申出書」を申出者から受理した日として取り扱うこととされ

ていますので、申出書様式の左下の所属所受付日欄へ受付日の押印又は記入をお願いします。 
(8) 「３歳未満の子を養育しない旨の届出書」の提出について 

下記の状況となった場合「「３３歳歳未未満満のの子子をを養養育育ししなないい旨旨のの届届出出書書」」を提出してください。 
① 他の子を養育することとなったとき（出生・養子縁組） 
② 当該子を養育しなくなったとき（死亡、養子縁組解消及び別居（単身赴任を含む）） 
③ 産前産後休業・育児休業を開始したとき（他の子の育休・産休取得、当該子の育休（再）取得） 
○３歳未満養育特例のイメージ図
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(9) 報酬とは（法第2条第1項第5号） 

標準報酬の算定の基礎となる「「報報酬酬」」は、組合員が受ける給料、手当等の名称に関係なく、地方公

共団体等から労働の対償として受けるすべてのものをいいますが、手当のうち期末手当、勤勉手当や

臨時に受けたり、３ヶ月を超える期間ごとに受けたりするものは除きます。 

また、報酬はその性質に応じて「「固固定定的的給給与与」」と「「非非固固定定的的給給与与」」に区分されます。給料表の給料

月額や給料の調整額、教職調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当など勤務実績に関係なく、月等を

単位として一定額が継続して支給される報酬のことを「「固固定定的的給給与与」」といい、時間外勤務手当や休日

勤務手当など勤務実績に応じて支給される報酬のことを「「非非固固定定的的給給与与」」といいます。この「固定的

給与」及び「非固定的給与」の区分については、各地方公共団体の条例等に基づく給与支給の実態に

鑑み、給与支給機関が個別に判断することになります。 

なお、前月分の勤務実績により当月支払われる時間外勤務手当や休日勤務手当などは、当月に支払

われる報酬に含むこととなります。例えば、３月の勤務実績による時間外勤務手当が４月に支給され

る場合は、４月の報酬になります。 

○報酬の分類（例） 
固定的給与 基本給（給料表の給料月額）・給料の調整額・教職調整額・給料の特別調整額（管

理職手当）・初任給調整手当・扶養手当・地域手当・特地勤務手当・へき地手当・

広域異動手当・住居手当・単身赴任手当・義務教育等教員特別手当・定時制通信

教育手当・産業教育手当・農林漁業普及指導手当・通勤手当（※） など 
 
 ※通勤手当は支給される額を1月あたりの額にして算定します。 
  （例）4月に6ヶ月分の通勤手当として60,000円が支給された場合  
     60,000円÷6ヶ月＝10,000円 

非固定的給与 特殊勤務手当（※） ・超過勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・宿日直手当・

管理職員特別勤務手当など 
（※）勤務実績に直接関係なく、月等を単位として一定額が継続して支給される

ものは固定的給与に該当する 
   
○報酬に該当しないもの   

出張旅費・赴任旅費・災害派遣手当・見舞金・弔慰金・共済組合の給付金（傷病手当金、育児休業

手当金など）・退職手当・３ヶ月を超える期間ごと（年３回以下）に支給される賞与（期末・勤勉手

当）など 
 

(10) 休職等の期間中の報酬の取扱いについて 

共済組合は、欠勤、休職その他の理由（以下「休職等」といいます。）により、組合員の報酬の全

部又は一部が支給されない場合は、休職等の事由が発生する直前の標準報酬の基礎となっている報酬

月額をもってその者の休職等の期間中の報酬月額（当該報酬月額について給与改定又は昇給、昇格等

があった場合は、その後の額）とします。 

休職等により報酬の一部又は全部が減額されている組合員は、休職等の事由がなくなれば本来の休

業前の報酬が支給されるという考えからこのような取扱いとなっています。 

休業等の種類は、各地方公共団体の給与条例等によりますが、病気等による欠勤、休職のほか、育
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児休業、介護休業、修学部分休業、高齢者部分休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業、大学院就学

休業、職員団体への専従などがあります。 

なお、地方公務員の育児休業等に関する法律第 10 条に規定する育児短時間勤務は、「休職等」に

は含まれません。 

（11） 支払基礎日数について 

支払われる報酬の算定の基礎となる日数を「「支支払払基基礎礎日日数数」」といい、原則として標準報酬を算定

する際、支払基礎日数が17日未満の場合は、その月は除くこととされています。 

「「支支払払基基礎礎日日数数」」を計算するときは、支払われる報酬の算定の基礎となった日数となりますので、

必ずしも実際に出勤した日数とは一致しません。 

したがって、月給者の場合の支払基礎日数は、その月の日数から各地方公共団体の給与条例等に

定められている週休日（勤務時間を割り振らない日、通常の場合は土曜日及び日曜日）及び欠勤等

の日数を除いた日数になります。（祝日法による休日及び年末年始の休日は、勤務時間が割り振ら

れていますが、勤務を要しない日とされており、これらの休日は支払基礎日数に含めることになり

ます。） 

例えば、４月の欠勤日数４日分が５月（５月の勤務時間が割り振られている日数が22日の場合）

の報酬で減額される場合、５月の支払基礎日数は22日から４月の欠勤日数４日を差し引いた18日

となります。 

なお、複数の日に時間を単位として欠勤した場合は、それらの時間数の合計が一日当たりの正規

の勤務時間を超えていても、欠勤したそれぞれの日に係る給料の一部が支給されることになります

ので、支払基礎日数に含めることになります。 

 

 

支払基礎日数は、欠勤等による減額により低額の報酬を受けた場合、減額後の報酬を含めて報酬

月額を算定することが適当かどうか判断するための基準として設けられています。 

(12)  算定基礎月について 

標準報酬の算定の基礎となる報酬の支払基礎日数が17日以上の月を「「算算定定基基礎礎月月」」といいます。 

なお、「算定基礎月」から除かれる月は17日未満となった支払基礎日数により算出された報酬が支

払われる月になります。例えば、５月の欠勤により６月の支払基礎日数が17日未満となる場合には、

６月が算定基礎月から除かれることになります。 

(13) 通勤手当の取扱いについて 

通勤手当が複数月（支給単位期間）分として一括して支給される場合には、１ヶ月あたりの金額を

算出して各月の報酬に参入します。当該通勤手当を支給単位期間で除して各月分として算定された額

に１円未満の端数が生じたときは、当該支給単位期間中における末月以外の月分として算定される額

に係る端数金額はこれを切り捨て、切り捨てた額は当該支給単位期間中における末月分として算定さ

れる額に加算します。（当該末月分として算定された額に加算した後の額に１円未満の端数があると

きは、これを切り上げます。） 
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また、定期券、回数券、乗車証その他の有価物により現物支給されている場合も報酬に含まれ、報

酬への算入方法は上記の取扱いと同様の取扱いになります。なお、定期券代などの通勤手当について

は、消税を含めた金額で算定します。 

(14) 給与改定等があった場合の標準報酬月額の見直し 

給与条例の改正等による給与改定（以下「給与改定等」という。）が遡及して行われた場合は、遡

及して標準報酬の見直しは行わず、給与条例の改正後に差額調整が行われた月を変動月として、差額

分を除いて随時改定を行います。 

例：給与改定等が4月に遡及して行われた場合 

標準報酬の見直しは4 月に遡及しませんが、6 月に支給された期末手当等の額が変更となっ

た場合は、標準期末手当（標準賞与）を見直します。 

(15) 発令誤りや誤支給等の事由により遡って報酬が変動した場合 

標準報酬の決定・改定の後に、遡及して昇給・昇格が行われた場合や諸手当が遡及して支給された

場合等、個別の事案により誤支給等が判明したときは、原則として遡及した時点に遡り、正しい報酬

の額により標準報酬の見直しを行います。 

    例えば、給与支給機関から手当等の報告が遅れた場合や発令誤りの場合や扶養手当の対象となって

いる扶養親族が扶養の要件を満たしていなかったことが判明した場合等が該当します（遡及する事由

が組合員の責めに帰するものか否かに関わらない。）。 

 

※固定的給与が遡って変動した場合は、遡った月を変動月として随時改定に該当するかどうか算定し

ます。非固定的給与のみが遡って変動した場合（時間外勤務手当の勤務実績の誤り等）は、随時改定

は行いません。ただし、定時決定の算定基礎月（4月･5月･6月）の報酬や随時改定等の算定基礎月の

報酬が誤っていた場合は、当該誤支給が非固定的給与のみであっても見直しを行うことになります。 

 

※遡及する時点までに、定時決定や随時改定等が行われていた場合は、当該決定等の算定の基礎とな

った報酬の額を正しい報酬により算定し直します。 

   随時改定の再計算の結果、従前標準報酬（当該随時改定の直前の標準報酬）の等級と再計算による

標準報酬の等級との差が２等級以上生じなくなった場合は、当該随時改定を取り消します。 

 

(16) 標準報酬の算定事務 

標準報酬の算定は給与支給機関が行い、算定基礎届を共済組合に提出します。共済組合は給与支給

機関から受けた基礎届を確認し、組合員の標準報酬月額を決定します。 

なお、給与支給機関では算定した標準報酬月額等に基づき、掛金等を給与から控除し、また負担金

等の額を算定し共済組合に払い込みます。 
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◇ 標準報酬等級表（令和４年１０月から） 

 

短期給付
等

退職等
年⾦給付

厚⽣年⾦
保険

第 1 級 63,000円未満 58,000円 2,640円
第 2 級 63,000円以上 73,000円未満 68,000円 3,090円
第 3 級 73,000円以上 83,000円未満 78,000円 3,550円
第 4 級 第 1 級 第 1 級 83,000円以上 93,000円未満 88,000円 4,000円
第 5 級 第 2 級 第 2 級 93,000円以上 101,000円未満 98,000円 4,450円
第 6 級 第 3 級 第 3 級 101,000円以上 107,000円未満 104,000円 4,730円
第 7 級 第 4 級 第 4 級 107,000円以上 114,000円未満 110,000円 5,000円
第 8 級 第 5 級 第 5 級 114,000円以上 122,000円未満 118,000円 5,360円
第 9 級 第 6 級 第 6 級 122,000円以上 130,000円未満 126,000円 5,730円
第10級 第 7 級 第 7 級 130,000円以上 138,000円未満 134,000円 6,090円
第11級 第 8 級 第 8 級 138,000円以上 146,000円未満 142,000円 6,450円
第12級 第 9 級 第 9 級 146,000円以上 155,000円未満 150,000円 6,820円
第13級 第10級 第10級 155,000円以上 165,000円未満 160,000円 7,270円
第14級 第11級 第11級 165,000円以上 175,000円未満 170,000円 7,730円
第15級 第12級 第12級 175,000円以上 185,000円未満 180,000円 8,180円
第16級 第13級 第13級 185,000円以上 195,000円未満 190,000円 8,640円
第17級 第14級 第14級 195,000円以上 210,000円未満 200,000円 9,090円
第18級 第15級 第15級 210,000円以上 230,000円未満 220,000円 10,000円
第19級 第16級 第16級 230,000円以上 250,000円未満 240,000円 10,910円
第20級 第17級 第17級 250,000円以上 270,000円未満 260,000円 11,820円
第21級 第18級 第18級 270,000円以上 290,000円未満 280,000円 12,730円
第22級 第19級 第19級 290,000円以上 310,000円未満 300,000円 13,640円
第23級 第20級 第20級 310,000円以上 330,000円未満 320,000円 14,550円
第24級 第21級 第21級 330,000円以上 350,000円未満 340,000円 15,450円
第25級 第22級 第22級 350,000円以上 370,000円未満 360,000円 16,360円
第26級 第23級 第23級 370,000円以上 395,000円未満 380,000円 17,270円
第27級 第24級 第24級 395,000円以上 425,000円未満 410,000円 18,640円
第28級 第25級 第25級 425,000円以上 455,000円未満 440,000円 20,000円
第29級 第26級 第26級 455,000円以上 485,000円未満 470,000円 21,360円
第30級 第27級 第27級 485,000円以上 515,000円未満 500,000円 22,730円
第31級 第28級 第28級 515,000円以上 545,000円未満 530,000円 24,090円
第32級 第29級 第29級 545,000円以上 575,000円未満 560,000円 25,450円
第33級 第30級 第30級 575,000円以上 605,000円未満 590,000円 26,820円
第34級 第31級 第31級 605,000円以上 635,000円未満 620,000円 28,180円
第35級 第32級 第32級 635,000円以上 665,000円未満 650,000円 29,550円
第36級 - - 665,000円以上 695,000円未満 680,000円 30,910円
第37級 - - 695,000円以上 730,000円未満 710,000円 32,270円
第38級 - - 730,000円以上 770,000円未満 750,000円 34,090円
第39級 - - 770,000円以上 810,000円未満 790,000円 35,910円
第40級 - - 810,000円以上 855,000円未満 830,000円 37,730円
第41級 - - 855,000円以上 905,000円未満 880,000円 40,000円
第42級 - - 905,000円以上 955,000円未満 930,000円 42,270円
第43級 - - 955,000円以上 1,005,000円未満 980,000円 44,550円
第44級 - - 1,005,000円以上 1,055,000円未満 1,030,000円 46,820円
第45級 - - 1,055,000円以上 1,115,000円未満 1,090,000円 49,550円
第46級 - - 1,115,000円以上 1,175,000円未満 1,150,000円 52,270円
第47級 - - 1,175,000円以上 1,235,000円未満 1,210,000円 55,000円
第48級 - - 1,235,000円以上 1,295,000円未満 1,270,000円 57,730円
第49級 - - 1,295,000円以上 1,355,000円未満 1,330,000円 60,450円
第50級 - - 1,355,000円以上 1,390,000円 63,180円

等級
報酬月額 標準報酬

の月額
標準報酬
の日額
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1100  共共済済組組合合員員専専用用口口座座  

  共済組合は、諸給付の資格確認、計算事務及び給付決定通知書等を電算で処理し、組合員に振り込む 
制度を昭和 57 年 4 月から実施しています。この共済組合専用口座は、正確かつ速やかに、共済組合の

給付日に組合員に支給されることを目的としています。 
従来、資格取得をした組合員については百十四銀行県庁支店で新規に普通預金口座を開設し、その口 

座を「共済組合員専用口座」として登録し、給付金等の受取口座としていましたが、令和２年４月１日 
以降、百十四銀行県庁支店に限らず、百十四銀行であればどの支店の普通預金口座でも「共済組合員専 
用口座」として登録とすることができるようになりました。組合員（船員組合員）資格取得届書に記載 

した百十四銀行本・支店の口座が「共済組合員専用口座」となります。 

(1) 共済組合員専用口座の登録 
   ① 県費支弁組合員（会計年度任用職員パートタイムを除く） 

県に提出する「Ａ口座」が「共済組合員専用口座」となりますので、Ａ口座に指定した百十四 

銀行本支店の口座番号を記入してください。 

   ② 県費支弁組合員（会計年度任用職員パートタイム） 

     既に持っている自身の百十四銀行本支店の口座番号が「共済組合員専用口座」となりますので、 

その百十四銀行本支店の口座番号を記入してください。なお、百十四銀行本支店の口座番号持っ 

ていない場合、新規に開設をしてください。 

   ③ 市町費支弁組合員 

     既に持っている自身の百十四銀行本支店の口座番号が「共済組合員専用口座」となりますので、 

その百十四銀行本支店の口座番号を記入してください。なお、百十四銀行本支店の口座番号持っ 

ていない場合、新規に開設をしてください。 

 (2)  共済組合員専用口座を変更するとき 

   ① 県費支弁組合員（会計年度任用職員パートタイムを除く） 

県に「Ａ口座」の変更を提出する場合、「共済組合員専用口座」も変更となり、自動で「共済 

組合員専用口座」が変更となりますので、共済組合に申告の必要はありません 

   ② 県費支弁組合員（会計年度任用職員パートタイム） 

     基本事項（組合員証等記載事項）変更申告書で「共済組合員専用口座」の変更を申告してくだ 

さい。申告がない場合、給付金の受取が遅れることとなります。 

   ③ 市町費支弁組合員 

     基本事項（組合員証等記載事項）変更申告書で「共済組合員専用口座」の変更を申告してくだ 

さい。申告がない場合、給付金の受取が遅れることとなります。 

 (3)  共済組合員専用口座を解約するとき 

     組合員が退職した後、共済組合員専用口座を解約するときは、百十四銀行本支店で手続きを行 

    います。共済組合員専用口座を解約するときは、確認のため共済組合の同意を要することになっ 

ています。なお、組合員が退職した後でも給付金が発生することがありますので、原則として 

※「標準報酬の月額」の下限額と上限額について（令和４年１０月から）
下限額 （報酬月額） 上限額 （報酬月額）

58,000円 63,000円未満 1,390,000円 1,355,000円以上
88,000円 93,000円未満 650,000円 635,000円以上
88,000円 93,000円未満 650,000円 635,000円以上

短期給付等
退職等年⾦給付
厚⽣年⾦
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１年間は解約しないでください。 

 また、共済組合の任意継続組合員制度に加入する者は、「共済組合員専用口座」をそのまま継 

続利用します。 

 (4)  通帳の更新をするとき 
令和2年4月1日以前に百十四銀行県庁支店で開設した「共済組合員専用通帳」については、記

載欄がなくなったとき又は破損等で通帳の更新をするときは、毎回、銀行窓口での手続きが必要で

したが、令和2年4月1日以降は、初めの一回は窓口での手続きが必要ですが、以後はATMでの

通帳繰越が可能になります。 
 

1111  給給付付金金等等決決定定通通知知書書のの保保管管等等ににつついいてて  

   毎月、当該組合員に給付金等決定通知書を、所属所長を通じて配付します。確定申告等に使用予定の

者は、各自で通知書を整理保管してください。 
 
1122  審審査査請請求求（（法法第第111177条条））  

 (1) 組合員の資格若しくは給付に関する決定、掛金の徴収、組合員期間の確認又は国年法による障害基

礎年金に係る障害の程度の診査に関し不服のある者は、文書又は口頭で公立学校共済組合審査会に行

政不服審査法による審査請求をすることができます。 
 (2) 審査請求は、上記の決定、徴収、確認又は診査があったことを知った日から 60 日以内にしなけれ

ばなりません。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを

疎明したときは、この限りでありません。 
 (3) 審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなされます。  
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組合員になったときは、次頁「手続き一覧」」に掲げる書類を、所属所長を経て共済組合に提出します。

組合員に被扶養者がいるときは、四の「被扶養者の認定等の手続き」の書類を同時に提出します。 
任期付職員については、２か月を超える期間を定めて使用される者並びに２か月以内の期間を定め 

て使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれるもの及び当該定めた期間

を超えて引き続き使用されるに至ったものに限ります。 

１ 組合員の資格を取得したとき（施行規程第91条、第93条、第176条、互運営規則第4条） 

（１）一般組合員 

  正規採用者、育休任期付職員、再任用職員（フルタイム）、会計年度任用職員（フルタイム 

２年目）が一般組合員に該当します。 

   ① 新規採用職員については、「手続き一覧」①欄に定める書類を提出してください。 

   ② 過去に組合員であった者が新たに再任用職員（フルタイム）となる場合は、「手続き一覧」②欄

に定める書類を提出してください。 

     なお、定年退職後、引き続き再任用職員（フルタイム）となる場合は、組合員証番号の変更は

ありませんので、現職中の組合員証等を引き続き使用してください。 

   ③ 番号変更となる場合は、「手続き一覧」③欄に定める書類を提出してください。 

   ④ 種別変更（短期組合員から一般組合員への変更）となる場合は、「手続き一覧」④欄に定める書

類を提出してください。 

     なお、組合員証番号が変わらないときとは、次の場合です。 

イ 再任用職員（短時間）から再任用職員（フルタイム）となる場合 

     ロ 会計年度任用職員（フルタイム１年目）から会計年度任用職員（フルタイム２年目）とな

る場合 

   ⑤ 他府県、他共済からの転入の場合は、「手続き一覧」⑤欄に定める書類を提出してください。 

 （２）短期組合員 

  臨時的任用職員、再任用職員（短時間）、会計年度任用職員（フルタイム１年目）、会計年度 

任用職員（パートタイム）が短期組合員に該当します。 

   ① 新規採用職員については、「手続き一覧」⑥欄に定める書類を提出してください。 

   ② 番号変更となる場合は、「手続き一覧」⑦欄に定める書類を提出してください。 

   ③ 種別変更（一般組合員から短期組合員への変更）となる場合は、「手続き一覧」⑧欄に定める書

類を提出してください。 

     なお、組合員証番号が変わらないときとは、次の場合です。 

イ 定年退職後、引き続き再任用職員（短時間）となる場合 

     ロ 再任用職員（フルタイム）から再任用職員（短時間）となる場合 

２ 高松第一高等学校から県費職員への異動に係る取扱い 

 ① 組合員証番号が 80000 番未満の組合員については、「手続き一覧」の⑪欄に定める書類を提出し

てください。 

  ② 組合員証番号が80000番以上の組合員については、組合員証番号が変更となりますので、「手続き

一覧」の⑫欄に定める書類を提出してください。 

二 組合員になったときの手続 
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手続き一覧（採用）

内容 番号 異動内容該当者 担当 提出書類 備考

短
期

●組合員（船員組合員）資格取得届書
●通帳の写し（市町費職員のみ。）
●公立学校共済組合加入に関する資料（市町費職
員のみ。）

新所属所から提出
●県費職員の共済組合員専用口座
県に提出する「Ａ口座」と同じ百十四銀行の口座番号等を
記入して提出
●市町費職員の共済組合員専用口座
百十四銀行の口座番号等を記入し、通帳の氏名、口座番
号が確認できる箇所のコピーを提出

年
金

●年金加入期間等報告書
※公務員共済で決定した老齢・障害による年金を受
給している者が再就職した場合、以下を提出してくだ
さい。
●年金受給権者再就職届書
●年金証書（原本）
　※公立学校共済の年金証書は添付不要

新所属所から提出

短
期

●組合員（船員組合員）資格取得届書
●通帳の写し（市町費職員のみ。）
●公立学校共済組合加入に関する資料（市町費職
員のみ。）

新所属所から提出
●県費職員の共済組合員専用口座
県に提出する「Ａ口座」と同じ百十四銀行の口座番号等を
記入して提出
●市町費職員の共済組合員専用口座
百十四銀行の口座番号等を記入し、通帳の氏名、口座番
号が確認できる箇所のコピーを提出

年
金

●年金加入期間等報告書
※公務員共済で決定した老齢・障害による年金を受
給している者が再就職した場合、以下を提出してくだ
さい。
●年金受給権者再就職届書
●年金証書（原本）
　※公立学校共済の年金証書は添付不要

新所属所から提出

●組合員異動報告書（組合員証番号変更用）
●組合員証（被扶養者証を含む。）

旧所属所から提出

●組合員（船員組合員）資格取得届書 新所属所から提出

●組合員異動報告書（組合員証番号変更用）
　※組合員証番号が変わらないときは不要
●組合員証（被扶養者証を含む。）
  ※組合員証番号が変わらないときは不要

旧所属所から提出

●組合員（船員組合員）資格取得届書
  ※組合員証番号が変わらないときは不要

新所属所から提出

年
金

●年金加入期間等報告書
※公務員共済で決定した老齢・障害による年金を受
給している者が再就職した場合、以下を提出してくだ
さい。
●年金受給権者再就職届書
●年金証書（原本）
　※公立学校共済の年金証書は添付不要

新所属所から提出

短
期

●組合員（船員組合員）資格取得届書
●通帳の写し（市町費職員のみ。）
●公立学校共済組合加入に関する資料（市町費職
員のみ。）
※公立学校共済組合他支部から転入する者は、香
川支部へ転出元の組合員証（被扶養者証を含む。）
を提出してください。

新所属所から提出
●県費職員の共済組合員専用口座
県に提出する「Ａ口座」と同じ百十四銀行の口座番号等を
記入して提出
●市町費職員の共済組合員専用口座
百十四銀行の口座番号等を記入し、通帳の氏名、口座番
号が確認できる箇所のコピーを提出

年
金

●組合員転入届書
●年金加入期間等報告書
※公務員共済で決定した老齢・障害による年金を受
給している者が再就職した場合、以下を提出してくだ
さい。
●年金受給権者再就職届書
●年金証書（原本）
　※公立学校共済の年金証書は添付不要

新所属所から提出

資
格
取
得

（
一
般
組
合
員

）

種別変更
（採用日前日に短期組合員で
あった者が採用日から一般組

合員となる場合）

短
期

④

①

新規採用
（採用日前日まで公立学校共済
組合香川支部の一般組合員及
び短期組合員であった者を除

く）

②

再任用者
（過去に組合員であった者が、
新たにフルタイム再任用となり
組合員資格を取得した場合）

⑤
他の共済組合・公立学校共済
組合他支部からの転入者

③

番号変更
（採用日前日に一般組合員で
あった者が再度公立学校共済
組合の一般組合員となり、組合
員証番号が変更となる場合）

短
期
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手続き一覧（採用）

内容 番号 異動内容該当者 担当 提出書類 備考

⑥

新規採用
（採用日前日まで公立学校共済
組合香川支部の一般組合員及
び短期組合員であった者を除

く）

短
期

●組合員（船員組合員）資格取得届書
●通帳の写し（県費会計年度任用職員ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ及び
市町費職員のみ。）
●公立学校共済組合加入に関する資料（市町費職
員のみ。）

新所属所から提出
●県費職員(会計年度任用職員ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑを除く)の共済組
合員専用口座
県に提出する「Ａ口座」と同じ百十四銀行の口座番号等を
記入して提出
●県費会計年度任用職員ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ及び市町費職員の共
済組合員専用口座
百十四銀行の口座番号等を記入し、通帳の氏名、口座番
号が確認できる箇所のコピーを提出

●組合員異動報告書（組合員証番号変更用）
●組合員証（被扶養者証を含む。）

旧所属所から提出

●組合員資格取得届書（船員組合員） 新所属所から提出

●組合員異動報告書（組合員証番号変更用）
　※組合員証番号が変わらないときは不要
●組合員証（被扶養者証を含む。）
　※組合員証番号が変わらないときは不要

旧所属所から提出

●組合員（船員組合員）資格取得届書
　※組合員証番号が変わらないときは不要

新所属所から提出

年
金

●履歴書（事務局職員の期間を除く。）

旧所属所から提出
●県費職員の履歴書
所属所で保管しているものをＡ４判にコピーし提出。（所属
所長の原本証明及び任命権者の証明不要）
●市町費職員の履歴書
市町で保管しているものをＡ４判にコピーし提出。（任命権
者の証明不要）

⑨
所属所間の異動者
（（市市町町費費職職員員及及びび再再任任用用者者及及
びび県県費費会会計計年年度度パパーートト））

短
期

●組合員異動報告書（所属所異動用） 新所属所から提出

⑩
県費職員から高松第一高等学
校への異動者

短
期

●組合員異動報告書（所属所異動用） 新所属所から提出

⑪
高松第一高等学校（（組組合合員員証証
番番号号がが8800000000番番未未満満のの組組合合員員））
から県費職員への異動者

短
期

●組合員異動報告書（所属所異動用） 新所属所から提出

●組合員異動報告書（組合員証番号変更用）
●組合員証（被扶養者証を含む。）

旧所属所から提出

●組合員（船員組合員）資格取得届書

新所属所から提出
●県費職員の共済組合員専用口座
県に提出する「Ａ口座」と同じ百十四銀行の口座番号等を
記入して提出

短
期

種別変更
（採用日前日に一般組合員で
あった者が採用日から短期組

合員となる場合）

資
格
取
得

（
短
期
組
合
員

）

⑧

異
動

⑫
高松第一高等学校（（組組合合員員証証
番番号号がが8800000000番番台台のの組組合合員員））か
ら県費職員への異動者

短
期

⑦

番号変更
（採用日前日に短期組合員で
あった者が再度公立学校共済
組合の短期組合員となり、組合

員証番号が変更となる者）

短
期
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１ 組合員が所属所を変わったとき（運営規則第11 条） 

  県費会計年度任用職員パートタイム及び市町費支弁の組合員が所属所を変わったときは、「組合員異動

報告書」を所属所長を経て共済組合に提出してください。この手続がされないと、給付金等決定通知書

その他の通知がいつまでも旧所属所へいくことになります。なお、県費支弁（会計年度任用職員パート

タイム以外）の組合員は手続の必要はありません。 
組合員異動報告書 

２ 組合員の氏名及び住所等が変わったとき（施行規程第95 条、第176 条） 

 (1) 組合員 
婚姻その他により氏名及び住所等が変わったときは、次の書類を所属所長を経て共済組合に提出し

てください。 
    組合員証（氏名が変わった場合のみ） 
    基本事項（組合員証等記載事項）変更申告書 
   なお、最寄りの百十四銀行本・支店で共済組合専用口座の「氏名が変わったとき」「住所が変わっ 

たとき」の手続を併せてします。 
 (2) 被扶養者 

被扶養者の氏名及び住所等が変わったときは、組合員と同様の書類を所属所長を経て共済組合に提

出してください。 
  なお、被扶養者の住所変更の場合、国内の住所の有無を確認するため、住民票（写し可）を添付し

てください。個人番号を利用した情報連携により住民票の添付を省略する場合は、基本事項（組合員

証等記載事項）変更申告書の「国内居住確認について」欄の 2「情報連携により住民票添付を省略」

を選択してください。 
３ 組合員証等の再交付を求めるとき（施行規程第96 条、第176 条） 

  組合員証等の紛失、破損又は裏面住所欄に余白がなくなったときは、次の書類を所属所長を経て共済

組合に提出し、再交付を受けてください。 
組合員証等（破損、余白なしの場合のみ） 

    再交付申請書 
  

三 所属所を変更したとき等の手続 
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１ 被扶養者の認定を求めるとき（法第55 条、施行規程第94 条） 

  被扶養者の範囲、手続等は以下のとおりです。37頁別表１の書類は被扶養者として認定を受けようと

する者が、その要件を備えるに至った日から 3300 日日以以内内に提出することが必要です。3300 日日をを経経過過後後にに申申

告告書書等等をを提提出出ししたたととききはは、、所所属属所所長長がが当当該該申申告告書書等等をを受受理理ししたた日日がが認認定定日日ととななりりまますす。。 
  なお、乳幼児医療助成対象者及びその他の公費受給者（身障者、ひとり親家庭等）である被扶養者は

居住地の市町村へ医療証（受給資格者証）の交付申請をしてください。 
 
２ 被扶養者の範囲及び要件等（被扶養者の範囲：別表３参照） 

 (1) 次に掲げる 75 歳未満の者で主として組合員の収入により生計を維持する者であって、日本国内に

住所を有するもの又は外国において留学をする学生、その他の日本国内に住所を有していないが、渡

航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活基盤があると認められるものとして主務省令で定め

るものをいいます。 
  ① 組合員の配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、子、父母、

孫、祖父母及び兄姉弟妹 
  ② 組合員と同一世帯に属する三親等内の親族で①に掲げる者以外のもの 
  ③ 組合員の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並

びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同一の世帯に属するもの 
 (2) 次に掲げる者は、被扶養者に該当しません。 
  ① 共済組合（法律に基づく共済組合で短期給付を行うものすべてをいう。）の組合員、健康保険の被

保険者又は船員保険の被保険者である者 
  ② その者について当該組合員以外の者が一般職の職員の給与等に関する法律（以下「一般職給与法」

という。）第11条第１項の規定に相当する給与条例の規定による扶養手当又はこれに相当する手当

を地方公共団体、国その他から受けている者 
  ③ 組合員が他の者と共同して同一人を扶養する場合において、社会通念上、その組合員が主たる扶

養者でない者 
  ④ 恒常的所得が年額 130 万円（障害を支給事由とする公的年金等受給者又は 60 歳以上の者にあっ

ては、180万円）以上である者 
○ 恒常的所得（130 万円又は 180 万円）とは、所得税法上の所得ではなくその者の年間における恒常

的収入の総額（公的年金等・傷病手当・雇用保険・互助年金・その他全ての収入を含む。）をい

うものであり、土地、家屋等の売買による一時所得は含まれません。 
○ 公的年金等とは、各種共済組合法、国年法及び厚生年金法等の社会保険制度に基づいて支給さ

れる年金及び恩給をいう。（遺族年金、扶助料及び障害を理由に給付される年金恩給等課税の対

象とならないものもすべて収入として取り扱われます。） 
○ 恒常的所得の年額（130 万円又は 180 万円）とは、1 月から 12 月までの収入ではなく、収入の発

生した月より向こう１年間の総収入をいいます。 
ただし、パートやアルバイト等で勤務する者は、雇用契約期間が３月以上で月額108,334円以上

の収入を得る場合は、就労日に遡及して被扶養者の資格を喪失します。また、日額3,612円以上

四 被扶養者の認定等を求めるとき 
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の雇用保険等を受けている期間は被扶養者と認められません。 
 (3) (1)に規定する「主として組合員の収入により生計を維持する」ことの認定に関しては、次の①から

⑤に掲げる者を除き、通常稼働能力があるものと考えられる場合が多いので、扶養事実及び扶養しな

ければならない事情を具体的に調査確認して処理します。なお、これらの者であっても(2)の①から④

に該当することが明らかなものは、被扶養者に該当しません。 
  ① 18歳未満の者及び60歳以上の者 
  ② 一般職給与法第11条に相当する給与条例（以下「給与条例」という。）の規定により扶養親族（給

与条例の適用を受けない組合員にあっては、これに相当するもの）とされている者 
  ③ 学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒（定時制、通信制課程の生徒、夜間課程の学生及

び通信による教育を受けている学生を除く。） 
  ④ 所得税法に規定する控除対象配偶者又は扶養親族とされている者 
  ⑤ 病気又は負傷のため長期間の療養を要し、就労能力を失っている者 
 (4) 令和2年4月1日から、被扶養者の認定要件に新たに国内居住要件が追加されています。国内居住

要件とは、住民基本台帳に住民登録されている場合（住民票が日本国内にある場合）をいいます。こ

のため、例えば、その被扶養者が一定の期間を海外で生活している場合も、日本に住民票がある限り

は、原則として国内居住要件を満たすことになります。 
(1)に規定する「主務省令で定めるもの」については、次の①から⑤が定められており、日本国内に

生活基盤があると認められるものとして、国内居住要件の例外として取り扱われます。 
  ① 外国において留学をする学生 
  ② 外国に赴任する組合員に同行する者 
  ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 

④ 組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であって、②に掲げる 

者と同等と認められるもの 

 ⑤ ①～④に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認め 

られる者 

 

３ 被扶養者の認定種別等 

 (1) 被扶養者の認定種別は、次の①及び②に分類します。 
  ① 普通認定 
  ② 特別認定 

(2) 普通認定とは、一般職の職員の給与等に関する法律第 11 条第 1 項の規定に相当する給与条例の規

定による扶養手当又はこれに相当する手当を地方公共団体・国その他から受けている者を認定するこ

とをいいます。 
(3) 特別認定とは、(2)に規定する者以外の者を認定することをいい、おおむね次に掲げる者をいいます。 
 ① 恒常的所得が年額 130 万円（障害を支給事由とする公的年金等受給者又は 60 歳以上の者にあっ

ては、180 万円）未満の者（給与条例の規定により扶養親族とされている者を除く。以下②及び③

において同じ。） 
 
 ② 学校教育法第１条に規定する学校の学生、生徒並びに同法第82条の２及び第83条に規定する専

修学校及び各種学校の学生・生徒 
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 ③ 病気又は負傷のため、長期間の療養を要し、就労能力を失っている者又はその他、家事従事等真

にやむを得ない事情により組合員の扶養を必要とする者 
 
４ 被扶養者の認定に係る届出等 

 (1) 新たに組合員となった者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について新たに被

扶養者の要件を備える者が生じた場合には、その組合員は、遅滞なく、被扶養者認定申告書に 37
項別表１に掲げる書類を添え、所属所長を経て共済組合に届け出なければなりません。 

 (2) 組合は、(1)の規定により届出を受けたときは、当該事実の生じた日から認定するものとします。

ただし、(1)の規定による届出が組合員となった日又はその事実の生じた日から 30 日以内にされな

い場合は、当該届出を受けた日からそれぞれ認定します。 
  ○別別居居ししてていいるる父父母母等等をを被被扶扶養養者者ととししてて認認定定すするる場場合合のの取取扱扱いい 
   被扶養者として認定を受けようとする者（この項において「認定対象者」という。）の収入額（年

金等認定対象者自身の収入並びに組合員及び当該組合員以外の者の送金等による収入の合計額

をいう。）に占める組合員の送金額の割合が３分の１以上であること。 
   なお、組合員が当該組合員以外の者と共同して認定対象者を扶養している場合は、組合員の送金

額が当該組合員以外の者の負担額のいずれをも上回っていること。 
  ○夫夫婦婦共共同同扶扶養養のの場場合合ににおおけけるる被被扶扶養養者者のの認認定定ににつついいててはは、、次次にによよりり取取りり扱扱いいまますす。。 
   (1) 扶養手当又はこれに相当する手当の支給が行われる場合は、その支給を受けている者の被 
    扶養者として認定するものとします。 
   (2)  (1)以外の場合には、夫婦双方の年間収入を比較し、組合員の年間収入が配偶者の年間収入

より多いとき又は夫婦双方の年間収入が同程度（収入差が一割以内）であるときは、被扶養者

申告書を提出した組合員の被扶養者として認定するものとします。 
   (3)  (2)による認定に当たっては、次に掲げる書類により夫婦双方の年間収入を確認するものと

します。 
① 給与支払者発行の源泉徴収票又は給与支払証明書 
② 確定申告書の写し又は市町村長発行の課税所得証明書 
③ 年金額証明書 

被扶養者に認定されている者のうち、扶養手当を支給されていた者（普通認定）が、扶養手当を

支給されなかったが引き続き被扶養者に該当する場合（特別認定への移行）は、「被扶養者認定区

分変更届」に必要書類を添付して届け出てください。  
区 分 必 要 書 類 

1．収 入 増 所得証明書及び年金・恩給証明書等の写し 
2．22歳を超えたため 学生のときは在学証明書、学生以外は所得証明書 
3．そ の 他 その事実を証する書類 

 

  
 
 ○国国内内居居住住要要件件のの例例外外にに該該当当すするる場場合合のの取取りり扱扱いい 

国内居住要件の例外に該当する場合は、被扶養者認定申告書に38頁別表２に掲げる書類を添え、

併せて、次の書類を所属所長を経て共済組合に届け出なければなりません。 
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   ① 外国において留学をする学生  

      査証（ビザ）、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し 
   ② 外国に赴任する組合員に同行する者 

      査証（ビザ）、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し 
   ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 

      査証（ビザ）、ボランティア派遣機関が発行する居住証明書の写し 
④ 組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であって、②に掲げる 

者と同等と認められるもの 

  出生や婚姻などを証明する書類等の写し 

  ⑤ ①～④に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認

められる者 

      個別に判断することになります。 

 
５ 被扶養者の取消しに係る届出等 

(1) 組合員は、被扶養者が就職、結婚、離婚、死亡又は恩給・年金等の改定による所得の増加等によ 
り、被扶養者の要件を欠くに至った場合には、遅滞なく、被扶養者取消申告書に38別表２に掲げ 
る書類を添え、所属所長を経て共済組合に届け出なければなりません。 

(2) 支部長は、(1)の規定により届出を受けたときは、当該要件を欠くに至った日をもって、認定を取 
り消すものとします。 

  注 被扶養者の要件を欠いているにもかかわらず、被扶養者の取消申告が遅れた場合には、医療費等

の返還が生じることもありますので、特に注意してください。 
 

６ 被扶養者の資格確認手続 

 (1) 組合員は、毎年１回共済組合の指定する時期に必要書類を提出し、被扶養者の資格の確認を受ける

ものとします。 
(2) (1)の提出書類及び提出日は、支部長が定めるものとします。 

 
７ その他の添付書類 

  支部長は、必要があると認めるときは、組合員に対して臨時の書類等の提出を求めることができるも

のとします。 
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　　数字は、親等数を示します。

　　○印は、血族（組合員の系統）を示し、（　）印は、姻族（配偶者の系統）を示します。

　　　（組合員と同じ世帯とは、組合員と生計を共にし、かつ、同居している場合をいう。）

父    母

①

伯叔父母

③

配 偶 者

(3)

父    母

(1)

配  偶  者

(2)

兄姉弟妹

②

孫

(2)

曽    孫

(3)

印は、別居の場合も認められますが、□印は、組合員と同じ世帯に限り認められる被扶養者を示します。

三 親 等 内 親 族 表

別表第３

（注）主として組合員の収入によって生活しているもので、

祖 父 母

②

曽祖父母

③

曽祖父母

(3)

祖 父 母

(2)

甥    姪

③

配  偶  者

(2)

配  偶  者

(3)

孫

②

曽    孫

③

父    母

(1)

伯叔父母

(3)

配  偶  者

(3)

子

(1)

内  縁  の

配  偶  者

兄弟姉妹

(2)
配  偶  者 組組    合合    員員

配  偶  者

(1)

子

(1)

甥    姪

(3)

子

①
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続続  柄柄  ココ  ーー  ドド  

ココーードド  続続柄柄名名  ココーードド  続続柄柄名名  

00 本 人 57 孫 

01 夫 61 姉 

02 妻 62 妹 

10 配 偶 者 の 子 63 祖 母 

11 長 男 64 義 姉 

12 二 男 65 義 妹 

13 三 男 66 義 祖 母 

14 四 男 67 配 偶 者 の 孫 

15 五 男 71 曾 祖 父 

16 六 男 72 伯 父 ・ 叔 父 

17 七 男 73 甥 

18 八 男 74 義 曾 祖 父 

19 九 男 以 上 75 義 伯 父 ・ 義 叔 父 

20 養 子 76 義 甥 

21 長 女 77 曾 孫 

22 二 女 81 曾 祖 母 

23 三 女 82 伯 母 ・ 叔 母 

24 四 女 83 姪 

25 五 女 84 義 曾 祖 母 

26 六 女 85 義 伯 母 ・ 義 叔 母 

27 七 女 86 義 姪 

28 八 女 87 配 偶 者 の 曾 孫 

29 九 女 以 上 90 子 の 配 偶 者 

31 父 91 孫 の 配 偶 者 

32 養 父 92 兄 弟 姉 妹 の 配 偶 者 

33 義 父 93 甥 姪 の 配 偶 者 

41 母 94 曾 孫 の 配 偶 者 

42 養 母 95 伯（叔）父の配偶者 

43 義 母 96 伯（叔）母の配偶者 

51 兄 99 そ の 他 

52 弟   

53 祖 父   

54 義 兄   

55 義 弟 

56 義 祖 父 
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【【被被扶扶養養者者にに係係るる根根拠拠法法規規】】  

◎ 地方公務員等共済組合法 

（定 義） 
第２条第１項第２号 

被扶養者 次に掲げる者（後期高齢者医療の被保険者（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七 

年法律第八十号）第五十条の規定による被保険者をいう。）及び同条各号のいずれかに該当する者で同

法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの（以下「後期高齢者医療の被保険

者等」という。）その他健康保険法（大正十一年法律第七十号）第三条第七項ただし書に規定する特別

の理由がある者に準じて主務省令で定める者を除く。）で主として組合員（短期給付に関する規定の適

用を受けないものを除く。以下この号において同じ。）の収入により生計を維持するものであつて、日

本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡

航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして主務省令で定め

るものをいう。 

イ 組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 

ロ 組合員と同一世帯に属する三親等内の親族でイに掲げる者以外のもの 

ハ 組合員の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並び 

に当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同一の世帯に属するもの 

 
（被扶養者に係る届出及び給付） 
第 55 条 新たに組合員となった者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号

の一に該当する事実が生じた場合には、その組合員は、主務省令で定める手続により、その旨を組合に

届け出なければならない。 
一 新たに被扶養者の要件を備える者が生じたこと。 
二 被扶養者がその要件を欠くに至ったこと。 

２ 被扶養者に係る給付は、新たに組合員となった者に被扶養者となるべき者がある場合にはその者が組

合員となった日から、組合員に前項第１号に該当する事実が生じた場合にはその事実が生じた日から、

それぞれ行うものとする。ただし、同項（第 2 号を除く。）の規定による届出がその組合員となった日

又はその事実の生じた日から30日以内にされない場合には、その届出を受けた日から行うものとする。 
 
◎ 地方公務員等共済組合法施行規程 

（被扶養者） 
第２条の２ 法第二条第一項第二号に規定する健康保険法（大正十一年法律第七十号） 第三条第七項ただ   

し書に規定する特別の理由がある者に準じて主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 
一 日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号。 

以下「入管法」という。）第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げ

る活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し

疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について

継続して医を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行

うもの 
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二 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五

の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在

し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの 
２ 法第二条第一項第二号に規定する日本国内に生活の基礎があると認められるものとして主務省令で定 
 めるものは、次に掲げる者とする。 
一 外国において留学をする学生 
二 外国に赴任する組合員に同行する者 
三 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 
四 組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であつて、第二号に掲げる者 
 と同等と認められるもの 
五 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認めら 
 れる者 
（被扶養者の申告） 

第 94 条 組合員となった者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件

を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至った場合には、その組合員は、遅滞な

く、次に掲げる事項（第四号に掲げる事項にあっては、組合員となった者に被扶養者の要件を備える者

がある場合又は組合員については被扶養者の要件を備える者が生じた場合に限る。）を記載した被扶養

者申告書を組合に提出しなければならない。ただし、後期高齢者医療の被保険者等に該当し被扶養者が

その要件を欠くに至った場合で、組合がその事実を組合員原票、被扶養者申告書その他組合が保有する

書面により確認したときは、その限りではない。 
一 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号 
二 被扶養者の要件を備える者又は被扶養者の要件を欠くに至った者の氏名、性別、生年月日、職業、

年間所得推計額、住所及び個人番号並びにその者と組合員との身分関係 
三 被扶養者の要件を備えるに至った年月日又は被扶養者の要件を欠くに至った年月日及びその理由 
四 被扶養者の要件を備える者が第２条の二第二項各号のいずれかに該当する場合にあっては、その旨 
五 その他必要な事項 

（組合員証の検認等） 
第97条 組合は、主務大臣の定めるところにより、組合員証の検認又は更新をしなければならない。 
２ 組合員は、検認、更新又は記載事項の訂正のため、組合員証の提出を求められたときは、遅滞なく、

これを組合に提出しなければならない。 
３ 組合は、前項の規定により組合員証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、更新し、又は

記載事項を訂正して、その者に交付しなければならない。 
４ 第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない組合員証は無

効とする。 
 
◎ 地方公務員等共済組合法運用方針 

第2条関係 
 第1項第2号 
１ 共済組合（法律に基づく共済組合で短期給付に相当する給付を行うものすべてをいう。）の組合員、健

康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者は、これを被扶養者として取り扱わない。 
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２ 次に掲げる者は、「主として組合員の収入により生計を維持する者」に該当しない。 
(1) その者について当該組合員以外の者が一般職の職員の給与等に関する法律（以下「一般職給与法」

という。）第11条第1項の規定に相当する給与条例の規定による扶養手当又はこれに相当する手当を

地方公共団体、国その他から受けている者 
(2) 組合員が他の者と共同して同一人を扶養する場合において、社会通念上、その組合員が主たる扶養

者でない者 
(3) 年額130万円以上の所得がある者。ただし、その者の所得の全部若しくは一部が国民年金法及び同

法第5条第1項に規定する被用者年金各法に基づく年金たる給付その他の公的な年金たる給付（以下

第 2 条関係において「公的年金」という。）のうち障害を支給事由とする給付に係る所得である場合

又は 60 歳以上の者であって、その者の所得の全部若しくは一部が公的年金等に係る所得である場合

にあっては、年額180万円以上の所得がある者とする。 
３ ２の(3)の所得は、被扶養者としようとするときにおける恒常的な所得の現況により算定する。したが

って、過去において２の(3)に定める金額以上の所得があった場合においても、現在所得がないときは、

これに該当しない。 
４ 主として、組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、18 歳未満の者、60 歳以上の

者、一般職給与法第 11 条に相当する給与条例の規定により扶養親族（給与条例の適用を受けない組合

員にあっては、これに相当するもの）とされている者、学校教育法第1条に規定する学校の学生（同法

第44条、第45条、第54条及び第54条の２に規定する定時制課程の学生、通信制課程の学生、夜間課

程の学生及び通信により教育を受けている学生を除く。）、所得税法第2条第1項第33号又は第34条に

規定する控除対象配偶者又は扶養親族とされている者又は負傷のため就労能力を失っている者を除き、

通常稼働能力があるものと考えられる場合が多いので、扶養事実及び扶養しなければならない事情を具

体的に調査確認して処理するものとする。なお、これらの者であっても２の(1)から(3)までに該当するこ

とが明らかなものは、被扶養者に該当しない。 
５ 「組合員と同一世帯の属する」とは、組合員と生計を共にし、かつ、同居している場合をいう。ただ

し、病院勤務の看護師のように勤務上別居を要する場合若しくはこれに準ずる場合又は転勤等に際して

自己の都合により一時的に別居を余儀なくされる場合には、同居していることを要しない。 
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 ※ 組合員の被扶養配偶者に係る国民年金第3 号被保険者資格取得等の届出について 

  共済組合の組合員の配偶者であって、その者が主として組合員の収入により生計を維持し、しかも20
歳以上60歳未満である者「被扶養配偶者」という。）は、国民年金第3号被保険者となり、該当者はそ

の旨を年金事務所へ届け出ることになっていますが、この届出は国年法の規定に基づき共済組合を経由

することになっています。また、被扶養配偶者の死亡等の届出についても共済組合を経由することとさ

れています。 
 (1) 国民年金第3号被保険者に該当した場合の手続き 

区分 内容 提出書類 

資格取得 無資格者が第3号被保険者になったとき。 

国民年金第 3 号被保険者関係届の「該

当」を○で囲み、理由等を記入のうえ

共済組合に提出する。 

種別変更 
配偶者が被扶養者になったとき。（第１号

被保険者→第 3 号被保険者、第 2 号被保

険者→第3号被被保険者） 

種別確認 
第 3 号被扶保険者の配偶者である組合員

が被用者年金保険者間を異動したとき。 
 (2) 国民年金第3号被保険者に該当しなくなった場合の手続き 

区分 内容 提出書類 

非該当 
第 3 号被保険者が被扶養者でなくなった

とき。 
国民年金第 3 号被保険者関係届の「非

該当」を○で囲み、理由等を記入のう

え共済組合に提出する。 
資格喪失 

国外に居住している第3号被保険者が、被

扶養者でなくなったとき。 

死亡 第3号被保険者が死亡したとき。 

 (3) 国民年金第3号被保険者の氏名等に変更（訂正）があった場合の手続き 
区分 内容 提出書類 

氏名変更等 
第3号被保険者の氏名変更（訂正）、生年

月日訂正及び性別訂正等が生じたとき 

国民年金第 3 号被保険者関係届の「⑭

備考」欄に変更前の情報、変更後の内

容及び変更年月日を記入し、共済組合

に提出する。 
 (4)  国民年金第3号被保険者の住所に変更（訂正）があった場合の手続き 

区分 内容 提出書類 

住所変更 
転居等で、国民年金第3号被保険者の住所

に変更があったとき。 
国民年金第 3 号被保険者住所変更届を

共済組合に提出する。 
 
  上記(1)及び(2)の事実が生じたときは、共済組合において被扶養者の認定又は取消申告書を提出すると

きに併せて提出してください。 
  なお、(3)及び(4)の事実が生じたときは、基本事項（組合員証等記載事項）変更申請書を併せて提出し

てください。 
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※ 個人番号を利用した情報連携による短期給付関係事務手続きについて 

平成31年2月1日から個人番号により情報を照会する事ができる短期給付関係事務の取扱を下記の

とおりとしています。 

情報連携により地方税関係情報を照会する場合は、本人の同意書が必要となります。表中、「同意書

有無欄」に○印があるものについては同意書を提出してください。 

  情報照会を利用し被扶養者の認定手続きを行う場合、情報照会結果が確認できるまでに4日～7日間 
の期間を要するため、被扶養者証の交付に10日程度かかることとなります。迅速な被扶養者証の交付 
を希望される場合は、引き続き所得証明書等の添付をお願いします。 

◆情報照会対象事務一覧◆ 

 

番号 短期給付事務
省略できる
添付書類

共済組合への手続き

1

地方税法の規定により市町村民税が課されない組合員が「基本
基本事項（組合員証等記載事項）変更申告書」を提出するとき
【高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査事務】

課税証明書
（所得証明書）

組合員 ○
従来、「基本事項（組合員証等記載事項）変更申告書」に所得証明書を添付
して提出としていたが、「基本事項（組合員証等記載事項）変更申告書」に
「同意書」を添付して提出することも可とする。

2

家族出産費請求書（立替払い）を提出するとき
【資格喪失後の給付と家族出産費（家族出産育児一時金）の調
整】

他の保険者に申請
していないことを示す

書類

家族出産費（立替払いに限る。）請求書に「他の保険者に申請していない事
の証明書」の添付を省略することができる。

資格喪失証明書

「資格喪失証明書」の添付を省略することができる。
ただし、情報照会に4～7日間かかり、また他の保険者の登録のタイミングに
より、正しい情報が得られない可能性もあるため、被扶養者証の交付に時間
がかかることとなる。

組合員 ○

被扶養者 ○

※※((注注２２))
住民票の写し

配偶者・子・孫・父母・祖父母・兄姉弟妹以外の同居を要件とする者の同居
確認のための住民票の添付を省略することも可とする。
ただし、情報照会に4～7日間かかるため、被扶養者証の交付に時間がかか
ることとなる。

4
被扶養者の取消申告書を提出するとき
【被扶養者取消に係る事実についての審査事務】

埋葬許可証の写し
死亡に伴う被扶養者取消に「埋葬許可証（写）」の添付を省略することができ
る。

5

埋葬料・家族埋葬料請求書を提出するとき
【埋葬料及び家族埋葬料の請求に係る死亡した事実のついての
審査事務】

埋葬許可証の写し
埋葬料請求書及び家族埋葬料請求書に「埋葬許可証（写）」の添付を省略
することができる。

6

限度額適用・標準負担額減額認定証申請書を提出するとき
【限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実につい
ての審査事務】

課税証明書
（所得証明書）

組合員 ○

従来、「限度額適用・標準負担額減額認定証申請書」に所得証明書を添付
して提出としていたが、「限度額適用・標準負担額減額認定証申請書」に「同
意書」を添付して提出することも可とする。
ただし、情報照会に4～7日間かかるため、認定書の交付に時間がかかるこ
ととなる。

※※
((注注１１))

※※
((注注２２))

被扶養者認定対象者の所得証明書の添付を省略し「同意書」を添付して提
出することも可とする。また、組合員とその配偶者の収入を比較する場合、
組合員の所得証明書の添付を省略し「同意書」を添付して提出することも可
とする。
ただし、情報照会に4～7日間かかるため、被扶養者証の交付に時間がかか
ることとなる。

－

－

－

法令上は「組合員」及び「被扶養者（被扶養者としてこれから認定する者を含む。）」の所得について情報照会することができると規定されているため、それ以外の者の所得については情
報照会することはできません。　よって、組合員や被扶養者以外の者の所得については、引き続き添付書類により確認することとなります。

同居を要件とする者の同居確認のための住民票を省略することを可とするものです。よって、組合員との続柄を証する書類（戸籍謄本等）については、引き続き添付書類により確認する
こととなります。

同意書
の有無

－

3

被扶養者の認定申告書を提出するとき
【被扶養者認定に係る事実についての審査事務】

－

※※((注注１１))
課税証明書

（所得証明書）
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結婚により姓や住所が変わったときは、「組合員の氏名及び住所等が変わったとき（三－２）」及び共

済組合員専用口座の「氏名が変わったとき（一－６－（２））」、「住所が変わったとき（一－６－（３））」

の手続きをします。 
 
 
 
 

 
会員が結婚したとき、結婚祝金を支給します。 

（1）支給額  40,000円 
 （2）請求手続 
     次の書類を提出します。 
   ① 結婚祝金請求書 
   ② 結婚の届出年月日を明らかにした証明書の原本又は所属所長が原本証明した証明書の写し 

（戸籍抄本又は婚姻届受理証明書）を添付してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

五 結婚したとき 

（互助会 結婚祝金〈互給付・貸付規程第10条〉） 
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１ 組合員の場合 

 (1) 出産費（法第63条） 
  ① 組合員が出産したときに法定給付として出産費を支給します。なお、早産、死産、流産等の異常

分べんの場合及び母体保護法に基づいて行われる人工妊娠中絶（経済的な理由で人工中絶を行った

場合も含まれます。）の場合も妊娠４か月以上（胎児が 85 日以上育っているとき）であれば、「出

産」に該当します。双生児を出産した場合には倍額が、３児以上の場合は当該出産時数分が、出産

費として支給されることになります。 
  ② 支給額 
    488,000円（令和５年４月１日前の出産は408,000円）。ただし、産科医療補償制度に加入する医

療機関等で出産した場合は 500,000 円（令和５年４月１日前の出産は 420,000 円）。なお、産科医

療補償制度に加入する医療機関等における出産であっても、在胎週数 22 週未満の出産（流産、人

工妊娠中絶を含む。）の場合は488,000円です。 
  ③ 直接支払制度を利用する場合の手続 

● 直接支払制度とは 
     組合員等が医療機関等で「直接支払制度」の申込手続をした場合、共済組合が支払機関を通じ

て医療機関に直接出産費を支払う制度です。直接支払制度の対象金額は、附加金の５万円を除く

50万円までの範囲となります。 
● 直接支払制度の流れ 
②  組合員等が直接支払制度を医療機関等の窓口へ申し込む 

 ② 分娩後、医療機関等から支払機関へ出産費等を請求（50万円の範囲） 
 ③ 分娩後、組合員から共済組合へ出産費の差額・附加金の請求 
 ④ 組合員へ出産費等の差額・附加金の支払 
 ⑤ 支払機関から共済組合へ出産費等の請求 
 ⑥ 共済組合から支払機関へ出産費等の支払 
 ⑦ 支払機関から医療機関等へ出産費等の支払 
                   ⑤ 
 
                   ⑥ 
     ④       ③           ②      ⑦ 
 
 

①  
● 手続き 

分娩費用等が50万円に満たないで差額が生じた場合及び附加金については、従来どおり組合 
員に直接給付されますので、次の書類を共済組合に提出します。 
(ｱ) 出産費・出産費附加金差額請求書 
(ｲ) 医療機関から交付される出産年月日、出産児数の記載がなされた出産費用明細書（写し） 
(ｳ) 直接支払制度利用のための医療機関との合意文章（写し） 

六 出産したとき 

公立学校共済組合 支 払 機 関 

 組 合 員 医 療 機 関 
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 ※産科医療補償制度対象の分娩である場合、その対象であることを証する「産科医療補償制度

の対象分娩です。」の文言が、印字やスタンプ等で、医療機関発行の明細書等に明記されて

いることを確認してください。 
  ④ 受取代理制度を利用する場合の手続 

● 受取代理制度とは 
     対象組合員等が、対象医療機関等で受取代理制度の手続をした場合、共済組合が対象医療機関

等に直接出産費等を支払う制度です。受取代理制度の対象金額は、附加金の５万円を含む 47 万

円までの範囲となります。 
● 対象組合員等とは 

出産費等の受給権を有する見込みがあって、出産予定日まで二ヶ月以内の組合員（被扶養者）

のことをいいます。 
● 対象医療機関等とは 

     年間の平均分娩取扱い件数が100件以下の診療所及び助産所や、収入に占める正常分娩に係る 
収入の割合が50％以上の診療所及び助産所のうち、厚生労働省に対して受取代理制度の導入につ 
いて届出を行っている医療機関等のことをいいます。 

● 手続き 
     分娩費用等を対象医療機関等に支払いを行うことになりますので、専用請求書（出産費・家族

出産費・出産費附加金・家族出産費附加金請求書（受取代理制度）を共済組合に提出します。 
請求書提出後に、予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合は、速やかに共済

組合まで連絡してください。 
分娩費用等が55万円に満たないで差額が生じた場合は、組合員に直接給付します。 

  ⑤ 直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合の手続 
    次の書類を共済組合に提出します。 
    (ｱ) 出産費・出産費附加金請求書 
    (ｲ) 直接支払制度を用いていない旨の記載がなされた出産費用の領収書（写し） 

  ※産科医療補償制度対象の分娩である場合、その対象であることを証する「産科医療補償制

度の対象分娩です。」の文言が、印字やスタンプ等で、医療機関発行の明細書等に明記さ

れていることを確認してください。 
 
 (2) 出産費附加金（定款第26条） 
   出産費に併せて50,000円を支給します。 
 

(3) 出産手当金（法第69条） 
   出産の前後における一定期間内において勤務に服さなかったことにより、所得の喪失又は減少が 
  あった場合、支給します。 
  ① 支給期間 
    出産の日（出産の日が出産の予定日後である場合は、出産の予定日）以前42日（多胎の場合に 

あっては98日。以下同じ。）から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなか 
った期間。なお、出産の予定日後に出産した場合、出産の予定日の翌日から出産の日までの期間も 
支給対象期間となります。 
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  ② 支給額  
   勤務に服することができない期間１日につき標準報酬日額※（10円未満四捨五入）の2/3に相当 

する金額を支給します。（円未満四捨五入） 

   ただし、直近の継続した組合員期間が12月未満の場合は以下のいずれか少ない額となります。 
   (ｱ) 「支給開始時の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額」×1/22 
   (ｲ) 「支給開始日の属する年度の前年度9月30日における平均標準報酬月額」×1/22 
    ※支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均額×1/22 
③ 請求手続 

    次の書類を所属所長を経て共済組合に提出します。 
    (ｱ) 出産手当金請求書 
    (ｲ) 出産についての医師又は助産師の証明書（原本） 
    (ｳ) 出産の予定日に関する医師又は助産師の意見書（原本） 

④ 報酬等との調整 
   （ｱ）報酬との調整 

支給期間に係る報酬が支払われた場合は、出産手当金との調整を行います。 
     調整は、報酬を日額になおした報酬日額と標準報酬日額に支給割合（2/3）を乗じて得た給付

日額を比較することにより調整します。 
   （ｲ）傷病手当金との調整 

      傷病手当金が支給される期間に出産手当金の給付事由が生じた場合は、出産手当金を支給し、

傷病手当金は支給しません。ただし、出産手当金が傷病手当金の額より少ないときは、出産手

当金と併せて出産手当金と傷病手当金の差額を傷病手当金として支給します。 
   （ｲ）休業手当金との調整 

      休業手当金が支給される期間に出産手当金の給付事由が生じた場合は、出産手当金を支給し、

休業手当金は支給しません。 
 
       
  ① 会員が出産したとき支給します。 
  ② 支給額 20,000円 
  ③ 請求手続 「出産費請求書」を共済組合へ提出すれば自動的に出産見舞金を支給しますので、 
         出産見舞金請求書の互助会への提出は不要です。 
 

２ 退職後の場合 

 (1) 出産費（法第63条） 
   １年以上組合員であった者が退職後 6 月以内に出産した場合は、「出産費」を支給します。支給額

（附加金を除く。）及び請求手続等は、組合員の場合と同じですが、退職後、国民健康保険に加入し

直接支払制度を利用する場合、医療機関等に共済組合が交付する「組合員資格喪失証明書」を併せて

提出しなければなりません。 
 (2) 出産手当金（法第69条） 
   １年以上組合員であった者が、退職した際に出産手当金を受けている場合（出産日又は出産予定日

が組合員の資格喪失日の前日から 42 日以内である場合）には、その者が退職しなかったとしたなら

（互助会 出産見舞金〈互給付・貸付規程第12条〉） 
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ば受けることができる期間、継続して支給します。ただし、その期間内に他の組合の組合員（他の法

律に基づく共済組合で、これらの給付に相当する給付を行うものの組合員その他健康保険又は船員保

険の被保険者を含む。）の資格を取得したときは、その日以後の継続給付は行いません。 
 
 [事例１] 給付事由の発生時（出産日前42日）において組合員であり、その後資格喪失（任意継続組合

員）となった場合はＡの期間支給される。 
       出産日前42日        出産日       出産日後56日 
      

退職 
                      Ａ 
 

組合員     資格喪失oｒ任意継続組合員 
 

[事例２] 給付事由の発生時において資格喪失（任意継続組合員）となっている場合は支給されない。 
 

出産日前42日     出産日      出産日後56日 
 
        退職 
                      支給なし 
 

組合員    資格喪失oｒ任意継続組合員 
 
  ① 支給額  

組合員の場合と同じ 
  ② 請求手続 
    次の書類を共済組合に提出します。 
    (ｱ) 出産手当金請求書 
    (ｲ) 出産についての医師又は助産師の証明書（原本） 
    (ｳ) 出産の予定日に関する医師又は助産師の意見書（原本） 
 
３ 被扶養者の場合 

 (1) 家族出産費（法第63条） 
  ① 組合員の被扶養者が出産したときに支給します。ただし、出産した被扶養者自身が組合員であっ

たことにより、その出産費が支給される場合には家族出産費は支給しません。また、健康保険法も

しくは船員保険法の規定に基づく被保険者（他の法律に基づく共済組合でこれらの給付を行うもの

の組合員を含む。）がその資格を喪失した後、組合員の被扶養者となった場合において、その者が

それらの法律の規定に基づく給付を受けることができるときは、その給付に相当する共済組合の給

付は受けられません。 
  ② 支給額 
    488,000円（令和５年４月１日前の出産は408,000円）。ただし、産科医療補償制度に加入する医
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療機関等で出産した場合は 500,000 円（令和５年４月１日前の出産は 420,000 円）。なお、産科医

療補償制度に加入する医療機関等における出産であっても、在胎週数 22 週未満の出産（流産、人

工妊娠中絶を含む。）の場合は488,000円です。 
   ③ 請求手続 
   (ｱ) 直接支払制度を利用する場合の手続（(1)-③参照） 
    次の書類を共済組合に提出します。 
   (a) 出産費・出産費附加金差額請求書 
   (b) 医療機関から交付される出産年月日、出産児数の記載がなされた出産費用明細書等（写し） 
   (c) 直接支払制度利用のための医療機関と組合員との合意文書（写し） 
   (ｲ) 受取代理制度を利用する場合の手続（(1)-④参照） 

   専用請求書（出産費・家族出産費・出産費附加金・家族出産費附加金請求書（受取代理制度） 
を共済組合に提出します。 

   (ｳ) 直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合の手続 
    次の書類を共済組合に提出します。 
   (a) 出産費・出産費附加金請求書 
   (b) 直接支払制度を用いない旨の記載がなされた出産費用の領収書等（写し） 
  ④ 被扶養者となった日から６月以内に出産したときは、健康保険法に基づく出産費が支給され 

ないことが確認できる書類が必要です。（直接支払制度を利用しなかった場合のみ） 
   (ｱ) 被保険者の期間が１年未満の場合の添付書類 
    ・健康保険離脱証明書（写し） 
    ・雇用保険受給者資格者証（写し） など雇用期間がわかる書類 
   (ｲ) 被保険者の期間が１年以上の場合の添付書類 
    ・出産費を支給しない旨の証明書（原本） 
      なお、個人番号を利用した情報連携により「出産費を支給しない旨の証明書添付を省略する

ことができますが、他の保険者の登録状況により、正しい情報が得られない場合もあり、給付

までに時間を要することがあります。 
 (2) 家族出産費附加金（定款第26条） 
  家族出産費に併せて50,000円を支給します。 
 
 
   
 
 
 
 
  

①　会員の配偶者又は被扶養者が出産したときに支給します。
②　支給額　20,000円
③　請求手続
　「家族出産費請求書」を共済組合へ提出すれば自動的に出産見舞金を支給します。
　ただし、配偶者が会員の被扶養者でない場合は「出産見舞金請求書」を互助会へ提出します。
　※医師又は助産師の証明について
　　証明に代えて、出生届のうち「出生証明書」または母子手帳のうち「出生届出済証明
　（親子の名が確認できる頁）」の写しでも可。

（互助会 出産見舞金〈互給付・貸付規程第12条
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１ 産前産後休業のとき 

  産前産後休業をしている者が公立学校共済組合に申出をしたときは、産前休業を開始した日の属する

月から産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金は免除になります。 

「産前産後休業」とは、出産日（出産日が出産予定日後であるときは、出産予定日）以前４２日（多

胎の場合は９８日）から出産後５６日までの間で条例上の産前産後休暇とされた期間をいいます。 

 (1) 掛金について（法第114条の２） 

   手続き等については次表のとおりです。 

区分 項 目 手 続 き 等 

産

前

休

暇

に

入

っ

た

と

き 

掛金免除期間 

産前休暇が出産予定日以前 56 日取れる場合でも、掛金免除期間は、出産予定日以前 42

日(多胎の場合は98日)から出産後56日までの間で、条例上産前産後休暇とされた期間 

【例1】6/28出産予定で、産前休暇を5/4から56日間取る場合の免除期間 

⇒ 5/18（出産予定日以前42日）～8/23（産後56日） 

【例2】6/28出産予定で、産前休暇を5/20から40日間取る場合の免除期間 

⇒ 5/20（出産予定日以前40日）～8/23（産後56日）  

提出書類 

（申出書の提

出がなければ、

掛金は免除さ

れません） 

産前産後休業掛金免除申出書  

【添付書類】・・・次の①②を添付 

①産前休暇を取得していること及びその期間がわかるもの 

●休暇簿（写し）または特別休暇申請書（写し）等 

②子の出産予定日がわかるもの 

●妊娠証明書（写し）または母子手帳（写し）等 

産後休暇 育児休業 

開始 

産前休業 育休 

開始 

①産前産後休業 

掛金免除申出書 

②産前産後休業 

掛金免除変更申出書 

③出産費・出産費附加金 

差額請求書 

⑤育児休業手当金請求書 

⑥育児休業に関する証明書 

（手当金支給の間毎月提出） 

出
産
日 

出
産
予
定
日 

8 週（56 日） 8 週（56 日） 

6 週（42 日） 

出産に係る基本的な事務の流れ 

④育児休業等掛金免除申出書 

産前 休暇 

七 産前産後休暇、育児休業、介護休業（休暇）の承認を受けたとき 

－ 52 －



- 53 - 
 

産

後

休

暇

に

入

っ

た

と

き 

掛金免除期間 

掛金免除期間は、出産日以前42日（多胎の場合は98日）から出産後56日までの間で、

条例上産前産後休暇とされた期間。ただし、出産日が出産予定日後であるときは、出産

予定日以前42日（多胎の場合は98日）から出産後56日までの間です。 

【例1: 実際の出産日が出産予定日より早くなった場合】 

6/28出産予定で、産前休暇を5/4から取り、6/20に出産した場合の免除期間 

⇒ 5/10（出産日以前42日）～8/15（産後56日） 

【例2: 実際の出産日が出産予定日より大幅に早くなった場合】 

6/28出産予定で、産前休暇を5/4から取り、6/8に出産した場合の免除期間 

⇒ 5/4（出産日以前42日は4/28であるが休暇は5/4～のため）～8/3(産後56日) 

【例3: 実際の出産日が出産予定日より遅くなった場合】 

6/28出産予定で、産前休暇を5/4から取り、7/6に出産した場合の免除期間 

⇒ 5/18（出産予定日以前42日）～8/31（産後56日）  

提出書類 

（申出書の提

出がなければ、

掛金は免除さ

れません） 

産前産後休業掛金免除変更申出書 

【添付書類】・・・次の①②を添付  

①産後休暇を取得していること及びその期間がわかるもの 

●休暇簿（写し）または特別休暇申請書（写し）等 

②子の出産日がわかるもの 

●出産証明書（写し）または母子手帳（写し）等 

※ 出産予定日と出産日が同日の場合も提出ください。 

  

 

(2) 負担金について 

   組合員が産前産後休業間中は免除となります。ただし、次の公的負担部分については、免除されま

せん。 

  ① 短期給付････育児休業手当金・介護休業手当金に係る公的負担 

  ② 長期給付････基礎年金拠出金に係る公的負担、公務等による障害、遺族共済年金に係る公的負担 

＜参考＞ 

 産 後 休 暇 育 児 休 業

6/28 5/4 8/24 5/18 

42 日前 

免除開始 

 

5/4 6/20 8/16 

 
4/28 5/4 6/8 8/4 

5/10 

 

5/4 5/18 5/26 7/6 9/1 

出産予定日 育休開始 

42 日前 

免除開始 出産日 育休開始 

免除開始 出産日 育休開始 

免除開始 出産日 育休開始 

産 前 休 暇

42 日前 

【例1】 

【例2】 

【例3】 

42 日前 

産 前 休 暇

産 前 休 暇

産 前 休 暇

産 後 休 暇

産 後 休 暇

産 後 休 暇

育 児 休 業

育 児 休 業

育 児 休 業
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● 産前産後掛金免除期間早見表 ● 

 

 注）出産日と出産予定日の関係等により表の日付と異なる場合があります。  
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２ 育児休業のとき 

 (1) 掛金について（法第114条の２） 

   手続きについては次表のとおりです。 

区分 項 目 手 続 き 等 

育

児

休

業

の

と

き 

掛

金

に 

つ

い

て 

掛金免除期間 

〇育児休業を開始した日の属する月から当該休業が終了する日の翌日の属する月

の前月  

◆月内に２週間以上の育児休業等を取得した場合には当該月の掛金・保険料を免

除する。 

◆期末手当等に係る掛金・保険料については１月を超える育児休業を取得してい

る場合に限り、免除の対象とする。 

◆２以上の育児休業等をしている場合は、その全部を１つの育児休業等とみな

す。 

提出書類 

（申出書の提

出がなければ、

掛金は免除さ

れません） 

○育児休業取得時  

◆育児休業掛金免除申出書（所属所長を経て共済組合に提出） 

【添付書類】：辞令書の写し 

○育児休業期間変更時  

◆育児休業掛金免除変更申出書（所属所長を経て共済組合に提出） 

【添付書類】：辞令書の写し 

  

(2) 負担金について 

   組合員が育児休業期間中は免除となります。ただし、次の公的負担部分については免除されません。 

  ① 短期給付････育児休業手当金・介護休業手当金に係る公的負担 

  ② 長期給付････基礎年金拠出金に係る公的負担、公務等による障害、遺族共済年金に係る公的負担 

 

【例1】5/15～7/15に育児休業等を取得した場合 

育児休業等の期間が１月超であるため、５月・６月の月額及び６月の期末手当等に係る掛金等は免除

になる。 

５月 ６月 ７月 

免除 
月額 

免除 
月額・期末手当等 

徴収 
月額 

 
5/15 

育休開始 

  
7/15 

育休終了 
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【例2】4/29～6/28に育児休業等を取得した場合 

育児休業等の期間が１月超であるが、６月末日に育児休業等を取得していないため、６月の掛金等は

免除にならない（４・５月は免除） 。 

４月 ５月 ６月 

免除 
月額 

免除 
月額 

徴収 
月額・期末手当等 

 
4/29 

育休開始 

  
6/28  

育休終了 

 

【例3】6/15～7/13に育児休業等を取得した場合 

６月の月額に係る掛金等は免除になるが、育児休業等の期間が１月超でないため、６月の期末手当等

に係る掛金等は免除にならない。 

６月 ７月 

免除 
月額のみ（（期期末末手手当当等等はは徴徴収収）） 

徴収 
月額 

 
6/15 

育休開始 

 
7/13 

育休終了 

 

※「１月超」の計算例 

6/29～7/28 ⇒ 期間は「ちょうど１月」…１月以下となり対象外 

6/29～7/29 ⇒ 期間は「１月と１日 」 …１月超となり対象 

 歴日で判断するため、土日等の休日は含まれる。 

 

【例4】5/5～6/20まで育児休業等を取得した場合 

  14 日以上の判断は、育児休業等の開始日と終了日の翌日が同一月内の場合のみ行う。（最終月の育児

休業等の日数が14日以上であったとしても、免除にならない。） 

５月 ６月 

免除 
月額 

徴収 
月額・期末手当等 

 
 5/5            
育休開始 

 
6/20 
育休終了 

 

【例5】6/5～6/25まで育児休業等を取得した場合 

 「当該育児休業等を開始した日」から「当該育児休業等を終了する日」までの期間の日数は21日となり、 

14日以上のため、月額に係る掛金等のみ免除になる。 

６月 ７月 

免除 
月額のみ（（期期末末手手当当等等はは徴徴収収）） 

徴収 
月額 

 
 6/5            6/25 
育休開始        育休終了 
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【例6】6/5～6/15まで育児休業等を取得した場合 

 「当該育児休業等を開始した日」から「当該育児休業等を終了する日」までの期間の日数は11日となり、 

14 日未満のため免除にならない 。 

６月 ７月 

徴収 
月額・期末手当等 

徴収 
月額 

 
 6/5     6/15 
育休開始   育休終了 

 

 

【例7】6/5～7/10・7/11～7/29まで育児休業等を取得した場合 

育児休業等の期間を6/5～7/29とみなして判断する。 

６月 ７月 

免除 
月額・期末手当等 

徴収 
月額 

 
 6/5   
育休開始 

 
  7/10 7/11       7/29 
育休終了 育休開始   育休終了 

 

(3) 育児休業手当金（法第70条の2） 

   手続き等については次のとおりです。 

（注）短期組合員について、育児休業開始日前２年間に雇用保険の被保険期間が 12 か月以上ある

場合は、雇用保険法の育児休業給付金の方に請求をしてください。 

 ●支給期間 

育児休業開始日から当該育児休業に係る子が１歳（その子が１歳に達した日後の期間について育

児休業をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するときは、１歳６

か月（その子が１歳６か月に達した日後の期間について育児休業をすることが必要と認められるも

のとして総務省令で定める場合に該当するときは２歳）に達する日までの期間 

【総務省で定める場合とは】主に次の①②に該当する場合です。  

① 保育所に入所希望であるが入れない場合 

※ 育児休業の対象となる子が１歳に達する日までに、少なくとも1歳に達する日の翌日を入所

希望日として市町村に保育の申込みを行い、子が１歳に達する日の翌日において保育が行われ

ない場合であることが前提です。 

※ 育児休業手当金の支給期間を育児休業等に係る子が１歳６か月から２歳に達する日までに

延長する場合は、子が１歳から１歳６か月に達する日までに延長する場合の要件を準用します。

（育児休業の対象となる子が１歳６か月に達する日までに、少なくとも1歳６か月に達する日

の翌日を入所希望日として市町村に保育の申込みを行い、子が２歳に達する日の翌日において

保育が行われない場合であることが前提） 

② 配偶者の死亡、負傷又は疾病等で養育することが困難な状態になった場合 

 

 ●支給額 

○育児休業開始日から休業日数が通算して180日に達するまでの期間  
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１日につき標準報酬日額の67/100(円未満切捨て)に相当する金額を支給 

○181日目から当該育児休業に係る子が基準年齢に達するまでの期間  

１日につき標準報酬日額の50/100(円未満切捨て)に相当する金額を支給 

※ 標準報酬日額（10円未満四捨五入）＝標準報酬月額÷22日 
※ 育児休業開始日から休業日数が通算して180日に達するまでの期間とは、育児休業手当金を

支給した日数（土・日曜日を除く日数）ではなく、育児休業をした期間（土・日曜日を含む日

数）となります。 
   ※ 勤務を要しない日（土・日曜日）は支給の対象となりません。（祝日は含む。） 
 
 ●給付日額の上限 

67/100  ⇒  13,878円 毎年8月に改定されます。    

50/100  ⇒  10,356円 毎年8月に改定されます。  

 

 ●請求手続き（育児休業開始時） 

   次の書類を所属所長を経て共済組合に提出します。 

① 育児休業手当金請求書 

② 育児休業の事実を証明する辞令書の写し 

③ 育児休業に関する証明書  

この手当金は、休業の実績により支給することになりますので、育児休業手当金の支給期間中

（基準年齢に到達する月までに限る。）は必ず、毎月、前月分に係る「育児休業に関する証明

書」を提出してください。 

 

●請求手続き（育児休業期間に変更があったとき） 

次の書類を所属所長を経て共済組合に提出します。 

① 育児休業手当金変更請求書 

② 育児休業の事実を証明する辞令書の写し 

③ 育児休業に関する証明書 

この手当金は、休業の実績により支給することになりますので、育児休業手当金の支給期間

中（基準年齢に到達する月までに限る。）は必ず、毎月、前月分に係る「育児休業に関する

証明書」を提出してください。 

④ 保育所に入所希望であるが、入れないための延長の場合 

◆市町発行の保育所不承諾通知書又は保育所への入所不承諾に関する申立書 

※ 育児休業手当金の支給対象の期間に休業期間が延長され、育児休業手当金の支給期間が延

長されたとき又は当初承認されていた日よりも前に職務復帰し、育児休業手当金の支給期間

が短縮されるときに限ります。 

※ １歳に達した日後から１歳６か月に達する日まで延長する要件と１歳６か月に達した日

後から２歳に達する日まで延長する要件が同じであったとしても、原則として１歳時点に行

う手続きと同様に１歳６か月に達する日後に係る書類を改めて提出し、要件に該当するか確

認をした上で支給延長の決定を行います。 

※ 育児休業等について一度終了した後に、育児休業等をすることが必要と認められ、総務省
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令で定める場合に該当したことにより育児休業等を再取得した場合には、再取得した日から

子が２歳に達する日まで、支給期間を延長することができます。 

(4) 父母ともに育休取得時の育休手当金（法第70条の2） 

手続き等については次のとおりです。 

 

●支給期間 

組合員の配偶者が育児休業の対象となる子どもの１歳の誕生日の前日までに育児休業を取得し、

組合員が当該子の育児休業を取得したとき（父母ともに育児休業を取得したとき）、子どもが１歳

２か月に達する日までの期間中の最大１年間支給されます。 

 

●支給額及び給付日額の上限 

上記育児休業手当金と同じ 

 

●請求手続き（育児休業開始時） 

  次の書類を所属所長を経て共済組合に提出します。 

① 育児休業手当金請求書（所属所長を経て共済組合に提出） 

② 育児休業の事実を証明する辞令書の写し 

③ 配偶者の育児休業の事実を証明する辞令書の写し   

④ 世帯全員について記載された住民票の写し等給付対象者の配偶者であることを確認できる書 

 類 

⑤ 育児休業に関する証明書 

この手当金は、休業の実績により支給することになりますので、育児休業手当金の支給期間中（基

準年齢に到達する月までに限る。）は必ず、毎月、前月分に係る「育児休業に関する証明書」を

提出してください。 

 

●請求手続き（育児休業期間に変更があったとき） 

上記育児休業手当金と同じ 
ただし、保育所に入所希望であるが入れない場合は、育児休業の対象となる子が１歳２か月に達

する日までに、少なくとも1歳２か月に達する日の翌日を入所希望日として市町村に保育の申込み

を行い、子が１歳２か月に達する日の翌日において保育が行われない場合であることが前提です。 

 

(5) 貸付償還金の取扱い 
   共済組合又は互助会も貸付金を償還中のときは、育児休業開始の日までに償還猶予申出書を提出す 

ることにより、休業期間中は償還が猶予されます。復職後、通常の償還金と併せて猶予された償還金 
が給与から控除されます。なお、休業期間中も貸付金の申し込みができます（共済組合のみ）が、そ

の場合は貸付申込書と同時に償還猶予申出書を提出してください。 
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３ 介護休業（休暇）のとき 
(1) 掛金について 

  介護休業中で、共済組合の掛金が給料から控除できないときは、原則として組合員が振り込むことに

なります。ただし、県費組合員（互助会員）については互助会から休業補助金の支給があります。 
 

(2) 介護休業手当金（法第70条の3） 
 ① 支給要件 

組合員が介護休業をしたとき 
介護休業とは、育児・介護休業法第 61 条第 6 項において準用する同条第 3 項に規定する要介護

家族その他主務省令で定める「要介護者」（別表参照）を介護するための休業で、任命権者の承認

を受けたものをいいます。 
    また、勤務に服さなかった期間１日につき支給されるもので、半日又は時間単位の休業について

は支給されません。 
  ② 支給期間 
    組合員の介護を必要とする要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休 

業の日数を通算して66日を超えないもの 
③ 支給額 

標準報酬日額※×67/100（円未満切捨て）  
 ※標準報酬日額（10円未満四捨五入）＝標準報酬月額÷22日 

  ④ 報酬との調整 
    支給期間に係る報酬が支払われた場合、介護休業手当金との調整を行います。 

⑤ 介護休業手当金の請求 
次の書類を所属所長を経て共済組合に提出します。 
(ｱ) 介護休業手当金請求書 
(ｲ) 介護休暇承認申請書又は承認通知 
(ｳ) 休暇実績簿等の写し 
※ 上記のほか介護休暇承認期間より前に終了した場合は終了届の写し 

なお、請求書は、原則として、前月の休業分を翌月に提出します。 
（全休業期間終了後、一括請求する場合においても、請求書は月単位で作成をしてください。） 

⑥ 給付日額上限相当額の設定 
介護休業手当金の給付日額に上限が設けられています。 
給付日額上限相当額は 15,266円 （毎年8月に改定されます） 
 

（注）短期組合員について、介護休業開始日前２年間に雇用保険の被保険期間が 12 か月以上ある場

合は、雇用保険法の介護休業給付金の方に請求をしてください。 
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別表「要介護家族その他主務省令で定める者」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 育児休業の承認を受けたとき 
  互助会の掛金相当額を補助するため共済組合の掛金が免除される期間について、掛金は徴収しな 
 いことになっています。 

(2) 介護休暇の承認を受けたとき 
  給料の一部が支給されることにより、互助会の掛金を控除できる場合は掛金を控除させていただ 
きます。 

  共済組合の掛金が免除にならないため、共済組合の掛金相当額を互助会から休業補助金として支 
 給します。 
 ① 支給期間 
   介護休暇が承認された日から終了する日まで 
 ② 支給額 
   共済組合の掛金相当額を日割計算により支給 
 ③ 請求手続 
   原則、「休業補助金（介護）請求書」を所属所長を経て互助会へ提出します。しかし、共済組合 
  の介護休業手当金が支給される期間は、自動的に休業補助金（介護）を支給しますので、「休業補 

助金（介護）請求書」を提出する必要はありません。 
 
 

育育児児・・介介護護休休業業法法第第6611 条条第第６６項項ににおおいいてて準準用用すするる同同条条第第 33 項項にに規規定定すするる要要介介護護家家族族  

（負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上にわたり日常生活に支障があるもの。） 
ｱ 組合員の配偶者（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次のｴにお

いて同じ。） 
ｲ  〃  父母 
ｳ  〃  子 

 ｴ  〃  配偶者の父母 
 ｵ  〃  祖父母 
ｶ  〃  孫 
ｷ  〃  兄弟姉妹 

 ｸ その他主務省令で定める者 
 → 組合員と同居し、かつ、次のいずれかに該当する者であって負傷、疾病又は身体上若しく 

は精神上の障害により2週間以上にわたり日常生活に支障があるもの。 
   配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子、父母の配偶者 

（互助会 休業補助金〈互給付・貸付規程第17条の4〉） 
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１ 療養の給付・家族療養の給付（法第56 条、第59 条） 

組合員及びその被扶養者が公務によらないで病気にかかり又は負傷したときは、共済組合員証（被扶養

者証）を提示して療養の給付・家族療養の給付を受けることができます。 

区分 
共済組合負担額 

（療養の給付・家族療養の給付） 
窓口負担額 

（一部負担金） 
組合員 

医療費の7割 医療費の3割 
被扶養者（下の者を除く） 

就学前被扶養者 
医療費の8割 

医療費の2割 
高齢被扶養者※（70～74歳） 医療費の1割又は2割 

※平成26年3月末までに70歳に到達した者は、1割相当額を国が負担しているため、窓口負担額が

1割となります。 
(1) 対象となる給付 

① 診察 
①  薬剤又は治療材料の支給 
②  処置、手術その他の治療 
③  居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 
④  病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 
⑤  訪問看護・家族訪問看護療養費 
 

   (2)  給付の対象とならない医療行為等 
① 公務中、通勤途上での病気やけが 
①   交通事故等、第三者の加害行為による病気やけが 
②   差額ベッド代 
③  健康診断、人間ドック、予防注射、虫歯の予防処置 
④  正常な出産 
⑤  美容整形手術（歯科矯正を含む） 
⑥  慢性的な肩こり、腰痛等で柔道整復師の施術を受けたとき 
⑦  その他保険診療外の医療費 

 

２ 入院時食事療養費（法第57 条の 3） 

  組合員又は被扶養者が保険医療機関に入院し、食事療養を受けたときは、入院時食事療養費を受ける

ことができます。食事療養標準負担額（自己負担額）を支払えば、残りの部分は共済組合が医療機関へ

支払います。 
 
  

八 病気になったとき、負傷したとき 

－ 62 －



- 63 - 
 

区分 
食事療養標準負担額 
（自己負担額） 

A B、C、Dのいずれにも該当しない者 １食につき460円 

B 
C、Dのいずれにも該当しない指定難病 

又は小児慢性特定疾病対象者 
1食につき260円 

C 低所得者Ⅱ※1 
90日以内の入院 1食につき210円 
90日超の入院 1食につき160円 

D 低所得者Ⅰ※2 １食につき100円 

 ※1 市町村民税非課税世帯等の組合員及びその被扶養者 
 ※2 市町村民税非課税世帯等の組合員及びその被扶養者で老齢福祉年金を受給している者 
 C、Dに該当するときは標準負担額減額認定の認定が必要です。｛3-(3)参照) ｝ 
 

３  認定証等の交付 

(1) 限度額適用認定証（施行規程第110条の6） 
     70 歳未満の組合員又は被扶養者が同一月にそれぞれ一の医療機関から高額な診療を受けた場合、

限度額適用認定証を提示することにより、窓口負担を高額療養費の自己負担限度額までとし、その額

を超える部分については、高額療養費として共済組合が医療機関に支払います。 
      ○ 申請手続 
     「公立学校共済組合限度額適用認定申請書」を所属所長を経て共済組合へ提出してください。限

度額適用認定証を交付します。 
 
  (2) 特定疾病療養受領証（施行規程第110条の4の3） 
    組合員又はその被扶養者が特定疾病（人工透析を伴う慢性腎不全、血友病、血液凝固因子製剤の投

与に起因する HIV 感染）による治療を受け、同一月にそれぞれ一の医療機関で支払った自己負担額

が高額となるときは、当該額から上位所得者は20,000円、一般所得者は10,000円を控除した金額を

高額療養費として、共済組合が医療機関に支払います。 
○ 申請手続 

     「特定疾病療養認定申請書」を所属所長を経て共済組合に提出してください。特定疾病療養受療

証を交付します。 
ただし、HIV感染者については、直接、共済組合に提出することも可能です。 
 

 (3) 限度額適用・標準負担額減額適用認定申請書（施行規程第110条の6） 
   組合員の市町村民税が非課税に該当する場合は、入院時食事療養費の標準負担額の減額認定するこ

とができます。 
  ○ 申請手続 
    「 限度額適用・標準負担額減額認定申請書」に市町村税非課税者であることの証明書を添えて、

所属所長を経て共済組合へ提出してください。 限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。 
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４ 高額療養費（法第62 条の 2、施行令第23 条の 3 の 3） 

   組合員又は被扶養者が同一月にそれぞれ一の医療機関で受けた療養に係る自己負担額が高額であると

きは、自己負担額から算定基準額を控除した額を給付します。 
(1) 高額療養費算定基準額 

   ①70歳未満の算定基準額 

区分 標準報酬月額 高額療養費算定基準額 

ア 83万円以上 252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％ 
【多数回該当 140,100円】 

イ 53万円以上 83万円未満 167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％ 
【多数回該当 93,000円】 

ウ 28万円以上 53万円未満 80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％ 
【多数回該当 44,400円】 

エ 28万円未満 57,600円 
【多数回該当 44,400円】 

オ 市町村民税非課税者 35,400円 
【多数回該当 24,600円】 

多数回該当とは･･･12か月以内で高額療養費が4回目の支給となる月 

 

②70～74歳（高齢受給者）の算定基準額 

区分 
高額療養費算定基準額 

個人単位 
（外来のみ） 世帯単位（入院含む） 

現役並所得者 

標準報酬月額 
83万円以上 

252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％ 
【多数回該当 140,100円】 

標準報酬月額 
53万円以上 83万円未満 

167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％ 
【多数回該当 93,000円】 

標準報酬月額 
28万円以上 53万円未満 

80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％ 
【多数回該当 44,400円】 

一般所得者 
18,000円 

【年間上限：

144,000円】 

57,600円 
【多数回該当 44,400円】 

低所得者Ⅱ 市町村民税非課税者 
8,000円 

24,600円 

低所得者Ⅰ 低所得者Ⅱのうち世帯の所

得が一定基準以下の場合 15,000円 

  多数回該当とは･･･12か月以内で高額療養費が4回目の支給となる月 

 

(2) 世帯合算の高額療養費 
 高額療養費は、組合員または被扶養者でほかに入院中の人などがいる場合や、個人ごとでも複数の

病院で治療を受けた場合などで、１か月の自己負担額が21,000円以上のものが２回以上ある場合は、

その自己負担額を合算することになり、その額が自己負担額を超えれば、上表の区分により、その超

えた部分が払い戻されます。 
なお、70～74 歳の高齢受給者については、70 歳以上の世帯単位の自己負担限度額を適用した後に

残った自己負担額を合算します。 
  

－ 64 －



- 65 - 
 

(3) 請求方法 
  医療機関からの診療報酬明細書により自動払いで給付しますので、請求手続きは不要です。原則とし    

て、受診月の3～4か月後に給付となります。 
  なお、限度額適用認定証等を提示した診療、特定疾病給付対象療養等の公費負担医療に係る高額療養

費は現物給付となり、共済組合が医療機関へ支払います。 
 
(4) 市町村民税非課税者について 

市町村民税非課税者とは、療養月の属する年度（4～7月の場合は前年）分の市町村民税を課されな

い者となります。該当する場合は、基本事項変更申告書にその事実を証明する書類を添えて速やかに

共済組合に届け出てください。なお、個人番号を利用した情報連携により添付書類を省略する場合は、

同意書（70歳未満の市町村民税非課税対象者）を添付してください。 
該当の期間は当年 8 月～翌年 7 月末までとなりますので、次年度も引続く場合は、再度、基本事

項変更申告書を提出してください。（ただし、所得区分ア又はイの者は除く） 
 

５ 高額介護合算療養費（法第62条の3・施行規程110条の7・8） 
 組合員・被扶養者の年間の医療保険、介護保険の自己負担額の合計額が算定基準額（限度額）を超え

た場合、その超えた額を高額介護合算療養費として支給します。 
(1) 対象となる世帯 

高額介護合算療養費は、「医療保険上の世帯」を単位として、基準日となる7月31日に介護保険の

介護サービスを受けている者がいる世帯が対象となります。医療に係る自己負担額又は介護に係る自

己負担額のいずれかが0円である場合は対象となりません。 
 

(2) 支給対象期間 
 毎年8月１日から翌年7月31日までの医療保険及び介護保険に係る自己負担額が支給対象期間とな 
ります。なお、年度途中で医療（介護）保険者が変更となった場合、変更前の保険における自己負担額 
も合算対象になります。 
 

(3) 申請から支給までの流れ 
 ① 組合員は介護保険者（市区町村）に「自己負担額証明書交付申請書」（市区町村所定書式）を提 

出 
 ② ①の申請書を受けた介護保険者（市区町村）から、「自己負担額証明書」が交付 
 ③ ②の交付を受けた組合員は、共済組合に「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交 

付申請書」を①で交付された「自己負担額証明書」を添付したうえで申請 
 ④ 共済組合は支給額を計算し、介護保険者（市区町村）に計算結果（支給額）を連絡 

⑥  共済組合及び介護保険者（市区町村）は、支給すべき額を組合員に通知したうえで支給 
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  手続きの流れ 

 
  (4) 支給額 
    同一の医療保険の世帯内における年間の医療保険、介護保険の自己負担額の合計額が算定基

準額（限度額）を超えた場合、超えた額を高額介護合算療養費として支給します。ただし、入

院時の食事負担や保険給付の対象とならないもの（差額ベッド代等）は含みません。また、高

額療養費並びに附加給付又は一部負担金払戻金の支給を受けることができる場合には、当該支

給額を控除したうえで支給します。 
 

   (5) 算定基準額（毎年８月１日から７月３１日の１年間）  

標準報酬月額 
介護合算算定基準額 

70歳未満 70歳以上 
83万円以上 212万円 212万円 

53万円以上 83万円未満 141万円 141万円 
28万円以上 53万円未満 67万円 67万円 

28万円未満 60万円 56万円 

低所得者 

市町村民税非課税者 

34万円 

31万円 

上の低所得者のうち世帯の所得が

一定基準以下の場合 19万円 

 
６  一部負担金払戻金（定款附則第9 項～第12 項）・家族療養費附加金（定款第26 条） 

   組合員又は被扶養者が同一月にそれぞれ一の医療機関で受けた療養に係る自己負担額（高額療養費が

支給される場合は、高額療養費を給付した残りの額）が一定の金額を超えるときに、組合員には一部負

担金払戻金、被扶養者には家族療養費附加金として給付します。 

介護保険者 
(市町村) 

介護保険の 

被保険者 

医療保険の 

被保険者 

医療保険者 

(共済組合) 

④計算結果（支給額）の連絡 

②自己負担額 
証明書の交付 

①自己負担額 

証明書交付申請 

③①の証明書を 

添付し請求 

⑤高額介護合算 
療養費を支給 

⑤高額介護合算 
療養費を支給 
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     請求手続きは不要です。受診月の3～4か月後に給付となります。 
  上位所得者（標準報酬月額53万円以上）・・・・自己負担額から50,000円を控除した額 
  一般所得者（標準報酬月額53万円未満）・・・・自己負担額から25,000円を控除した額 
 
 
 

会員又はその被扶養者が病気又は負傷によって療養を受けたとき、自己負担額のうち共済組合の給付

額を差し引いた額が7,000円を超える場合、その超えた額を自動給付します。 
ただし、乳幼児医療等の公費負担を受けるときは、支給しません。 

 
 

会員が病気又は負傷により引続き 5 日以上入院したとき、入院の初日から１日につき会員には 1,200
円、被扶養者（100日/年を限度）には600円を入院見舞金をとして自動給付します。 
なお、共済組合員証を使用しなかった場合（公務災害）は「入院見舞金請求書」を所属所長を経て互 

助会へ提出する必要があります。 
 
 

７  公費負担による医療制度 

 公費負担医療制度とは、組合員又は被扶養者がひとり親医療、障害者（児）医療、乳幼児医療等の適

用を受けた場合に自己負担の全部又は一部を国又は地方公共団体が助成する制度です。なお、これらの

制度の具体的内容については、居住地の市区町村等にお尋ねください。 
(1) 公費負担医療制度の適用を受けることとなったとき 

速やかに共済組合に報告してください。報告が遅れますと、誤って各種給付金が支給され、後日返

還していただくことになります。報告には次の書類を所属所長を経て共済組合に提出します。 
 ① 基本事項（組合員証等記載事項）変更申告書 
 ② 医療証（受給資格証）の写し 
   （被扶養者の認定を受けようとする者が、公費負担医療制度の適用者である場合は、被扶養者認

定申告書に上記②の書類を添付すること。） 
 
(2) 公費負担医療制度の適用を受けなくなったとき 
   所得・年齢等により制度の適用が受けられなくなった場合には、速やかに、共済組合に報告してく

ださい。（この報告がないと給付金は支給されません。）報告には次の書類を所属所長を経て、共済組

合に提出します。 
 ① 基本事項（組合員証等記載事項）変更申告書 
② 非該当となったことが確認できる書類 

   (注) 乳幼児医療については、所得制限等で支給が受けられない者に限って、市区町村発行の非

該当の事実が確認できる書類を提出してください。（原則として、乳幼児医療受給者は手続を

必要としませんが、非該当者が受給者に変更となったときは、医療証（受給者証）の写しを添

えて上記の手続を速やかにしてください。） 
  また、報告が事実発生の日から2か月以上遅れたときは、原則として自動給付の取扱いができな 

（互助会 療養費補助金〈互給付・貸付規程第8条，第9条〉） 

（互助会 入院見舞金〈互給付・貸付規程第17条の2，3〉） 
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いので、請求書を提出してください。 
 

８  療養費・家族療養費（法第58 条、第59 条） 

  共済組合の療養に関する給付は、原則として現物給付（保険医療機関に組合員証を提示して受ける療

養の給付、八-１を参照）により行いますが、次に掲げる療養については現物給付を行うことができませ

んので、組合員の請求に基づいて現金給付します。 
・やむを得ず組合員証の提示又は使用できなかったとき{8-(1)参照} 
・外国での傷病のため医療機関にかかったとき{8-(2)参照} 
・治療用装具{8-(3)参照} 
・生血{8-(4)参照} 
・マッサージ、はり、きゅう{8-(5)参照} 
 (1) 全額自己負担医療に係る療養費（施行規程第107条） 
   組合員又は被扶養者がやむを得ない事情で組合員証を持っていなかった場合、又は保険医療機関が

ないためやむを得ず最寄りの非保険医の診察を受けた場合に支給します。 
 ① 請求手続 
   次の書類を共済組合に提出します。 
  (ｱ) 療養費・家族療養費請求書 

(ｲ) 診療報酬領収済明細書 又は 医療機関発行の診療報酬明細書（ﾚｾﾌﾟﾄ）※ 
     ※傷病名・診療内容・診療点数の記載のあるもの 
  (ｳ) 領収書（原本） 

  ④ 支給額 
    八-１参照 
 

(2) 海外療養費（施行規程第107条） 
   組合員又は被扶養者が国外で療養を受けた場合に支給します。 
  ① 請求手続 
    次の書類を共済組合へ提出します。 
   (ｱ) 療養費・家族療養費請求書 
   (ｲ) 海外診療内容明細書又は海外歯科診療内容明細書 
   (ｳ) 海外領収明細書  

(ｴ) 現地で支払った領収書の原本 
(ｵ) 航空券、パスポートの写し等海外に渡航した事実を証する書類の写し 
(ｴ) 調査に関わる同意書 

    ※(ｲ) (ｳ) は必ず共済組合所定のものを使用し、裏面に邦訳を記載してください。 
  ② 支給額 
    健康保険の例によって算定した金額から一部負担金に相当する金額を控除した金額を支給し

ます。（健康保険の例によって算定した金額が海外で支払った医療費（実費）を超えるときは実

費とします。） 
 
(3) 治療用装具（施行規程第107条） 
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  組合員又は被扶養者が主治医の同意を得て関節用具、コルセット、サポーター等の治療用装具を装

着したときは、その装具購入に要した費用を支給します。 
  療養費支給の対象となるものは、疾病等の治療遂行上必要な範囲のものに限られ、日常生活や職業

上の必要性によるもの、美容の目的で使用されるものは対象になりません。 
 ① 請求手続（施行規程第107条、第110条） 
   次の書類を共済組合へ提出します。 
   (ｱ) 療養費・家族療養費請求書 
   (ｲ) 治療上必要と認める医師の同意書および装着証明（入院又は外来の別を記入すること。） 
   (ｳ) 領収書（原本） 
 ② 支給額 
   八-１参照 
 

 (4) 生血（施行規程第107条） 
   組合員又は被扶養者が生血を輸血したときは、提供者（親族等を除く。）に支払った血液代を療 

養費として支給します。 
 ① 請求手続（施行規程第107条、第110条） 
   次の書類を共済組合へ提出します。 
  (ｱ) 療養費・家族療養費請求書 
  (ｲ) 医師の証明書 
  (ｳ) 領収書（原本） 
 ② 支給額 
   八-１参照 
 

 (5) マッサージ、はり、きゅう（施行規程第107条） 
   組合員又は被扶養者が医療上必要があると認められたもので、保険医の同意を得てマッサージ、は

り、きゅうの施術を受けたとき支給します。 
 ① 請求手続（施行規程第107条、第110条） 
   次の書類を共済組合へ提出します。 
  (ｱ) 療養費・家族療養費請求書 
  (ｲ) 施術内容、施術料金がわかるもの（療養費支給申請書） 
  (ｳ) 医師の同意書 
 ② 支給額 
   八-１参照 
 

９  移送費・家族移送費（法第58 条の 3、第59 条の 4） 

  組合員若しくは被扶養者が療養の給付（家族療養の給付）を受けるため、病院又は診療所に移送され

た場合において、共済組合が必要と認めたときに支給します。 
 (1) 支給要件 
   次のいずれにも該当する場合に対象となります。 
  ① 移送の目的である療養が保険診療として適切であること。 
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  ② 患者が当該療養の原因である負傷又は疾病により移動困難であること。 
 ③ 緊急その他やむを得ないこと。 
 
(2) 請求手続（施行規程第108条の2、第110条の3） 
  移送費請求書・家族移送費請求書に移送に要した費用の額に関する証拠書類を添え、共済組合に提

出します。 
 

 (3) 支給額 
  最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額（その額が現に当

該移送に要した費用の額を超えるときは、当該現に移送に要した費用の額）を支給します。 
 

１０  交通事故等による傷病の場合（施行規程第103 条） 

  交通事故など第三者の加害行為により生じた傷病については、原則、加害者がその治療費等を負担

することになり、組合員証等を使用することはできません。 
  ただし、治療費を直ちに加害者に負担させることが困難な場合等には、組合員証等を使用して治療

を受けることもできます。その場合、必ず共済組合への届け出が必要となります。 
 (1) 提出書類 
   組合員証等を使用する場合は、必ず次の書類を速やかに共済組合に提出してください。 
   （書類の提出が速やかにできない場合は、取りあえず電話等で連絡してください。） 
  ① 事故報告書 
  ② 損害賠償申告書 
  ③ 交通事故証明書 
  ④ 同意書 
 
 (2) 損害賠償の請求 
   組合員証を使用することで、その治療費等を共済組合が負担しますが、あくまでも一時的な立替え

です。 
共済組合は治療費を立替えることにより、加害者に対し損害賠償の請求権を取得することになりま

す。 
後日、加害者（自賠責、任意保険契約会社等）に損害賠償を請求することになりますので、そのこ

とを加害者に十分認識してもらうことが必要です。 
 

 (3) 示談するときの注意 
  加害者との示談で、損害賠償請求権の全部又は一部を放棄した場合は、共済組合はその範囲内で給

付しません。 
共済組合が給付を行った後に、示談により損害賠償の請求権を放棄していることが判明したときは、

すでに行った給付のうち放棄している部分については、組合員に返還請求します。 
治療費等については、共済組合に損害賠償の請求権があるので、示談において権利の放棄等はしな

いでください。 
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(4) 交通事故に遭ったときの留意事項 
 ① どんな小さな事故でも、必ず警察に届けるとともに、軽いケガであっても医師の診断を受けて事

後処理に備えること。 
 ② 運転者の氏名、住所、免許証番号、車検証、自動車の持主の氏名、住所を書きとめる。 
 （加害者の自動車が営業用で仕事中の場合は、会社名、代表者名を書きとめる。） 
 ③ 速やかに共済組合へ事故の状況等を報告し、指示を受けること。 
 ④ 示談の場合に、「治療代は組合員証を使用するからいいです。」と絶対に言わないこと。（共済組

合員証の使用は治療費の立替払いであるから、加害者が支払うこととなる。） 
 ⑤ 示談が成立したときは、示談書の写しを共済組合に提出すること。 
 
(5) 自損事故の場合 
  相手方のない自損事故により負傷したときは、事故報告書を提出してください。（レセプトにおけ

る傷病名が交通事故と思われる場合は、原因調査を実施することになります。給付を円滑に進めるた

め、事前に事故報告書の提出をお願いします。） 
 

１１  公務災害、通勤災害による傷病の場合 

   公務上の傷病や通勤途上の事故による負傷の治療には、原則として組合員証は使用できません。（地

方公務員災害補償基金がその傷病の治療費等を負担することとなります。） 
 (1) 公務災害 
   次に掲げる場合に発生した災害は原則として公務上の災害として取り扱われます。 
  ① 通常又は臨時に割り当てられた職務を遂行しているとき。 
  ② 出張又は赴任の期間中であるとき（合理的な経路又は方法によらない場合を除く。） 
  ③ 任命権者が計画、実施したレクリエーションに参加しているとき。 
  ④ 勤務場所又はその施設の不完全又は管理上の不注意によるものと明らかに認められるとき。 
  ⑤ 公務に起因することが明らかな疾病と認められるとき。 
 
 (2) 通勤災害 
   職員が通勤のため、住居と勤務場所との間を合理的な経路及び方法で往復行為中の災害及び公務災

害として取り扱われるレクリエーションに参加するための往復行為中の災害は通勤災害として取り

扱われます。 
 
 (3) いずれの場合も、故意又は本人の素因によるものと認められるものについては、該当しません。 
   公務災害、通勤災害の認定基準の概要は前記のとおりですが、その判断は地方公務員災害補償基金

香川県支部で行われます。職員が前記の災害を受けたときは、所属所長から任命権者を経由して、当

該基金支部に認定申請を速やかにしてください。 
 （組合員証による治療を受けている傷病が、公務上と認定されたときは、共済組合や教職員互助会か

らの給付金を全額返還していただくことになります。） 
 

１２  給付の制限（法第108 条） 

(1) 組合員又は被扶養者が故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害
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又はこれらの直接の原因となった事故を生じさせた場合には、その者には、その病気、負傷、障害、

死亡又は災害に係る給付は行いません。 
 
(2) 組合員又は被扶養者が、重大な過失により、若しくは正当な理由なく療養に関する指示に従わなか

ったことにより、病気、負傷、障害若しくは死亡若しくはこれらの直接の原因となった事故を生じさ

せ、その病気等の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合には、その者には、給付の全部又

は一部を行いません。 
 

１３  直営病院 

  公立学校共済組合が経営する医療機関のことで、現在次の病院があります。 
  東北中央病院（山形）、関東中央病院（東京）、北陸中央病院（富山）、東海中央病院（岐阜）、近畿

中央病院（兵庫）、中国中央病院（広島）、四国中央病院（愛媛）、九州中央病院（福岡） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
１４  傷病手当金・傷病手当金附加金（法第68 条・定款第26 条の 8） 

  (1) 傷病手当金 
組合員が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務することができ

ず、そのために報酬の全部又は一部が支給されなくなった場合に傷病手当金を支給します。 
  ① 支給期間 
    勤務に服することができなくなった日以後3日を経過した日（同日において傷病手当金を支給

しないときは、その支給開始日。）から通算して 1 年 6 月間（結核性の疾病は 3 年間）の範囲内

となっています。 
    なお、一時治癒した後同じ病気が再発した場合、治癒してから再発までの期間が3か月を超え

るときは、別の病気として取扱い、再発のときが初診の日となります。3 か月以内の場合は継続

として取り扱います。 
 ② 支給額 

    勤務に服することができない期間１日につき標準報酬日額※（10 円未満四捨五入）の 2/3 に相

当する金額を支給します。（円未満四捨五入） 

    ※支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均額×1/22 
    ただし、直近の継続した組合員期間が12月未満の場合は以下のいずれか少ない額となります。 
   (ｱ) 「支給開始時の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額」×1/22 

直営病院の利点 

 (ｱ) 組合員又は被扶養者が入院又は退院したとき、人間ドック、婦人健診の際に公共交通機関を

利用したときに規定により交通費が支給されます。 
(ｲ) 分娩料等が一般の人より安くなっています。 
(ｳ) 入院又は退院の際には、病院の患者輸送車の利用もできます。 
(ｴ) 入院の待機患者がある場合でも優先的に入院ができます。 
(ｵ) 基準看護のほか基準寝具、基準給食を実施していますので、寝巻、洗面用具、箸、湯呑等が

あれば、すぐ入院ができ、付添もいらないことになっています。 
(ｶ) 室料差額は、一般の病院より安く（６割引）なっています。 
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   (ｲ) 「支給開始日の属する年度の前年度9月30日における平均標準報酬月額」×1/22 
    なお、標準報酬日額は、標準報酬月額の平均額を用いて算出した額で固定されます。よって、

支給開始日以降に標準報酬月額が改定されても再計算は行わず、また、復職後に再度、休職した

場合であっても、変更はありません。 
  ③ 請求手続（施行規程第113条） 
   次の書類を所属所長を経て共済組合へ提出します。 
  (ｱ) 傷病手当金請求書 
  (ｲ) 勤務できないことを明らかにする書類（辞令書の写し） 
  (ｳ) 傷病手当金台帳（初回請求時のみ） 

(ｴ) 報酬支給額証明書（報酬が支給されている場合） 
  (ｵ) 有給（8 割）休職時の「試算シート（傷病手当金）」（初回請求が無給休職になってから請求

になる場合） 
    ※有給休職時の傷病手当金支給の可否を確認するために必要です。（初回請求時のみ）  
 ④ 障害事由の年金等との調整 

    同一の傷病について障害事由の年金等を受けることができる場合は、傷病手当金との調整を行

います。傷病手当金受給終了後に、遡って障害事由の年金等が決定された場合は、傷病手当金の

過払い部分を返納していただきます。 
 ⑤ 報酬との調整 

    支給期間に係る報酬が支払われた場合は、傷病手当金との調整を行います。 
    調整は、報酬を日額になおした報酬日額と標準報酬日額に支給割合（2/3）を乗じて得た給付日

額を比較することにより調整します。 
報酬日額≧給付日額……傷病手当金を支給しない     

報酬日額＜給付日額……給付日額から報酬日額を控除した額を支給する 

※「試算シート（傷病手当金）」により試算できます。 

     
 一度支給が始まると、以降の期間については、報酬日額が給付日額を上回ったり、請求手続きを

行わなかったとしても支給期間を「食い潰す」こととなります。 
⑥ 請求上の注意 

     傷病手当金の請求は、療養のために勤務できず給料が支給されなかった期間についての請求 
ですから、あらかじめ請求することはできません。 
医師の証明及び所属所長の証明については、「証明年月日」に特に注意してください。 
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  ⑦ 資格喪失後の給付 

     １年以上組合員であった者が退職した際（任意継続組合員になった場合も含む。）に傷病手当金

を受けている場合は、①の期間中であれば、継続して支給します。また、退職した日において、

すでに勤務することができなかった日以後 3 日を経過しているが、報酬が支給されているため、

傷病手当金の支給が行われず、退職後もなお、勤務に服することができない場合、資格喪失日か

ら傷病手当金の支給を受けることができます。ただし、④による調整があります。（受給期間中、

他の組合の組合員等の資格を取得したときは、その日以後不支給。） 
    なお、出産手当金を支給する場合には、その期間内は支給しません。  
 
 (2) 傷病手当金附加金 
   傷病手当金の支給期間が満了した日の翌日から、なお、療養のため引き続き勤務に服することがで 

きないときに支給します。ただし、傷病手当金の④、⑤と同様の調整があります。 
 ① 支給期間 6か月間（資格喪失日以降は支給対象外） 
 ② 支給額  傷病手当金の②に準じます。 
 ③ 請求手続 傷病手当金の③に準じます。 
 ④ 請求上の注意 傷病手当金附加金は、療養のために勤務できず給料が支給されなかった期間につ

いての請求ですから、あらかじめ請求することはできません。 
 

１５  休業手当金（法第70 条、運営規則第24 条） 

  組合員が被扶養者の病気等により欠勤した場合で給料の全部又は一部が支給されないときは、１日

につき標準報酬日額の50/100を支給します（報酬との調整あり。）ただし、傷病手当金又は出産手当

金を支給する場合には、その期間内は支給しません。 
  (1) 支給期間 
   ① 被扶養者の病気又は負傷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全期間 
   ② 組合員の配偶者の出産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14日以内 
   ③ 組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害・・・・・・・・・5日以内 
   ④ 組合員の婚姻、配偶者の死亡又は二親等の血族若しくは一親等の姻族で主として組合員の収

入により生計を維持するもの若しくはその他の被扶養者の婚姻若しくは葬祭・・・・7日以内 
   ⑤ 組合員の配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）又は一親等の親族（子の

配偶者を除く。）で被扶養者でないものの病気又は負傷・・・・・・・・・・・・・14日以内 
   ⑥ 組合員が出席する学校教育法第54条第1項又は第84条の規定による通信教育の面接授業 
                       ・・・・・・・所属所長が支給を必要と認めた期間 
 
  (2) 請求手続（施行規程第115条） 
    休業手当金請求書に欠勤したことを明らかにする書類（欠勤の事実を証する書面、出勤簿の写

し）を添え、所属所長を経て共済組合に提出します。 
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１ 災害見舞金（法第73 条） 

  組合員が、風水害、地震、火災その他の非常災害によって、住居又は家財に損害を受けたときは、

別表に掲げる損害の程度に応じて「災害見舞金」を支給します。ただし、盗難の場合は給付対象にな

りません。 
  なお、被扶養者が別居しているような場合でも、その居住する住居又は家財が非常災害によって損

害を受けたときには、組合員が勤務その他の都合上、住居を二分しているという考え方に基づき、組

合員の住居又は家財の一部に損害があったものとして取扱います。この場合、組合員と別居している

被扶養者の住居又は家財を合算した総額における損害の程度によって災害見舞金を支給します。 
  ※住居とは、組合員又は被扶養者が現に生活の本拠として居住している建物（フスマ、タタミ等建 

具類を含む。）をいい、自宅、借家、アパート等の別は問いません。 
  ※家財とは、現に生活するにあたっての住居以外の社会生活上必要な一切の財産を指しますが、現

金、預貯金、有価証券等及び山林、田畑、宅地、貸家等の不動産は含みません。 
 (1) 被災の報告等 
   組合員又は被扶養者が災害にあったときは、速やかに被災状況等を共済組合に報告してください。

また、被災現場の写真を撮る等損害の程度が確認できるよう努めてください。報告等が遅れると損

害の程度の確認が困難となり、不利になる場合もありますので注意してください。 
 
 (2) 請求手続（施行規程第117条） 
   災害見舞金請求書、り災証明書、家財の被害明細書及び被災が確認できる写真を所属所長を経て

共済組合に提出します。 
 
 (3) 支給額 
   別表に掲げる損害の程度に応じて支給します。 
   支給額＝標準報酬月額×損害の程度に応じ定められた月数 
 
２ 災害対策事業による見舞金（共済本部） 

  組合員が下記に該当する場合は、30,000円の見舞金を支給します。なお、請求手続は、別途共済組 
合より連絡します。 

 (1) 災害救助法が発動された地域内で被害を受け、災害見舞金の支給を受ける者 
 
 (2) 災害救助法が発動された地域外であって、その災害が災害救助法の発動された事由と同一の事由

で非常災害を受け、かつ災害見舞金の支給を受ける者 
 

  

九 災害をうけたとき 
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別表 

損害の程度 
共済組合 
災害見舞金 

１ 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。 
２ 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 

標準報酬月額の３月分 

１ 住居及び家財の2分の１以上が焼失し、又は滅失したとき。 
２ 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 
３ 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。 
４ 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 

標準報酬月額の２月分 

１ 住居及び家財の3分の１以上が焼失し、又は滅失したとき。 
２ 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 
３ 住居又は家財の2分の１以上が焼失し、又は滅失したとき。 
４ 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 

標準報酬月額の１月分 

１ 住居及び家財の3分の１以上が焼失し、又は滅失したとき。 
２ 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 

標準報酬月額の0.5月分 

 住居又は家財に5分の１以上3分の１未満の損害を受けたとき。 － 

  ※上記の損害の程度の認定が困難である場合は、次の外形的標準により取り扱う。 

 平屋建て（二階建ての場合は一階の相当部

分が住居である場合に限る。）の住居が、床上

浸水により損害を受け、上の表による損害の

程度の判定が困難と認めたとき。 

床上 120ｃｍ以上浸

水したとき。 
標準報酬月額の１月分 

床上 30ｃｍ以上浸水

したとき。 
標準報酬月額の0.5月分 

 平屋建て（二階建ての場合は一階の相当部分が住居である場合に限

る。）の住居の床が水没する程度の浸水を受けたとき。 
－ 
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１ 事業の趣旨と財源（定款第27 条、貸付規程第1 条～第３条） 

  公立学校共済組合の貸付事業は、法第112条第1項の規定により、福祉事業の一環として行ってお

り、その財源は退職等年金経理からの借入金をもって充てることになっています。 
  また、貸付事業は貸付規程の定めるところにより、行うことになっています。 
 
２ 貸付けの種類及び貸付限度額（貸付規程第5 条、第7 条、第8 条、第26 条、第28 条、第29 条） 

  貸付の種類及び貸付限度額は次のとおりで10万円を単位として貸付けます。 
種 類 申 込 事 由 限度額 

一般貸付け 組合員が臨時に資金を必要とする場合 
※生活費、借金の返済のための借入れは不可 200万円 

特別貸付け 再任用組合員・任期付職員等が臨時に資金を必要とする場合 
※生活費、借金の返済のための借入れは不可 

給料の10分の3に相当す

る額に残任期月数を乗じ

て得た額（200万限度） 

住宅貸付け 
組合員が自己の用に供するための住宅の新築、増築、改築、

移築、修理、購入若しくは借入又は住宅の敷地の購入、借入

若しくは補修をするのに資金を必要とする場合 

1,800万円 
※次頁参照 

住宅災害 
貸付け 

組合員が自己の用に供している住宅又は住宅の敷地が水震

火災その他の非常災害により法別表に掲げる程度の損害を

受け、新築等をするために資金を必要とする場合 

1,900万円 
※次頁参照 

教育貸付け 

【教育機関等に支払う費用】 
組合員、組合員の子、孫若しくは兄弟姉妹が学校教育法に規

定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、大学若し

くは高等専門学校、専修学校、一定の要件に該当する外国の

教育機関又は各種学校に入学又は修学するための資金を必

要とする場合 
【家賃・パソコン等の購入費用】 
通学のため必要となる下宿、アパート代等の家賃に相当する

資金、教育を受けるために必要なパソコン等の購入資金 
【教育ローン借換えのための費用】（貸付金額１円単位） 
民間金融機関等が実施する教育ローンからの借換えの資金

を必要とする場合 ※在学中であることが条件 

550万円 
（1年間に必要とする

金額まで） 

災害貸付け 組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害を受

けたため資金を必要とする場合 200万円 

医療貸付け 組合員、組合員の配偶者、子、孫、兄弟姉妹若しくは父母が

医療を受けるため資金を必要とする場合 120万円 

結婚貸付け 組合員又は子が結婚するための資金を必要とする場合 200万円 

葬祭貸付け 組合員、組合員の配偶者、子、孫、弟妹若しくは父母（配偶

者の父母を含む）の葬祭を行うため資金を必要とする場合 200万円 

介護構造部分 
に係る貸付け 

組合員が要介護者に配慮した構造を有する住宅の新築等を

する場合において、介護構造部分に要する資金を必要とする

とき 
300万円 

高額医療 
貸付け 

組合員又は被扶養者が高額医療費の支給の対象となる療養

に係る支払のため資金を必要とする場合 
高額療養費 
相当額 

出産貸付け 組合員が出産費又は家族出産費の支給の対象となる出産に

係る支払のため資金を必要とする場合 
出産費（家族 
出産費）相当額 

十 貸付金を借りたいとき 
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種 類 申 込 事 由 備考 

特定激甚災害 
貸付け 

組合員が自己の用に供している住宅または敷地が特定激甚 
災害を受け、新築・購入・修理等をする場合の資金を必要と
する場合 

詳細について共済組
合にお問合せくださ
い 

特定の既住宅
貸付け 
特定の既住宅
災害貸付 

既に住宅貸付けまたは住宅災害貸付を借り受けている組合
員が、自己の用に供している住宅または敷地が特定激甚災害
を受け、償還中の貸付けに係る貸付利率の低減や償還猶予を
受ける場合 

詳細について共済組
合にお問合せくださ
い 

 （注１） 一般・結婚・教育・葬祭貸付けについては、支払後の申込みも認められますが、支払日か

ら概ね１月以内の申込みが要件となります。 
（注２） ローンの返済、割賦払い、分割払い部分の返済には利用できません。（教育貸付けを除く。） 
（注３） 住宅貸付けにおいて、申込み時点で契約金の一部、着工金等を支払い済みの場合は、その

金額を差し引いた額が貸付限度額となります。 
（注４） 教育貸付けにおいて、引続き 2 年目以降の貸付けを希望する場合は、その都度、借換えと

なります。 ※ ５「既に貸付けを受けている者への貸付け」参照 
 (1) 住宅貸付けの限度額の算定 
   住宅貸付けの場合は次の①と②の方法で算定して、いずれか高い額が貸付限度額になります。 
  ① 組合期間による算出 
    申込人の申込時点における掛金の基礎となる給料月額に次表の組合員期間に応じた月数を乗

じて得た額（その額が1,800万円を超えるときは1,800万円） 
組合員期間 6月以上3年未満 3年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上 

月数 10 15 25 35 45 
   ※計算例 (ｱ) 給料月額223,496円で組合員期間12年の場合 
          223,496円×35月=7,822,360円（限度額 780万円） 
        (ｲ) 給料月額420,784円で組合員期間22年の場合 
          420,784円×45月＝18,935,280円（限度額 1,800万円） 
 ② 仮定退職手当による算出 

    住宅貸付け申込時に退職するとしたら受けることのできる仮定退職手当を次表の都合による 
   退職手当支給率に算出する（その額が1,800万円を超えるときは1,800万円。） 

勤続年数 支給率 勤続年数 支給率 勤続年数 支給率 勤続年数 支給率 
1 0.5022 11 7.43256 21 21.3435 31 35.3799 
2 1.0044 12 8.16912 22 23.0175 32 36.7443 
3 1.5066 13 8.90568 23 24.6915 33 37.7487 
4 2.0088 14 9.64224 24 26.3655 34 38.7531 
5 2.511 15 10.3788 25 28.0395 35 39.7575 
6 3.0132 16 12.88143 26 29.3787 36 40.7619 
7 3.5154 17 14.08671 27 30.7179 37 41.7663 
8 4.0176 18 15.29199 28 32.0571 38 42.7707 
9 4.5198 19 16.49727 29 33.3963 39 43.7751 
10 5.022 20 19.6695 30 34.7355 40 44.7795 

  ※ 計算例 給料月額462,000円で組合員期間33年の場合 
    462,200×39.237＝18,135,341（限度額1,800万円）  
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 (2) 住宅災害貸付けの限度額の算定 
   前記①又は②により算定した住宅貸付けの貸付限度額の２倍に相当する金額（その金額が 1,900

万円を超えるときは1,900万） 
 
３ 貸付申込書の記入要領 

  申込書は借受者が自書して、捺印してください。（印字・ゴム印による署名は認められません。）ま

た、申込金額を訂正するときは二重線で消し、申込書に使用の印を訂正箇所に押印してください。 
 
４ 貸付申込金額について 

  貸付申込金額は 10 万円単位となり、貸付限度額の範囲内で必要額が確認できる書類の金額までと

なります。ただし、高額医療貸付け及び出産貸付けの貸付申込金額は、1,000円単位となります。 
  また、他共済からの転入時における借換え及び教育貸付けにおける教育ローンからの借換えの場合

に限り、１円単位まで可能です。 
 （例） 必要金額が確認できる書類（契約書、請書等）の金額が155万円であるとき 
       ○ 150万円    × 160万円 
 
５ 既に貸付けを受けている者への貸付け 

 (1) 同一種類の貸付けを２口借りることはできません。既に貸付けを受けている者が同一種類の貸付

金を必要とするときは、当該貸付け未償還元利金を新たな貸付金の額から差し引いて貸付けを行い

ます。 
新たな貸付申込金額は、前の貸付けに係る未償還金の額に新たに必要とする資金の額を加えて算

定しますが、その額に貸付金額の単位に満たない額（10 万円未満の端数の金額）が生じたたきは、

これを切り捨てて貸付金額を決定します。 
 （例）6月に借換えによる貸付申込をするとき（7月25日貸付け） 
    ○請求書等で確認できる金額 1,000,000円  ○7月給与控除後貸付残高 750,000円 
      750,000円＋1,000,000円＝1,750,000円 
                  ≒1,700,000円（借換えによる貸付申込金額） 
      1,700,000円－750,000円＝950,000円（7月25日貸付金送金額） 

 
 (2) 一般貸付けの借換えを行う場合、既貸付金を交付した月から起算して2年を経過した月まで貸付

けを行うことができません。 
(3) 一般・教育・災害・医療・結婚・葬祭貸付け（総額規制対象貸付け）の未償還元金の合計額が

700万円を超えるときは、貸付けを行いません。 
(4) 住宅貸付けを受けている者に対した住宅災害貸付けを行うときは、既に貸付けを受けている住宅

貸付けを住宅災害貸付けとみなし前記(1)の方法で貸付けを行います。 
 
６ 申込締切日と貸付日等（支部細則第2 条、第4 条） 

 (1) 申込書の締切日は毎月末日（必着）です。（当日が休日のときは、その前日までに到着するよう

提出してください。書類不備は翌月回しとなります。） 
   ただし、４月１日付けで他共済（国家公務員等共済組合及び市町村職員共済組合から公立学校共
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済に転入してきた組合員が、他共済の貸付金を返済するための貸付金を借りる場合の申込書の締切

日は、4月8日頃までとします。 
 (2) 貸付日は原則として翌月の25日です。（当日が休日等の時はその翌日となります。） 
   貸付金の交付は借受人の「共済組合員専用口座」に振り込みます。 
 (3) 貸付金の決定通知書は、貸付月の 15 日頃までに関係書類と共に所属所長あてに送付します。記

載内容を確認して、すみやかに借用証書等必要書類を提出してください。 
 (4) 借用証書の印鑑は申込書に使用の印鑑を押してください。 
 
７ 貸付金の利率等（貸付規程第10 条、第18 条、第27 条、第30 条） 

 (1) 貸付金の利率 

貸付の種類 A利率 
B保険料 
充当金率 

C実質利率 
（A+B） 

一般・特別・住宅・教育・ 
医療・結婚・葬祭貸付け 

年1.26％ 年0.06％ 年1.32％ 

住宅災害・災害貸付け 年0.93％ 年0.06％ 年0.99％ 
介護構造部分にかかる貸付け 年1.00％ 年0.06％ 年1.06％ 
高額医療・出産貸付け 無利息 

  ・平成19年3月までの貸付は、Aの利率のみが適用されます。 
  ・貸付金の利率は変動利率※です。 
  ※ 基準利率（退職等年金給付に係る給付算定基礎額の利子額を求める率）の変動により、0.5％

ずつ変動します。 

 (2) 利息算定の基礎となる期間の計算は、貸付金を交付した日の属する月の翌月の初日から起算し、

償還の終了する日の属する月の末日までの期間について行います。 
  

８ 貸付申込の資格、条件（貸付規程第6 条、第9 条、第24 条） 

 (1) 公立学校共済組合の組合員で、組合員期間が6月以上の者（他の公的共済組合の組合員が、引き

続いて当共済組合の組合員となったときは、前の組合の組合員期間が通算されます。）。 
 (2) 住宅貸付け（住宅災害貸付けを含む。）の申込みには、前記(1)の他に次の条件があります。 
  ① 貸付対象物件の所有権移転（保存）登記が行われていないこと。（登記後であっても売買代金

を完納していないことが明らかな場合は可。） 
  ② 貸付対象物件の名義人が組合員又は組合員とその他の者の共有名義であること。ただし、組合

員の配偶者及び２親等以内の者が名義人であって、組合員と名義人が同居する場合は可能です。 
  ③ 組合員が住居として自己の用に供すること。店舗等の部分がある場合は、按分した金額を限度

に可能です。 
  ④ 敷地を購入する場合は、5年以内に住宅を建築する予定があること。 
 ⑤ 住宅災害貸付けは、り災後（り災証明書が必要）１年以内を原則とする。 

 (3) 災害貸付け 
   り災後（り災証明書が必要）3月以内を原則とする。 

  

－ 80 －



- 81 - 
 

 (4) 葬祭貸付け 
   死亡日から２月以内に行われる葬儀及び法事等で、その日から１月以内に申し込むものとする。

墓地の取得等は購入日前とする。 
 

９ 貸付申込書に添付する書類 

 (1) 共通の添付書類 
   すべての種類の貸付申込みに必要な添付書類となります。 
  ① 借入状況等申告書 
    当共済組合及び共済組合以外の借入状況における償還年額の合計額が、申込人の給料月額の 

4.8倍を超える貸付申込みはできません。 
  ② 貸付事業における個人情報に関する同意書 
  ③ 直近の給与明細の写し（市町費支弁組合員のみ） 
 (2) 貸付種類別に必要とする添付書類 

貸付種類 添   付   書   類 

一般貸付け 

送金額が100万円未満のときは不要 
送金額が100万円以上のときは、必要額が確認できる組合員名義の書類 
※必要額が確認できる書類とは、次のいずれかをいう。 
(1)契約書の写し 
(2)請書の写し 
(3)請求書の写し 
(4)領収書の写し 
(5)見積書の写しと注文を証明できる書類の写し（注2） 

（注文を証明できる書類で必要額が確認できる場合は、見積書は省略可） 
(6)特別貸付の場合、雇用期間のわかる書類（辞令の写し等） 

特別貸付け 

教育貸付け 

(1)入学又は修学の事実を証明することのできる書類（合格通知の写し、在学

証明書の原本） ※学生証は不可。 
なお、外国の教育機関へ入学等をする場合の貸付は、上の証明書類に代

えて、貸付対象教育機関に該当するか確認するための「外国教育機関に係

る証明書」（要日本語訳）が必要になります。 
公立の小中学校の入学等をする場合の貸付は、任意の様式の申立書が必要

になります。（申立書の記載事項：生徒氏名、生徒生年月日、在学している

学年、学校名、学校所在地、組合員氏名申立年月日） 
(2)必要額が確認できる以下の書類 
【教育機関に支払う費用】 

貸付金の支払日から概ね１年以内に必要とする費用で、入学金、授業

料、その他の諸経費など学校に納入する金額が確認できる書類（振込通

知書の写し、ホームページの該当箇所等） 
 【家賃】 
   賃貸借契約書等の写し（契約者又は保証人が組合員名義であること。） 
 【パソコン等の購入費用】 

購入後の場合、貸付申込日以前１ヵ月以内の領収書の写し、購入前の

場合、見積書。購入後に領収書の写しを提出 
 【教育ローン借換えのための費用】 
  ①教育ローンであることが確認できる残高証明書等 
  ②過去3か月の返済が確認できる通帳の写し等 
 【上記に該当しない場合】 
   必要額が確認できる書類 
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貸付種類 添   付   書   類 

災害貸付け 市町長、警察署、消防署等が発行するり災証明書 
（被害の内容が明記されているもの。） 

医療貸付け 医師の診断書等 

結婚貸付け 6月以内に結婚する事実を証する結婚式場の挙式申込受理書の写し又は仲人

の証明書等及び必要額が確認できる書類（請書・請求書等の写し） 

葬祭貸付け 

【葬祭等の費用】 
葬祭対象者の死亡が確認できる書類及び組合員との続柄が確認できる書

類並びにその必要額が確認できる書類 
【墓地等の購入費用】 

購入の日、購入金額等が確認できる書類（請書・請求書等の写し） 

高額医療貸付け 保険医療機関等が発行する請求書又は領収書の写し 

出産貸付け 事前に支部に申し出てください。 
（医師等の証明書、母子健康手帳（写し）、請求書又は領収書の写し等が必要） 

住宅貸付け 別表参照 

介護構造部分に 
係る貸付け 

（1）住宅貸付けと同様の書類一式 
（2）「在宅介護対応住宅の新築等に係る申立書」 
（3）介護構造部分の内容及びその必要額がわかる書類 

※（1）の書類で確認できる場合は省略可 
  
 「見積書の写し及び注文を証明できる書類」として取り扱える見積書の例 
                                   ○○年○月○日 
                   見 積 書 
    公立太郎 様 
                                ○○商会株式会社 
     下記のとおりお見積もり申し上げます。 
        合計額 １，１８８，０００円 
         品名：○○○○○ 型番「ABC12Y0345」 
         価格：1,188,000円（税込み） 
         個数：1台 
 
 
 
 
 
         ↑従業員の手書きの証明でも差し支えない。 

  
（3）他共済から転入により、転入元共済の貸付金を返済する場合の添付書類 

（1）の共通の添付書類に、転入元共済発行の貸付金残高証明書、転入者の給料月額が確認できる

書類（履歴書の写し等）を添付してください。  

○○年○月○日 

上記の注文をお請けしました。 

○○商会株式会社 代表取締役  四国太朗 ○印 
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〔別表〕 

土
地
付
住
宅 

（
マ
ン
シ
ョ
ン
等
含
む
） 

新築購入 
（建築中のものを含

む。） 

①売買契約書の写し 
②敷地の全部事項証明書（原本）（敷地権付きマンション等の場

合は不要） 
③（建築中の場合）確認済証の写し 
 （建築済の場合）住宅の全部事項証明書 
④住宅の平面図 

中古購入 

①売買契約書の写し 
②敷地の全部事項証明書（原本）（敷地権付きマンション等の場

合は不要） 
③住宅の全部事項証明書（原本） 
④住宅の平面図 

住 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宅 

新築 

①工事請負契約書の写し 
②敷地の全部事項証明書（原本） 
③確認済証の写し 
④住宅の平面図 

増築、改築、移築 

①工事請負契約書の写し（工事費用の金額が 150 万円未満の場

合は、請書の写しで可） 
②敷地の全部事項証明書（原本） 
③住宅の全部事項証明書（原本） 
④確認済証の写し 
⑤住宅の平面図 

購入 

①売買契約書の写し 
②敷地の全部事項証明書（原本） 
③住宅の全部事項証明書（新築中のもので未登記の場合は確認済

証の写し） 
④住宅の平面図 

修理 

①工事請負契約書の写し（工事費用の金額が150万円未満の場合

は、請書の写しで可） 
②住宅の全部事項証明書（原本） 
③修理箇所の図面又は写真 

借入れ ①賃貸契約書の写し 
②住宅の平面図 

住宅災害貸付の場合は、上記に掲げる書類のほか、市区町村、警察署、消防署等の所管

官公署が発行するり災証明書を添付すること。 

敷 
 
 
 
 

地 

購入 

①売買契約書の写し 
②敷地の全部事項証明書（原本） 
③住宅建築に係る誓約書 
④建築計画書 

借入れ ①賃貸契約書の写し 
②住宅建築に係る誓約書 

補修 

①工事請負契約書の写し（工事費用の金額が150万円未満の場合

は、請書の写しで可） 
②補修箇所の図面又は写真 
③敷地の全部事項証明書（原本）及び敷地の名義人の工事承諾書 

 上記の書類ほか、実情に応じて、他の書類を提出していただくことがあります。  
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１０ 住宅貸付けに係る添付書類作成上の留意事項（貸付規程第11 条、支部細則第3 条、第13 条） 

 (1) 全部事項証明書（法務局で交付） 
  ① 申込日前3月以内に交付されたものであること（原本を提出すること）。 
  ② 借受人に不利益を及ぼす権利（抵当権等）が付随していないこと。ただし、当該抵当権を抹消

する予定であること、又は貸付対象物を購入等するために設定された抵当権等であれば貸付可能。 
 ③ 住宅又は敷地の購入の場合は売主名義の謄本であること。 

 (2) 農地転用許可書の写し 
  ① 土地全部事項証明書に記載されている地目が農地（田・畑）の場合は、農地転用許可書の写し

を提出すること。 
  ② 転用者（譲受人）と建築主は、原則として同一人であること。 
 (3) 建築・修理同意書 
  ① 土地の所有者が貸付申込人以外の場合は、敷地の名義人の「建築・修理同意書」を提出するこ

と。（敷地の名義人が建物の名義人と共有者又は同居者である場合は必要なし。） 
  ② 増改築又は修理をする場合で、住宅の所有者が貸付申込人以外の場合は、住宅の名義人の「建

築・修理同意書」を提出すること。（組合員と同居している場合を除く。）さらに、住民票の写し

等、組合員が居住することを証する書類を提出すること。 
 (4) 確認済証の写し又は建築工事届の証明書 
  ① 都市計画区域内で工事をする場合は、建築確認を受けること。 
  ② 都市計画区域外で工事をする場合は、「建築工事届に係る証明願」又は市町で発行する建築工

事届出証明書を提出すること。 
 (5) 平面図 
   平面図は、部屋等の間取りがわかるように作成すること（増改築又は修理する場合は、工事部分 

だけでなく建物全体を記入のうえ、工事の前後が比較できるような平面図を作成のこと。）  
 (6) 工事請負契約書の写し 
  ① 工事請負契約書には、必ず定められた額の収入印紙を貼付し、割印がしてあること。 
  ② 工事内容とその金額がわかるものとすること。 
  ③ 店舗など住宅貸付けの対象とならない工事を同時に行う場合は、別にその部分の工事費用見積

書の写しを提出すること。 
 (7) 売買契約書の写し 
  ① 必ず定められた額の収入印紙を貼付し、割印がしてあること。 
  ② 支払期日については、ゆとりを持つこと。 
 (8) 住宅新築工事に係る誓約書及び建築計画書 
    敷地を購入するときは、貸付けを受けた日から5年以内に住宅を建築する旨の「誓約書」及び

「建築計画書」を提出すること。 
 (9) 夫婦とも組合員の場合 
    夫婦が同一物件について、それぞれ貸付けを同時に申し込む場合は、どちらか一方の添付書類

を省略して差し支えない。 
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１１ 償還方法等（貸付規程第14 条、第15 条） 

  以下の償還内容を十分に検討して償還回数等を決めてください。（決定後の変更はできません。） 
償還金額を算出する賦金率は、「賦金率表」（96・97頁）の中で申込時に適用されている利率の表か

ら償還回数に応じた率を使用することになります。 
 (1) 毎月償還 

    貸付を受けた月の翌月から元利均等額で毎月の給料から控除します。 
償還回数は、次に掲げる貸付種類ごとの償還回数の範囲内で、借受人の希望する回数とします。 

貸  付  種  類 償還回数 
一般貸付け、災害貸付け、結婚貸付け、葬祭貸付け 120回以内 
特別貸付け 残任月数以内 
医療貸付け 110回以内 
教育貸付け 250回以内 
住宅貸付け、住宅災害貸付け 360回以内 
介護構造部分に係る貸付け 360回以内 

  １回当たりの償還額は、貸付金の額に賦金率表に定める当該償還回数に応じた賦金率を乗じて得

た額（１円未満の端数があるときは四捨五入）になります 
(例) 一般貸付  200万円  償還回数120回の場合  年利1.32％ 
  2,000,000円×0.0089000057（120回償還の賦金率）= 17,800.01… 
   1円未満の端数を四捨五入した17,800円が１回当たりの償還額となります。 

  (2) ボーナス償還 
    貸付金の額が100万円以上のときは、申込人の希望により毎月償還と併せて、ボーナス支給月（6

月及び12月）に元利均等額でボーナスから控除します。 
 ① ボーナス償還に充てることのできる貸付金の額は、貸付金の1/2以内で50万円単位です。 
 ② ボーナス償還の償還回数は、毎月償還の償還回数を6で除して得た回数の範囲内で借受人の希

望する回数になります。 
 ③ １回当たりの償還額は、貸付金の額に賦金率表に定める当該償還回数に応じた賦金率を乗じて 

得た額（１円未満の端数があるときは四捨五入）になります。 
(例) ボーナス併用償還 年利1.32％の貸付利率による算定 

    ・住宅貸付800万円（毎月償還500万円、ボーナス償還300万円） 
    ・償還回数 毎月償還360回 ボーナス償還60回 
    ・貸付年月日 令和4年7月25日の場合 
     ⇒賦金率 毎月償還 回数360回→0.0033654910 

ボーナス償還 回数60回 貸付月7月→0.0202160132 
        1回当たりの毎月償還額 5,000,000×0.0033654910=16,827円 
        1回当たりのボーナス償還額 3,000,000円×0.0202160132＝60,648円 

 (3) 繰上償還（貸付規程第16条、支部細則第11条） 
① 未償還元利金の全部又は一部を繰り上げて償還することができます。 
② 一部繰上償還を行う場合の償還額は、毎月償還にあっては10万円以上とし、ボーナス併用償還

にあっては20万円以上で、その1/2を超える額をボーナス償還に係る償還額としなければなりま

せん。 
 ③ 一部繰上償還後の償還は、毎月償還にあっては毎月償還の未償還回数、ボーナス償還にあって
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は毎月償還の未償還回数を6で除して得た回数の範囲内で、借受人の希望する償還回数により行

うことになります。 
 ④ 繰上償還を希望する借受人は毎月１日から10日までに「一部･全部繰上償還申出書」を共済組

合に提出してください。申出書に不備等がなければ折り返し「繰上償還承認書」及び「納付書」

を送付しますので、指定期日までに最寄りの金融機関窓口で「納付書」により振り込んでくださ

い。 
(例) 一部繰上償還（8月繰上の場合）8/10までに申出、8/15までに払込み 

     ・住宅貸付730万円（毎月償還380万円 ボーナス償還350万円） 
     ・希望する一部繰上償還額 150万円（1/2を超える額をボーナス償還に充てること） 
     ・未償還金残額（償還表で8月定期償還後の残高） 
      毎 月 償 還 残 額     3,762,915円 
      ボーナス償還残額     3,426,702円 

償還区分 未償還残額 
A 

繰上償還希望額 
B 

繰上償還後の未償還元金 
（A－B＝C） 

毎 月 償 還 3,762,915円 700,000円 3,062,915円 
ボーナス償還 3,426,702円 800,000円 2,626,702円 
経 過 利 息 7,538円 7,538円 

計 7,197,155円 1,507,538円 5,689,617円 
  （ボーナス償還経過利息） 
    3,426,702×0.0011月利)×２（経過月数）＝7,538円（1円未満切り捨て） 

(4) 即時償還(貸付規程第19条) 
借受人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに未償還元利金を償還しなけれ

ばなりません。 
  ① 退職又は他の共済組合へ転出等で当共済組合の組合員の資格を喪失したとき。 
  ② 申込みの内容に偽りが認められたとき。 
  ③ 住宅貸付、住宅災害貸付において、その工事等が完成する確実性がないと認められるとき。 
  ④ 報告義務、行為の制限等貸付規程に違反したとき。 
 

１２ 償還金の設定制限（貸付規程第14 条） 

 (1) 毎月償還の１回当たりの償還額（数種類の貸付を受けているときは、その償還額の合計額）が給料

月額の3/10を超えることはできません。 
 (2) ボーナス償還の１回当たりの償還額が、給料月額の6/10を超えることはできません。 
  (注) 償還回数を設定する時は、該当する「賦金率表」により、償還額を算出して確認してください。 
 
１３ 償還の猶予と支払（貸付規程第17 条、支部細則第9 条） 

 (1) 借受人が、次の各号のいずれかに該当する時は、「償還猶予申出書」を提出することにより、当該

期間償還の猶予を受けることができます。 
  ① 育児休業及び介護休業の承認を受けたとき（再度、育児休業になったときを含む。） 
  ② 病気休職となり、給料の全部が支給されないとき（傷病手当金及び傷病手当金附加金の支給を受

けている期間を除く。）。 
  ③ 住宅又は住宅の敷地が水震・火災・その他非常災害により損害を受けたとき（住宅又は住宅災害

－ 86 －



- 87 - 
 

貸付に限る。） 
 (2) 前記(1)により、償還の猶予を受けた償還金は、原則として復職した月から、猶予した期間に相当す 

る間、給料から控除します。 
<例> ･毎月償還額 10,000円  ･猶予期間 6月～12月 

 
 
 

 
１４ 貸付関係書類の保管 

  貸付決定通知書、償還表、一部、全部繰上償還承認書、団信加入申込書（本人控）等貸付関係書類は

貸付金の償還が終るまで借受人が大切に保管してください。「償還表」は、貸付決定時と一部繰上償還

したときに送付します。 
 
１５ 住宅貸付けにおける報告義務と行為の制限 

(1) 「完了報告書」の提出（貸付規程第23条） 
住宅貸付け又は住宅災害貸付けの借受人は、貸付日の属する月の翌月から6月以内に次の書類を「完

了報告書」に添付して提出しなければなりません。 
  ① 住宅の新築、増築、改築又は移築をした場合（10㎡以内の増改築をした場合を除く。） 
    下記○ア～○ウのいずれかの書類 
   ○ア 所有権保存登記後の全部事項証明書の原本 

○イ 工事引渡書の写し 
  ② 住宅（土地付住宅を含む。）を購入した場合 
    所有権移転登記後の建物（土地付の場合は、当該土地を含む。）の全部事事項証明書の原本又は登

記済証（権利証）の写し 
  ③ 住宅の敷地を購入した場合 
    所有権移転登記後の全部事項証明書の原本又は登記済証（権利証）の写し 
  ④ 住宅の敷地の補修、住宅の修理又は10㎡以内の増改築をした場合 
    工事引渡書の写し又は領収書の写し 
  ⑤ 住宅又は住宅の敷地の借入をした場合 
    領収書の写し 
  ⑥ 地方公務員等共済組合法又は国家公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合へ返済するため借

入をした場合 
    他の共済組合へ支払った領収書の写し 
 (2) 「工事等遅延届出書」の提出（支部細則第7条） 
   申込書に記入した購入又は工事完了予定日より2月以上完了が遅延する場合は、直ちに工事等遅延

月額償還額 
0円/月 20,000円/月 10,000円/月 
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届書を提出してください。 
 (3) 住宅建築及び報告義務（貸付規程第23条、第24条） 
   住宅の敷地を購入するため住宅貸付を受けたときは、貸付を受けた日から5年以内にその敷地に住 

宅を建築しなければなりません。 
   また、住宅を建築した場合は、すみやかに住宅建築済報告書に住宅の全部事項証明書又は登記済証 

（権利証）の写しを貼付して提出してください。なお、特別な事情で5年以内に住宅を建築すること 
が困難となった場合は、必ずその旨を申し出て支部長の承認を受けてください。 

 (4) 行為の制限（貸付規程第25条） 
   住宅貸付け又は住宅災害貸付けの借受人は、当該貸付金の償還が完了する以前にその貸付に係る不

動産について次に掲げる行為をしてはなりません。ただし、支部長がやむを得ない事情があると認

めるときは、この限りでないので事前に申し出てください。 
  ① 不動産の全部又は一部を他に貸し付けること。 
  ② 不動産の全部又は一部を他に譲渡すること。 
  ③ 不動産の価値を明らかに減少させるおそれのある行為をすること。 
 
１６ 団信制度（団体信用生命保険・債務返済支援保険）（貸付規程第22 条） 

団信制度は、住宅貸付け、住宅災害貸付け又は教育貸付けを受けている組合員が万一死亡（高度障害

を含む。）した場合に、この制度に加入していることにより、その者の債務が自動的に消滅する保険制

度です。したがって、その遺族は、退職手当や住宅等の財産をそのまま確保することができます。この

制度は任意加入となっていますが、万一の場合も考えて加入をお勧めします。なお、加入は原則として

貸付申込時となっていますが、中途の加入もできます。中途加入を希望する借受人は、別途通知の募集

時に支部に申し出てください。 
 (1) 団体信用生命保険（だんしん） 
   「だんしん」とは公立学校共済組合の住宅貸付、住宅災害貸付、介護構造部分に係る貸付又は教育 
  貸付を借り受けている組合員がこれらの貸付金の償還途中に万一死亡したり、一定の障害状態となっ 

た場合に、その貸付金に係る未償還額の返済を免除する制度です。 
  ① 加入資格 
    一貸付金額が50万円以上であっても、適用申込の際、健康状態が次に掲げる告知事項に合致す 

る方。 
 

私は、団体信用生命保険へ加入を申し込むにあたり告知

日現在、正常に就業し、かつ過去 3 年以内に右記の病気

で連続 2 週間以上の入院をしたことがありません。※告

知事項（健康状況）が事実に相違していた場合は保険金

の支払いができないことがあります。 

狭心症・心筋梗塞・心臓弁膜症・先天性心臓病、心筋症・

高血圧症、脳卒中（脳出血・脳梗塞・くも膜下出血）・脳

動脈硬化症、精神病・ノイローゼ・てんかん・自律神経

失調症・アルコール中毒、ぜんそく・慢性気管支炎・肝

硬変、慢性腎炎・ネフローゼ・腎不全、がん・肉腫・白

血病・腫瘍・ポリープ、糖尿病・リウマチ・膠原病 

 
  
② 制度のしくみ 

    保障額は未償還額と同額であり、保証期間は返済期間と同じです。 
  ③ 保険料充当金 

 

  

 

 

告告知知事事項項（（健健康康状状況況））  
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   (ｱ) 金額 
     貸付金額10万円につき月額16円です。 
     (例) 貸付金額100万円の場合 
      100万円/10万円×16円＝160円/月 

(ｲ) 支払方法 
     保険料充当金は、毎年１回、適用者の指定する金融機関の口座から 12 月分を一括して自動的

に引き落とします。 
     ※保険料充当金は生命保険料控除の対象にはなりません。 
  (ｳ) 制度内容等に関する照会・相談窓口 
    明治安田生命保険相互会社 団体信用生命保険ご照会窓口  

 TEL 0120-883-740   
受付時間 平日 9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始は除く） 

 (2) 債務返済支援保険（特約） 
   「債務返済支援保険」とは「だんしん」の適用を受けている組合員が、病気・傷害又は所定の精神 

障害により就業障害状態となったとき、貸付金の返済金相当額（平均返済月額）を保険金として加入 
者にお支払する制度です。 

  ① 加入資格 
    「だんしん」の適用者で、この制度に適用申込の際、満18歳以上満60歳未満で、かつ健康状態 

が「だんしん」の告知事項及び次に掲げる告知事項に合致する方です。 

  ② 制度のしくみ 
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
③ 保険料充当金 

   (ｱ) 金額 
     毎月の返済額とボーナスの返済額の年間合計額を12で除した返済金相当額（平均返済月額 

といいます。）1万円あたり101円です。  

 
私は、過去3年以内に右記の病気で医師の治療・投

薬をうけたことがありません。 
※告知事項（健康状況）が事実に相違していた場合

は保険金の支払はできないことがあります。 

一過性脳虚血発作（TIA）,心不全、大動脈瘤、不整脈（心房粗細

動など）、じん肺症、慢性肺気腫、クローン病、下垂体・副腎機能

障害（クッシング病・巨人症・アジソン病など）、重症筋無力症、

血友病、再生不良性貧血。悪性リンパ種、エイズ・HIV 感染症、

痴呆、パーキンソン病・症候群。網膜色素変性症・黄斑部変性症 

毎毎回回のの  

債債務務返返済済額額  

（（ロローーンン））  

3300

日日

経経

過過

後後  

毎毎回回のの返返済済金金相相当当額額  

（（平平均均返返済済月月額額））  

がが最最長長３３年年間間、、  

支支払払わわれれまますす。。  

毎毎回回のの  

債債務務返返済済額額  

（（ロローーンン））  

貸付実行 就就業業障障害害発発生生 就就業業再再開開  貸付完済 

「だんしん」と「債務返済支援保険」をあわせて適用することにより、万一の場合だけでなく、長期間休ま

れた場合にも債務の返済が保障されます。 
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     （例）返済金相当額30,000円の場合 
        30,000円/10,000円×101円＝月額303円 
      (ｲ) 支払方法 
      保険料充当金は毎年１回12月分を「だんしん」の保険料充当金と合算して自動的に引き落 

とします。 
 ※保険料充当金は一般の生命保険控除の対象となっており、所得税、住民税が軽減されます。 

 (3) 脱退等の手続 
  ① 退職による即時償還、定期完了及び一部、全部繰上償還による「だんしん」の脱退または保険 

内容の変更に係る手続は支部で行います。 
  ② 住所、氏名又は指定した預金口座の変更等については、支部に申し出て手続をしてください。 
 (4) 引受損害保険会社の苦情・相談窓口 
  ①引受損害保険会社（幹事会社） 
     明治安田損害保険株式会社      
  ②苦情・相談窓口 TEL 0120-255-400 
   受付時間   平日 9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始は受付不可） 
 
１７ 貸付保険制度（貸付保険制度）（貸付規程第21 条） 

  この制度は、借受人に「連帯保証人」や「抵当権の設定」を求める代わりに、共済組合が保険会社と

契約を結んで、万一借受人が未償還元利金を支払えなくなった時、その補償を保険会社に請求して共済

組合の債権の保全を図るものです。 
  一般貸付け、住宅貸付け等全ての貸付けに適用され、その保険料は全額共済組合が負担しています。 
  なお、保険事故として保険会社が共済組合にその未償還元利金を支払ったときは、共済組合の債権が

保険会社に譲渡され、保険会社が借受人に支払いを請求することになります。 
 
１８ 住宅借入金等特別控除（租税特別措置法第41 条、支部細則第12 条） 

  住宅取得等のため貸付金を受け（6 か月以内に居住を開始した場合に限る。）、一定の要件を満たす場

合は、「住宅取得等特別控除」の適用を受けることができます。 
  共済組合が発行する「借入金の年末残高証明書」が必要です。原則として、今年度控除対象期間に該

当する住宅貸付及び住宅災害貸付の借受人には自動的に年末残高証明書を送付します。 
  ただし、居住が要件となっていることから、「完了報告書」の提出が無い場合は、発行できません。 
  なお、住宅取得等を貸付理由とした一般貸付及び特別な事情で控除対象期間以外の住宅貸付等で年末

残高証明書を必要とする者は、「住宅貸付金の年末残高証明書申請書」を提出してください。 
 ※「借入金の年末残高証明書」の交付を受けても、住宅取得等特別控除の対象とならないこともありま

す。控除を受ける要件や手続等の詳しくは税務署でお尋ねください。 
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公立学校共済組合貸付規程香川支部実施細則 
 
（趣  旨） 

第1条 この規定は、公立学校共済組合香川支部の貸付事業の処理に関し、必要な事項を定めるものとす 
る。 

（申込書の提出期限） 

第2条 申込書の提出期限は、貸付金の交付を受けようとする日の属する月の前月の末日（その日がつぎ

の各号に掲げる日（以下「日曜日等」という。）に当たるときは、その日前においてその日に最も近い

日曜日等でない日）とする。ただし、支部長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 
 (1) 日曜日及び土曜日 
 (2) 国民の休日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 
 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日（前号に掲げる日を除く。） 
（申込書の添付書類） 

第3条 住宅貸付けの申込書には、公立学校共済組合貸付規程の実施に関する規則（以下「貸付規則」と

いう。）第 8 条の規定により添付すべき書類のほか、次の各号に該当する場合には、当該各号に掲げる

書類を貼付しなければならない。 
 (1) 登記記録に記録されている所有者が死亡しているとき及び建物の所有権保存の登記がなされてい

ない場合 （市区町村長が交付する固定資産所有証明書その他の現在の管理者が確認できる書類） 
 (2) 店舗の建築その他住宅貸付けの対象とならない工事を同時に行う場合 （当該工事に係る工事費用

の見積書） 
 (3) 敷地の購入に係る申込みの場合 建築計画書 
2 申込書に添付すべき登記事項証明書は、申込みの日前3月以内に交付されたものでなければならない。 
3 申込書に添付すべき工事承諾書の写しは、建築・修理同意書をもって代えることができる。 
4 次の各号のいずれかに該当する場合で、一の申込書の必要書類を添付したときは、他の申込みはその

旨を申込書に記載することによって、当該添付書類を省略することができる。 
 (1) 同一の事由により、親族である複数の申込人が同時に貸付の申込みをする場合 
 (2) 同一の事由により、一の申込人が同時に複数の種別の貸付けの申込みをする場合 
（貸付金の交付） 

第 4 条 貸付金の交付は、原則として毎月 25 日（その日が日曜日に当たる時は、その日以後においてそ

の日に最も近い日曜日等でない日）に、申込名義人の公立学校共済組合員専用口座に振り込むものとす

る。 
（完了報告書） 

第5条 公立学校共済組合貸付規程（以下「貸付規程」という。）第23条の規定による報告書は、完了報

告書に登記事項証明書その他の住宅建築の完了を証する書類を添付しなければならない。 
（住宅建築済報告書） 

第6条 貸付規程第24条に規定する借受人（以下「住宅貸付け等の借受人」という。）は、住宅の建築が

完了したときは、住宅建築済報告書を支部長に提出しなければならない。 
（工事等遅延届書） 

第7条 住宅貸付け等の借受人は、申込書に記載した完了予定日より2月以上工事等の完了が遅延する場

合は、速やかに工事等遅延届出書を支部長に提出しなければならない。 
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（住宅建築の猶予） 

第 8 条 貸付規程第 24 条ただし書きの規定により、住宅の建築の猶予を受けようとする者は、住宅建築

の猶予願を支部長に提出しなければならない。 
（償還猶予申出書の提出） 

第 9 条 貸付規程第 17 条の規定による申出は、償還の猶予を受けようとする月の前月の末日（その日が

日曜日等に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日）までの間に、償還猶

予申出書を支部長に提出しなければならない。 
（繰上償還申出書の提出） 

第 10 条 借受人は、未償還金の全部又は一部を繰り上げて償還しようとするときは、償還しようとする

日の属する月の一日から十日（その日が日曜日等に当たるときは、その日前においてその日に最も近い

日曜日等でない日）までの間に、繰上償還申出書を支部長に提出しなければならない。 
（繰上償還金の払込み） 

第11条 繰上償還金の払込期限は、繰上償還申出書を提出した月の15日（その日が日曜日等に当たる時

は、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日）までとする。 
2 借受人は、繰上償還金を支部長の指定する納付書により、指定の金融機関に払込まなければならない。 
（年末残高の証明申請） 

第 12 条 租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 41 条第 1 項各号に掲げる借入金の年末残高証明

書は、同法の適用となる貸付種別の対象期間について、自動的に交付するものとし、それ以外の貸付種

別又は期間に係る年末残高証明書の交付を受けようとする借受人は、年末残高証明申請書を支部長に提

出しなければならない。 
（書類の提出） 

第 13 条 支部長は貸付事業において必要と認めるときは、申込人及び借受人に対し、この細則に定める

もののほか、必要な書類の提出を求めることができる。 
（支部長の専決） 

第 14 条 支部長は、法令の改正等により、この規程により難い特別の事情が生じ、公立学校共済組合香

川支部運営審議会（以下「審議会」という。）の会議に付するいとまがないときは、審議会の議を経ず

この規程を改正することができるものとする。 
2 支部長は、前項の規定によりこの規程を改正したときは、次の会議において審議会に報告するものと

する。 
（雑  則） 

第15条 貸付規則第24条の規定に基づき定める様式及びこの規程に規定する書類の様式その他の貸付事

業の処理に必要な事項は、支部長が別に定める。 
   附  則 
1  この規程は、平成17年3月7日から実施する。 
2  改正前の公立学校共済組合貸付規程香川支部実施細則の規定による申込み、報告その他の行為は、

改正前の公立学校共済組合貸付規程香川支部実施細則による申込み、報告その他の行為とみなす。 
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香香  川川  県県  教教  職職  員員  互互  助助  会会  貸貸  付付  金金  
 
１ 一般貸付（互給付・貸付規程） 

  会員が臨時に資金を必要とする時は、10 万円を単位として 200 万円までの資金を借りることができ

ます。ただし、会員期間が1年未満の場合は50万円までです。（申込理由が土地及び住宅取得、住宅の

増改築である場合は申込不可） 
(1) 貸付申込の資格・条件等 会員期間が6月以上の者。ただし、未成年者の会員については、法定

代理人の同意書及び戸籍謄本等の法定代理人の続柄が確認できる書類

を提出してください。 
育児休業中や無給休職中は、新規の貸付はできません。既に貸付を受

けている会員への貸付（借換）は、当該貸付の償還を 24 回以上行って

いる場合のみとします。 
(2) 利率 年0.9％（月利0.075％）    賦金率表は94頁参照 
(3) 償還方法 72 回の償還回数の範囲内で借受人の希望する回数で、給料から毎月

元利均等額で控除します。ただし、毎月償還の1回あたりの償還額は給

料月額の3/10を超えない範囲内とします。 
(4) 申込手続書類 ① 一般貸付申込書 

※任期付採用職員の者は辞令の写しを添付してください。 
② 貸付保険に係る個人情報の取扱いに関する同意書 
③ 借用証書（申込金額に応じて必要額の収入印紙を貼付し、申込書と

同じ印で割印してください。10 万円以上 50 万円未満なら 400 円、50
万円超 100 万円以下なら 1 千円、100 万円超 500 万円以下なら 2 千円

です。） 
※お申込みの際には、①・②のみをご提出ください。審査後、貸付が決

定しましたら、後日改めて決定通知書とともに③を送付いたしますの

で、印紙貼付、記入押印後、提出期限までにご提出をお願いします。 
(5) 貸付日・償還方法等 申込書締切日、貸付日等は、公立学校共済組合の「一般貸付金」と同

様の取扱いとなっているので、公立学校共済組合の一般貸付金の頁を参

照してください。 
※公立学校共済組合一般貸付

との違い 
・送金額100万円以上の際の必要金額が確認できる書類は必要ありませ

ん。 
・互助会貸付金の申込書類に、「借入状況等申告書」はありません。 
・互助会貸付金の償還方法は給料からの償還のみです。 

                 
２ 教育貸付（互給付・貸付規程） 

  会員は、被被扶扶養養者者が学校教育法に定める高等学校（盲、聾、養護学校の高等部を含む）、大学、高等

専門学校、専修学校、各種学校、一定の要件に該当する外国の教育機関に入学又は修学するため、資金

を必要とする時は、10万円を単位として200万円までの資金を借りることができます。 
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(1) 貸付申込の資格・条件等 会員期間が6月以上の者。ただし、未成年者の会員については、法定

代理人の同意書及び戸籍謄本等の法定代理人の続柄が確認できる書類

を提出してください。 
育児休業中や無給休職中は、新規の貸付はできません。既に貸付を受

けている会員への貸付（借換）は、当該貸付の償還を 24 回以上行って

いる場合のみとします。 
貸付申込日から最大2年間に必要とする金額が貸付上限額です（10 

万円未満端数切捨て）。 
(2) 利率 年0.9％（月利0.075％）     賦金率表は94頁参照 
(3) 償還方法 120回の償還回数の範囲内で借受人の希望する回数で、給料から毎 

月元利均等額で控除します。ただし、毎月償還の1回あたりの償還額は

給料月額の3/10を超えない範囲内とします。 
(4) 申込手続書類 ① 教育貸付申込書 

② 貸付保険に係る個人情報の取扱いに関する同意書 
③（教育貸付対象者の）合格通知書の写しまたは在学証明書の原本 
 ※ただし、合格して1年以上経過している場合は、合格通知書の写しは不可 

④ 教育機関への納入金額が分かる書類（振込通知書の写し等） 
⑤ 借用証書（申込金額に応じて必要額の収入印紙を貼付し、申込書と

同じ印で割印してください。10 万円超 50 万円未満なら 400 円、50 万

円超 100 万円以下なら 1 千円、100 万円超 500 万円以下なら 2 千円で

す。） 
※お申込みの際には、①・②・③・④をご提出ください。審査後、貸付

が決定しましたら、後日改めて決定通知書とともに⑤を送付いたします

ので、印紙貼付、記入押印後、提出期限までにご提出をお願いします。 
(5) その他 申込書締切日、貸付日等は公立学校共済組合の貸付金と同様な取扱い

となっています。 
 
 

3 通勤用定期券購入資金貸付（互通勤用定期券購入資金貸付規程） 

  会員が通勤手当の支給対象となる通勤用定期券を購入する資金を必要とするとき、その資金を借りるこ 
とができます。 

(1) 貸付対象者 通勤手当の支給対象となる通勤用定期券（鉄道・バス・船舶その他

の交通機関の利用に係るもの）を購入しようとする会員 
※通勤手当の支給対象となる通勤用定期券であれば、その通用期間は

問いません。 
※貸付対象は、通勤用定期券の購入のみとし、回数券の購入は対象外

とします。 
(2) 貸付限度額 通勤手当相当額のうち通勤用定期券の購入に要する費用の額以内 

 
(3) 貸付利率 無利子。ただし、償還期限経過後の利率は、一般貸付と同率とし、日

－ 94 －



- 95 - 
 

割計算を行います。 
(4) 申込期限 貸付金の交付を受けようとする日の3日（県の休日を除く。）前まで 
(5) 申込手続書類 ① 通勤用定期券購入資金貸付申込書 

② 借用証書（申込金額に応じて必要額の収入印紙を貼付し、申込書と

同じ印で割印してください。１万円以上10万円未満なら200円、10
万円以上50万円未満なら400円です。） 

(6) 償還期限及び償還方法  当該貸付け申込みに係る通勤手当が支給される日の属する月の末日

までに一括償還 
 

4 その他 

・育児休業・疾病による無休休職・介護休暇・配偶者同行休業の承認を受けた者は償還猶予申出書を提出

すれば償還が猶予されます。 

・未償還元利金の全部又は一部を繰り上げて償還することができます。繰上償還を希望される者は、毎月

1日から10日迄に、一部・全部繰上償還申出書を提出し、その月の15日までに納付してください。 

・償還の確実性がないと認める者に対しては、貸付けを行わないものとします。 
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賦 金 率 表 に つ い て 

 ●公立学校共済組合の令和 5 年 4 月現在の利率（年 1.32％：一般・住宅等）による賦金率表は別別表表１１のとお

りです。 
  ※住宅災害・災害・介護構造部分に係る貸付金の賦金率はお問い合わせください。 
●教職員互助会の一般・教育貸付（年利0.9％）の賦金率表は別別表表２２のとおりです。 
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％
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４
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１ 財形貯蓄（勤労者財産形成促進法） 

  国と事業主（県）の協力のもとに勤労者の財産づくりを促進し、勤労者の福祉に役立てようとする制

度です。 
  この制度には、勤労者財産形成貯蓄（以下「財形貯蓄」という。）、勤労者財産形成年金貯蓄等（以下

「財形年金貯蓄」という）及び勤労者財産形成住宅貯蓄（以下「財形住宅貯蓄」という。）の三種類が

あります。 
 
２ 財形貯蓄、財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄の概要 

 財 形 貯 蓄 財形年金貯蓄 財形住宅貯蓄 

概要 
結婚費用、教育費、土地取得

等自由な目的のための財産づ

くり（貯蓄）。 

在職中に計画的な資産形成

（貯蓄）を行い、それを原資

として、年金として支払いを

受けるもの。 

在職中に計画的な資産形成

（貯蓄）を行い、それを原資

にして、住宅を取得するもの。 

対象者 

教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員並びに市町村立

学校職員給与負担法第1条及び第2 条に規定する職員で、総務部総務事務集中課で給与計算を

行っている職員に限る。（給与システムによらず給料を支出している職員は対象外。）財形年金・

財形住宅の契約締結は55歳未満の職員。 

預入期間 3年以上（期間設定なし） 5年以上（期間設定あり） 5年以上（期間設定なし） 

積立方法 毎月の給与及び6月・12月に支給される期末勤勉手当から天引で行う。 
期末勤勉手当のみの積立は不可。 

中断期間 中断期間の長短の制限等 
なし。 

原則、中断期間は2年未満。2年以上中断すると、その後支払

われる利息から非課税の扱いを受けられなくなる。 
（育児休業等を取得する職員は、事前の手続による「継続特例」

制度がある。） 

払出 

原則、１年間は解約できない。

その後、随時解約できる。ま

た、解約せずに積立額の一部

を払出しすることができる。 

5年以内の据置期間を経た後、

満 60 歳に達した日以降で 5
年以上の期間にわたって年金

として支払われる。（55 歳未

満で早期退職する職員は注

意。） 

住宅取得日より１年以内に全

額払出又は 2 段階払出として

契約時 9 割 2 年以内に残額が

支払われる。 

目的外 
払出 － 目的外の払出（解約）をする場合は、解約時から遡って5年間

の利子について課税される。 

利子等に

係る税金

の扱い 

20.315パーセントの源泉分離

課税 

在職中だけでなく退職後も年

金受取終了時まで 550 万円

（生命保険等に係るものは

385 万円）まで非課税扱いと

なる。なお、財形年金と財形

住宅を同時に行う場合、その

非課税の合計は 550 万円を超

えることができない。 

財形年金との合計額が 550 万

円まで非課税扱いとなる。 
ただし、退職によって課税扱

いとなる。 

(1) 金融機関により契約内容が異なりますので、契約の際に確認してください。 
 (2) 財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄とも、各自1契約のみ締結できます 
 (3) 新規加入・控除額変更・非課税限度額変更の申出は、年2回のみ受付します。その他の申出は随時

受付します。 

十一 財形貯蓄等をするとき 
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  金融機関で手続き後、健康福利課へ書類が送付されるので、給料からの天引きまで少し期間がかかり

ます。 
解約後5カ月を経過しなければ、次の新規加入は受付できません。 

 
３ 財形貯蓄のフローチャート 

 
  職  員・・・・・・直接、金融機関と新規申込・契約変更・解約等の手続きを行う。 
            書類中の「勤務先の長の印」は健康福利課で押印する。（所属は経由しない） 
 
  金融機関・・・・・・金融機関ごとに書類を取りまとめ、健康福利課へ提出する。 
  
 
  健康福利課・・・・・契約の確認。書類中の「勤務先の長の印」欄へ健康福利課長印を押印する。 
            控除の手続き。 
 
  金融機関・・・・・・書類の返送。契約成立。 
 

手 続 
・新規加入 
・控除額の変更             年2回 
・（年金・住宅）非課税限度額の変更 

・(年金)積立期間の変更 
・積立の中断       随時 
・解約 

募集期間 
データ反映期間 

4月21日～5月20日（6月分から反映） 
9月21日～10月20日(11月分から反映) 

毎月20日〆切で翌月分から反映 

 
４ 金融機関 

  現在、県と財形貯蓄契約を交わしている金融機関は以下のとおりです。 
百 十 四 銀 行 
香 川 銀 行 
愛 媛 銀 行 
四 国 労 働 金 庫 
中 国 銀 行 
三 井 住 友 銀 行 
高 松 信 用 金 庫 
四 国 銀 行 

み ず ほ 銀 行 
三井住友信託銀行 
三菱 UFJ 信託銀行 
野 村 證 券 
大 和 証 券 
S M B C 日興証券 
香川県信用農業協同組合連合会 
朝 日 生 命 

日 本 生 命 
住 友 生 命 
第 一 生 命 
富 国 生 命 
大 樹 生 命 
明 治 安 田 生 命  

三井住友海上火災 
東京海上日動火災 

ゆ う ち ょ 銀 行 
S B I 新 生 銀 行 
み ず ほ 証 券 
マニュライフ生命 
ジ ブ ラ ル タ 生 命 
損害保険ジャパン 
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香川県職員財産形成貯蓄等事務取扱要領 
 
（通則） 
第1条 職員に係る勤労者財産形成貯蓄、勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄（以下 
「財形貯蓄等」という。）の取扱いに関する事務については、勤労者財産形成促進法（昭和46年法律第 
92号）及びその他の関係法令の定めによるほか、この要領に定めるところにより処理するものとする。 

（事務の所掌） 
第2条 財形貯蓄等に関する事務は、次の各号に掲げる職員の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる課

（以下「財形主管課」という。）が所掌するものとする。 
 (1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員                  総務部職員課 
 (2) 香川県教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員（市町村立学 

校職員給与負担法（昭和23年法律第135号）第１条及び第2条に規定する職員を含む。） 
                                 教育委員会事務局健康福利課 
 (3) 香川県警察の職員                            警察本部厚生課 
（事務の分掌） 
第3条 給与計算等事務処理要綱2－(6)に規定する給与収支命令者（以下「給与収支命令者」という。） 
は、財形貯蓄等の取扱いに関する事務を分掌する。 

（取扱金融機関等） 
第4条 職員が財形貯蓄等について契約できる相手方は、勤労者財産形成促進法第6条第1項第1号に規

定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等又は同項第2号の2に規定する損害保険会社

（以下「金融機関等」という。）で、県と財形貯蓄等の事務取扱いに関する覚書を取り交わした者とす

る。 
2 前項の規定により、県が覚書を取り交わす金融機関等は、次に掲げる金融機関等であって第 6 条の規

定による財形貯蓄等に係る契約の件数が各財形主管課長の定める数以上であるものとする。 
 (1) 香川県内に本店又は支店を有する金融機関等 
 (2) その他知事が必要と認めた金融機関等 
3 前項第1号に掲げる金融機関等のうち、職員が財形貯蓄等契約のできる県内の農業協同組合（以下「組 
合」という。）は、あらかじめ財形貯蓄等事務に係るとりまとめの事務を香川県信用農業協同組合連合

会（以下「連合会」という。）に委任した旨の書類を知事に提出した組合であって、かつ、県と連合会

において財産形成貯蓄等の事務取扱いに関する覚書が取り交わされたものとする。 
（幹事金融機関の選定等） 
第 5 条 財形主管課の長（以下「財形主管課長」という。）は、財形貯蓄等に係る事務の円滑な処理を図

るため、職員が財形貯蓄等を契約した金融機関等（以下「契約金融機関等」という。）のうちから幹事

金融機関を選定し、次に掲げる事務を行わせるものとする。 
 (1) 財形主管課長から契約金融機関等に送付すべき書類を配布すること。 
 (2) その他必要な書類の取次ぎ及び必要な事項の伝達に関すること。 
（契約件数） 
第6条 財形貯蓄等に係る契約の件数は、職員1人について財形貯蓄等につきそれぞれ1件（1金融機関 

1店舗であって、かつ、１種類）に限るものとする。 
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（財形貯蓄等の申込み） 
第7条 財形貯蓄等の契約をしようとする職員は、次に掲げる書類を当該契約金融機関等を経由して財形

主管課長に提出するものとする。 
 (1) 財形形成貯蓄申込書の写し、財産形成年金貯蓄申込書の写し又は財産形成住宅貯蓄申込書の写し

（以下「財形申込書」という。）                             1通 
 (2) 財産形成非課税年金貯蓄申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄申告書（以下「非課税申告書」という。） 
                                             2通 
 (3) 財産形成非課税年金貯蓄申込書又は財産形成非課税住宅貯蓄申込書（以下「非課税申込書」という。） 
                                             1通 
2 当該金融機関等は、前項の規定する書類に、次に掲げる書類を添えて、財形主管課長に提出するもの

とする。 
 (1) 財産形成貯蓄等控除預入等依頼書（以下「依頼書」という。）              1通 
 (2) 財産形成貯蓄等控除通知書（以下「通知書」という。）                 1通 
3 財形主管課長は、前 2 項の規定に基づき提出された書類を受理したときは、非課税に係る最高限度額

その他の記載事項を確認し、非課税申告書のうち1通及び非課税申込書を当該契約金融機関等に送付す

るものとする。 
4 第12条に規定する各受付期間内に契約金融機関等が財形貯蓄等の新規申込みの勧誘を行い、第1項の

規定に基づき、当該契約金融機関等を経由して、財形主管課長に提出する書類に係る契約については、

その件数と当該契約金融機関等が既に締結している財形貯蓄等契約の件数を合計した数が、第 4 条第 2
項の規定に基づき、各財形主管課長が定める数以上であることとする。 

（財形原票の作成等） 
第8条 財形主管課長は、前条第1項及び第2項の規定に基づき提出された財形申込書及び依頼書に基づ

き、財産形成貯蓄等台帳（以下「財形台帳」という。）を作成するとともに、通知書を給与収支命令者

に送付するものとする。 
（預入金等の払込み） 
第 9 条 財形貯蓄等契約を行った職員（以下「貯蓄者」という。）の預入金等は、通知書に基づき、毎月

の給料並びに期末手当及び勤勉手当（以下「給料等」という。）を支給する際、給与収支命令者が預入

等をすべき金額を控除し、所定の手続きを経て、給料等の支給日に、あらかじめ設定した幹事金融機関

の預金口座に財産形成貯蓄等納付書により払込むものとし、当該口座への払込みの日をもって各契約金

融機関等への預入等がなされたものとみなす。 
2 幹事金融機関は、前項の規定に基づき払い込まれた預入金等を分類のうえ、払込みのあった日の翌営

業日までに各契約金融機関等の預金口座に振込みを行うものとする。 
（預入金等の額） 
第10条 給料等から控除預入等をする金額は、最低1,000円であり、かつ、1,000円の整数倍の金額とす

る。 
（控除預入金等の額の変更） 
第11条 財形貯蓄等の控除預入等をする金額の変更（以下「額の変更」という。）をしようとする貯蓄者

は、次条に規定する受付期間内に財産形成貯蓄変更申込書の写し、財産形成年金貯蓄変更申込書の写し、

又は財産形成住宅貯蓄変更申込書の写し（以下「変更申込書」という。）を当該契約金融機関等を経由

して、財形主管課長に提出するものとする。 
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2 当該金融機関等は、変更申込書に依頼書及び通知書を添えて、財形主管課長に提出するものとする。 
3 財形主管課長は、前 2 項の規定に基づき提出された書類を受理したときは、記載事項を確認し、財形

台帳を整理するとともに、通知書を給与収支命令者に送付するものとする。 
（財形貯蓄等の新規申込み等の受付期間） 
第12条 財形貯蓄等の新規申込み又は額の変更は、年2回以内に限るものとし、その受付期間は、6月分

の給料等から控除するものにあっては 4 月 21 日から 5 月 20 日までとし、11 月分の給料等から控除す

るものにあっては9月21日から10月20日までとする。 
（非課税貯蓄限度額の変更及び変更できる額） 
第13条 財形貯蓄等に係る非課税申告書に記載された最高限度額の変更（以下「限度額の変更」という。）

をしようとする貯蓄者は、次条に規定する受付期間内に、次に掲げる書類を当該契約金融機関等を経由

して、財形主管課長に提出するものとする。 
 (1) 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書（以下「非

課税変更申告書」という。）                               2通 
(2) 非課税申込書                                         1通 

2 当該金融機関等は、前項に規定する書類に、依頼書及び通知書を添えて財形主管課長に提出するもの

とする。 
3 財形主管課長は、前 2 項の規定に基づき提出された書類を受理したときは、記載事項を確認し、財形

台帳を整理するとともに、通知書を給与収支命令者に、非課税変更申告書のうち1通及び非課税申込書

を当該契約金融機関等に送付するものとする。 
4 限度額を変更できる金額は、最低10万円であり、かつ、1万円の整数倍の金額とする。 
（限度額の変更の受付期間） 
第14条 限度額の変更は、原則として年2回以内に限るものとし、その受付期間は、6月末日の残高から

適用するものにあっては 4 月 21 日から 5 月 20 日までとし、11 月末日の残高から適用するものにあっ

ては9 月21日から10 月20 日までとする。ただし、この受付期間外であっても、やむを得ない理由が

あると財形主管課長が認めたときは、受付けることができるものとする。 
（預入等の中断または再開） 
第 15 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、貯蓄者から中断の申込があった期間に限り、預入等

を中断することができるものとする。 
 (1) 給料等の支給が停止され、又は給料等が減額されたとき。 
 (2) 貯蓄者又はその扶養親族の疾病、負傷等により、著しく生計が困難となったとき。 
 (3) その他中断についてやむを得ない理由があると認められるとき。 
2 預入等の中断をしようとする貯蓄者は、中断申込書の写しを当該契約金融機関等を経由して、預入等

を中断しようとする月の前月20日までに、財形主管課長に提出するものとする。 
3 当該金融機関等は、中断申込書の写しに、依頼書及び通知書を添えて財形主管課長に提出するものと

する。 
4 第 1 項及び第 2 項の規定により中断を行った貯蓄者が、中断期間の変更の手続きをしないときは、中

断申込書に記載された中断期間の終了した翌月の給料等から預入等の再開をするものとする。 
5 財形主管課長は、第2項及び第3項の規定に基づき提出された書類を受理したときは、第11条第3項

の規定に準じて処理するものとする。 
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（勤労者財産形成貯蓄の払戻し） 
第 16 条 貯蓄者は、勤労者財産形成貯蓄契約の解約をしないで預入金等の全部又は一部の払戻しを受け

ようとするときは、直接当該契約金融機関等に連絡し、払戻しの請求手続きを行うものとする。 
（財形貯蓄等契約の解約等） 
第 17 条 貯蓄者は、財形貯蓄等契約の解約をしようとするときは、直接当該契約金融機関等に解約の手

続をするとともに、次に掲げる書類を第 15 条第 2 項の規定に準じて財形主管課長に提出するものとす

る。 
 (1) 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書（以下「非課税廃止申

告書」という。）                                   2通 
 (2) 財形貯蓄等に係る解約申込書の写し（以下「財形解約申込書」という。）         1通 
2 当該金融機関等は、前項に規定する書類に依頼書及び通知書を添えて財形主管課長に提出するものと

する。 
3 財形主管課長は、前 2 項の規定に基づき提出された書類を受理したときは、記載事項を確認し、財形

台帳を整理するとともに、通知書を給与収支命令者に、非課税廃止申告書のうち1通を当該契約金融機

関等に送付するものとする。 
（財産形成年金貯蓄積立満了に関する手続） 
第 18 条 財産形成年金貯蓄に係る積立満了の貯蓄者は、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書（以

下「非課税適用確認申告書」という。）3 通を最終積立予定日の属する月の前月の20 日までに、当該契

約金融機関等を経由して、財形主管課長に提出するものとする。 
2 財形主管課長は、前項の規定に基づき提出された書類を受理したときは、記載事項を確認し非課税適

用確認申告書のうち2通を最終積立予定日の属する月の前月の末日までに、当該契約金融機関等に送付

するものとする。 
（退職等に関する通知） 
第 19 条 財形主管課長は、貯蓄者の死亡、退職その他の理由により給料等から財形貯蓄等の控除ができ

なくなったときは、その旨、幹事金融機関を経由して当該契約金融機関等に通知するものとする。 
2 前項の通知があった場合において、給料等から控除することができなくなった貯蓄者に係る財形貯蓄

等についてのその後の処理は、当該契約金融機関等が行うものとする。 
（住所及び氏名の変更） 
第 20 条 貯蓄者は、住所又は氏名を変更したときは、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書又は

財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書を2通、当該契約金融機関等を経由して、財形主管課長に

提出するものとする。 
2 財形主管課長は、前項の規定に基づき提出された書類を受理したときは、記載事項を確認し、財形台

帳を整理するとともに、その1通を当該契約金融機関等に送付するものとする。 
（契約証等の送付等） 
第 21 条 財形貯蓄等に係る契約証及び残高報告書は、契約金融機関等が直接貯蓄者に送付するものとす

る。 
2 契約金融機関等は、財形主管課長が預入金等の残高報告書等の提出を請求したときは、速やかに、提

出するものとする。 
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（関係書類） 
第 22 条 この要領に規定する書類のうち、財形台帳及び財形貯蓄等納付書は財形主管課長が作成したも

のを、依頼書又は通知書は、それぞれ財形主管課長又は給与収支命令者が指定した様式により契約金融

機関等が作成したものを、その他の書類は契約金融機関等が作成したものを使用するものとする。 
（職員の勧誘） 
第 23 条 庁舎管理者は、金融機関等が庁舎内で財形貯蓄等について職員の勧誘を行う場合にあっては、

執務に支障のないよう当該金融機関等を指導するものとする。 
  附   則 
（施行期日） 
第1条 この要領は、昭和63年2月15日から施行する。 
（香川県職員財産形成貯蓄等事務取扱要領の廃止） 
第2条 香川県職員財産形成貯蓄等事務取扱要領（昭和59年8月20日施行）は、廃止する。 
第3条 当分の間、第2条第3号に掲げる職員に係るこの要領の適用については、この要領の規定中勤労

者財産形成貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄に係る部分のみ、適用があるものとする。 
（経過措置） 
第4条 附則第2条の規定による廃止前の香川県職員財産形成貯蓄等事務取扱要領の規定に基づき、契約

金融機関となった金融機関等に係る財形貯蓄等契約の件数が、この要領の施行の日において、第4条第

2 項の規定に基づき、各財形主管課長が定める数に満たない場合であっても、県は、当該金融機関等と

同条の規定に基づく覚書を取り交わすものとする。 
（財形貯蓄等の新規申込み等の受付期間の特例） 
第5条 昭和63年に限り、第12条の規定の適用については、同条中「5月分の給料等から控除するもの

にあっては3月21日から4月20日まで」とあるのは、「7月分の給料等から控除するものにあっては6
月1日から6月20日まで」と読み替えるものとする。 

（財形貯蓄等の特例申込期間） 
第 6 条 勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律（昭和 62 年法律第 100 号。以下「改正法律」とい

う。）附則第2条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約（以下「引継契約」という。）の申込み

又は改正法律附則第2条第2項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約若しくは勤労者財産形成住宅貯蓄契

約に基づく預入等に係る払込み（以下「原資預入」という。）については、第12条及び附則第5条の規

定にかかわらず、昭和63年2月15日から同年3月5日までの期間（以下「特例申込期間」という。）

において行うものとする。 
（引継契約等の申込み） 
第7条 引継契約をしようとする貯蓄者は、次に掲げる書類を当該金融機関等を経由して、特例申込期間

内に財形主管課長に提出するものとする。 
 (1) 財産形成年金貯蓄引継申込書の写し又は財産形成住宅貯蓄引継申込書の写し        1通 
 (2) 非課税申告書                                    2通 
 (3) 非課税申込書                                    1通 
2 当該金融機関等は、前項に規定する書類に、依頼書及び通知書を添えて財形主管課長に提出するもの

とする。 
3 原資預入をしようとする貯蓄者は、次に掲げる書類を当該金融機関を経由して、特例申込期間内に財

形主管課長に提出するものとする。 
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 (1) 財産形成年金貯蓄申込書の写し又は財産形成住宅貯蓄申込書の写し            1通 
 (2) 非課税申告書                                    2通 
 (3) 非課税申込書                                    1通 
4 当該金融機関等は、前項に規定する書類に、依頼書及び通知書を添えて財形主管課長に提出するもの

とする。 
5 財形主管課長は、前各号の規定に基づき提出された書類を受理したときは、第 7 条第 3 項及び第 8 条

の規定に準じて処理するものとする。 
6 第1項から第4項までの規定による引継契約又は原資預入に係る給料等からの控除は、昭和63年4月

分から行うものとする。 
附   則 

この要領は、平成23年4月１日から施行する。 
附   則 

この要領は、平成24年11月１日から施行する。 
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１ 教職員住宅の入居 

  小豆島中央高校又は小豆島みんなの支援学校に勤務する教職員は、県が設置した下記の教職員住宅に

入居できます。 
  
２ 入居手続 

  毎年 4 月１日付け人事異動により教職員住宅に空室が生じた場合は、3 月末に学校を通じて入居希望

者を募集しています。 
 
３ 教職員住宅一覧（県分） 

住 宅 名 所 在 地 構造 戸数 間取り 
令和5年度 使用料（月額、円） 
住宅使用料 
（※2） 

駐車場使用料 
（1台あたり） 

大 木 戸 小豆郡土庄町甲5165-175 RC 
2F 8 3DK 12,100 

（11,100） 
3,200 

池田（※1） 小豆郡小豆島町池田 
（地番未定） 

RC 
2F 10 1LDK 15,600 

（※1）池田住宅は令和5年7月より入居開始予定 
（※2）（   ）は単身赴任手当の受給者の使用料 

  

十二 教職員住宅に入居を希望するとき 
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公立学校共済組合では、組合員、元組合員及び家族の方が気軽に、しかも安心して利用できるような宿

泊施設「やすらぎの宿」を全国に設けています。家族、友達同士、そして職場の旅行などに利用してくだ

さい。いずれもホテルや旅館の設備を完備し、しかも組合員や家族は安い料金で利用できます。 
 
１ 公立学校共済組合宿泊施設「やすらぎの宿」 
 (1) 施設名等 
   110頁に記載のとおり 
 (2) 利用方法 
  ① 申込みは、利用しようとする施設へ申し込むか、インターネット宿泊予約公立学校共済やすらぎ

の宿ホームページ（http://www.kourituyasuragi.jp/）から申し込んでください。 
    ※ ホームページ「公立共済やすらぎの宿」に会員登録（無料）をすると、24時間いつでも宿の

検索、予約がご利用できます。ご希望がある場合には、メールマガジンの配信なども行ってい

ます。 
  ② 施設へ申し込む場合は、次の事項を知らせてください。 
   (ｱ) 申込者の住所・氏名 
   (ｲ) 利用日時・人員（男女別・大人・子ども別） 
   (ｳ) 施設への到着予定時刻 
   (ｴ) 食事の要否 
   (ｵ) 宴会の場合は、料理・飲物等の内容 
  ③ 利用は原則として予約制とし、申し込み順となっています。 
  ④ 予約金を必要とする施設にあっては、予約金を前納してください。前納のない場合は、予約が取 

り消される場合があります。 
  ⑤ 予約金が施設に到着しますと、施設から領収書などが送付されます。 
  ⑥ 手続が終わったあとの利用人員の減、利用の取消しは早めに連絡してください。なお、施設によ 

り予約金の返還は、原則、3～10日前までに必ず通知してください。（風水害・交通事故等、特別の 
理由がない限りお返ししないことがありますから、できるだけ早くご連絡ください。） 

  ⑦ 利用者は、領収書または組合員証（元組合員は、宿泊施設特別利用者証）または公立共済メンバ 
ーズカード（187頁参照）を到着時に施設へ提示してください。 

 (3) 利用料金 
   利用料金は、施設によって異なりますので、利用料金等詳細については事前に利用される施設に必

ず確認してください。 
 
2 施設の相互利用について 
  各共済組合等の経営する宿泊施設は、宿泊料金について当該組合員の組合員利用料金と同じ扱いとす 
る相互利用が行われています。 
 (1) 対象施設 
    下記の共済組合が経営する施設です。 
   ・地方職員共済組合 

十三 宿泊施設を利用するとき 
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   ・警察共済組合 
   ・各都道府県市町村職員共済組合 
   ・東京都職員共済組合 
   ・都市職員共済組合 
   ・指定都市職員共済組合 
   ・全国市町村職員共済組合連合会 
   ・文部科学省共済組合 
   ・日本私立学校振興・共済事業団 
 (2) 利用対象者 
   組合員とその被扶養者及び元組合員本人（家族は一般料金）です。 
 (3) 利用方法 
   組合員の方は「身分証明書」または「組合員証」、被扶養者の方は「組合員証」、元組合員は「宿泊

施設特別利用者証」を当該施設（フロント）に提示してください。 
   なお、利用対象者・方法等については各施設によって異なる場合がありますのであらかじめお問い

合わせのうえご利用ください。 
   ※ 利用料金等詳細については事前に利用される施設に必ず確認してください。 
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公立学校共済組合宿泊施設「やすらぎの宿」一覧 
施設名 電話 所在地 

 ホテルライフォート札幌 
 サンセール盛岡 
 ホテル白萩 
 あづま荘（飯坂温泉） 
 ホテルレイクビュー水戸 
 ホテルブリランテ武蔵野 
 ホテルポートプラザちば 
 ひめしゃら（箱根温泉） 
 ホテル信濃路 
 みやま荘（浅間温泉） 
 パレブラン高志会館 
 立山高原ホテル 
 

 ホテルグランヴェール岐山 
 ホテルルブラ王山 
 プラザ洞津 
 花のいえ 
 ホテルアウィーナ大阪 
 ホテル北野プラザ六甲荘 
 ホテルリガーレ春日野 
 ホテルアバローム紀の国 
 白兎会館 
 サンラポーむらくも 
 ピュアリティまきび 
 セントコア山口（湯田温泉） 
 にぎたつ会館（道後温泉） 
 高知会館 
 福岡リーセントホテル 
 小倉リーセントホテル 
 グランデはがくれ 
 ホテルセントヒル長崎 
 水前寺共済会館グレーシア 
 豊泉荘（別府温泉） 
 ホテルウェルビューかごしま 
 

(011)521-5211 
(019)651-3322 
(022)265-3411 
(024)542-3381 
(029)224-2727 
(048)601-5555 
(043)247-7211 
(0460)84-7100 
(026)226-5212 
(0263)46-1547 
(076)441-2255 
(076)441-2255 
 
(058)263-7111 
(052)762-3151 
(059)227-3291 
(075)861-1545 
(06)6772-1441 
(078)241-2451 
(0742)22-6021 
(073)436-1200 
(0857)23-1021 
(0852)21-2670 
(086)232-0511 
(083)922-0811 
(089)941-3939 
(088)823-7123 
(092)641-7741 
(093)581-5673 
(0952)25-2212 
(095)822-2251 
(096)383-1281 
(0977)23-4281 
(099)206-3838 

札幌市中央区南10条西1  
盛岡市志家町1-10 
仙台市青葉区錦町2-2-19 
福島市飯坂町字中ノ内1-1 
水戸市宮町1-6-1 
さいたま市中央区新都心2-2 
千葉市中央区千葉港8-5 
足柄下郡箱根町仙石原1245 
長野市御所岡田町131-4 
松本市浅間温泉3-28-6 
富山市千歳町1-3-1 
富山県中部山岳国立公園立山天狗平 
 
岐阜市柳ｹ瀬通6-14 
名古屋市千種区覚王山通8-18 
津市新町1-6-28 
京都市右京区嵯峨天龍寺角倉町9 
大阪市天王寺区石ケ辻町19-12 
神戸市中央区北野町1-1-14 
奈良市法蓮町757-2 
和歌山市湊通丁北2-1-2 
鳥取市末広温泉町556 
松江市殿町369 
岡山市北区下石井2-6-41 
山口市湯田温泉3-2-7 
松山市道後姫塚118-2 
高知市本町5-6-42 
福岡市東区箱崎2-52-1 
北九州市小倉北区大門1-1-17 
佐賀市天神2-1-36 
長崎市筑後町4-10 
熊本市中央区水前寺1-33-18 
別府市青山町5-73 
鹿児島市与次郎2-4-25 

   ご予約・お問い合わせは直接各施設にご連絡ください。 
  

（営業期間： 4月下旬～11月上旬） 

（令和3年9月4日より当面の間休館） 
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１ 各種給付金等の支給 

  教職員等が退職したときは、下表の給付（他府県へ異動又は他共済へ転出した者は、互助会の退職

餞別金のみ給付）が受けられます。 
区分 給付等の種類 給付等の簡単な内容 実施機関 
県 退 職 手 当 退職者に支給 香川県教育委員会 

共済組合 

老齢厚生（退職共済）年金 退職後の老齢給付 
公立学校共済組合 障害手当（一時）金 

（該当者のみ） 
疾病による場合の障害

給付 
継続療養給付 
（退職後に日雇特例被保険者、

又はその被扶養者になる場合

のみ） 

在職中の傷病に対する

継続給付 
（最長6 ｶ月間給付） 

公立学校共済組合 
香川支部 

任意継続組合員療養給付等 
（希望者のみ） 

退職後の傷病に対する

療養給付等 

共済組合宿泊施設等利用 
当組合の宿泊所、保養

所を在職中と同じ条件

で利用 

互助会 退職餞別金 退職者に給付 
一般財団法人 
香川県教職員互助会 

 
   これらの給付を受けるために、次の書類を所属所長を経て健康福利課（共済組合又は互助会）に提

出します。 
   なお、転出者を除く年度末退職者（3月31日付）については1月下旬に退職手続全般の説明会を開

催するとともに、関係書類を配布し、書類受付の日時・会場を指定します。 
   年度途中に一般組合員が退職する場合には、健康福利課から所属あてに関係書類を送付しますので、

健康福利課年金担当（TEL 087-832-3795）に連絡してください。短期組合員が退職する場合には、

各ホームページに掲載しているしおりや様式を参考に関係書類を健康福利課へ提出してください。

（「手続き一覧」③ ⑤欄参照） 
   ただし、退職日から引き続いて採用される場合や退職日から概ね１４日以内に次の任用が決まって

いる場合には、退職の手続きが必要ない場合があります。個人によって手続きが異なりますので、不

明な点があれば、健康福利課年金担当（TEL 087-832-3795）までお問い合わせください。 
退職手続きは行わず、組合員証の番号が変更となる場合には、「二 組合員になったときの手続き」

（29頁）を参照してください。 
 

  

十四 退職したとき（死亡による場合を除く。） 
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2 資格喪失の手続等 

 (1) 退職したとき（(2)､(3)及び死亡による場合を除く。） 
   組合員が退職したときは、「手続き一覧」①欄に定める書類を所属所長を経て共済組合に提出します。 
  退職手当については、114頁以降を参考に提出してください。 
   なお、財形貯蓄等をしている者は、金融機関へ行って解約の手続をします。ただし、共済組合専用

口座は、原則として1年間は解約しないでください。 
   また、共済組合から貸付金を借りている者は、未償還元利金を原則として、退職手当より控除しま

す。互助会から貸付金を借りている者は、納付書を送付しますので、未償還元利金を振り込んでくだ

さい。 
 (2) 他の都道府県へ異動したとき 
   香川県の教職員を辞め、引き続き他の都道府県の教職員となるときは、「手続き一覧」②欄に定める

書類を共済組合に提出します。なお、交付されていた組合員証等は、異動先の支部に提出します。 
   財形貯蓄等をしている者は、金融機関へ行って、解約の手続をしますが、転出先の都道府県が財形

貯蓄等を取り扱っているときは、異動の手続をします。 
   共済組合員専用口座は、原則として1年間は解約しないでください。 
   共済組合又は互助会より貸付金を借りている者は、健康福利課に照会して、未償還元利金を払い込

んでください。 
 (3) 他の共済組合へ転出したとき 
   公立学校共済組合から他の共済組合（国家公務員、地方職員及び市町村職員共済）へ転出したとき

は、「手続き一覧」④欄に定める書類を共済組合に提出します。 

 
  

手続き一覧

内容 番号 異動内容該当者 担当 提出書類 備考

短
期

●組合員異動報告書
●組合員証（被扶養者証を含む。）

退職時の所属所から提出

〈年金受給年齢前の者〉
●退職届書
●履歴書（事務局職員の期間を除く。）

〈年金受給年齢到達の者〉
●老齢厚生年金「改定」請求書　※
●履歴書（事務局職員の期間を除く。）

短
期

●組合員異動報告書
●組合員証（被扶養者証を含む。）
※公立学校共済組合他支部へ転出する者
は、転出先の支部へ組合員証（被扶養者証
を含む。）を提出してください。

旧所属所から提出
●転出先で必要となる場合があるので、組合員証（被扶養
者証を含む。）のコピーを取っておいてください。

年
金

●組合員転出届書
●履歴書（事務局職員の期間を除く。）

旧所属所から提出
●県費職員の履歴書
所属所で保管しているものをＡ４判にコピーし提出。（所属
所長の原本証明及び任命権者の証明不要）
●市町費職員の履歴書
市町で保管しているものをＡ４判にコピーし提出。（任命権
者の証明不要）

年
金

退職時の所属所から提出
※年金受給者の提出書類は年齢や年金加入状況によって
異なりますので、健康福利課年金担当（087-832-3795）ま
で書類の送付依頼をしてください。

資
格
喪
失

②
他の共済組合・公立学校
共済組合他支部への転出
者

①

退職者
（退職日翌日に公立学校
共済組合員資格を有する

者は除く。）
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手続き一覧（退職）

内容 番号 異動内容該当者 担当 提出書類 備考

短
期

●組合員異動報告書（一般組合員用）
●組合員証（被扶養者証を含む。）

退職時の所属所から提出

〈年金受給年齢前の者〉
●退職届書
●履歴書（事務局職員の期間を除く。）

〈年金受給年齢到達の者〉
●老齢厚生年金「改定」請求書　※
●履歴書（事務局職員の期間を除く。）

●組合員異動報告書（組合員証番号変更用）
●組合員証（被扶養者証を含む。）

旧所属所から提出

●組合員（船員組合員）資格取得届書 新所属所から提出

●組合員異動報告書（組合員証番号変更用）
　※組合員証番号が変わらないときは不要
●組合員証（被扶養者証を含む。）
  ※組合員証番号が変わらないときは不要

旧所属所から提出

●組合員（船員組合員）資格取得届書
  ※組合員証番号が変わらないときは不要

新所属所から提出

年
金

●履歴書（事務局職員の期間を除く。）

旧所属所から提出
●県費職員の履歴書
所属所で保管しているものをＡ４判にコピーし提出。（所属
所長の原本証明及び任命権者の証明不要）
●市町費職員の履歴書
市町で保管しているものをＡ４判にコピーし提出。（任命権
者の証明不要）

短
期

●組合員異動報告書（一般組合員用）
●組合員証（被扶養者証を含む。）
※公立学校共済組合他支部へ転出する者は、転
出先の支部へ組合員証（被扶養者証を含む。）を
提出してください。

旧所属所から提出
●転出先で必要となる場合があるので、組合員証（被扶
養者証を含む。）のコピーを取っておいてください。

年
金

●組合員転出届書
●履歴書（事務局職員の期間を除く。）

旧所属所から提出
●県費職員の履歴書
所属所で保管しているものをＡ４判にコピーし提出。（所属
所長の原本証明及び任命権者の証明不要）
●市町費職員の履歴書
市町で保管しているものをＡ４判にコピーし提出。（任命権
者の証明不要）

⑤

退職者
（退職日翌日に公立学校共済
組合員香川支部の一般組合
員及び短期組合員の資格を

有する者は除く。）

短
期

●短期組合員退職届書（組合員異動報告）
●組合員証（被扶養者証を含む。）

退職時の所属所から提出

●組合員異動報告書（組合員証番号変更用）
●組合員証（被扶養者証を含む。）

旧所属所から提出

●組合員（船員組合員）資格取得届書 新所属所から提出

●組合員異動報告書（組合員証番号変更用）
　※組合員証番号が変わらないときは不要
●組合員証（被扶養者証を含む。）
  ※組合員証番号が変わらないときは不要

旧所属所から提出

●組合員資格（船員組合員）取得届書
  ※組合員証番号が変わらないときは不要

新所属所から提出

年
金

●年金加入期間等報告書
※公務員共済で決定した老齢・障害による年金を
受給している者が再就職した場合、以下を提出し
てください。
●年金受給権者再就職届書
●年金証書（原本）
　※公立学校共済の年金証書は添付不要

新所属所から提出

資
格
喪
失

（
短
期
組
合
員

）

⑦

種別変更
（退職日に短期組合員であっ
た者が翌日から公立学校共
済組合香川支部の一般組合

員となる場合）

短
期

番号変更
（退職日に短期組合員であっ
た者が翌日から再度公立学
校共済組合香川支部の短期
組合員となり、組合員証番号

が変更となる場合）

⑥

短
期

資
格
喪
失

（
一
般
組
合
員

）

①

退職者
（退職日翌日に公立学校共済
組合香川支部の一般組合員
及び短期組合員の資格を有

する者は除く。）
年
金

退職時の所属所から提出
※年金受給者の提出書類は年齢や年金加入状況によっ
て異なりますので、健康福利課年金担当（087-832-3795）
まで書類の送付依頼をしてください。

③

種別変更
（退職日に一般組合員であっ
た者が翌日から再度公立学
校共済組合香川支部の短期

組合員となる場合）

④
他の共済組合・公立学校共
済組合他支部への転出者

②

番号変更
（退職日に一般組合員であっ
た者が翌日から再度公立学
校共済組合香川支部の一般
組合員となり、組合員証番号

が変更となる場合）

短
期

短
期
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３ 退職手当 

退職手当は、退職者に対する一時金として、香川県職員退職手当条例(以下「条例」という。)に基

づき、県より支給されます。 

（１）受給資格 

県から給与を受ける職員（市町立小中学校の教職員を含む。）で常時勤務に服することを要する者（以

下「職員」という。）が退職した場合に受給資格があります。（条例第2条第1項） 

任用形態 支給の条件 

常 勤 

任期の定めのない常勤職員（正規職員） 

在職期間6月以上 任期付職員（育休任期付職員 等） 

臨時的任用職員（22条講師 等） 

再任用職員 支給対象外 

非常勤 
会計年度任用職員（フルタイム） 在職期間6月超 

会計年度任用職員（パートタイム） 支給対象外 

 
 
  

 会計年度任用職員の場合  
    

 職員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が12月（附則により

6 月と読み替え）を超えるに至った者で、その日以降引き続いて当該勤務時間により勤務するこ

ととされている者は、職員とみなされ、条例の対象となります。（条例第2条第2項） 

 
 
  

 死亡による退職の場合  
    
 職員が死亡により退職した場合は、遺族に受給資格があります。 

１ 遺族の範囲と順位（条例第2条の2） 

  遺族の範囲及び退職手当を受けることができる順位は、次のとおりです。 

① 配偶者（届出をしないが、職員の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを

含む。） 

② 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を

維持していたもの 

③ ②以外の者で、職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族 

④ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で②に該当しないもの 

 なお、同順位者が2人以上いる場合には、その人数によって等分して支給されます。 

 上記の要件をすべて満たすときは、「退職日の給料の月額」に特例措置が講じられます。 

２ 遺族からの排除（条例第2条の2） 

  職員を故意に死亡させた者等は、退職手当を受けることができる遺族から除外されます。 
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（２） 退職手当額の算定 

退職手当の額は、退職手当の基本額に退職手当の調整額を加えて得た額となります。（条例第2条の4） 

 退職手当額 ＝[退職日の給料の月額×（退職事由別・勤続期間別支給率×調整率）]＋ 調整額  

                          ※以下、波線部を「支給割合」という。 

 

○退職手当の計算式 

退職日の給料の月額  支給割合  調整額  退職手当支給額 

 

円 
× 

 
＋ 

 

円 
＝ 

 

円 

支給割合についてはP119、調整額についてはP120～121をご覧ください。 

① 退職日の給料の月額 
退職日の給料の月額とは、退職日に受給していた「給料月額」、「教職調整額」、「給料の調整額」

を合計したものです。（職員の給与に関する条例第2条、公立学校職員の給与に関する条例第4条、

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例第4条） 

 
 

 定年前早期退職の特例制度   
   
下記の要件をすべて満たすときは、「退職日の給料の月額」に特例措置が講じられます。 

当分の間、定年引上げ前の対象年齢と割増率が維持されます。 
  

１ 特例の要件 

① 25年以上勤続していること 

② 退職年度における年齢が、50歳から59歳であること 

③ 勧奨を受けて退職した者であって任命権者が知事の承認を得たもの 

２ 特例措置の計算式 

（特例による退職日の給料の月額）＝（退職日の給料の月額）×〔１＋｛２％×（60歳までの残年数）｝〕 

 
② 勤続期間 

退職手当の算定の基礎となる勤続期間は、職員としての引き続いた在職期間により算出されます。

（条例第５条第１項） 
  （勤続期間）＝（在職期間）－（休職等の除算期間）   

※勤続期間に１年未満の端数があるときは、その端数は切り捨てられます。（条例第5条第6項） 

(ｱ) 在職期間 
在職期間とは、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数をいいます。

ただし、退職した日又はその翌日に再び職員となった場合は引き続いたものとみなされます。

（条例第５条第２項、第３項）  

 基本額  
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 在職期間の特例   
    

１ 1年未満の短期勤続 

 全在職期間が 1 年未満の短期勤続者の場合、在職期間が 6 月以上あれば 1 年として扱

われます。ただし、傷病または死亡による退職及び整理退職等の場合は、在職期間が 1

日でも1年とされます。（条例第5条第 6項） 

２ 在職期間の通算 

① 国家公務員又は職員以外の地方公務員（以下「国家公務員等通算職員」という。）が

引き続いて職員となった場合には、その者の国家公務員等通算職員として引き続いた

在職期間が職員として引き続いた在職期間に通算されます。ただし、国または地方公

共団体から退職手当の支給を受けている場合は、その在職期間は通算されません。（条

例第 5条第 5項） 

② 職員について定められている勤務時間以上勤務した日が 18 日（昭和 63 年 3 月以前

は 22 日、昭和 63 年 4 月から平成 4 年 8 月まで間は 20 日）以上ある月が引き続いた

者で、引き続いて職員となり、通算して 12 月を超える期間勤務した者の勤続期間の

計算については、その職員となる前のその引き続いて勤務した期間は、職員としての

引き続いた在職期間とされます。（条例第 6条） 

 
(ｲ) 休職等の除算期間 

※平成4年度より前に取得した育児休業の期間は1/2の除算となります。 
  
  

休   職   等   の   区  分 除  算  期  間 
地方公務員法第55条の２第1項ただし書の事由による休職 

全 期 間 除 算 自己啓発等休業 

配偶者同行休業 

自己啓発等休業（地方公務員法第 26 条の 5 第 1 項に規定による休業等）  

1/2に相当する 
月数を除算 

地方公務員法第28条の規定による休職 

地方公務員法第29条の規定による停職 

教育公務員特例法第26条第1項の規定による大学院修学休業 

育児休業（子が1歳に達した日の翌月以降の期間） 

育児休業（子が1歳に達した日の属する月までの期間）及び育児短時間勤務 
1/3に相当する 
月数を除算 
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③ 支給割合 
 支給割合表を参照。（条例第 3 条、第 4 条、第 4 条の 2、第 4 条の 7、附則22～24 頁、48 年条例

第16号附則5～7項、平成15年条例第47号附則12項、職員の定年等に関する条例附則4～5項） 
 
 調整率 ： 退職事由、勤続期間に関わらず83.7/100 
 

  
退職手当の基本額に係る特例（ピーク時特例）   

    
 在職期間中に給料月額の減額改定（※）以外の理由により給料月額が減額されたことがある場

合、退職手当の基本額の算定について特例が設けられています。（条例第4条の3第1項） 

※ 給料月額の減額改定とは、給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該

条例による改定により、改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。 

 退職日の給料の月額が在職期間中の給料の月額のピーク（特定減額前給料月額）を下回った

場合、ピーク時までの期間とピーク時後から退職までの期間に分けて基本額を計算します。 

１ 特例の要件 

① 在職期間中に給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたこと 

② 特定減額前給料月額が退職日給料月額よりも多いこと 

２ 特例措置の計算式 

 （特例による退職手当の基本額）＝ Ａ＋Ｂ 

  Ａ ＝（特定減額前給料月額）×（ピーク時までの勤続期間による支給割合 （※）） 

  Ｂ ＝（退職日の給料の月額）×{（退職日の支給割合）－（ピーク時までの支給割合）} 

※   退職事由は、その者が実際の退職事由と同一の理由で退職したものと仮定する。 

３ 定年引上げに係るピーク時特例の適用 

 定年引上げに伴い、60歳以降の給与が7割水準となる場合にも適用されます。 

 60歳以降の給与の7割措置以外で給料月額の減額がある場合には、ピーク時特例が２段階で

適用されます。 
  
 

 
 60歳に達した日以後退職する職員の退職手当の支給割合   

   
 60歳に達した日以後、その者の非違によることなく退職した者の退職手当の基本額につい

ては、当分の間、退職事由を「定年退職」として算定されます。 

※ 次の職員には適用されません。 

 ・定年の定めのない者（臨時的任用職員や任期付職員など） 

 ・定年引上げ前の定年が65歳である者 
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○在職期間の通算の有無 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退職した日またはその翌日に再就職する。 

ＹＥＳ 

再就職するのは香川県（県立高校等含む）、 

他の地方公共団体（他県、市町等）、地方公

社、公庫等である。 

ＹＥＳ 

再就職先の勤務形態は常勤である。 

ＹＥＳ 

再就職先の採用形態は、再任用職員である。 

ＮＯ 

ＮＯ 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

退職前の勤務形態は常勤である。 

（再任用職員を除く） 

ＹＥＳ 

退職前はフルタイムの会計年度任用職員として

6カ月を超えて勤務し、再度、香川県のフルタイ

ムの会計年度任用職員または香川県の常勤職員

として任用される予定である。 

ＮＯ 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

期間の通算あありり 

退職時に退職手当は支給されない 

期間の通算ななしし 

退職時に退職手当が支給される 

ＮＯ 
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自己都合 公務外傷病
任期満了

公務外死亡・

通勤傷病
定年・勧奨

(S60.3.31在職者に限る）

勤続１０年以上

 ①定年　　　  or

 ②50歳以上勧奨

整理・
公務上死亡・
公務上傷病

公署移転

1 0.5022 0.837 0.837 0.837 1.2555＜3.6a＞ 1.04625

2 1.0044 1.674 1.674 1.674 2.511＜4.5a＞ 2.0925

3 1.5066 2.511 2.511 2.511 3.7665＜5.4a＞ 3.13875

4 2.0088 3.348 3.348 3.348 5.022＜5.4a＞ 4.185

5 2.511 4.185 4.185 4.185 6.2775 5.23125

6 3.0132 5.022 5.022 5.022 7.533 6.2775

7 3.5154 5.859 5.859 5.859 8.7885 7.32375

8 4.0176 6.696 6.696 6.696 10.044 8.37

9 4.5198 7.533 7.533 7.533 11.2995 9.41625

10 5.022 8.37 8.37 8.37 12.555 12.555 10.4625

11 7.43256 9.2907 11.613375 11.613375 13.93605 13.93605 11.613375

12 8.16912 10.2114 12.76425 12.76425 15.3171 15.3171 12.76425

13 8.90568 11.1321 13.915125 13.915125 16.69815 16.69815 13.915125

14 9.64224 12.0528 15.066 15.066 18.0792 18.0792 15.066

15 10.3788 12.9735 16.216875 16.216875 19.46025 19.46025 16.216875

16 12.88143 14.3127 17.890875 17.890875 20.8413 20.8413 17.890875

17 14.08671 15.6519 19.564875 19.564875 22.22235 22.22235 19.564875

18 15.29199 16.9911 21.238875 21.238875 23.6034 23.6034 21.238875

19 16.49727 18.3303 22.912875 22.912875 24.98445 24.98445 22.912875

20 19.6695 19.6695 24.586875 24.586875 26.3655 26.3655 24.586875

21 21.3435 21.3435 26.260875 26.260875 27.74655 27.74655 26.260875

22 23.0175 23.0175 27.934875 27.934875 29.1276 29.1276 27.934875

23 24.6915 24.6915 29.608875 29.608875 30.50865 30.50865 29.608875

24 26.3655 26.3655 31.282875 31.282875 31.8897 31.8897 31.282875

25 28.0395 28.0395 33.27075 33.27075 33.27075 33.27075 33.27075

26 29.3787 29.3787 34.77735 34.77735 34.77735 34.77735 34.77735

27 30.7179 30.7179 36.28395 36.28395 36.28395 36.28395 36.28395

28 32.0571 32.0571 37.79055 37.79055 37.79055 37.79055 37.79055

29 33.3963 33.3963 39.29715 39.29715 39.29715 39.29715 39.29715

30 34.7355 34.7355 40.80375 40.80375 40.80375 40.80375 40.80375

31 35.7399 35.7399 42.31035 42.31035 42.31035 42.31035 42.31035

32 36.7443 36.7443 43.81695 43.81695 43.81695 43.81695 43.81695

33 37.7487 37.7487 45.32355 45.32355 45.32355 45.32355 45.32355

34 38.7531 38.7531 46.83015 46.83015 46.83015 46.83015 46.83015

35 39.7575 39.7575 47.709 47.709 47.709 47.709 47.709

36 40.7619 40.7619 47.709 47.709 47.709 47.709 47.709

37 41.7663 41.7663 47.709 47.709 47.709 47.709 47.709

38 42.7707 42.7707 47.709 47.709 47.709 47.709 47.709

39 43.7751 43.7751 47.709 47.709 47.709 47.709 47.709

40 44.7795 44.7795 47.709 47.709 47.709 47.709 47.709

41 45.7839 45.7839 47.709 47.709 47.709 47.709 47.709

42 46.7883 46.7883 47.709 47.709 47.709 47.709 47.709

43 47.709 47.709 47.709 47.709 47.709 47.709 47.709

44 47.709 47.709 47.709 47.709 47.709 47.709 47.709

45 47.709 47.709 47.709 47.709 47.709 47.709 47.709

注） １．＜　＞は最低保障であり、aは給料、扶養手当、これらに対する地域手当の合計額。

２．定年退職には、勤務延長された後の退職を含む。

３．表中の支給割合は、退職理由別・勤続年数別支給率に調整率を乗じた後の割合を示す。

支支給給割割合合表表（（平平成成3300年年44月月11日日～～））

勤続
期間

退　職　事　由

定年・勧奨 
任期満了 
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 ④ 退職手当の調整額 
   在職期間の初日の属する月から末日の属する月までの各月ごとに、その者が属していた職員の区分 

に応じて定める額（調整月額）のうち、その額が多いものから60月分を調整額として支給します。 
  【平成18年3月までの期間】 

区 
分 

調整額 行政職 高等学校等教育職 
中学校・小学校教育職 技能職 

調整月額

（円） 
12月分 
概数 級 標準職務 級 適用範囲 級 適用範囲 

１ 65,000 (78万円) １１ 部長級     

２ 59,550 (71万円) １０ 次長級 (４) 
管理職手当16% 
かつ期末手当役職段階別加算割

合が100分の20 

  

３ 54,150 (64万円) ９ 上級課長 
(所属長) (４) 上記以外の校長   

４ 43,350 (52万円) ８ 副課長等 (３) 管理職手当12% 
かつ教頭歴5年超 

  

５ 32,500 (39万円) ７ 補佐級 
(課長補佐) 

(３) 上記以外の教頭 
７  

(２) 勤続期間35年(大学4卒)超 
６ 27,100 (32万円) ６ 副主幹等 (２) 勤続期間30年(大学4卒)超 ６  

７ 21,700 (26万円) 
５ 
 
４ 

係長級 
(主任) 

(２) 勤続期間12年(大学4卒)超 ５  

(１) 勤続期間 20 年(高校 3 卒)超の実

習助手等 
４ 

８ 0 (0) 
３ 主任主事 (２) 上記以外の者 ３  
２ 
１ 主事・技師 (１) 上記以外の者 ２ 

１ 
【平成18年4月以降の期間】 

区 
分 

調整額 行政職 高等学校等教育職 
中学校・小学校教育職 技能職 

調整月額

（円） 
12月分 
概数 級 標準職務 級 適用範囲 級 適用範囲 

１ 65,000 (78万円) ９ 部長級     

２ 59,550 (71万円) ８ 次長級 (４) 
管理職手当が※1 
かつ期末手当役職段階別加算割

合が100分の20 

  

３ 54,150 (64万円) ７ 上級課長 
(所属長) (４) 上記以外の校長   

４ 43,350 (52万円) ６ 課長級 
(副課長) (３) 副校長、管理職手当が※2かつ教

頭歴5年超 
  

５ 32,500 (39万円) ５ 上級 
課長補佐 

(３) 上記以外の教頭 
 

 
(特2) 主幹教諭・指導教諭 
(２) 勤続期間35年(大学4卒)超 

６ 27,100 (32万円) ４ 補佐級 
(副主幹) (２) 勤続期間30年(大学4卒)超 ※３ 

(４) 
 

７ 21,700 (26万円) ３ 主任 
(２) 勤続期間12年(大学4卒)超 ４  

(１) 勤続期間 20 年(高校 3 卒)超の実

習助手等 ３ 

８ 0 (0) ２ 主任主事 (２) 上記以外の者 ２  
１ 主事・技師 (１) 上記以外の者 １ 

  ※１ 公立学校職員の給料等の支給に関する規則第20条第1項第1号または第4号に定める額（平成18年度は給料月額の16%） 

   ※２ 公立学校職員の給料等の支給に関する規則第20条第1項第３号または第７号に定める額（平成18年度は給料月額の12%） 

   ※３ 平成18 年4 月1 日以後適用されている技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第３項の適用を受けていた者は第

6号区分となる。  
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○退職手当の調整額の計算式 

職員の区分 調整月額  属する月数  調整額（小計） 

  
円 ×  

月 ＝  
円 

  
円 ×  

月 ＝  
円 

  
円 

× 
 

月 
＝ 

 
円 

      調整額（合計） 

    
   

円 

（例１）勤続期間38年 校長（校長歴2年、教頭歴6年）の場合 
職員の区分 3 54,150円 × 24月 ＝ 1,299,600円（校長歴2年） 
 4 43,350円 × 12月 ＝ 520,200円（教頭歴のうち5年超の期間 1年） 
 5 32,500円 × 24月 ＝ 780,000円（教頭歴のうち 2年） 

計2,599,800円 
（例２）勤続期間37年 教諭（大学4卒）の場合 

職員の区分 5 32,500円 × 24月 ＝ 780,000円（勤続期間35年超の期間 2年） 
 6 27,100円 × 36月 ＝ 975,600円（勤続期間30年超の期間のうち 3年） 

計1,755,600円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 調整額の算定対象となるのは、平成8年4月1日（施行日から10年前）以降の期間 
● 調整額を1/2とする者 

・勤続期間1年以上4年以下の退職者（自己都合以外） 
・勤続期間10年以上24年以下の自己都合退職者 

● 調整額を支給しない者 
・退職手当の基本額が支給されない者 
・勤続期間9年以下の自己都合退職者 
・自己の非違による退職者 

※調整額の算定対象期間内に休職期間等があれば除算する。 

 経過措置  
 退職手当制度が、平成18年4月1日に改定されたことに伴い、施行日前日退職手当額を保障する次の経

過措置が設けられています。 
                     18.3.31給料の月額×18.3.31支給割合×83.7/104  

 新条例等退職手当額  ＜ 施行日前日退職手当額※となる場合は、新制度切替日前日額を保障します。 

※ 施行日前日退職手当額＝仮に平成18年3月31日に退職した場合の退職手当額 
※ 18.3.31給料月額＝Ｈ17人事委員会勧告に基づく給料表の給料月額＝現給保障の給料月額 
※ ①施行日前日における勤続期間が20年未満の者、 
  ②実際の退職日までの勤続期間が42年以下の自己都合退職者、 
  ③実際の退職日までの勤続期間が37年以上42年以下の公務外傷病退職者 
  は、「83.7/104」を「83.7/100」とする。 
※ 勤続期間除算については、育休はすべて1/2除算となり、1/3除算となる部分はない。 
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(参考)                      支給割合表（平成18.3.31） 

勤続

期間 

退職事由 

自己都合 公務外傷病 公務外死亡 
･通勤傷病 定年・勧奨 

(S60.3.31 在職者に

限る) 
勤続10年以上 
①定年or 
②50歳以上勧奨 

整理・ 
公務上死亡・ 
公務上傷病 

公署移転 

1 0.6 1 1 1  1.5<3.6×a> 1.25 
2 1.2 2 2 2  3<4.5×a> 2.5 
3 1.8 3 3 3  4.5<5.4×a> 3.75 
4 2.4 4 4 4  6<5.4×a> 5 
5 3 5 5 5  7.5 6.25 
6 4.5 6 6 6  9 7.5 
7 5.25 7 7 7  10.5 8.75 
8 6 8 8 8  12 10 
9 6.75 9 9 9  13.5 11.25 
10 7.5 10 10 10 15.6(15.0) 15 12.5 
11 8.88 11.1 11.1 11.1 17.316(16.65) 16.65 13.875 
12 9.76 12.2 12.2 12.2 19.032(18.3) 18.3 15.25 
13 10.64 13.3 13.3 13.3 20.748(19.95) 19.95 16.625 
14 11.52 14.4 14.4 14.4 22.464(21.6) 21.6 18 
15 12.4 15.5 15.5 15.5 24.18(23.25) 23.25 19.375 
16 13.28 16.6 16.6 16.6 25.896(24.9) 24.9 20.75 
17 14.16 17.7 17.7 17.7 27.612(26.55) 26.55 22.125 
18 15.04 18.8 18.8 18.8 29.328(28.2) 28.2 23.5 
19 15.92 19.9 19.9 19.9 31.044(29.85) 29.85 24.875 
20 21 21.84 27.3 27.3 32.76 32.76 27.3 
21 22.2 23.088 28.86 28.86 34.632 34.632 28.86 
22 23.4 24.336 30.42 30.42 36.504 36.504 30.42 
23 24.6 25.584 31.98 31.98 38.376 38.376 31.98 
24 25.8 26.832 33.54 33.54 40.248 40.248 33.54 
25 33.75 35.1 42.12 42.12 42.12 42.12 35.1 
26 35.25 36.66 43.992 43.992 43.992 43.992 36.66 
27 36.75 38.22 45.864 45.864 45.864 45.864 38.22 
28 38.25 39.78 47.736 47.736 47.736 47.736 39.78 
29 39.75 41.34 49.608 49.608 49.608 49.608 41.34 
30 41.25 42.9 51.48 51.48 51.48 51.48 42.9 
31 42.5 44.2 53.04 53.04 53.04 53.04 44.2 
32 43.75 45.5 54.6 54.6 54.6 54.6 45.5 
33 45 46.8 56.16 56.16 56.16 56.16 46.8 
34 46.25 48.1 57.72 57.72 57.72 57.72 48.1 
35 47.5 49.4 59.28 59.28 59.28 59.28 49.4 
36 48.75 49.4 59.28 59.28 59.28 59.28 49.4 
37 50 50 59.28 59.28 59.28 59.28 50 
38 51.25 51.25 59.28 59.28 59.28 59.28 51.25 
39 52.5 52.5 59..28 59.28 59.28 59.28 52.5 
40 53.75 53.75 59.28 59.28 59.28 59.28 53.75 
41 55 55 59.28 59.28 59.28 59.28 55 
42 56.25 56.25 59.28 59.28 59.28 59.28 56.25 
43 59.28 59.28 59.28 59.28 59.28 59.28 59.28 
44 59.28 59.28 59.28 59.28 59.28 59.28 59.28 
45 59.28 59.28 59.28 59.28 59.28 59.28 59.28 
注） 1.＜ ＞は最低保障であり、aは給料、扶養手当、これらに対する地域手当の合計額。 

2.（  ）はS47.12.2以降の採用者に適用される支給割合を示す。 
3. 定年退職には、勤務延長された後の退職を含む。 

    4. 表中の支給割合は、退職事由別・勤続期間別支給率に調整率を乗じた後の割合を示す。 
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 （３） 退職手当額から控除されるもの 

①①  所所得得税税、、住住民民税税（（県県民民税税、、市市町町村村民民税税））  

退職手当は、他の所得とは切り離して所得税と住民税が徴収されます。 

所得税法第30条、第201条、地方税法第50条の２、第50条の６、第328条、第328条の６） 
 

②②  住住民民税税のの残残税税  

 住民税は、所得のあった翌年の６月から翌々年の５月までの12月間に分割して給与から特別徴

収されるため、退職した際には残税（徴収未済の税）が発生します。退職日が６月１日から12月

31日までの場合は、本人の申出により、また、１月１日から４月30日までの場合は、住民税を超

えて退職手当が支給されるときに、退職手当から一括して残税が徴収されます。（地方税法第321

条の5第2項） 

  

③③共共済済貸貸付付弁弁済済金金  

 共済組合から貸付を受け、退職時までに償還が終わっていない場合は、未償還額とその利息が

退職手当額から控除されます。（地方公務員等共済組合法第115条第２項） 

 

※死亡による退職の場合や互助会貸付弁済金については控除されません。（別途通知する方法によ

り償還することになります。） 
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源泉（特別）徴収税額の計算 
１ 勤続年数 

  税法上の勤続年数は、一部例外を除き長期欠勤や休職の期間を含み、期間に 1 年未満の端数がある

ときは、その端数を１年に切り上げて勤続年数とします。 

２ 所得税の計算 

  所得税（復興特別所得税を含む）は、「課税退職所得金額」を「退職所得の源泉徴収税額の速算表」

に適用して算出します。 
  なお、「退職所得の受給に関する申告書、退職所得申告書」を提出しない場合は、退職所得控除額の

控除を行わず、退職手当額の一律20.42％に相当する額が徴収されます。 

 (1) 退職所得控除額の速算表 
勤 続 年 数 退 職 所 得 控 除 額 

20年以下の場合 40万円×勤続年数 
20年を超える場合 800万円+70万円×（勤続年数－20年） 

  （注）この金額が80万円以下の場合は80万円とします。また、障害者となったことに直接基因 
    して退職した場合は、上記の金額に100万円が加算されます。 

 (2) 課税退職所得金額の計算 
   次の式により算出します。 
   （退職手当額－退職所得控除額）×1/2＝課税退職所得金額 

   （注）課税退職所得金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。 
   ※勤続年数が5年以内の者については、この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。 

 (3) 退職所得の源泉徴収税額の速算表（所得税） 
課税退職所得金額（A） 所得税率（B） 控除額（C） 税額＝（（A）×(B)－(C)）×102.1％ 

1,950,000円以下 5% － ((A)×5％）×102.1％ 
1,950,000円超 3,300,000円以下 10% 97,500円 ((A)×10%－97,500円)×102.1％ 
3,300,000円超 6,950,000円以下 20% 427,500円 ((A)×20%－427,500円)×102.1％ 
6,950,000円超 9,000,000円以下 23% 636,000円 ((A)×23%－636,000円)×102.1％ 

9,000,000円超 18,000,000円以下 33% 1,536,000円 ((A)×33%－1,536,000円)×102.1％ 
18,000,000円超 40,000,000円以下 40% 2,796,000円 ((A)×40%－2,796,000円)×102.1％ 
40,000,000円超 45％ 4,796,000円 ((A)×45%－4,796,000円)×102.1％ 

      (注) 求めた税額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。 
３ 住民税の計算 

課税退職所得金額 × 
税   率 

＝ 
特別徴収すべき税額 

県民税 市町村民税 
県民税額 市町村民税額 

４％ ６％ 
(注) １ 課税退職所得金額（（退職手当額－退職所得控除額）×1/2）に、1,000 円未満の端数があ

る場合は、1,000円未満の金額を切り捨てます。 
※ 勤続年数が5年以内の者については、この2分の１を乗じる措置を廃止した上で計算します。 

２ 求めた税額に、100円未満の端数があるときは、それぞれ100円単位未満の端数を切り

捨てます。 
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 (4) 退職手当受給のための提出書類 

提
出
者 

提 出 書 類 名 
部

数 

退 職 事 由 

定年 勧奨 
自己

都合 
傷病 死亡 

受
給
権
者
本
人 

１ 退職手当支給申出書 １ ○ ○ ○ ○ ○ 

２ 退職所得の受給に関する申告書 
退職所得申告書 １ ○ ○ ○ ○ － 

３ 遺族関係を証明する戸籍謄本 １ － － － － ○ 

所
属 所属に保管する履歴書の写し １ ○ ○ ○ ○ ○ 

   ・その他必要に応じ、関係書類を提出していただきます。 
  ※退職後引き続いて、常時勤務に服することを要する公務員（本県の勤続期間が通算される公務員、

再任用職員を除く。）に就職する場合は、退職手当は支給されないので、書類の提出は必要ありま

せん。（条例第17条） 
 

（５） 退職手当の受取方法 

① 受取方法の選択 

  退職手当は、受給権者の希望により次のいずれかの方法で受け取ることができます。 

(ｱ)口座振替払（漁協を除く金融機関） 

       （ゆうちょ銀行を希望する場合は振込用の店名・預金種目・口座番号が必要です。） 

(ｲ)現金払（百十四銀行本支店のみ） 

(ｳ)隔地払（都市銀行又は百十四銀行以外の地方銀行、ただし県外在住者で百十四銀行が不便な場合に限る。） 

② 支払の通知 

口座振替を選択した場合は、指定の口座に入金されますが、現金払、隔地払を選択した場合は、

次の要領で受け取ることになります。 

(ｱ)現金払を選択した場合 

 裁定通知書とは別に「支払案内書」が送付されます。「支払案内書」と届出印（退職手当

支給申出書に押印したもの）、本人と確認できるもの（免許証等）を持って、指定した百十

四銀行の本支店に出向いてください。 

(ｲ)隔地払を選択した場合 

 裁定通知書とは別に「支払案内書」と「送金小切手」が送付されます。「送金小切手」と

本人と確認できるもの（免許証等）を持って、指定した金融機関に出向いてください。 

③ 退職手当の支払い 

    退職手当は、特別な事情がある場合を除き、職員が退職した日から起算して１月以内に支給されます。

（条例第２条の３） 
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 (6) 退職手当の支給制限等 
   ① 退職手当の支給制限 
     退職をした者が(ｱ)または(ｲ)のいずれかに該当するとき、退職をした者に対しまだ退職手当が支

払われていない場合において(ｳ)～(ｵ)に該当するときは、退職手当管理機関（地方公務員法等によ

り職員の退職の日において職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関）は、退職を

した者に対し退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができます。（条

例第10条第1項、第12条第1項） 
    (ｱ) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者 
    (ｲ) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職（同法第16条第1号に該当する場合は除く。）

又はこれに準ずる退職をした者 
    (ｳ) 刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき 
    (ｴ) 在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分を受けたと 
     き 
   (ｵ) 退職手当管理機関が、退職をした者について在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為

をしたと認めたとき 
   ② 退職手当の支払の差止め 
     退職をした者が(ｱ)または(ｲ)のいずれかに該当するときは、退職手当管理機関は、退職をした者

に対し、退職手当の支払を差し止める処分を行い、退職をした者に対しまだ退職手当が支払われ

ていない場合において(ｳ)～(ｵ)に該当するときは、退職手当管理機関は、退職をした者に対し退職

手当の支払を差し止める処分を行うことができます。（条例第11条第1項、第2項） 
    (ｱ) 刑事事件に関し起訴をされた場合において、判決の確定前に退職をしたとき 
    (ｲ) 退職後、在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき 
    (ｳ) 在職期間中の行為に係る刑事事件に関し逮捕されたとき 
    (ｴ) 退職手当管理機関が、犯罪があると思料するに至ったとき 
    (ｵ) 退職手当管理機関が在職期間中に懲戒免職相当行為があったと思料するに至ったとき 
   ③ 退職手当の返納 
    退職をした者に対し退職手当が支払われた後において、(ｱ)～(ｳ)のいずれかに該当するときは、

退職手当管理機関は、退職をした者に対し退職手当の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うこ

とができます。（条例第13条第1項） 
    (ｱ) 在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき 
    (ｲ) 在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分を受けたと 
     き 
    (ｳ) 退職手当管理機関が、退職をした者について、在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行

為をしたと認めたとき 
   ④ 遺族の退職手当の返納  
     死亡による退職をした者の遺族に対し退職手当が支払われた後において、退職手当管理機関が、

退職をした者について、在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたときは、

退職手当管理機関は、遺族に対し、退職手当の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことがで

きます。（条例第14条第1項） 
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  ⑤ 退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付 
  退職をした者または死亡による退職の場合の遺族が返納命令処分を受けることなく死亡した

場合に、相続によって財産を取得した相続人から、退職手当の全部又は一部に相当する額の納

付を命ずる処分を行うことができます。（条例第15条） 

(ｱ) 退職手当の受給者が返納命令処分の意見聴取通知を受けた後、死亡したとき 

(ｲ) 退職手当の受給者（遺族を除く）が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた

場合において、判決前に死亡したとき 

(ｳ) 退職手当の受給者（遺族を除く）が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴され、禁

錮以上の刑が確定した後、死亡したとき 

(ｴ) 退職手当の受給者（遺族を除く）が在職期間中の行為に関し地方公務員法第 29 条第 3 項

の規定による懲戒免職処分を受けた後、死亡したとき 

(ｵ) 退職手当の受給者の死亡後、退職手当管理機関が相続人に対し、退職をした者が在職期間

中に懲戒免職処分を受けるべき行為をした旨の通知をしたとき 
 
（７） 失業者の退職手当 

公務員は雇用保険法の適用対象外ですが、退職手当の額が雇用保険法の規定によるいわゆる失業手

当の支給水準に達しない場合で受給要件を満たした時は、その差額に相当する額を失業者の退職手当

として、失業の認定を受けた日分について支給します（条例第８条）。 
受給を希望する場合は、退職者本人が作成する「退職票の交付申請書」に、所属で作成する「失業

者の退職手当算定のための基礎給与総額」を添付し、健康福利課に提出してください。 

 (受給要件) 

①  原則、勤続期間12月以上で退職したこと。 
②  退職手当の額が雇用保険法の規定による＊１基本手当の支給総額に満たないこと。 
③  退職日の翌日から起算して＊２１年以内の期間内に失業していること。 
④  ＊３待期日数を超えて失業していること。 
⑤  労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること。 

   （注）＊１ （基本手当の支給総額）＝（基本手当日額）×（所定給付日数） 
      ＊２ 出産、傷病等により求職活動ができない場合は当該期間を加算（４年以内） 
      ＊３ （待期日数）＝（一般の退職手当額）÷（基本手当日額） ← 端数切捨て 
 
 
 
 
 
 
  

（失業者の退職手当）＝（基本手当日額 ※1）×（所定給付日数 ※2）－（一般の退職手当の額） 

※1 （失業者の退職手当）＝（退職前6月に受けた給与（期末・勤勉手当を除く）の総額）÷180 ×（一定の率） 
※2 所定給付日数（短時間労働被保険者以外） 
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４ 長期給付（厚生（共済）年金） 

 (1) 被保険者種別 
   被保険者種別は、以下の４種類となります。 

種 別 対 象 者 実施機関 

第１号厚生年金被保険者 
民間会社員 
公務員共済の短期組合員（※） 

日本年金機構 

第２号厚生年金被保険者 国家公務員共済組合の一般組合員 国家公務員共済組合 

第３号厚生年金被保険者 地方公務員共済組合の一般組合員 
地方公務員共済組合 

（（公公立立学学校校共共済済組組合合等等））  

第４号厚生年金被保険者 私立学校教職員共済制度の加入者 日本私立学校振興・共済事業団 

 （※）令和4年10月より臨時的任用職員、会計年度任用職員（フルタイムで１年目の者）、会計年度任

用職員（パートタイム）、再任用短時間職員は公立学校共済組合の短期組合員となり、健康保険は公

立学校共済、厚生年金は日本年金機構の第1号厚生年金被保険者となりました。 
 (2) 長期給付の種類 
   共済組合の長期給付（厚生年金）には、老齢厚生年金、障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年

金の４種類と、経過措置による旧法の障害一時金があります。 
また、老齢厚生年金などが支給される場合に原則として併せて支給される国民年金法による基礎年

金には、老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の3種類があります。 

老 

齢 

給 

付 

老齢厚生年金 

 厚生年金保険の被保険者期間等が10年以上ある者が、退職した後に65
歳に達したとき又は65歳に達した日以後に退職したときに給付される。 
 なお、１年以上の被保険者期間及び10年以上の公的年金制度の被保険

者期間を有する者が退職した場合、60歳から64歳までの間、生年月日に

よって「特別支給の老齢厚生年金」が給付される。 

障  

害  

給  

付 

障害厚生年金 

 被保険者である間に初診日のある病気又は負傷により、一定の障害状態

（共済組合が認定する障害等級が１級から３級に該当する状態。）になっ

たとき給付される。在職中であっても給付あり。 
 なお、障害共済年金には無かった保険料納付要件あり。 

障害手当金 

 被保険者期間中に初診日のある病気又は負傷が初診日から５年以内に

治り、障害等級３級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給さ

れる。在職中であっても給付あり。 
なお、保険料納付要件あり。 

障害一時金 
 一元化前日において退職したならば旧障害一時金の給付が受けられた

とみなされる者に給付される。 

遺
族
給
付 

遺族厚生年金 
被保険者が在職中に死亡したとき、又は退職後に死亡したとき、その遺

族に給付される。 

－ 128 －



- 128 - 
 

  ●国民年金法による基礎年金 

基  

礎  

年  

金 

老齢基礎年金 
 組合員期間や国民年金、厚生年金などの公的年金制度の加入期間が通算

して10年以上であるものが65歳になったときから給付される。 

障害基礎年金 
 組合員期間や国民年金、厚生年金などの公的年金制度の加入期間中に

初診日のある傷病によって、障害認定日において障害等級が 1 級又は 2
級に該当する障害の状態になったときに給付される。 

遺族基礎年金 
国民年金法による被保険者（組合員など）又は老齢基礎年金の受給権

者が死亡したときに給付される。 

(3) 年金の支給 
  ① 給付の請求と時効 
    所定の給付事由が生じたときは厚生年金の受給権が生じますが、この給付を受けるためには、受

給権者が共済組合に対して請求をしなければなりません。 
    この請求は、在職中の場合、所定の請求書が所属所に送付されますが、これに必要な書類を添え

て共済組合に提出して行うことになっています。 
    なお、厚生年金の給付事由が生じた日から5年間この請求を行わないときは受給権が消滅するこ

とになりますので、注意する必要があります。 
  ② 支給期月 （※新規決定時を除く。） 
    他の公的年金の支給期月と同じく、毎年 2 月、4 月、6 月、8 月、10 月及び 12 月の支給期月の

15日（休業日の場合は前日）に、その支給期月の前月までの2カ月分を定期的に支給します。 

  定期支給期月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 

支給月区分 12，1月分 2，3月分 4，5月分 6，7月分 8，9月分 10，11月分 

  ③ 年金額の改定方法 
   (a) 年金額の自動改定 
     年金額の改定方法については、法律に定められた基準に基づき、名目手取り賃金変動率又は物

価変動率を用いて、毎年度、自動的に改定する仕組みとなっています。 
   (b) 調整率による給付水準の調整 
     概ね100年間の財政均衡期間を設け、その期間で給付と負担の均衡を図るという有限均衡方式

が採用されていますが、その均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金財政が安定

する見通しが立つまでの間、調整期間を定め、被保険者数等の変動を用いて給付水準の自動調整

を行うことになります。調整期間は政令で定められることとなっており、平成 17（2005）年度

から令和5（2023）年度まで行われると見込まれています。 
     このような被保険者数等の変動や、平均余命の伸びに伴う給付水準を自動的に調整する仕組み

を「マクロ経済スライド」と呼んでいます。 
     次期財政検証は、令和6年に予定されています。 

(4) 厚生年金の計算基礎 
   地方公務員の厚生年金の額は、「被保険者期間」、「平均給料月額」、「平均給与月額」、「平均標準報酬

額」及び「給付率」などによって計算されることになっています。 
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(5) 公立学校共済組合で決定する年金 
  ① 厚生年金 

公立学校共済組合の組合員期間（※1）は「地共済  厚生年金被保険者」であった期間となり、

この期間に基づく厚生年金を決定します。 
※1 被用者年金一元化施行日である平成27年10月1日より前の組合員期間及び過去に加入したこ

とのある他の地方公務員共済組合、国家公務員共済組合の期間を含みます。 
（給付の特徴） 
・ 年金額は被用者年金一元化前後の加入期間が算定の基礎となります。 
・ 特別支給の退職共済年金は、65歳到達時に失権となります。 
・ 既裁定の退職共済年金の受給権を有している者が施行日以後の期間を有する場合は、退職

時に老齢厚生年金が発生します。（退職共済年金と老齢厚生年金の２年金者となる。）                     
 

② 共済年金（経過的職域加算額）※受給要件等、詳細については後述 
被用者年金一元化前の共済年金に「職域年金部分の額」が加算されていたことの経過措置として、

平成27 年9 月30 日までの組合員期間（※2）に基づく共済年金（経過的職域加算額）（※3）を決

定します。  
※2 過去に加入したことのある他の地方公務員共済組合、国家公務員共済組合の期間を含みます。 
※3平成27年9月30日までの組合員期間を有しない方、１年以上の引き続く組合員期間を有しな

い方は受給できません。 
 

(6) 65歳までの年金 
  ① 特別支給の老齢厚生年金 

65歳未満の者が、次の各号のいずれにも該当することになったときは、特別支給の老齢厚生年金

が支給されます。 
    (ｱ) 特別支給開始年齢（注１）以上であること。 
    (ｲ) １年以上の被保険者期間（注２）を有すること。 
    (ｳ)  保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上（注３）であること。 
    （注１）公立学校共済組合で決定する老齢厚生年金の場合は、退職共済年金の特別支給開始年齢

と同一なので、男女とも同じです。 
     （注２）２以上の種別の被保険者期間を有する者は、２以上の種別の被保険者期間を合算して１

年以上とします。  
     （注３）原則、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上とされますが、

特例により10年未満であっても10年とみなす場合があります。 
② 請求時の提出書類 

    (ｱ) 年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付） 
    (ｲ) 履歴書（156頁参照） 
    (ｳ)  請求者の戸籍謄本        （加給年金額対象者がいるとき） 
    (ｴ) 配偶者の所得証明書       （      〃      ） 
    (ｵ) 世帯全員の住民票        （      〃      ） 
    (ｶ) 配偶者の基礎年金番号がわかるもののコピー（加給年金額対象者がいるとき） 
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    (ｷ) 年金受給選択申出書           （併給調整の対象となる年金を持つ者） 
    (ｹ) 老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届 （雇用保険法による基本手当を受けている場合） 
       ※（ｴ）､(ｵ)については、マイナンバー情報照会により省略することができます。 
 
  ③ 特別支給の老齢厚生年金のしくみの変更 

平成 6 年改正法では、昭和16 年 4 月 2 日以降生まれの方から、定額部分及び加給年金額の支給

開始年齢を平成13年度から平成24年度にかけて、段階的に1歳ずつ引き上げることとされました。 
    また、平成12年改正法では昭和28年4月2日以降生まれの方の給料比例部分の支給開始年齢を、

平成25年度から令和7年度にかけて2年ごとに1歳ずつ段階的に60歳から65歳へ引き上げるこ

ととされました。 
 ●一般組合員の支給開始年齢 

生   年   月   日 
定額部分の 
支給開始年齢 

給料比例部分の 
支給開始年齢 

昭和16年４月１日以前 60歳 60歳 
昭和16年４月２日～昭和18年４月１日 61歳 60歳 
昭和18年４月２日～昭和20年４月１日 62歳 60歳 
昭和20年４月２日～昭和22年４月１日 63歳 60歳 
昭和22年４月２日～昭和24年４月１日 64歳 60歳 
昭和24年４月２日～昭和28年４月１日 － 60歳 
昭和28年４月２日～昭和30年４月１日 － 61歳 
昭和30年４月２日～昭和32年４月１日 － 62歳 
昭和32年４月２日～昭和34年４月１日 － 63歳 
昭和34年４月２日～昭和36年４月１日 － 64歳 
昭和36年４月２日以後 － 65歳 

 注：昭和24年4月2日以後に生まれの人には、定額部分は支給されない。 
●段階的切り替えのイメージ図 

(ｱ) 平成6年改正前の形 
昭和16年4月1日以前に生まれた人 

退職共済年金（給与比例部分） 退職共済年金 
退職共済年金（定額部分） 老齢基礎年金 

▲60歳                      ▲65歳 
(ｲ) 平成6年改正の中間的な形 
昭和16年4月2日～昭和24年4月1日までに生まれた人 

退職共済年金（給与比例部分） 退職共済年金 
退職共済年金（定額部分） 老齢基礎年金 

         ▲61～64歳              ▲65歳 
 

(ｳ) 平成6年改正の最終的な形 
昭和24年4月2日～昭和28年4月1日までに生まれた人 
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退職共済年金（給与比例部分） 老齢厚生年金 
 老齢基礎年金 

▲60歳                      ▲65歳 
 

(ｴ) 平成12年改正の中間的な形 
昭和28年4月2日～昭和29年10月1日までに生まれた人 

退職共済年金（給与比例部分） 老齢厚生年金 
 老齢基礎年金 

          ▲61～64歳            ▲65歳 
 

(ｵ) 平成12年改正の中間的な形 
昭和29年10月2日～昭和36年4月1日までに生まれた人 

老齢厚生年金（給与比例部分） 老齢厚生年金 
 老齢基礎年金 

          ▲61～64歳            ▲65歳 
 

(ｶ) 平成12年改正の最終的な形 
昭和36年4月2日以後に生まれた人 

 老齢厚生年金 
 老齢基礎年金 

                            ▲65歳 
   

④ 障害者、長期加入者の特例 
退職している方が、次のいずれかに該当した場合は、年金額の特例が適用され、定額部分が加算

され、いわゆる満額の年金が支給されます。 
    (ｱ) 障害等級1級から3級までの障害状態にあり、特例の請求を行った方。 
    (ｲ) 組合員期間が44年以上である方。 
   ※ これらの特例の適用を受ける方が、適用を受ける当時に加給年金額の受給要件を満たす場合に

は、加給年金額が加算されます。（加給年金額については後述。） 
⑤ 老齢厚生年金の繰上げ請求について（令和3年４月から） 

(ｱ) 受給要件 
      (a)  60歳以上65歳未満であること 
        (b)  厚生年金保険の被保険者期間が1月以上あること 
        (c)  国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が、 

10年以上あること 
        (d)  国民年金の任意加入被保険者でないこと 
        (e)  昭和36年4月2日以後生まれであること 
           

(ｲ) 制約事項 
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繰上げ請求をすると、繰上げ請求した日の翌月分から支給されますが、以下の制約事項があ

ります。 

(a) 繰上げを行うと年金額は１ヶ月あたり0.5％減額になり、それは生涯にわたって続く。 

（昭和37年4月2日以降生まれの方は、１ヶ月あたり0.4％減額となります。） 

(b)  老齢基礎年金も同時に繰上げ請求する必要がある。他の期間の老齢厚生年金（一般厚生

年金、私学共済厚生年金）も同時に繰上げ請求しなければならない。 

(c)  繰上げ請求を行っても、在職中（厚生年金加入中）は原則として支給停止になる。 

   （厚生年金加入中の標準報酬月額及び標準期末手当等との調整となります。） 

       (d)  この制度を利用すると、事後重症による障害厚生年金の請求はできなくなる。 

        (e)  繰上げ請求を行った後に取り消すことはできない。 

 

(ｳ) 年金額 

(a) 繰上げ支給の老齢厚生年金の額 

          ＝ 老齢厚生年金の額 －（老齢厚生年金の額×5 ／ 1000×Ａ月） 
(b) 繰上げ支給の老齢基礎年金の額 

          ＝ 老齢基礎年金の額 －（老齢基礎年金の額×5 ／ 1000×Ｂ月） 
●繰上げ支給を請求しない場合のイメージ図 

     Ａ 特別支給の 
老齢厚生年金 

老齢厚生年金 

 Ｂ 老齢基礎年金 

▲60歳         ▲（特別支給開始年齢）         ▲65歳 
 
 
●60歳から繰上げ支給を請求した場合のイメージ図 

  

繰上げ支給の老齢厚生年金 

繰上げ支給の老齢基礎年金 
 

▲60歳         ▲（特別支給開始年齢）                 ▲65歳 
 

 
(7) 65歳からの年金 

  ① 本来支給の老齢厚生年金 
被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至ったとき、その者に本来支給の

老齢厚生年金が支給されます。 
(ｱ) 65歳以上であること。  

 (ｲ) 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 
 ② 老齢基礎年金 
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(ｱ) 受給資格 
       共済組合員期間や国民年金、厚生年金などの公的年金制度の加入期間が通算して10年以上

ある者が65歳に達したとき（大正15年4月1日以前に生まれた者又は退職年金等の受給権者

で昭和6年4月1以前に生まれた者は，対象になりません。）に支給されます。 
    (ｲ) 老齢基礎年金の額 
       老齢基礎年金の額は、20歳から60歳に達するまでの40年間の被保険者期間につき保険料

を納付した場合に、795,000 円（令和５年度水準）となりますが、40年に不足する場合には、

その不足する期間に応じた割合だけ減額されます。 
    (ｳ) 配偶者の老齢基礎年金の振替加算 
       大正15年4月2日以後に生まれた配偶者については、65歳になると自分の老齢基礎年金が

支給されるので、65 歳からは加給年金額は加算されないこととなりますが、昭和 41 年 4 月1
日以前に生まれた配偶者については、公的年金制度加入期間が短いか、まったくない場合が考

えられ、低額の老齢基礎年金しか支給されないということになるので、加給年金額の算定の対

象となっている大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた配偶者については，

その者の生年月日に応じ、老齢基礎年金に加算（いわゆる「振替加算」）されることとなって

います。 
  ③ 加給年金額 

被保険者期間を原則20年以上（※1）有している者が、本来支給の老齢厚生年金支給開始年齢（65
歳）に到達した当時、その者と生計を共にし、かつ、収入が850万円未満又は所得が655.5万円未

満の次のいずれかに該当する者を有するとき、加給年金額加算開始時期（※2）に加算されます。 
（※1）二以上の種別の厚生年金被保険者期間を有する場合は、すべての厚生年金被保険者を合

算して「20年以上」となるときに、原則として加入期間が最も長い実施機関から支給される

老齢厚生年金に加算されます。 
（※2）65 歳に達したとき、または障害者、長期加入者の特例の適用を受けることとなったとき

を言います。 
(ｱ) 対象者 

      (a) 65歳未満の配偶者（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。） 
       (b) 18歳に達する日の属する年度末までの間にある子 
       (c) 20歳未満で障害等級の１級又は２級に該当する子 
       なお、65 歳未満の配偶者の現在収入が年額 850 万円以上又は所得が 655.5 万円以上であっても

定年退職等の事情により近い将来（満額支給開始年齢到達日から５年以内）収入が年額850万円未

満又は所得が655.5万円未満になると認められた場合には、加給年金額の加算対象となります。 
      (ｲ) 加算額 

     (a) 配偶者の加給年金額  
受給権者の生年月日 加給年金額 

昭和18年4月2日以後 397,500円 
     ※昭和18年4月1日以前生まれの場合、額が変わります。 
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    (b) 子の加給年金額 
子の数 加給年金額 

２人目まで１人につき 228,700円 
３人目から１人につき 76,200円 

 
  ④ 加給年金額の停止 

加給年金額対象配偶者が、老齢や退職を給付事由とする年金（加入期間が20年以上（※1）かそ

れと同等とみなされるもの）又は、障害を給付事由とする年金を受給している場合は、その間、加

給年金額の支給は停止されます。 
（※1）二以上の種別の厚生年金被保険者期間を有する場合で、合算して20年以上になったとき

も同様に停止となります。 
 ⑤ 老齢厚生年金の繰下げ請求について 

平成19年４月１日以降に本来支給の老齢厚生（旧退職共済）年金の受給権を取得（65歳到達）

した者であって、その受給権を取得した日から起算して１年を経過した日（66歳）より前に当該老

齢厚生年金を請求していなかったものは、支給の繰下げを申し出ることができます。 
この場合の増額率は、７／1000に受給権取得月から申出日の属する月の前月までの月数（当該月

数が60月を超えるときは、60月）を乗じて得た率になります。（昭和27年4月2日以降生まれの

方は、60月が120月となります。） 
 
 
 

なお、老齢厚生年金の支給繰下げの申し出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申し出と同時に行う

必要はありません。 
（制約事項） 

 (a)  繰下げの申出は、66歳の誕生日以降、75歳に到達するまで、1カ月単位で行うことがで

きる。（昭和27年4月1日以前生まれの方は、70歳となります。） 

(b)  他の実施期間の老齢厚生年金を受給できる場合は、すべて同時に繰下げなければいけな

い。 

(c) 老齢基礎年金については、同時に繰下げる必要はない。 
(d) 障害を事由とする年金（障害基礎年金は除く）や、遺族を事由とする年金を受けている

場合、又は65歳以降の退職（老齢）を事由とする年金を受けている場合は繰下げの申出は

できない。 
  

増額率＝0.7%×繰り下げる月数 
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(8) 障害厚生年金 
受給権の発生パターンは、障害認定日や請求日等によって、次に掲げる①から⑥までの６通りとなりま

す。 

 

計算の基礎となる被保険者期間

計算の基礎となる被保険者期間

計算の基礎となる被保険者期間

算定の基礎となる組合員期間

☆

初診日 認定日

（非該当）

☆

請求日

事後重症請求

初診日 認定日

☆

請求日

認定日請求

請求日

事後重症請求

△ ▲

初診日 認定日

△ ▲

△

初診日

（公務上）

計算の基礎となる被保険者期間

△ ▲

経過的職域（※１）

障害厚生年金

（職域部分）

障害共済年金

☆

請求日

▲

認定日

事後重症請求

障害厚生年金

算定の基礎となる組合員期間

△

初診日

▲

認定日

▲△

初診日 認定日

（公務外）

算定の基礎となる旧地共済組合員期間

☆

請求日

（職域なし）

障害厚生年金

経過的職域（※１）

障害厚生年金

公務障害年金（※２）

☆

請求日

H27.10.1

（※１）改正前地共済法による職域加算額

（※２）退職等年金給付の公務障害年金（一元化法附則60条5項の規定の例による従前保障制度あり）

【障害給付の発生パターン】

経過的職域（※１）

障害厚生年金（公立＋私学）

①

②

③

④

⑤

⑥

私学期間
計算の基礎となる被保険者期間

（公立）

算定の基礎となる旧地共済組合員期間

算定の基礎となる旧地共済組合員期間
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(8) 障害厚生年金 
受給権の発生パターンは、障害認定日や請求日等によって、次に掲げる①から⑥までの６通りとなりま

す。 

 

計算の基礎となる被保険者期間

計算の基礎となる被保険者期間

計算の基礎となる被保険者期間

算定の基礎となる組合員期間

☆

初診日 認定日

（非該当）

☆

請求日

事後重症請求

初診日 認定日

☆

請求日

認定日請求

請求日

事後重症請求

△ ▲

初診日 認定日

△ ▲

△

初診日

（公務上）

計算の基礎となる被保険者期間

△ ▲

経過的職域（※１）

障害厚生年金

（職域部分）

障害共済年金

☆

請求日

▲

認定日

事後重症請求

障害厚生年金

算定の基礎となる組合員期間

△

初診日

▲

認定日

▲△

初診日 認定日

（公務外）

算定の基礎となる旧地共済組合員期間

☆

請求日

（職域なし）

障害厚生年金

経過的職域（※１）

障害厚生年金

公務障害年金（※２）

☆

請求日

H27.10.1

（※１）改正前地共済法による職域加算額

（※２）退職等年金給付の公務障害年金（一元化法附則60条5項の規定の例による従前保障制度あり）

【障害給付の発生パターン】

経過的職域（※１）

障害厚生年金（公立＋私学）

①

②

③

④

⑤

⑥

私学期間
計算の基礎となる被保険者期間

（公立）

算定の基礎となる旧地共済組合員期間

算定の基礎となる旧地共済組合員期間
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 ① 受給要件 
(ｱ) 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者である

こと。 
(ｲ) 障害認定日において、その傷病により障害等級の１級、２級又は３級に該当すること。 
(ｳ) 国民年金の保険料納付要件を満たしていること。 

 
   （事後重症） 

    傷病によっては、徐々に病状が進行していくものがあるので、その傷病の初診日において組合員

であったもののうち、障害認定日には、障害等級が1級から3級までの障害の程度に該当していな

くても、その日から65歳に達する日の前日までの間に障害等級が1級から3級までの障害の程度

に該当するときには、その者の請求により、その障害の程度に応じて障害厚生年金が支給されます。 
   この制度が、いわゆる「事後重症制度」といわれるものです。    

ちなみに、国民年金の保険料納付要件を満たしていることが条件になります。 
 
② 納付要件（その他経過措置あり） 

(ｱ) 初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、

かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被

保険者期間の３分の２以上であること。（＝保険料を滞納している期間が３分の１未満である

こと。） 
(ｲ) 令和８年３月３１日以前に初診日がある傷病で障害になった場合は、当該初診日の属する月の

前々月までの１年間に保険料の滞納がないこと。 
 
③ 請求事由 

  (ｱ) 障害認定日による請求 
「初診日から起算して１年６月を経過した日」または「１年６月以内に治った場合には治った

日（その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。）」を原則、障害認定

日といい、受給権の発生する障害認定日に遡って請求する方法をいいます。 
 
  (ｲ) 事後重症による請求 

障害認定日に障害等級に該当する程度の障害状態になかった者が、６５歳に達する日の前日

までにその傷病により障害等級に該当する程度の障害状態になった者が請求する方法をいい

ます。 
 
  (ｳ) 初めて障害等級の１級又は２級に該当したことによる請求 

複数の障害がある場合、個々の障害では障害等級に該当しない場合であっても、複数の障害

を併合して初めて２級以上に該当するに至ったときに請求する方法をいいます。 
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④ 障害程度の認定請求手続き 
    障害厚生年金の請求に先立って、障害程度の認定のため香川支部から送付される次の書類を提出

してください。 
   (ｱ)  障害給付請求事由確認書 
   (ｲ)  国民年金・厚生年金 診断書 
   (ｳ)  病歴・就労状況等申立書 

【その他、必要に応じて提出する書類】 
   (ｴ)  受診状況等証明書 
     ※診断書で初診日が確認できないとき必要な書類です。 

(ｵ)   受診状況等証明書が添付できない申立書 
      ※前記書類に医師の証明が取れないとき必要な書類です。 
  ⑤ 障害厚生年金の請求関係提出書類 
    障害認定請求により、共済組合本部でいずれかの障害等級（障害の程度表参照）に該当すると認

定された場合には、次の書類で請求を行うことになります。 
(ｱ) 年金請求書（国民年金・厚生年金保険障害給付）様式１０４号 
(ｲ) マイナンバーカード（又は個人番号通知カード）の写し 

※ 個人番号通知カードの写しを提出するときは、本人確認書類が併せて必要です。 
（免許証の写し、パスポートの写し等） 
障害等級1、2級に該当した時は、障害基礎年金の受給権が発生します。そのとき、その者によ

って生計を維持している65歳未満の配偶者（加給年金額対象者、後述参照）を有している場合は、次

の書類を同時に提出してください。 
  なお、請求者が18歳の年度末に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子及び20歳未満

であって障害の状態にある子を有している場合は、障害基礎年金に子の加算が付きます。※詳細は後

述 

   (ｳ) 戸籍謄本 
    

⑦ 加給年金額 
    障害等級が1級または2級の障害厚生年金を受ける者が、65歳未満の配偶者を扶養しているとき

又は扶養することとなったとき（生計を共にし、配偶者の恒常的な収入が将来にわたって年額850
万円以上にならないと認められるとき）には、加給年金額として228,700円（令和5年度水準）が

加算されます。 
⑦ 障害の程度が変った場合の改定 

    障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進し、その者から請求があったとき又は減退したとき

には、その変わった障害の程度に応じて、障害厚生年金の額が改定されます。ただし、障害等級3
級の場合には、その受給権者の障害の程度が65歳以上になって増進してもその額の改定は行われ

ません。 
⑧  2以上の障害がある場合の取扱い 

    障害等級が1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が、更に障害等級が1級又は2級の障害の状

態になったときは、原則として前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給されま

す。   
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また、障害等級が3級以下の障害の状態にある者が更に障害の状態になって、前後の障害を併合

すると障害等級が1級又は2級の障害の状態になるときも同様です。 
⑨  在職中の支給停止 

    障害共済年金は、その受給権者が在職中は原則その支給が停止されていましたが、被用者年金制

度の一元化後は、障害厚生年金に合わせて在職中でも支給されることになりました。 
    ただし、職域年金に相当する部分については、引き続き支給が停止されます。 

⑩  障害厚生年金を受ける権利が消滅する場合 
    障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、その権利は消滅します。また、このほか、障害の程

度が減退して3級以上の障害等級に該当しなくなったときは、該当しなくなった日から65歳に達

するまで、受給権を消滅させず支給停止とし、65歳に達したときに障害厚生年金を受ける権利は消

滅します。 
 

(9)  障害基礎年金 
   ① 受給資格 
      公的年金制度の加入期間中に初診日のある傷病によって、障害認定日において障害等級が1級

又は2級に該当する障害の状態になったとき（初診日に共済組合の掛金などの保険料納付済期間

が、その初診日前の加入期間の3分の2あることが必要です。）に支給されます。 
①  障害基礎年金の額 

      障害基礎年金の額は、定額で次のとおりです。（令和5年度水準） 

障 害 等 級 1 級 の 場 合 993,750円 

障 害 等 級 2 級 の 場 合 795,000円 

     なお、障害等級3級に該当する程度の状態にある場合には障害基礎年金は支給されず、障害厚

生年金のみ支給されます。 
   〈子の加算額〉 
     障害基礎年金を受ける権利を取得した当時、その者によって生計を維持されていた子（＊）が

あるとき、次の額が加算されます。（令和5年度水準） 
     （＊）18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子又は、1～2級の障害状態にある

20歳未満の子をいう。 

第1子，第2子 各228,700円 

その他の子 各76,200円 
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障害の程度表（施行令別表第一） 
障害の 
程 度 

障   害   の   状   態 

１ 
 
 
 

級 

1 両眼の視力の和が0.04以下のもの 

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 

3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 

4 両上肢のすべての指を欠くもの 

5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 

6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 

7 両下肢を足関節以上で欠くもの 

8 
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を

有するもの 

9 
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前

各号と同程度以上と認められる状態であって，日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる

程度のもの 

10 精神の障害であって，前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

11 
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって，その状態が前各号

と同程度以上と認められる程度のもの 
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障害の 
程 度 

障   害   の   状   態 

２ 
 
 
 

級 

1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 
3 平衡機能に著しい障害を有するもの 
4 そしゃくの機能を欠くもの 
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 
9 一上肢のすべての指を欠くもの 

10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 
11 両下肢のすべての指を欠くもの 
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 
13 一下肢を足関節以上で欠くもの 
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 

15 
前各号に掲げるもののほか，身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状

が前各号と同程度以上と認められる状態であって，日常生活が著しい制限を受けるか，

又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 
16 精神の障害であって，前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

17 
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって，その状態が前

各号と同程度以上と認められる程度のもの 

３ 
 
 
 

級 

1 両眼の視力が0.1以下に減じたもの 

2 
両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減

じたもの 
3 そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの 
4 脊柱の機能に著しい障害を残すもの 
5 一上肢の三大関節のうち，二関節の用を廃したもの 
6 一下肢の三大関節のうち，二関節の用を廃したもの 
7 長管状骨に偽関節を残し，運動機能に著しい障害を残すもの 

8 
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上

肢の三指以上を失ったもの 
9 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの 

10 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの 
11 両下肢の10趾の用を廃したもの 

12 
前各号に掲げるもののほか，身体の機能に，労働が著しい制限を受けるか，又は労働に

著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 

13 
精神又は神経系統に，労働が著しい制限を受けるか，又は労働に著しい制限を加えるこ

とを必要とする程度の障害を残すもの 
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14 
傷病が治らないで，身体の機能又は精神若しくは神経系統に，労働が制限を受けるか，

又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 
 

 (10)  障害手当金 
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気・けがが初診日から５年以内に治ったとき、障害手

当金を受けられる程度（別表第二相当程度）の障害程度にある者に支給されます。（在職中であっても可。） 
ただし、下記のいずれかに該当する場合は支給されません。 
① 障害基礎年金の受給に必要な保険料納付要件を満たしていないとき。 
② 厚生年金保険の年金給付の受給権があること（障害等級３級以上に該当しなくなって３年を経過した

者を除く。）。 
③ 国民年金の給付または共済組合等の年金給付の受給権があること。 

   ④ 同じ傷病・けがで労災保険法による障害補償給付、労働基準法による障害補償、船員保険法による障

害給付などを受けられる者。 
     なお、一元化前日において退職したならば旧障害一時金の給付が受けられたとみなされる者に

は、一元化前の旧障害一時金が給付される場合があります。 
     これは、組合員であった間に公務によらないで病気にかかり又は負傷した者が退職する日にお

いて，障害共済年金の支給されない次表の障害の状態にあるときに支給される、というものです。 
 

障害の程度表（施行令別表第二） 

番号 障 害 の 状 態 

１ 
２ 
３ 
４ 
５ 
６ 
７ 
８ 
９ 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

両眼の視力が0.6以下に減じたもの 
一眼の視力が0.1以下に減じたもの 
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 
両眼により視野が２分の１以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの 
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの 
一耳の聴力が，耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの 
そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 
鼻を欠損し，その機能に著しい障害を残すもの 
脊柱の機能に障害を残すもの 
一上肢の三大関節のうち，一関節に著しい機能障害を残すもの 
一下肢の三大関節のうち，一関節に著しい機能障害を残すもの 
一下肢を３センチメートル以上短縮したもの 
長管状骨に著しい転位変形を残すもの 
一上肢の二指以上を失ったもの 
一上肢のひとさし指を失ったもの 
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16 
17 
18 
19 
20 
21 
 
22 

一上肢の三指以上の用を廃したもの 
ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの 
一上肢のおや指の用を廃したもの 
一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失つたもの 
一下肢の五趾の用を廃したもの 
前各号に掲げるもののほか，身体の機能に，労働が制限を受けるか，又は労働に制限を加えるこ

とを必要とする程度の障害を残すもの 
精神又は神経系統に，労働が制限を受けるか，又は労働に制限を加えることを必要とする程度の

障害を残すもの 

 
(11) 経過的職域加算額（共済年金、旧３階年金） 
  共済年金には、公務員制度の一環として、「職域年金部分の額」、いわゆる３階部分の年金が加算

されていましたが、厚生年金制度には、同様の加算がないため、平成27年9月30日以前の組合員

期間（過去に加入した他の地方公務員または国家公務員の期間を含む）を有する者に、経過措置と

して共済年金の職域年金部分の額に相当する額が支給されます。        
① 受給要件 
 （ｱ） １年以上の引き続く組合員期間があること。 
 （ｲ） 受給資格期間（組合員期間等）が10年以上あること。 
② 給付の特徴 
（ｱ）  被用者年金一元化前までの加入期間を算定の基礎として、職域部分のみの年金が発生しま

す。（一元化以後の加入期間は、算定の基礎とならない。） 
（ｲ）  既に退職共済年金が発生している場合は、当該年金は発生しません。 
（ｳ） 原則、改正前地共済法の適用を受けることとなります。（例外規定有） 

 
(12) 退職等年金給付（年金払い退職給付、新３階年金） 
   退職等年金給付は、職域年金部分の額に代わる新たな年金として、地方公務員の退職給付の一部

として設けられたもので、平成27年10月1日以後の組合員期間を有する者が支給の対象となりま

す。 
   「退職年金」、「公務障害年金」、「公務遺族年金」の３種類があります。 
① 退職年金 
 （ｱ） 受給要件 

１年以上の引き続く組合員期間を有する者が退職した後に65歳に達したとき（その者が組合    
員である場合を除く。）、又は65歳に達した日以後に退職したときに支給されます。 

（ｲ） 給付の特徴 
(1) 半分は有期年金（10年又は20年を選択）、半分は終身年金となっています。 
(2) 65歳以上の組合員の場合、退職時に決定請求をするようになります。 

 
② 公務障害年金 

  次のすべてに該当する場合、公務障害年金が支給されます。 

－ 143 －



- 143 - 
 

 受給要件 

(1) 公務により病気にかかり、又は負傷した者（当該病気又は負傷による傷病を「公務傷病」と

いう。以下同じ。） 

(2) 初診日（公務傷病について初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日をいう。以下同じ）に

おいて組合員であること。 

(3) 障害認定日（初診日から起算して1年6月を経過した日（その期間内にその公務傷病が治った

とき、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至ったときは、当該治った日又は

当該状態に至った日をいう。）に障害等級の1級から3級までに該当する障害状態にあるとき。 

 

③ 公務遺族年金 

   組合員又は組合員であった者が次のいずれかに該当する場合、その者の遺族に支給されるものです。 

   （ｱ） 受給要件 

(1) 組合員が、公務傷病により死亡したとき 

(2) 組合員であった者が、退職後に、組合員であった間に初診日がある公務傷病により当該初診

日から起算して５年を経過する日前に死亡したとき 

(3) 障害等級の１級又は２級に該当する障害の状態にある公務障害年金の受給権者が当該公務

障害年金の給付事由となった公務傷病により死亡したとき 

   （ｲ） 受給要件の特例 

    また、１年以上の引き続く組合員期間を有し、かつ、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合

算対象期間を合算した期間が25年以上である者が次のいずれかに該当する場合、その者の遺族に支

給されます。 

    (1) 組合員であった者が、退職後に組合員であった間に初診日がある公務傷病により死亡したと

き 

 (2) 障害等級に該当する障害の状態にある公務障害年金の受給権者が、当該公務障害年金の給付

事由となった公務傷病により死亡したとき 
  

(13) 在職中の者に対する年金（在職老齢年金）の計算方法 
    老齢厚生年金（特別支給・本来支給）を受給している者が在職中であれば、その者の現在の標準

報酬月額と過去1年間の標準賞与額及び年金の月額の合計額の状況により、年金が支給停止（一部

又は全部）される場合があります。 
また、一元化前は公務員年金（共済年金）と厚生年金では、停止計算方法や届出方法が異なって

いましたが、一元化後はすべての年金制度が厚生年金に合わせる方法に変更になりました。 
 

①  計算方法の変更点 
以下の（ｱ）から（ｴ）が大きな変更点となります。 

（ｱ）全ての年齢で同様の計算を行います（令和4年4月から） 
令和4年3月までの在職老齢年金制度の支給停止の基準額は、65 歳未満の場合は28 万円、

65歳以上の場合は47万円となっており、停止額の計算方法もそれぞれ異なっていました。 
この支給停止の基準額について、高齢期の就労を支援するなどの観点から、65歳未満も65

歳以上と同じ47万円（令和5年度は48万円）に緩和され、同じ計算方法となりました。 
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なお、共済年金の職域年金相当額（退職共済年金経過的職域も同じ。）については、組合員

の場合（国共済厚生年金被保険者（第2号厚生年金被保険者）又は地共済厚生年金被保険者（第

3号厚生年金被保険者）であるとき）は全額支給停止となり、組合員でない場合（一般厚生年

金被保険者（第1号厚生年金被保険者）又は私学共済厚生年金被保険者（第4号厚生年金被保

険者）であるとき）は全額支給となります。 
（ｲ）受給している全ての被用者年金を合算して停止計算します 

複数の公的年金を受給している場合、合算して停止の計算を行います。支給停止に該当する

場合は、それぞれの年金の支払額に応じて按分した額について、それぞれの年金で停止を行い

ます。 
（ｳ）加給年金額等も支給停止になります 

６５歳以上で支給停止対象額が全額停止の場合、一元化前は加給年金額が支給されていまし

たが、一元化後は加給年金額も停止となります。 
      ６５歳未満の障害・長期特例の定額部分及び加給年金額は、停止の有無に関わらず全額停止

となります。 
（ｴ）就職や離職に関する届出が不要になりました（一般厚生年金、私学共済厚生年金加入のみ） 

厚生年金保険については、就職及び離職に関する届出は不要となりました。ただし、国会議

員及び地方議会議員の方は「国会議員又は地方議会議員に係る老齢厚生年金在職支給停止（解

除）届」による届出が必要です。 
又、国家公務員共済組合連合会あるいは地方公務員等共済組合（公立学校共済組合を含む。）

の年金受給者の方が公立学校共済組合香川支部に加入したときは、「年金受給権者再就職届書」

の提出が必要です。 
 

    ② 在職一部支給となる額（在職老齢年金）の算出方法 
※ 計算の結果が全額停止（＝基本月額（合算）以上）となるときは、職域年金相当額、経過的

加算額を除き全額が停止されます。（加給年金額も停止されます。） 
      なお、老齢基礎年金は全額支給されます。 

 
（ｱ） 総報酬月額相当額（注1）と基本月額（注2）の合計額が48万円以下である場合 

支支給給年年金金月月額額 ＝基本月額   

     
（ｲ）  総報酬月額相当額と基本月額の合計が48万円を超える場合 

支支給給年年金金月月額額 ＝基本月額 －（総報酬月額相当額 ＋ 基本月額 － 48万円）×1/2 

（注1）総報酬月額相当額 
          標準報酬月額とその月から過去1年間の間に受けた標準賞与額の合計額を12で除した

額との合算額をいいます。 
（注2）基本月額 

        老齢厚生年金額から経過的加算額、加給年金額を除いた金額をいいます。 
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③   他の給付との調整 

      退職の日に次に該当する者は、障害一時金は支給されません。 
    (ｱ)  退職共済年金等の受給権者 
    (ｲ)  国民年金法、厚生年金保険法による年金給付の受給権者 
    (ｳ)  通勤災害の障害補償又はこれに相当する補償を受ける権利を有する者 
  

　　　　　在職中の者に対する（在職老齢年金）の一部支給停止（月額）

　　　　　　　　　　　　簡易早見表（令和５年度：年齢による区分なし）

　　

10万円 12万円 14万円 16万円 18万円 20万円 22万円

10万円

15万円

20万円

25万円

30万円 0.0万円 1.0万円 2.0万円

35万円 0.5万円 1.5万円 2.5万円 3.5万円 4.5万円

40万円 1.0万円 2.0万円 3.0万円 4.0万円 5.0万円 6.0万円 7.0万円

45万円 3.5万円 4.5万円 5.5万円 6.5万円 7.5万円 8.5万円 9.5万円

50万円 6.0万円 7.0万円 8.0万円 9.0万円 10.0万円 11.0万円 12.0万円

55万円 8.5万円 9.5万円 10.5万円 11.5万円 12.5万円 13.5万円 14.5万円

60万円 13.0万円 14.0万円 15.0万円 16.0万円 17.0万円

再
就
職
先
の
標
準
報
酬
月
額
＋

過
去
一
年
間
に
受
け
た
標
準
賞
与
÷
⒓

ただし、公立学校共済組合の組合員である間は、経過的職域加算額は全額支給停止となります。

【支給停止調整額は48万円】

老齢厚生年金（経過的職域加算・加給年金額除く）の年額÷１２

支給停止なし

全額支給停止
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(14)  遺族厚生年金 

   遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次のいずれかに該当する場合、その者の遺族

に支給されるものです。なお、遺族厚生年金を受けることができる遺族で、子のある配偶者又は子の

場合には、原則として遺族基礎年金も支給されます。 

   ① 受給要件 

    (ｱ)  被保険者が、死亡したとき（※） 

    (ｲ)  被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日があ

る傷病により当該初診日から起算して５年を経過する日前に死亡したとき（※） 

    (ｳ) 障害等級の１級又は２級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡した

とき 

    (ｴ) 老齢厚生年金の受給権者又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年

以上である者が、死亡したとき 

    ※(ｱ)、(ｲ)は国民年金の被保険者期間及び保険料納付等要件が問われる。 

 

   ②  遺族の条件 
      遺族厚生年金を受けることができる遺族については、遺族厚生年金の支給の趣旨に従って、「遺

族の範囲」、「年金を受ける順位」及び「失権事由」等が定められています。 
    (ｱ)  遺族の範囲 
       遺族とは、組合員又は組合員であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持してい

た次の者が該当します。 
      第1順位 配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）（夫の場合55歳以上※） 
       〃   子（18歳に達する日の属する年度末までの間にあって未婚の者又は20歳未満で

障害等級1級若しくは2級の障害状態にあって、かつ、婚姻していない者に限られ

ます。） 
      第2順位 父母（55歳以上※） 
      第3順位 孫（要件は「子」の場合と同じです。） 
      第4順位 祖父母（55歳以上※） 
           ※支給開始は60歳からになります。 
       この場合、組合員又は組合員であった者の死亡の当時、その者と生計を共にしていた者の

うち、恒常的な収入が将来にわたって年額850万円以上にならないと認められる者及びこれ

に準ずる者であることとなっています。 
 
      (a)  先順位者の遺族があるときは、後順位者の遺族には支給されません。 
      (b)  同順位の遺族が2人以上あるときには、等分して支給されます。 
       
    (ｲ)  遺族厚生年金の失権 
       遺族厚生年金の受給権者が、次のいずれかに該当したときは、その権利を失うことになり

ます。 
      (a)  死亡したとき 
      (b)  結婚したとき 
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      (c)  直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったとき 
      (d)  死亡した組合員であった者との親族関係が離縁によって終了したとき 
      (e)  子又は孫が18歳（障害のある者は20歳）に達する日の属する年度の末日を迎えたと

き。 
(f)  1級又は2級の障害の状態である子又は孫が、その状態でなくなったとき。 

      (g)  夫の死亡時に18歳未満の子がいない30歳未満の妻が、5年間遺族厚生年金を受給し

たとき。 
③ 経過的職域加算額（共済年金） 

    一元化前の組合員期間を有する者が、一元化以後に死亡した場合において、その者に遺族がある

ときは、当該遺族について、改正前地共済法等における遺族共済年金の職域加算額が支給されます。 

    具体的には、次のようなケースが支給対象となります。 

 

 
 
 
 
 

    
 
   ④  子のいない中高齢の妻に対する加算（中高齢寡婦加算） 
    (ｱ)  40歳以上65歳未満の妻に対する加算 
       遺族厚生年金を受けることができる妻が40歳以上65歳未満であり、かつ、18歳未満な

どの子がいないことにより国民年金法による遺族基礎年金を受けることができないときは、

中高齢寡婦加算が加算されます。        
    (ｲ)  65歳以上の妻に対する加算（経過的寡婦加算） 
        前記（ｱ）により中高齢寡婦加算の対象となった妻が65歳になると、自分の老齢基礎年金

を受けることができることとなりますので、この加算は打ち切られます。 
しかしながら、昭和31年4月1日以前に生まれた妻の場合には国民年金への加入期間が

短く、老齢基礎年金の額が低額となることがありますので、65歳以上になってもその者の受

ける年金の額が低下することがないように加算額の一部を引き続き加算（経過的寡婦加算）

することとされています。 
⑤ 遺族厚生年金の支給が停止される場合 

     遺族厚生年金は、その受給権者が次の事項に該当する場合には、その支給が停止されます。 
    (ｱ)  年齢による支給の停止 
       夫、父母又は祖父母が60歳未満であるとき（若年停止）。 
    (ｲ)  同順位者である配偶者と子の間の支給停止 
     (a) 子に対する遺族厚生年金は、同順位者である配偶者が遺族厚生年金を受けることができる

とき、その支給を停止することとされています。 

新３階／遺族一時金（Ｂ）

未裁定の経過的職域加算額（Ａ）

２階・遺族厚生年金（Ａ＋Ｂ）

Ａ Ｂ

死亡退職

H27.10
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     (b) 配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者が若年停止等の事由で遺族厚生年金を受ける

ことができない場合で、かつ、同順位者である子が当該遺族厚生年金を受けることができる

とき、その支給を停止することとされています。 
   ⑥  提出書類 
    (ｱ) 年金請求書（国民年金・厚生年金保険遺族給付）（様式第105号） 

(ｲ) 年金請求書（国民年金・厚生年金保険遺族給付）（別紙・様式第106号） 
   ※同順位の遺族がいる場合。 

    (ｳ)  戸籍謄本（元組合員の死亡の事実及び請求者との続柄が分かるもの） 
    (ｴ)  請求者のマイナンバーカード（又は個人番号通知カード）の写し 
       ※個人番号通知カードの写しを提出するときは、併せて本人確認書類が必要です。 
       （免許証の写し、パスポートの写し等） 
    (ｵ)  年金受給選択申出書（併給調整の対象となる年金を受給している者） 
    (ｶ)  一時金額等の受給申立書（過去に退職一時金の支給を受けている者） 
    (ｷ)  履歴書 

 (15) 遺族一時金 

    １年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した場合に、死亡時の給付算定基礎額の２分の

１に相当する金額 （注１）～（注３） が、遺族に支給されます。 

   （注１）組合員期間が10年未満の待機者が死亡した場合は、給付算定基礎額に２分の１を乗じて

得た額の２分の１に相当する金額 
（注２）退職年金の受給権者が死亡した場合は、有期退職年金の支給期間から有期退職年金の給付

事由が生じた月から死亡月までの経過期間を控除した残期間に応じた額 

（注３）退職年金の受給権者であり、かつ、組合員である場合は、その者が死亡した日において

退職をしたものとした場合における有機退職年金算定基礎額に相当する額 
 (16) 遺族基礎年金 
   ① 受給資格 
      国民年金の被保険者又は老齢基礎年金の受給権者などが死亡したとき（被保険者の死亡につい

ては、死亡した日の属する月前に死亡した者の保険料納付済期間が、加入期間の3分の2以上

であることが必要です。）に支給されます。 
     その場合、死亡した者によって生計を維持していた18歳未満の子のある配偶者又は18歳未満

の子に支給されます。 
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②  遺族基礎年金の額 
遺族基礎年金の額は、定額で次のとおりです。（令和５年度水準） 

     (ｱ) 配偶者の受ける遺族基礎年金の額 
区  分 基 本 額 加  算  額 合     計 

子が1人いる場合 795,000円 228,700円 1,023,700円 
子が2人いる場合 795,000円 457,400円 1,252,400円 
子が3人いる場合 795,000円 457,400円＋76,200円 1,328,600円 

          ※ 子が4人以上いる場合は、子が3人いる場合の額に子1人につき76,200円が加算され

ます。 
     (ｲ) 子の受ける遺族基礎年金の額 

区  分 基 本 額 加  算  額 合計 1人当りの額 
1人のとき 795,000円  795,000円 795,000円 
2人のとき 795,000円 228,700円 1,023,700円 511,850円 
3人のとき 795,000円 228,700円＋76,200円 1,099,900円 366,633円 

          ※ 子が4人以上いる場合は、子が3人いる場合の額に子1人につき76,200円を加算した

額を人数で等分した額となります。 
 (17)  既給一時金の返還 

旧制度では、過去に退職一時金等の支給を受けた者が、年金を受ける権利を取得した場合は、年

金額を算定する際に一定率を基準として算定した額を控除し、その控除後の額をもって年金額とし

て決定されていました。 
        新制度では、その者が退職共済（老齢厚生）年金又は障害共済（障害厚生）年金の受給権を得た

とき、原則として、その支給を受けた退職一時金等の額に一定の利子を付した額を一括又は分割で

返還する方法がとられます。 
① 返還額 

         過去に受けた一時金等の額 ＋ 利子（※） 
         ※利子は、一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から、退職共済年金等を受ける権利を有

することとなった日の属する月までの期間に応じて、次表に掲げる区分及び利率に応じて複利

計算により算定されます。 
期 間 利率（％／年） 

平成13年３月までの期間 ５．５ 
平成13年４月から平成17年３月までの期間 ４．０ 
平成17年４月から平成18年３月までの期間 １．６ 
平成18年４月から平成19年３月までの期間 ２．３ 
平成19年４月から平成20年３月までの期間 ２．６ 
平成20年４月から平成21年３月までの期間 ３．０ 
平成21年４月から平成22年３月までの期間 ３．２ 
平成22年４月から平成23年３月までの期間 １．８ 
平成23年４月から平成24年３月までの期間 １．９ 
平成24年４月から平成25年３月までの期間 ２．０ 
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平成25年４月から平成26年３月までの期間 ２．２ 
平成26年４月から平成27年３月までの期間 ２．６ 
平成27年４月から平成28年３月までの期間 １．７ 
平成28年４月から平成29年３月までの期間 ２．０ 
平成29年４月から平成30年３月までの期間 ２．４ 
平成30年４月から平成31年３月までの期間 ２．８ 
平成31年４月から令和２年３月までの期間 ３．１ 
令和２年４月から令和３年３月までの期間 ３．４ 
令和３年４月から令和４年３月までの期間 ３．７ 
令和４年４月から令和５年３月までの期間 ３．９ 
令和５年４月から令和６年３月までの期間 ４．１ 
令和６年４月以後の期間 ４．２ 

 
② 返還方法 

         年金受給権が発生した翌月から1年以内に一括又は分割して返還することになります。分割

返還を希望する者は、定期支給月ごとの支給額の１/２の範囲内で順次返還額に達するまで年金

から控除されます。 
(18)  雇用保険法との調整 
  65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法による失業給付（基本手当）を受給している間

は、老齢厚生年金は支給が停止されます。 
 

(19)  年金の併給調整 
    老齢厚生年金等の受給権者などが，複数の地方公務員等共済組合法に基づく年金又は他の法律に

基づく年金を受けることができる場合は、原則としていずれか一つの年金を選択し、他の年金は支

給が停止されます。 
    また、この年金の選択替えは、将来に向かっていつでも行うことができます。 
    ただし、次のような組み合わせの場合は、それらの年金を同時に受給することができます。 

④ 老齢厚生年金などと基礎年金の併給 
     老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の受給権者は、それぞれ、原則としてこれらと

併せて国年法による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金を受給することができます。 
(ｱ)  老齢厚生年金と老齢基礎年金    

老 齢 厚 生 年 金 
老 齢 基 礎 年 金 

(ｲ) 同一の給付事由に基づく障害厚生年金と障害基礎年金 
障 害 厚 生 年 金 

障 害 基 礎 年 金 
(ｳ) 同一の給付事由に基づく遺族厚生年金と遺族基礎年金 

同一の給付事由 
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遺 族 厚 生 年 金 

遺 族 基 礎 年 金 
(ｴ) 遺族厚生年金と遺族基礎年金又は老齢基礎年金 

       (ｳ)の場合において、遺族厚生年金の受給権者が65歳に達している場合は、自分の老齢基礎

年金を受け取ることができるので、遺族厚生年金の給付事由と同一の給付事由に基づく遺族

基礎年金か自分の老齢基礎年金のどちらかを受給することができます。 
遺 族 厚 生 年 金 
遺族基礎年金又は老齢基礎年金 

 
② 二つ以上の種別の老齢厚生年金などとの併給 

     地方公務員共済組合の組合員であった期間と厚生年金保険の被保険者などの期間を有していた 
者は、それぞれの期間に応じた老齢厚生年金を受けることができます。 
(ｱ) 退職共済年金と老齢厚生年金など 

老齢厚生年金（共済） 老齢厚生年金（一般） 
老 齢 基 礎 年 金 

     （注）私立学校教職員共済法及び農林漁業団体職員共済組合法による退職共済年金についても

同様です。 
 

③  遺族給付と退職給付との併給 
     遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権を有することとなった場合、遺族厚生年金の２/３に相当

する額の年金と老齢厚生年金の１/２に相当する額の年金が併給できます。 
     また、遺族厚生年金と退職共済年金の併給についても同様に取り扱われます。 

(ｱ) 遺族厚生年金と老齢厚生年金 
       受給権者が65歳に達しているとき、自分の老齢厚生年金を全額受給し、今までの制度で選

択できる年金額よりも少ない場合は、その差額分を遺族厚生年金として受けることができます。 

遺族厚生年金の2/3 + 老齢厚生年金の1/2 
 前制度との差額分の 

遺族厚生年金 
+ 老齢厚生年金全額 

  老齢基礎年金   老齢基礎年金 
       ※平成19年3月31日までに事由が発生した遺族共済年金を受給している65歳以上の方には適

用されません。 
 

同一の給付事由 
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全
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２
．
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止

　
　
　

　
　

　
　

　
　

３
．

職
域
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み

支
給

 
4
.
 
6
5
歳

ま
で

は
、
全

額
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止
　

6
5
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か
ら

は
1
/
2
支
給

 
5
.
 
6
5
歳

ま
で

は
、
全

額
停

止
　

6
5
歳

か
ら

は
、

全
額

支
給

 
6
.
 
6
5
歳

ま
で

は
、
職

域
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分
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み
支

給
　

 
6
5
歳

か
ら
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、
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額
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給
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9
9
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.
 
法

第
9
9
条

第
1
項

第
4
号

（
長

期
要

件
）

に
該

当
す

る
場

合
は
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の
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は
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停
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9
.
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の
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合
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額
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異

事
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の
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合
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給

1
0
.
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一
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由
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合
は

全
額

支
給

　
異

事
由

の
場

合
は
全

額
停

止

1
2
.
 
6
5
歳
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で

は
、
全

額
支

給
停

止
。

6
5
歳

か
ら

は
、

遺
族

共
済
年

金
と

退
職

共
済

年
金

を
併

給
す

る
こ

と
が

で
き

る
が

、

(
注

１
)
　
大
正

1
5
年

４
月

２
日

か
ら
昭

和
６
年

４
月

１
日
ま
で
の
間

に
生
ま
れ

た
者

で
、

 
 
　

遺
族

共
済

年
金
は

退
職

共
済

年
金

の
相

当
額

が
支

給
停

止
と
な

る
。

（
注

２
）

被
用

者
年

金
各

法
の
老

齢
年

金
、
退

職
年
金

又
は

減
額

退
職

年
金

の
受

給
権

を
有

す
る

1
2
※

6
5
歳

ま
で

は
、
職

域
部

分
の

み
支

給
。

6
5
歳

か
ら

は
、

遺
族
共

済
年

金
と

退
職

共
済

年
金

を
併

給
す

る
こ

と
が

で
き

る
が

、

退
職

共
済

年
金

受
給

権
者
は

、
大

正
1
5
年

４
月

１
日

以
前

に
生

ま
れ

た
退

職
年

金
受
給

権
者

 
 
　

遺
族

共
済

年
金
は

退
職

共
済

年
金

の
相

当
額

が
支

給
停

止
と
な

る
。

（
注

２
）

と
み
な
し
て
、
こ
の
表
を
適

用
す
る
こ
と
。

1
2 ※

併
給

調
整

早
見

表
１

〔
平

成
1
9
年

４
月

か
ら

〕

区
分

甲
年

金

新

地
共

・
国

共
共

済
年

金

退
職

共
済

年
金

Ｔ 1
5
.4
.1

以
前
生

(注
１
)

Ｔ 1
5
.4
.2

以
降
生

退
職
共

済
年
金

Ｔ 1
5
.4
.1

以
前
生

Ｔ
(注

１
)

1
5
.4
.2
以

降
生

障
害

共
済

年
金

遺
族

共
済

年
金

退
職

年
金

減
額

退
職

年
金

通
算

退
職

年
金

障
害

年
金

遺
族

年
金

通
算

遺
族

年
金

旧
新

旧

私
学

・
旧

農
林

共
済

年
金

障 害 共 済 年 金

遺 族 共 済 年 金

通 算 退 職 年 金

減 額 退 職 年 金

退 職 年 金

障 害 年 金

遺 族 年 金 等

退
職

共
済

年
金

乙 年 金

１

１

１

１

１

１

１

１ １

１

１

１
１

１

１

１

１

１

１

１

２

２
２

２

２

２
２

２

２
２

２
２

２

２

２

２

１

１

２

２

４

２

２

２

２

２

２

２

２

４

２

２

２

２

1
2

1
2

２

４

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

1
2

1
2

２

２

２

２

４

２

２

２

・・

・・

甲
年

金
を
選

択
し
た
場

合
の
乙

年
金
の
取

扱
い

乙
年

金
を
選

択
し
た
場

合
の
甲

年
金

の
取

扱
い

Ｔ 1
5
.4
.1

以
前
生

(注
１
)

Ｔ 1
5
.4
.2

以
降
生

障 害 共 済 年 金

遺 族 共 済 年 金

障 害 年 金

遺 族 年 金 等

通 算 退 職 年 金

減 額 退 職 年 金

退 職 年 金

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

３

４

３

３

３

３

２

３

２

３

２

３

２

３

２

３

２

３

３

３

３

３

３

３

２

３

２

３

４

７

７

３

４

２

３

４

３

２

３

２

３

２

３

２

３

２

３

２

３

1
2

※

1
2
※

1
2
※

３

３

表
の
見

方

（
注

２
）

遺
族

共
済

年
金

又
は

他
の

法
律
に

基
づ

く
遺

族
共

済
年

金
若

し
く

は
遺

族
厚

生
年

金
（

そ
の

受
給
権

者
が

昭
和

1
7
年

４
月

１
日

以
前
に

生
ま

れ
た

も
の

に
限
る

。
）

の
受

給
権

が
平

成
1
9
年

４
月

１
日
前

に
発

生
し

た
と

き
は
、

平
成

1
9
年

3
月

以
前

の
取

扱
い
に

よ
る

。
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 1
. 
全
額

支
給
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

２
．
全
額
支

給
停
止
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
３
．
職

域
部
分
の
み

支
給

 4
. 
65
歳

ま
で
は
、

全
額
停
止

　
65
歳
か

ら
は
1/
2支

給
 5
. 
65
歳

ま
で
は
、

全
額
停
止

　
65
歳
か

ら
は
、
全
額

支
給

 6
. 
65
歳

ま
で
は
、

職
域
部
分

の
み
支
給

　
 6
5歳

か
ら
は
、
全

額
支
給

 7
. 
法
第

99
条
第
1項

第
4号

（
長
期
要
件

）
に
該
当
す

る
場
合
は

全
額
支
給

　
そ
の
他

の
場
合
は

職
域
部
分
の

み
支
給

 8
. 
法
第
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条
第
1項

第
4号

（
長
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件

）
に
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す

る
場
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は

全
額
支
給

　
そ
の
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場
合
は

全
額
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止

 9
. 
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額
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み
支
給

10
. 
同
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給
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事

由
の
場
合
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全
額
支
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事
由

の
場
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全
額
停
止

11
. 
給
付

事
由
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務
上
の
場

合
は
、
職

務
上
相
当
額

を
支
給
  

そ
の
他
の

場
合
は
全

額
停
止

12
. 
65
歳

ま
で
は
、

全
額
支
給

停
止
。
65

歳
か
ら
は
、

遺
族
共
済

年
金
と
退

職
共
済
年

金
を
併
給

す
る
こ
と
が

で
き
る
が

、

  
　
遺
族

共
済
年
金

は
退
職
共

済
年
金
の

相
当
額
が
支

給
停
止
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な
る
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注
２
）

12
※
65
歳

ま
で
は
、

職
域
部
分

の
み
支
給
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65
歳
か
ら

は
、
遺
族

共
済
年
金
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退
職
共
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年
金
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併
給
す
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と
が
で
き

る
が
、

(
注

１
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大

正
15
年
４
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２
日
か
ら

昭
和
６
年

４
月
１
日

ま
で
の
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に
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た
者
で
、

  
　
遺
族
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は
退
職
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済
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が
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な
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２
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退
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年
金
又
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退
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金
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権
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す
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退
職

共
済
年
金

受
給
権
者
は

、
大
正
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年
４
月
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日
以
前
に
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ま
れ
た

退
職
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金
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給
権
者

と
み
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し
て
、
こ
の
表
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用
す
る
こ
と
。

＊
　
昭
和

16
年
４
月

１
日
以
前

に
生
ま
れ

た
者
が
繰
上

げ
支
給
の

老
齢
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礎

年
金
を
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給
し
た
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合
は
、
65
歳

ま
で
は
退

  
職
共
済

年
金
が
全

額
停
止
と

な
る
。

☆
　
65
歳

か
ら
は
、

両
年
金
は

併
給
で
き

る
が
退
職
共

済
年
金
の

子
に
対
す

る
加
給
年

金
額
及
び

遺
族
共
済
年

金
の
経
過

的
寡
婦
加

算
額
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支

給
停

止
と

な
る
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併
給

調
整

早
見

表
２

〔
平

成
1
9

年
４

月
か

ら
〕

区
分

新

厚
生

年
金

退
職

共
済
年

金

Ｔ 1
5
.4
.1

以
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生

Ｔ
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１
)

1
5
.4
.2

以
降

生

障
害

共
済

年
金

遺
族

共
済

年
金

退
職

年
金

減
額

退
職

年
金

通
算

退
職

年
金

障
害

年
金

遺
族

年
金

通
算

遺
族

年
金

旧
新

旧
旧

船
員

保
険

甲
年

金

障 害 厚 生 年 金

遺 族 厚 生 年 金

障 害 年 金

乙 年 金

１

１

１

１

３

２

１

１ １

１

２

２
１

１

１

１

１

１

２

２

１

２
１

２

２

２

２

２

２

２

１

１

４

２

１

１

１

１

１

１

３

２

３

２

３

４

７

８

３

２

１

１

３

２

３

２

３

２

３

２

３

２

３

２

１

１

３

２

４

２

・・

・・

甲
年
金
を
選
択
し
た
場
合

の
乙
年
金
の
取
扱

い

乙
年
金
を
選
択

し
た
場
合
の
甲
年
金

の
取
扱
い

遺 族 年 金 等

１

１

２

２

１ ＊

１
＊

１

１

１

１

１

１

２

２

１

１

２

２

２

２

１

１

５

５

２

２

３

1
1

６ ☆

５
☆

３

２

３

２

９

1
0

３

２

３

２

３

1
1

３

1
1

９

1
0

６ ☆

５
☆

６

５

１

１

１

１

１

１

新
船

員
保

険

老 齢 厚 生 年 金

老 齢 年 金 等

遺 族 年 金 等

（ 職 務 上 ）

障 害 年 金

国
民

年
金

（ 職 務 上 ）

遺 族 年 金

老 齢 年 金 等

障 害 年 金

障 害 基 礎 年 金

遺 族 基 礎 年 金

障 害 年 金

老 齢 基 礎 年 金

老 齢 年 金 等

２

２

１

１

１

１

１

１

３

２

1
2

※

1
2

1
2

※

1
2

１

１

１

１

１

１

１

１

２

２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

３

４

１

１

１

１

３

1
1

３

1
1

３

1
1

１

１

１

１

１

１

２

２

２

２

２

２

２

２

６

５
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(20)  年金と税金 
老齢（退職）を給付事由とする年金は、所得税法上、雑所得として課税され、年金の支給の都度、

所得税が源泉徴収されます。 
これにより、退職前給与、生命保険料控除、社会保険料控除等については、年金を受給した翌年

の2月中旬から3月中旬までにご自分で行う「確定申告」により税額の調整を行うことになりま

す。 
(21)  退職届書 

老齢厚生年金の受給資格のない者が退職したときには、その者の被保険者期間に対する将来の老

齢厚生年金の給付を円滑に行うため、次の書類を提出することになっています。 
(ｱ)  退職届書 
(ｲ)  履歴書 
上記の書類を提出すると、共済組合本部から「待機者となられた方へ」のリーフレット等が、

送付されます。 
受給権が発生した時点で、他の公的年金加入と合算して10年以上あれば老齢厚生年金を請求

することができます。 
(22)  国民年金制度 

従来自営業者のみに適用されていた国民年金制度が、昭和61年4月1日からは地方公務員共済

組合の組合員や厚生年金保険の被保険者などとこれらの者の被扶養配偶者にも適用されることと

なり、国民年金制度は、全国民に共通の基礎年金を支給する制度となりました。 
     ① 国民年金の被保険者の範囲（国年法第7条） 
     (ｱ) 強制加入とされている者 
        国年法では、次に掲げる者は強制加入の被保険者とされています。 
      (a) 第1号被保険者 
        日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者 
        ただし、被用者年金（共済年金，厚生年金）制度の退職（老齢）年金の受給権者は適用除

外とされています。 
      (b) 第2号被保険者 
        被用者年金制度の被保険者 
        被用者年金制度の場合は、65歳以上でも被保険者とされていますが、国民年金第2号被

保険者の資格は65歳で喪失します。 
      (c) 第3号被保険者 
        第2号被保険者の被扶養配偶者であって20歳以上60歳未満の者 
        被扶養配偶者とは、短期給付制度の被扶養者に該当する配偶者のことです。 
     (ｲ) 任意加入が認められる者（国年法附則第5条） 
        次に掲げる者は共済加入の対象からは除かれていますが、申出により第1号被保険者とし

て国民年金に任意加入することができます。 
      (a) 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者であって被用者年金制度の退職（老齢）

年金の受給権者 
      (b) 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の者 
      (c) 日本国内に住所のない20歳以上60歳未満の日本国民 
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    ② 基礎年金の保険料（国年法第87条） 
     基礎年金の給付に要する費用は、毎年度の基礎年金の給付に要する費用を、原則として各制度が 

国民年金の加入者数（被用者年金制度にあっては，被保険者数又は組合員数及びその被扶養配偶者 
数）に応じて按分して負担することとされています。 

    この場合、第1号被保険者である自営業者などは，加入者一人一人が国民年金の保険料を支払う

こととなりますが、第2号被保険者である被用者年金制度の被保険者又は組合員と第3号被保険者

であるその被扶養配偶者についての基礎年金に係る負担分は，被保険者又は組合員の掛金と事業主

の負担金の中で賄い、各制度が拠出金という形で負担することとなっていますので、従前の任意加

入制度のように被扶養配偶者が個々に国民年金の保険料を支払う必要はありません。 
(23)  基礎年金番号 

平成9年1月から基礎年金番号を用いた年金の記録管理が行われることとなり、公立学校共済組

合をはじめとする地方公務員共済組合の組合員についても，「基礎年金番号通知書」を配布していま

す。      
この「基礎年金番号通知書」は，将来の老齢厚生年金等の請求及び国民年金第3号被保険者の資

格取得手続き等、さまざまな年金関連の手続きにおいて必要となりますので、大切に保管してくだ

さい。 
なお、初めて公的年金制度に加入された方（20歳未満）及び公立学校共済組合加入中に氏名が変

更された方については、後日共済組合本部から「基礎年金番号通知書」が送付されます。 
また、厚生年金（第1号被保険者）及び国民年金の加入歴のある方については、最初に被保険者

となった時に年金手帳が交付されています。（令和4年4月に年金手帳は廃止となりました。） 
「基礎年金番号通知書」」を紛失した場合の再発行申請先は、最寄りの年金事務所になります。

申請に係る「基礎年金番号通知書再交付申請書」の様式については、香川支部のホームページから

ダウンロードできます。 
※組合員の基礎年金番号について、電話での問い合わせには答えられないことになっています。 

(24)  老齢厚生年金額等の試算 
老齢厚生年金額の試算の希望がある場合は、「年金額試算依頼書」を、香川支部年金担当まで提出

してください。様式は、香川支部のホームページからダウンロードできます。 
なお、取扱いについては次のとおりとします。 

①  老齢厚生年金額の試算は、原則として年齢が55歳以上で被保険者期間が10年以上あり、か

つ試算時点から3年以内の退職を予定していること。 
    ② 障害厚生年金額、遺族厚生年金額の試算については、当該支給事由が将来発生すると、香川支

部年金担当が認める場合についてのみ行うものであること。 
       ※ ①、②以外の方法で試算を希望する方は、事前に香川支部年金担当までご連絡ください。 
 

 
【【  履履歴歴書書のの作作成成方方法法ににつついいてて  】】  

老齢厚生年金等の請求書、退職届書及び転出届書に添付する履歴書の作成は，次のとおりとしま

す。 
① 県費職員 
(ｱ) 所属所で保管する履歴書を１部複写（Ａ４版）する。 
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(ｲ) 複写した履歴書に最終事項（※）を必ず記入する。 

  ※記入例 

○ 勧奨又は自己都合退職の場合 

  →事務局職員、県立学校事務職員 「辞職を承認する」 

小・中教職員、県立学校教員 「願いにより本職を免ずる」 

   ○ 定年退職の場合 

    →「地方公務員法第28条の２第１項の規定により定年退職」 

(ｳ) 任命権者の証明印は必要ありません。 

(ｴ) 退職手当の提出用とは別に1部ご用意ください。 

  ② 市町費職員(市町役場担当者へ依頼してください。) 

    (ｱ) 市町で保管する履歴書を１部複写（Ａ４版）する。 

    (ｲ) 複写した履歴書に最終事項（※）を必ず記入する。 

※記入例 

○ 勧奨又は自己都合退職の場合 

 →「辞職を承認する」「願いにより本職を免ずる」 

  ○ 定年退職の場合 

   →「地方公務員法第28条の２第１項の規定により定年退職」 

    (ｳ) 任命権者の証明印は必要ありません。 

    (ｴ) その他 

      (a) 年月日、発令事項、発令庁欄は、任命、転任、昇格、給与改定、期末・勤勉手当、休職、

復職、停職、退職等を、順をおって明瞭に、もれなく記入されているか確認してください。 

      (b) 期末・勤勉手当は、平成15年４月以降の額を全て記入してください。 

      (c) 講師の発令がある場合は、常勤、非常勤が確認できるよう記載されているか確認してく

ださい。 

 

(25)  離婚時の年金分割について 
離婚時の年金分割制度は、離婚する当事者それぞれの婚姻期間中における老齢給付（厚生年金等）

の計算の基礎となる標準報酬を分割し、それぞれの自分の年金の基礎期間に算入することができる

制度です。 
   ① 分割方法について 
     (ｱ) 合意分割制度 
      合意分割制度とは、次の条件すべてに該当した場合に、当事者双方からの請求により厚生年

金等の保険料納付記録（標準報酬）を分割できる制度です。この制度により分割される記録は、

婚姻期間中の当事者双方の保険料納付記録に限られます。 
      (a) 平成19年4月1日以降に離婚している、または事実婚関係を解消(※)している。 
      (b)  当事者双方の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めている。 
      (c)  請求期限（離婚をした日の翌日から2年）を経過していない。 
       (※)事実婚関係の解消による合意分割は、平成19年4月1日以後に事実婚関係を解消した

と認められ、その事実婚関係にあった間に、当事者の一方が国民年金の第3号被保険者で

あった場合に限られます。 
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   (ｲ) 3号分割制度 
3号分割制度は、次の条件すべてに該当した場合に、国民年金第3号被保険者(※)であった

方からの請求により、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度です。この制度

により分割される記録は、平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間中の記録に

限られます。 
     (a) 平成20年5月1日以後に離婚している、または事実婚関係を解消している。 
      (b) 平成20年4月1日以後に、当事者の一方に国民年金第3号被保険者期間がある。 
      (c) 請求期限(離婚をした日の翌日から2年)を経過していない。 
      (※)国民年金第3号被保険者とは、厚生年金被保険者、共済組合の組合員の被扶養配偶者で、

20歳以上60歳未満の者を言います。 
   ② 分割後の保険料納付記録について 
    (ｱ) 分割をした方 
      ご自身の保険料納付記録から、相手方に分割分を提供した残りの記録で年金額が計算されま

す。 
    (ｲ) 分割を受けた方 
      ご自身の保険料納付記録と相手方から分割分を受けた記録で、年金額が計算されます。 
 
    離婚時の年金分割制度は、離婚する当事者それぞれが婚姻期間中の標準報酬を分割するものであ

り、「「年年金金額額」」をを分分割割すするるももののででははあありりまませせんん。。 
また、分割後の標準報酬は、分分割割のの請請求求をを行行っったた日日以以後後、、将将来来にに向向かかっっててののみみそそのの効効力力をを有有すするる

こととされています。よって、請求時点ですでに年金受給者となっている場合は、請求年月日の翌

月分から改定されます。 
ただし、支給開始年齢に到達していない方の場合、分割後直ちに受給できるわけではありません

のでご注意ください。 
 

 

    (ｳ) 按分割合とは 
      年金分割の対象となる当事者双方の標準報酬合計額のうち、年金分割をした後に分割分を受

ける方（第2号改定者）の持分を表したものです。 

標標準準報報酬酬 年年金金のの受受給給

婚姻 離婚 妻の受給開始年齢 夫死亡 妻死亡夫の受給開始年齢

△

分割された分を除いた標準報酬を
もとに算定した老齢給付の額

分割された分を含めた標準報酬を
もとに算定した老齢給付の額

▲ △ ▲

妻死亡まで支給

▲ ▲

婚姻期間中の
標準報酬の一部

妻自身の標準報酬

期間

夫

妻
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      按分割合の上限は50％となっており、第2号改定者の持分が減らないように、また、第2
号改定者の持分が第1号改定者の持分を超えないように決めなければなりません。 

 
 

年金分割の手続きは、請求期限（離婚をした日の翌日から2年）を経過すると、請求することがで

きなくなります。また、既に離婚等が成立し、相手方が死亡した日から起算して１か月を経過する

と請求することができなくなります。 

      分割の請求手続きの請求期限については前述のとおりですが、按分割合の最終的な決定が裁

判にゆだねられた場合、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過した日以後に裁判の決着

がついたという事情が想定されます。 
      このような場合については、それぞれ次に掲げる場合に該当した日の翌日から起算して1月

を経過するまでに請求することができます。 
      (a) 本来の請求期限を経過する日前に按分割合を定める審判の申立てをした場合であって、

本来の請求期限が経過した日以後に、または本来の請求期限を経過する日前1月以内に按

分割合を定めるための調停審判が成立したとき。 
      (b)  本来の請求期限を経過する日前に按分割合を定める調停の申立てをした場合であって、

本来の請求期限が経過した日以後に、または本来の請求期限を経過する日1月以内に、按

分割合を定めるための調停が成立したとき。 
      (c)  離婚の成立と同時に按分割合を定める（附帯処分）申立てをした場合であって、本来

の請求期限が経過した日以後に、または本来の請求期限を経過する日前1月以内に、按分

割合を定めた判決が確定したとき。 
      (d)  離婚の成立と同時に按分割合を定める（附帯処分）申立てをした場合であって、本来

の請求期限が経過した日以後に、または本来の請求期限を経過する日前1月以内に、按分

割合を定める和解が成立したとき。 
       ※離婚が成立し、分割のための合意または裁判手続きによる按分割合を決定した後、分割

手続き前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から1か月以内に当事者の他方から

請求があったときに限り、分割請求が認められます。 
 
 【参考】年金分割までの流れ 

 
  ◎年金分割は、情報通知書を受け按分割合を定めたとしても、年金事務所等に年金分割の請求手続き

をしないと標準報酬は変更されません。 
  

５０％ ▲ ▲

上限（５０％以下） 下限（２５％）

【分割前】

【分割後】

第１号改定者 第２号改定者

第１号改定者 按分割合の範囲 第２号改定者

２５％７５％

情報通知書の

請求手続き

「年金分割のための

情報通知書」の

受け取り

按分割合の決定
・ 公正証書等の作成

・ 家庭裁判所における

審判、調停又は訴訟

年金分割の

請求手続き

「標準報酬改定通知

書」の受け取り
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   ③ 情報通知書の請求手続き 
    ● 情報通知書の請求は、離婚の前でも後でも行うことができます。 
     「年金分割のための情報提供請求書」に、以下の書類を添えて公立学校共済組合本部、支部ま

たはお近くの年金事務所等に提出してください。 
    (ｱ) 請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書（郵送の場合は写しでも可） 
    (ｲ) 婚姻期間等を明らかにできる書類（戸籍謄本、それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書

またはそれぞれの戸籍の個人事項証明書のいずれかの書類） 
    (ｳ) 事実婚関係にある期間の情報通知書を請求する場合は、その事実を明らかにできる書類（住

民票等） 
    ● 情報提供の内容については、当事者間の合意が前提となるものであり、当事者双方が確認し、

了解したものである必要があることから、婚姻関係が終了している方について、当事者一方か

ら請求が行われた場合には、情情報報提提供供のの請請求求がが行行わわれれたたここととやや情情報報提提供供のの内内容容をを請請求求ししてていいなな

いい他他方方にに対対ししててももおお知知ららせせすするるここととととさされれてていいまますす。。 
    ● 離婚が成立しておらず（事実上婚姻関係と同様の事情にある方については、当該事情が解消

しておらず），まだ婚姻関係にあると認められる方が単独で請求する場合は、標準報酬改定請

求につながることが確実ではなく、婚姻関係が継続している両当事者の関係への影響にも配慮

して、請請求求ししたた当当事事者者ににののみみ情情報報をを提提供供しし、、請請求求ししてていいなないい他他方方にに対対ししててははおお知知ららせせししなないいここ

ととととさされれてていいまますす。。この場合、婚姻関係が終了していないため、分割の対象となる対象期間が

決定していませんので、情報提供の請求があった日時点の情報を便宜上提供することとされて

います。 
   ④ 合意分割の請求手続き 
    ● 合意分割の請求は、離婚をした後に「標準報酬改定請求書」に以下の書類を添えて公立学校

共済組合本部、各支部またはお近くの年金事務所等に提出してください。 
    (ｱ) 請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書（郵送の場合は写しでも可）    

 (ｲ) 婚姻期間等を明らかにできる書類（戸籍謄本、それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書 
またはそれぞれの戸籍の個人事項証明書のいずれかの書類） 

    (ｳ) 請求日前1か月以内に作成された、当事者双方の生存を証明できる書類（戸籍謄本、それぞ

れの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書またはそれぞれの戸籍の個人事項証明書または住民票

のいずれかの書類） 
(ｴ) 事実婚関係にある期間の合意分割を請求する場合は、その事実を明らかにできる書類（住民

票等） 
(ｵ) 年金分割を明らかにできる書類（以下の書類のいずれか１つ） 
  (a) 話し合いにより、年金分割の割合を定めたとき 
   ・年金分割することおよび按分割合について合意している旨を記入し，自らが署名した書

類（様式は公立学校共済組合本部、支部または年金事務所等に備えてありますが、年金分

割請求時に当時者双方がそろって、または当事者双方それぞれの代理人が当共済組合また

は年金事務所等に直接持参する必要があります） 
    ・公正証書の謄本もしくは抄録謄本 
    ・公証人の認証を受けた私署証書 
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      (b) 裁判所による手続きにより、年金分割の割合を定めたとき 
       ・審判（判決）の場合･･･審判（判決）書の謄本または抄本および確定証明書 
       ・調停（和解）の場合･･･調停（和解）調書の謄本または抄本 

(ｶ) 当事者双方またはそれぞれの代理人を確認できる書類（運転免許証、パスポート、顔写真付

きの住民基本台帳カード、印鑑および印鑑にかかる印鑑登録証明書のいずれかの書類） 
  ※代理人の場合は、代理人にかかる上記の書類のほかに、委任状（年金分割の合意書請求用）

の「ご本人（委任をする方）」欄に捺印した印鑑にかかる印鑑登録証明書が必要です。 

    ● 合意分割の対象期間に、３号分割の対象となる期間が含まれているときは、合意分割を請求

した時点で３号分割の請求があったものとみなします。 
   ⑤ ３号分割の請求手続き 
    ● ３号分割の請求は、離婚をした後に「標準報酬改定請求書」に以下の書類を添えて公立学校

共済組合本部、支部またはお近くの年金事務所等に提出してください。 
    (ｱ) 請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書（郵送の場合は写しでも可） 

(ｲ) 婚姻期間等を明らかにできる書類（戸籍謄本、それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書

またはそれぞれの戸籍の個人事項証明書のいずれかの書類） 
(ｳ) 請求日前1か月以内に作成された、相手方の生存を証明できる書類（戸籍の抄本、戸籍の個

人事項証明書または住民票のいずれかの書類） 
(ｴ) 離婚をしていないが、事実上離婚状態にあることを理由に３号分割を請求する場合は、その

状態にあることを明らかにできる書類 
(ｵ) 事実婚関係にある期間の３号分割を請求する場合は、その事実を明らかにできる書類（住民

票等） 
● ３号分割のみ請求する場合は、当事者双方の合意は必要がなく、国民年金第３号被保険者で

あった方から手続きによって年金分割が認められます。 
年金の支給開始年齢は生年月日等によって異なりますので、詳しくは公立学校共済組合ホームペー

ジおよび日本年金機構ホームページをご覧ください。 
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  会員期間が２年以上のものが会員でなくなったときに、本人又は遺族に会員期間の区分により退 
 職餞別金を支給します。 
 (1) 給付額 

   会員期間 支給額 
10年未満の者 20,000円 
10年以上25年未満の者 30,000円 
25年以上の者 50,000円 

    なお、香川県教職員の前歴があっても、その期間が切れている場合は、再度香川県教職員になっ 
 た日が会員期間の起算日です。また、再任用職員については、更新されなくなったときに再任用期 
 間に応じて退職餞別金を支給します。 

(2) 請求手続 「退職餞別金請求書」を互助会へ提出します。 
 
５ 公立学校共済組合宿泊施設特別利用 

  共済組合では元組合員（他府県へ異動又は他共済へ転出した者を除く。以下において同じ。）とその家 
族が、在職中と同様に公立学校共済組合の宿泊所・保養所を利用できる「公立学校共済組合宿泊施設特 
別利用者証」を発行しています。 

 (1) 対象者 
   元組合員及びその家族（配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹をいう。） 
 (2) 利用できる施設・料金 
   公立学校共済組合宿泊・保養施設（106～107頁「やすらぎの宿」一覧を参照） 
 (3) 発行の時期 
   退職時に発行します。 
 (4) 有効期限 
   ありません。 
   なお、任意継続組合員の方にも、利用者証を発行していますが、「組合員証」でも、従来と同様に利

用できます。 
 
６ 任意継続組合員制度（法第144 条の 2・施行令第50 条） 

退職の日の前日までに引き続き 1 年以上組合員であった者（※）で、退職の日から起算して 20 日を

経過する日までに引き続き短期給付等を受ける旨の申出をし、所定の掛金を納入すると、在職中と同様

に医療給付等（傷病手当金、出産手当金、休業手当金、介護休業手当金及び育児休業手当金を除く。）

を受けることができます。 
（※）令和4年10月1日に短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われたことに

より、令和4年10月1日に共済組合に加入となった場合に限り、協会けんぽ加入期間を共済組合加

入期間とみなすこととなっています。ただし、協会けんぽの加入期間の証明が必要です。 
  加入期間は最長2年間です。 
  また、被扶養者も資格要件が変わらない限り、そのまま任意継続組合員の被扶養者となります。 
 

（互助会 退職餞別金〈互給付・貸付規程第16条〉） 
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 (1) 申出の手続（運営規則第71条） 
   次の書類に所要事項を記入して、提出します。 
  ① 任意継続組合員申出書 
  ② 預金口座振替申込書・預金口座振替依頼書（掛金の払込に必要な書類）（口座番号欄は、百十四銀 

行本支店に設定している共済組合員専用通帳の口座番号を記入します。） 
  ③ 任意継続掛金・介護任意継続組合員継続掛金納付申出書 
 (2) 任意継続掛金の額 
   任意継続掛金（1か月分）は、次の方法により算定した額のうち、いずれか低い額になります。 
  ① 任意継続組合員の退職時の標準報酬月額×93.2/1,000 
  ② 公立学校共済組合員の平均標準報酬月額（※）×93.2/1,000（※令和5年度は410,000円） 
 (3) 介護任意継続掛金の額 
   介護任意継続掛金（1 ｶ月分）は、任意継続掛金（１ｶ月分）の算定の基礎となった標準報酬月額に

1,000分の16.0を乗じた額となります。 
   ① 40歳以上65歳未満の任意継続組合員から徴収します。 
   ② 次に該当する場合は適用除外となり、介護任意継続掛金は徴収しません。 
   (ｱ) 日本国内に住所を有しない者（海外居住者） 
   (ｲ) 身体障害者療養施設などの適用除外施設の入所者 
    ※5頁を参照 
   ③ 適用除外に該当する任意継続組合員は介護保険第 2 号被保険者資格取得・喪失届出書を共済組

合に提出してください。 
 (4) 任意継続掛金・介護任意継続掛金の納入期限等 
   任意継続掛金・介護任意継続掛金の徴収は、資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までに

なります。ただし、資格を取得した月と喪失した月が同一月の場合は徴収します。また、納入期限は

次のとおりです。 
  ① 資格を取得した月分･･･････退職の日から20日以内 
  ② ①の翌月分以降の各月分･･･前月の末日 
    なお、期日までに納入しなければ資格を喪失しますので、共済組合では資格を取得した月分 
   （例 3 月 31 日退職者→4 月分）の掛金の納入から、預金口座振替の方法により各月の前月の 22

日（資格を取得した月分は、退職日から20日以内）に自動的に振替できるようにしています。 
(5) 任意継続掛金・介護任意継続掛金の前納制度 

   掛金をある期間まとめて前納することにより、一定の割引を受けることができます。一括前納の期

限等については共済組合から連絡します。 
 (6) 給付金の支払方法 
   給付金は、掛金を振替している共済組合員専用通帳の口座へ自動的に振込みます。 
 (7) 任意継続組合員になれば 
  ① 任意継続組合員証を交付します。 
  ② 医療給付をはじめ各種の短期給付（療養の給付、入院時食事療養費、家族療養費、療養費、高額

療養費、出産費、家族出産費、埋葬料、家族埋葬料、弔慰金、家族弔慰金、災害見舞金等及び附加

給付）が受けられます。また、傷病手当金、休業手当金、介護休業手当金及び育児休業手当金は支

給しません。ただし、傷病手当金については、傷病手当金を受給していて退職したとき、また、1
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年以上組合員であったものが在職中、給料が支給されているため、傷病手当金の支給を受けないま

ま退職し、引続き労務に服することができないときは、傷病手当金を支給します。（年金との調整

あり） 
 (8) 任意継続組合員の資格の喪失 
   次の要件に該当したときは、その翌日（④はその日）から資格がなくなります。 
  ① 任意継続組合員の加入期間（2年）が満了したとき。 
  ② 死亡したとき。 
  ③ 任意継続掛金を期日までに納入しなかったとき。 
  ④ 他の社会保険制度に加入したとき。 
  ⑤ 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を共済組合に申し出た場合において、その申出が受

理された日の属する月の末日が到来したとき。 
 (9) 任意継続組合員の資格がなくなったとき 
  ① 任意継続組合員の資格を喪失した場合でも、出産費（六－2退職後の場合を参照）及び埋葬料（十

五－2 組合員が退職後に死亡した場合を参照）を組合員の場合等に準じて支給します。ただし、附

加給付は支給しません。 
  ② 資格喪失の際、療養の給付等を受けている方は、当該疾病に限り、その資格喪失後 6 ｶ月の範囲

内で共済組合から療養の給付が受けられる場合があります。（日雇特例被保険者又はその被扶養者

となった場合） 
 
７ 組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合等の特例（法第61条） 
  この制度は、組合員（任意継続組合員を含む。）が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者又はその被 
扶養者になった場合に限り、その退職時（資格喪失日の前日）に受けていた療養の給付等を継続して6 
ｶ月の範囲内で受けることができる制度です。 

  なお、この制度の適用を受けようとする方は、退職（資格喪失）後、速やかに共済組合に連絡してく 
ださい。 
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１ 組合員の死亡の場合 

  組合員が在職中に死亡したときは、次の書類を所属所長を経て健康福利課（共済組合又は互助会）に 
提出します。手続関係書類は、とりまとめて健康福利課から所属あてに送付しますので、組合員が死亡 
した場合は直ちに健康福利課に連絡してください。 

 (1) 資格喪失の手続等 
  ① 組合員証等 
  ② 組合員異動報告書 
    なお、財形貯蓄をしている者は解約の手続をします。 
    また、共済組合より貸付金を借りている者は未償還元利金を原則として退職手当より控除します。

住宅貸付け借受中で団体信用生命保険（だんしん）に加入中のときは、速やかに保険金請求のため

の書類を提出してください。互助会の貸付金を借受中の者は、健康福利課に照会して、未償還元利

金を払込んでください。 
  ③ 共済組合員専用口座の解約 
    20頁（7）を参照してください。 
 (2) 退職手当 
   職員が、在職中に死亡したときは、遺族に退職手当を支給します。（十四－2退職手当を参照） 
 (3) 埋葬料（法第65条） 
   組合員が在職中に死亡したときは、埋葬料を支給します。 
  ① 要件 
   (ｱ) 組合員が公務によらないで死亡したときに支給します。 
   (ｲ) 非常災害により死亡したときは、弔慰金を併給します。 
 ② 受給者 
  (ｱ) 組合員の死亡の当時被扶養者であった者で埋葬を行った者  
  (ｲ) ①に該当する者がいないときは、実際に埋葬を行った者 
 ③ 支給額 
   50,000 円。ただし、被扶養者でない者が請求する場合は、埋葬に要した費用を 50,000 円を上限

に支給します。 
④ 請求手続（施行規程第112条） 

   埋葬料・埋葬料付加金請求書に市区町村長発行の埋葬許可証又は火葬許可証の写しを添付して所

属所長を経て共済組合に提出します。ただし、②－(ｲ)に該当する者が請求する場合は、このほか埋

葬に要した費用を証明する書類（領収証の原本）を添付することが必要です。なお、請求の際には、

同時に資格喪失の手続（(1)参照）をしてください。 
(4) 埋葬料附加金（定款第26条） 
  埋葬料に併せて25,000円を支給します。(請求手続は(3)－④参照) 
  ただし、被扶養者でない者が請求をする場合、埋葬料の支給額が50,000円の場合は埋葬料に併せ 
て25,000円を支給しますが、50,000円未満の場合は支給しません。 

  

十五 死亡したとき 
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  会員が死亡したときは、会員の遺族に互助会から給料の1月分（その額が70万円に満たないとき 
 は70万円）の弔慰金を支給します。 
  (1) 遺族の範囲 
    遺族の範囲及び順位は、香川県職員退職手当条例(昭和29年香川県条例第38号)の例による。 

(2) 請求手続  
  会員の遺族が、次の書類を互助会に提出します。 
 ① 死亡弔慰金請求書 
 ② 死亡を確認する書類（死亡診断書・埋葬許可証又は火葬許可証の写し） 
 ③ 被扶養者でない者が請求する場合は、会員との続柄がわかる戸籍等の書類 

 
      
  会員が死亡したときも、退職したときと同様に退職餞別金を支給します。なお、請求手続きは退職 
 餞別金請求書を互助会に提出します。（162頁 退職餞別金を参照） 
 
 (5) 遺族厚生年金 
   組合員が死亡したときは、遺族に遺族厚生年金を支給します。（十四－3 長期給付を参照） 
 
２ 組合員が退職後に死亡した場合 

  退職後3月以内に死亡したときは埋葬料を支給します。（法第66条） 
  なお、受給者、支給額（附加金を除く。）及び請求手続き等は組合員の場合と同じになっています。た

だし、組合員であった者が死亡する前に他の組合の組合員、他の法律に基づく共済組合の組合員又は健

康保険、船員保険の被保険者となったときは支給しません。 
 

３ 被扶養者の死亡の場合 

 (1) 被扶養者の取消手続（施行規程第94条） 
 次の書類を所属所長を経て共済組合に提出します。 
① 組合員被扶養者証 
② 被扶養者取消申告書 

 (2) 家族埋葬料(法第65条) 
  ① 組合員の被扶養者が死亡した場合に支給します。ただし、次の(ｱ)又は(ｲ)に該当する場合は支給し

ません。（運用方針第63条～第66条関係） 
(ｱ) 被扶養者が組合員であったことにより、資格喪失後の埋葬料が支給される場合 
(ｲ) 健康保険法、船員保険法の規定に基づく被保険者（他の法律に基づく共済組合でこれらの給付

を行うものの組合員を含む。）がその資格を喪失した後、組合員の被扶養者となった場合におい

て、その者がこれらの法律の規定に基づく給付を受けることができる場合 
② 受給者は組合員となります。 
③ 支給額：50,000円 
④ 請求手続（施行規程第112条） 
  家族埋葬料・家族埋葬料附加金請求書に市区町村長発行の埋葬許可証又は火葬許可証の写しを添 

（互助会 死亡弔慰金〈互給付・貸付規程第14条、第15条〉） 

（互助会 退職餞別金〈互給付・貸付規程第16条〉） 
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付して共済組合に提出します。なお、請求の際には、同時に被扶養者の取消申告をしてください。

（四－5被扶養者の取消に係る届出等を参照） 
  (3) 家族埋葬料附加金（定款第26条） 

  家族埋葬料に併せて25,000円を支給します。 
      
  会員の配偶者・子若しくは被扶養者（配偶者及び子を除く被扶養者）が死亡したときは、会員に 
 死亡弔慰金を支給します。 
  (1) 配偶者と子は150,000円、その他の被扶養者は40,000円を支給します。 

(2) 請求手続  
 会員の被扶養者は、共済組合に「家族埋葬料・家族埋葬料附加金請求書」を提出した場合は自動給 
付となります。ただし、会員の被扶養者以外の配偶者及び子にあっては、次の書類を互助会に提出しま

す。 
 ① 死亡弔慰金請求書 
 ② 死亡を確認する書類（死亡診断書・埋葬許可証又は火葬許可証の写し） 
 ③ 会員との続柄がわかる書類（会員の戸籍謄本等（抄本で可能な場合もあり）） 

 
４ 水震火災その他の非常災害による組合員の死亡の場合 

 (1) 弔慰金（法第72条） 
 この給付は、水震火災その他の非常災害（予測し難い事故を含む。）によって、組合員が死亡した

場合に給付される見舞金です。 
 死亡が予測し難い事故によるものであるかどうかについては、次に掲げる要件に該当するかどうか

を勘案して判定します。（運用方針第72条関係） 
 (ｱ) その事故による死亡の要素が、客観的にみて、社会通念上予測し難い不慮の事故であること。 
 (ｲ) その事故の直後に、医療効果が得られないような状態で死亡したものであること。 
 (ｳ) その事故による死亡が、原則として、他動的原因に基づくものであること。 
① 受給者及び支給額 
  組合員の遺族に標準報酬月額に相当する額を支給します。 
② 請求手続 
  弔慰金請求書、遺族の順位を証明する書類、死亡診断書及び事故状況報告書を所属所長を経て共

済組合に提出します。 
③ 遺族の順位等（法第2条、第45条、施行令第4条） 
  配偶者及び子、父母、孫、祖父母の順序で、組合員又は組合員であった者の死亡の当時その者に

よって生計を維持していたものをいいます。 
  なお、「組合員又は組合員であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたもの」と

は、当該組合員又は組合員であった者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち総務大臣

の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる

者として総務大臣が定める者をいいます。 
 (2) 埋葬料が支給される場合があります。（請求手続は１－(3)埋葬料を参照） 
   互助金 死亡弔慰金（166頁参照）、退職餞別金（162頁参照） 
 

（互助会 死亡弔慰金〈互給付・貸付規程第14条、第15条〉） 
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５ 水震火災その他の非常災害による被扶養者の死亡の場合 

 (1) 家族弔慰金（法第72条） 
   この給付は、水震火災その他の非常災害（予測し難い事故を含む。）によって、被扶養者が死亡した

場合に給付される見舞金です。 
①  受給者及び支給額 

    組合員に標準報酬月額の 70/100 に相当する額を支給します。また、同一の非常災害により組合

員とその被扶養者が共に死亡し、いずれが先に死亡したものか明らかでない場合は組合員の遺族に

支給します。 
  ② 請求手続（施行規程第116条） 
    家族弔慰金請求書、死亡診断書、事故状況報告書を共済組合に提出します。 
 (2) 家族埋葬料が支給される場合があります。（請求手続は3－(2)家族埋葬料を参照） 
 
   互助金 死亡弔慰金（166頁参照） 
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１１ 福福祉祉保保険険制制度度概概要要   

 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

十六 福祉保険制度 
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２２ おお問問いい合合わわせせ先先一一覧覧          
※お問い合わせの際、お電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願い申し上げます。 

●制度運営全般に関してのお問い合わせ先 

公⽴学校共済組合福祉保険制度担当  

フリーダイヤル：00112200--777788--559999 FAX 03-6380-9414 

受付：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）10：00～16：00 

●給付⾦請求に関するお問い合わせ先 

福祉保険制度請求相談センター  

フリーダイヤル：00112200--666600--999988 

受付：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）10：00～16：00 

●元気づくりサービスコースに関するお問い合わせ先 

元気づくりサービスコース事務局  

フリーダイヤル：00112200--888822--443377 

受付：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）9：00～17：00 

●ファミリー年⾦・特定疾病給付⾦の年⾦受給者に関するお問い合わせ先 

明治安⽥⽣命積⽴年⾦グループ  

TEL:0033--33559900--44993399  

受付：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）9：00～17：00  

●ファミリーサポートプランに関するお問い合わせ先 

⼀般財団法⼈公⽴学校共済組合友の会事務局  

フリーダイヤル：00112200--112222--116699  

受付：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）10：00～16：00 

TEL:0033--66227722--33775555 

受付：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）9：00～17：00 
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公立、国立、私立学校の教職員の生涯生活設計支援のため、一般財団法人教職員生涯福祉財団を事業主体

として教職員の自助努力による経済生活充実のための支援事業です。事業内容は、「年金コース」「医療・

日常事故コース」のコースがあります。 
 
１ 年金コース（拠出型企業年金保険） 

  在職中から積立を開始して、老後の公的年金制度を補完するための制度です。 
 (1) 加入コース 
  ① 一般型（一般の生命保険料控除適用型） 
  ② 個年型（個人年金保険料控除適用型） 
 (2) 受取タイプ 
  ① 定額型確定年金タイプ 
    退職時に、年金受取の期間を2～5年（一般型のみ）、10年、15年の中から決められます。 
  ② 定額型終身年金タイプ 
    本人が生存している限り終身にわたって年金を受け取るタイプです。 
  ③ 前厚（まえあつ）年金タイプ 
    60歳から65歳に達するまでの間、公的年金の支給されなくなる部分を補い、さらに65歳以降 

のゆとりある生活設計のために10年、15年又は終身にわたって年金を受け取るタイプです。 
 (3) 加入資格 
  ① 一般型･････組合員で加入日から掛金払込完了年齢（60歳）まで積立期間が2年以上ある方 
  ② 個年型･････組合員で加入日から掛金払込完了年齢（60歳）まで積立期間が10年以上ある方 
 (4) 掛金払込方法 
   口座自動振替となります。 
   月   払･････毎月22日 
   ボーナス払･････7月22日と12月22日 
   加入時一時払･･･6月22日 
 (5) 掛金額及び口数 
   月   払･････1口1,000円で2口～999口まで 
   ボーナス払･････1口10,000円で１口～200口まで 
   一 時 払･････1口100,000円で1口～500口まで 
 (6) 年金の受給資格 
   一般型･････満55歳以上の退職者 
   個年型･････積立期間が10年以上の満55歳以上の退職者。ただし、確定年金の支給開始は満60歳 

以上。 
 
２ 医療・日常事故コース 

 (1) 医療入院コース 
   一般疾病・傷害・交通事故傷害・悪性新生物により1泊2日以上入院された場合に給付金が支払わ

れる制度です。 

十七 公立学校共済組合アイリスプラン 
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 ① 加入資格 
   (ｱ) 組合員・配偶者及び子ども 
   (ｲ) 加入時に「通常の健康体」である方 
  ② 加入年齢 
    組合員・配偶者･････満90歳まで（退職後も継続可） 
    子  ど  も･････同一生計で未婚、未就業の子（22歳未満） 
 ③ 加入限度口数 

    組合員・配偶者･････10口まで 
    子  ど  も･････10口まで 
 ④ 掛金 

   (ｱ) 掛金の払い方には、年払い、半年払い、月払いがあります。 
   (ｲ) 掛金は生命保険料控除の対象となります。 
 ⑤ 掛金の払込方法 

    口座自動振替となります 
 (2) 日常事故補償コース  
   交通事故だけでなく、日常生活で起こるあらゆるケガに対して給付金が支払われる制度で、特に交

通災害による傷害を手厚く補償します。また、組合員本人の契約には、「個人賠償責任補償」がセッ

トされ、家族の法律上の損害賠償責任を補償します。 
  ① 加入資格 

組合員・配偶者及び子ども 
  ② 加入年齢 

組合員・配偶者･････年齢制限なし 
    子  ど  も･････年齢制限なし、「同一生計で同居」又は「別居の場合は同一生計で未婚」 
  ③ 加入限度口数 
    10口まで 
  ④ 掛金 

(ｱ) 掛金の払い方には、年払い又は半年払いです。  
(ｲ) 掛金は生命保険料控除の対象となります。 

  ⑤ 掛金の払込方法 
    口座自動振替となります。 
 
３ 制度内容等のお問い合わせ先 

   年金コース、医療・傷害補償コースともに 

※月曜日～金曜日（祝日を除く）午前10時～午後5時 
  

教職員生涯福祉財団サービスセンター 
フリーダイヤル 

００１１２２００－－４４９９１１－－２２９９４４  
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１ データヘル 
ス計画について 

 １ データヘルス計画 

 (1) 目的 
   特定健康診査やレセプトデータ（医科、ＤＰＣ、歯科及び調剤）等の、健康や医療に関する情報を

活用して、組合員等の疾病・受診傾向を把握・分析し、ＰＤＣＡサイクルに沿った効率的かつ効果的

な保健事業の実施計画策定を目指す。 
(2) データヘルス計画書 
  公立学校共済組合香川支部ホームページ（https：//www.kouritu.or.jp/kagawa/）に掲載しています。 

 
２ 特定健康診査・特定保健指導事業（共済） 

 (1) 目的 
   「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、年度内に40歳から75歳に達する組合員（任意継

続組合員を含む。）及びその被扶養者を対象に、内臓脂肪の状態に着目した健康診査である「特定健

康診査」と、その健診結果により判定したメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）のリスクに

応じて、生活習慣の改善をサポートする「特定保健指導」を実施します。 
 (2) 対象者 
   4月1日時点で資格があり、実施年度内に40歳から75歳に達する公立学校共済組合員（任意継続

組合員を含む）及び被扶養者 
   ※75歳の誕生日を迎えるものは、誕生日の前日まで受診可能 
 (3) 特定健康診査 
   メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に関連する項目に重点を置いた健診であり、糖尿病、

高血圧症、脂質異常症等の生活習慣病の予防を図ることを目的としています。 
① 組合員 

学校保健安全法、労働安全衛生法に基づく定期健康診断、または公立学校共済組合香川支部が実

施する人間ドック等により特定健康診査を実施します。 
 ② 被扶養者および任意継続組合員  

該当者に、公立学校共済組合香川支部から「受診券（セット券）」を送付し、該当者が実施

医療機関に直接予約の上受診します。 
（※受診費用は、公立学校共済組合香川支部が全額負担します。） 

  

十八 保健事業 

よろしく！ 
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  ③ 検査項目 
区  分 項  目 

基本的な項目 ○質問票：服薬歴、喫煙歴 等 
○身体計測：身長、体重、ＢＭＩ、腹囲 
○理学的検査：身体診察（自覚症状・他覚症状） 
○血圧測定 
○血液検査 
・脂質検査：中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール

（またはNon-HDLコレステロール） 
・血糖検査：空腹時血糖又はHbA1c（やむを得ない場合は随時血糖） 
・肝機能検査：AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP) 
○尿検査：尿糖、尿蛋白 

詳細な事項 
（一定の基準の下、医師が

必要と認めた場合実施） 

○心電図検査 
○眼底検査 
○貧血検査（赤血球、血色素量、ヘマトクリット） 
○クレアチニン及びeGFR 

 (4) 特定保健指導 
特定健康診査の結果に基づき、内臓脂肪蓄積の程度と危険因子の数から階層化し、健康の保持に

努める必要がある対象者に、専門家（保健師又は管理栄養士等）による支援を実施する。 

 

 ①支援内容（階層化） 

        ・動機付け支援   

原則１回の面接で、専門家の支援のもと生活習慣改善の目標と計画を立て実践する。３か月以

上経過後に電話やメールで健康状態や生活習慣等を確認する。 

  ・・積極的支援  

初回面接でメタボリックシンドロームの改善に向けた目標と行動計画を決定し実践する。電話

やメールなどで、専門家による３か月以上の継続的支援を受けた後に健康状態や生活習慣等を確

認する。 

 ・情報提供   

    特定健康診査を受診した組合員・被扶養者（任意継続組合員を除く）を対象に健診結果の評価や将

来の疾病発症予測、有益な健康情報などを個人ごとにオーダーメイドした情報提供を行います。 
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 ② 特定保健指導の実施基準 
ステップ１ 

(内臓脂肪蓄積 

      リスク) 

ステップ２ (追加リスク) 対 象 

１ 血糖 ２ 脂質 3 血圧 ４ 喫煙歴 

40～64 歳 65～74 歳 
空腹時血糖値 

100mg/dl 以上 

HbA1c(NGSP) 

5.6％以上のいずれ

かまたは両方  

中性脂肪 

150mg/dl 以上 

HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 

40mg/dl 未満のいず

れかまたは両方 

収縮期血圧 

130mmHg 以上 

拡張期血圧 

85mmHg 以上のいず

れかまたは両方 

最近 

１ヵ月間に喫煙 

（問診票で確認） 

 

 

腹囲 ２つ以上該当  積極的 
支援 動機付け 

支援 
男性85cm 以上 

１つ該当 
あり 

女性90cm 以上 なし  

腹囲 ３つ該当  積極的 
支援 

動機付け 
支援 

男性85cm 未満 
２つ該当 

あり 

女性90cm 未満 なし 
 

かつ BMI25 以上 １つ該当  

  ※BMI＝体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) 
 
 ③ 利用方法 
  ・組合員の対象者は、次の区分により人間ドック受診機関または所属所において特定保健指導を受ける。 

  ・被扶養者及び任意継続組合員には、別途案内する。 

 
 ④ 利用費用 
    公立学校共済組合香川支部が全額負担します。（ただし、ICT面談等の通信料は除く） 
  

区分 利用方法 

①人間ドック受診者 

（人間ドック受診機関が特定保健指導

を実施している場合） 

対象者は、人間ドック受診当日中に特定保健指導の初回面接を受

け、受診機関が実施する特定保健指導を受ける。 

②定期健康診断受診者 

③人間ドック受診者のうち特定保健指

導未実施者 

対象者は、当支部からの通知後、保健指導実施機関を選択し、希

望する日時に委託機関の保健師等の訪問または、ICTによる特定

保健指導を受ける。 

上記①～③の特定保健指導を受けなか

った該当者 

対象者は、委託機関からの通知後、希望する日時に、委託機関の

保健師等の訪問または、ICTによる特定保健指導を受ける。 
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３ 人間ドック事業（県・共済・互助会） 

 (1) 目的 
   組合員に対し、生活習慣病やその他の疾病の早期発見・予防を図り、自身の健康管理や、健康の保 
  持増進に寄与する。 
 (2) 対象者 
   令和５年４月１日時点から人間ドック受診時まで引き続き組合員であると見込まれる者 

（任意継続組合員は除く） 

   ① １日ドックコース：３０歳以上 

   ② 脳ドックコース：４５歳以上 

 (3) 実施内容 
   「人間ドック」健診機関一覧表のとおり 

 (4) 人間ドック受診申込 
   所属所ごとに受診希望者をとりまとめ、「人間ドック申込書」を作成し、指定日までに電子メールで 

申し込んでください。 
 (5) 受診者等の決定 
   前年度の抽選の結果「落選」となり、1度も決定とならなかった者（以下「優先該当者」という。） 

を最優先として決定者とします。次に、年度末年齢が30歳・35歳・40歳・45歳・50歳・55歳･60 
歳の者（以下「指定年齢該当者」という。）を優先して決定者とします。その他の希望者は、無作為 
抽出により決定します。空席が生じた場合には、希望変更申出書により再度抽選を実施します。 

 (6) 受診の変更・取消の報告 
  公務都合等による受診日の変更及び受診の取り消しは、原則、受診日の 10 日前までに、決定

者本人が健診機関へ連絡してください。受診日を変更する場合、原則令和6年１月末日までに受

診を済ませてください。 

  受診を取り消した場合は、速やかに「人間ドック取消報告書」を共済組合まで提出してくださ

い。「人間ドック取消報告書」は、香川支部ホームページ（https://www.kouritu.or.jp/kagawa/）か

らダウンロードできます。 
 (7) 健診費用の自己負担金 
   受診者は受診日に「人間ドック」健診機関別一覧表（１）の受診者負担額を健診機関に支払っ

てください。 

   胃カメラ変更によって生じる差額や、オプション検査（ピロリ菌検査を含む）は全額受診者負 

  担となります。 

 (8) 受診結果 
   受診結果は、受診終了時または後日に各健診機関から直接受診者本人に通知されます。また、香川 

支部は組合員の特定保健指導等、健康管理上必要があるため、直接各健診機関から受診結果の報告を 
受けるものとします。 
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「人間ドック」健診機関一覧表（１） 

 

右右記記以以外外のの者者
3355歳歳以以上上のの市市
町町村村互互助助会会加加
入入者者

32,560 66,,550000 33,,330000
経口
22,,220000

37,510 77,,550000 33,,880000
経鼻
33,,330000

3102 男性 95 40,370 88,,110000 44,,000000

3202 女性 60 53,020 1100,,660000 55,,330000

3103 男性 120 29,865 66,,000000 33,,000000

マンモ 39,215 77,,880000 33,,990000 33,,330000

乳エコー 38,115 77,,660000 33,,880000

41,173 88,,220000 44,,110000

マンモ 51,282 1100,,330000 55,,110000 00

乳エコー 49,357 99,,990000 44,,990000

37,840 77,,660000 33,,880000

48,158 99,,660000 44,,880000

34,210 66,,880000 33,,440000

39,600 77,,990000 44,,000000

3107 男性 100 42,900 88,,660000 44,,330000

3207 女性 240 49,060 99,,880000 44,,990000

3108 男性 150 38,500 77,,770000 33,,990000

3408
女性

35歳以上 200 47,960 99,,660000 44,,880000

3109 男性 70 38,500 77,,770000 33,,990000

3209 女性 140 48,125 99,,660000 44,,880000

33,099 66,,660000 33,,330000

38,753 77,,880000 33,,990000

3111 男性 120 34,070 66,,880000 33,,440000

3211 女性 180 41,100 88,,220000 44,,110000

3112 男性 100 35,090 77,,000000 33,,550000

3212 女性 180 46,640 99,,330000 44,,770000

36,960 77,,440000 33,,770000
経口
33,,330000

46,360 99,,330000 44,,660000
経鼻
44,,440000

3114 男性 120 44,000 88,,880000 44,,440000

～49歳 57,200 1111,,440000 55,,770000

50歳～ 55,330 1111,,110000 55,,550000

3115 男性 60 38,500 77,,770000 33,,990000

3215 女性 110 47,718 99,,550000 44,,880000

3116 男性 50 32,120 66,,440000 33,,220000

3216 女性 100 41,470 88,,330000 44,,110000

3117 男性 50 29,800 66,,000000 33,,000000

3217 女性 100 38,400 77,,770000 33,,880000

3118 男性 40 30,000 66,,000000 33,,000000

3218 女性 70 38,000 77,,660000 33,,880000

6008
男性
女性 40 49,500 1122,,440000 55,,000000 ― ―

決定通知
受取後

6011
男性
女性 50 50,600 1122,,770000 55,,110000 ― ―

決定通知
受取後

6015
男性
女性 40 44,229 1111,,110000 44,,440000 ― ―

決定通知
受取後

6030
男性
女性 70 42,000 1100,,550000 44,,220000 ― ―

決定通知
受取後

※年齢は、年度内到達年齢になります。
（注１）受診者負担額は、加入している互助会、および胃カメラへの変更等によって異なります。

区分 健　診　機　関
コース
コード

対象者
性別

定員 費用総額（基本）

受診者負担額　(注1)

経鼻
カメラ
可能

胃カメラ変更
日程変更

オプション検査
受付開始日

基本

胃胃カカメメララ変変更更
追追加加料料金金

１
　
 

日
　
 
ド
　
 

ッ
　
 
ク
　

(

３
０
歳
以
上

）

公公立立学学校校共共済済組組合合四四国国中中央央病病院院
（四国中央市川之江町2233）

TEL(0896)58-3515
3001

男性
女性 1,300

男
○

病院からの
受診案内受取後女

香香川川県県立立中中央央病病院院
 （高松市朝日町1-2-1）

 TEL(087)802-1170

男
22,,220000 〇 ５５月月２２２２日日以降

女

小小豆豆島島中中央央病病院院
（小豆郡小豆島町池田2060-1）

TEL(0879)75-1163
3004

男性
女性 5

男

〇
決定通知
受取後女

香香川川成成人人医医学学研研究究所所
（坂出市横津町3-2-31）

TEL(0877)45-2311

男

○
決定通知
受取後3203 女性 380 女

×
決定通知
受取後女

香香川川県県予予防防医医学学協協会会
 （高松市伏石町2129-2）

 TEL(087)868-5555
3006

男性
女性 1,040

男
22,,442200

ささぬぬきき市市民民病病院院
（さぬき市寒川町石田東甲387-1）

TEL(0879)43-2524
3005

男性
女性 60

男
22,,220000

○ ５５月月２２２２日日以降
女

高高松松赤赤十十字字病病院院
（高松市番町4-1-3）
 TEL(087)831-7101

男
― ○

決定通知
受取後

屋屋島島総総合合病病院院
 (高松市屋島西町2105-17)

TEL(087)844-4666

男
33,,330000 ○ ５５月月２２５５日日以降

女

女

滝滝宮宮総総合合病病院院
 （綾歌郡綾川町滝宮486）

 TEL(087)876-4501

男
33,,330000 ×

決定通知
受取後女

女

キキナナシシ大大林林病病院院
（高松市鬼無町藤井435-1）

 TEL(087)881-3218

男
00 ○

決定通知
受取後

セセンントトララルルパパーーククククリリニニッックク
 (高松市番町1-10-16)

TEL(087)863-4560
3010

男性
女性 550

男
変変更更不不可可

女

ままるるががめめ医医療療セセンンタターー
（丸亀市津森町219）
TEL（0877）24-8300

男
22,,990000 ○

決定通知
受取後女

― ６６月月７７日日以降

決定通知
受取後女

ＫＫＫＫＲＲ高高松松病病院院
（国家公務員共済組合高松病院）

（高松市天神前4-18）
TEL(087)861-3261

男

77,,770000 ○
決定通知
受取後3214 女性

オオリリーーブブ高高松松メメデディィカカルルククリリニニッックク
（高松市観光町649-8）

 TEL(087)839-9630
3013

男性
女性 280

男
○

りりつつりりんん病病院院
（高松市栗林町3-5-9）

TEL(087)862-9714

男
33,,885500 ○

決定通知
受取後女

130 女

総総合合病病院院　　回回生生病病院院
（坂出市室町3-5-28）
TEL(0877)46-1448

男
00 ○

決定通知
受取後女

MMIIRRAAII病病院院
（旧 西山脳神経外科病院）
（坂出市加茂町633-1　）

TEL(0877)-48-3366

男

―― ○
決定通知
受取後女

高高松松紺紺屋屋町町ククリリニニッックク
（高松市紺屋町5-3）
TEL(087)802-5880

男
33,,330000 ○

決定通知
受取後女

脳
ド

ッ
ク

（
４
５
歳
以
上

）

滝滝宮宮総総合合病病院院
 （綾歌郡綾川町滝宮486）

 TEL(087)876-4501

キキナナシシ大大林林病病院院
（高松市鬼無町藤井435-1）

TEL(087)881-3218

総総合合病病院院　　回回生生病病院院
（坂出市室町3-5-28）
TEL(0877)46-1448

西西高高松松脳脳外外科科・・内内科科ククリリニニッックク
（高松市郷東町134-1）

TEL(087)832-8811

【【新新】】
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「人間ドック」健診機関一覧表（２） 

 
 

  

動機付
け支援

積極的
支援

滝宮総合病院 ○ ×

キナシ大林病院 ○ ○

総合病院　回生病院 ○ ○

西高松脳外科・内科クリニック × ×

検査項目

香川成人医学研究所 ・乳がん検査は、マンモグラフィ検査と乳腺超音波検査を選択できます。

特定保健指導
当日実施

○ ○

× ×

公立学校共済組合
四国中央病院

・前回の胃部検査から6カ月経過していない場合は、胃部検査を受診できない場合があります。
・乳腺超音波検査は、原則、マンモグラフィを実施している場合のオプション検査となりますが、授乳中
または妊娠中（妊娠の可能性ありを含む）等の場合には、受診可能です。
・所要交通費９０％の支給と、検査の補助等があります。（詳細は定員一覧表で確認してください。）

香川県立中央病院

・胃カメラへの変更希望は、できるだけ5/22から5/31の間に連絡してください。
・乳がん検査は、超音波・マンモグラフィ２方向がセット（39歳以下の場合はどちらかを選択）、子宮がん
検査は、子宮頚部細胞診・超音波がセットとなり、セットでの受診となります。
・治療中などで受診しない項目がある場合は、必ず事前に連絡してください。
・「栄養相談」の実施はありません。

区
分 健　診　機　関 注 意 事 項

○ ○

○ ○

○ ○キナシ大林病院 ・乳腺超音波検査（オプション）は実施していません。

セントラルパーククリニック
・胃の検査は胃部X線のみで、胃胃カカメメララへへのの変変更更ははででききまませせんん。
・乳腺超音波検査（オプション）は実施していません。

○

○ ○

○ ×

まるがめ医療センター ・マンモグラフィ検査から乳腺超音波検査への変更が可能です。

オリーブ高松
メディカルクリニック

・マンモグラフィ検査から乳腺超音波検査への変更が可能です。

○

脳脳
  
ドド
  

ッッ
  
クク

・朝食は食べずに受診してください（採血があります）

・MRI検査受診について、下記に該当の可能性がある場合は、事前に主治医等に相談をしてください。
【注意が必要な者の例】
  心臓ペースメーカーを使用している
　金属を使用した義眼、義歯等を使用している
　体内に、はり治療のはりを入れたままにしている
　体内に脳動脈クリップ、人工内耳等が入っている
　骨折などの手術で、体内に金属製の人工関節、人工骨頭等が入っている
　閉所恐怖症である
　妊娠している、妊娠の可能性がある

総合病院　回生病院 ・マンモグラフィ検査を受けない場合、オプションの乳腺超音波検査は受診できません。

りつりん病院

１１
　　
　　
  

日日
　　
　　
  
ドド
　　
　　
  

ッッ
　　
　　
  
クク

・胃の検査は、胃カメラのみになります。　事前連絡は不要です。胃透視検査への変更はできません。
・乳腺超音波検査（オプション）は実施していません。

MIRAI病院

ＫＫＲ高松病院

・マンモグラフィ検査は、年齢により撮影方向が異なります。
 ５０歳未満：２方向
 ５０歳以上：１方向
 乳がん検査は、マンモグラフィ検査と乳腺超音波検査になります。

屋島総合病院

さぬき市民病院

・５月は胃カメラへの変更はできません。
・胃カメラへの変更は、前年度未実施者が優先になります。
・乳がん検査について、月・水曜日はオプションの乳腺超音波検査は実施していません。
・マンモグラフィ検査を受けない場合、オプションの乳腺超音波検査は受診できません。

香川県予防医学協会

○ ○

○ ○

○高松紺屋町クリニック ・やむを得ない場合に限り、マンモグラフィ検査から乳腺超音波検査への変更が可能です。 ○

○ ○

高松赤十字病院

・胃の検査は、胃カメラのみになります。　事前連絡は不要です。胃透視検査への変更はできません。
・マンモグラフィ検査を受けない場合、オプションの乳腺超音波検査は受診できません。乳腺超音波検
査を希望する方は、受診日の1週間前までに申し込みをしてください。

滝宮総合病院
・34歳以下の女性は申し込めません。
・マンモグラフィ検査を受けない場合、オプションの乳腺超音波検査は受診できません。

○ ×

○ ×

○

・胃カメラへの変更は、5/22以降速やかに連絡してください。受診日の数日前に申し込んでも、変更が
できない場合があります。
・マンモグラフィ検査を受けない場合、オプションの乳腺超音波検査は受診できません。

○ ○

× ×

○ ○

×

小豆島中央病院 ・乳がん検査は、マンモグラフィ検査と乳腺超音波検査を選択できます。

・ 問診

・ 診察

・ 身体測定 （身長、体重、腹囲、BMI）
・ 血圧測定

・ 視力検査

・ 眼底検査

・ 聴力検査

・ 尿検査

（糖、蛋白、ウロビリノーゲン、潜血、沈

渣）

・ 血液検査

（赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリッ

ト、白血球数、血小板数）

・ 肝機能検査

（総蛋白、アルブミン、A/G比、GOT、GPT、
γ‐GTP、総ビリルビン、LDH、ALP、ChE、
HBs抗原、HCV抗体）

・ 脂質検査

（総コレステロール、中性脂肪、LDLコレ

ステロール、HDLコレステロール）

・ 腎機能検査

（BUN、クレアチニン、e‐GFR）

・ 膵機能検査

（血清アミラーゼ）

・ 糖尿病検査

（空腹時血糖、HbA1c）
・ 尿酸

・ 炎症検査

（CRP)
・ 胸部X線

・ 心電図

・ 胃部X線

・ 腹部超音波

・ 便潜血検査

・ 子宮がん検査（頸部細胞診）

・ 乳がん検査（マンモグラフィ検査）

上記は主な検査項目です。

検査方法等の詳細については、直接健

診機関へお問い合わせください。

・頭部MRI、MRA
・頸部MRI、MRA
・頚動脈超音波

＋

１日ドックの検査項目

ただし、下下記記のの検検査査はは実実施施ししまませせんん。。

・ 胃部X線

・ 腹部超音波

・ 便潜血検査

・ 子宮がん検査（頸部細胞診）

・ 乳がん検査（マンモグラフィ検査）

・ HBs抗原、HCV抗体
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４ 歯科健診（共済） 

 (1) 目的 
   組合員に、口腔と全身の健康管理の一環とするため、歯科健診の機会を提供します。 
 (2) 対象者 
   令和5年5月15日現在の組合員で、年度内指定年齢（35歳・45歳・55歳）の組合員 
 (3) 事業内容 
   該当者に「歯科健診票」を配布し、希望者は、公益財団法人香川県歯科医師会会員である歯科医院

（県下約400カ所）において、健診を受けるものとします。 
 (4) 健診費用    
   公立学校共済組合香川支部が全額負担する。 
 (5) 実施期間 
   令和5年6月1日から令和5年12月31日までとする。 
 
５ ヘルスサポート事業（共済） 

(1) 目的 
 健康づくりを応援するためのインターネットサービス（WEB版QUPiO Plus）を利用し、生活習

慣病予防や健康に対する意識向上を図ります。また、健康づくりへの取組みや健診結果に応じて、県

産品や健康グッズ等の商品と交換できる健康ポイントを付与し、健康づくりへのきっかけづくりや、

健康行動の定着化を支援します。 

 (2) 対象 
   組合員 

(3) 内容 
   ① 健康情報の提供 

・生活習慣病発症予測や検査項目ごとに健康状態を信号形式で表示 
・運動や食事、メンタルなど幅広い分野の健康コラムの掲載 

   ② 健康管理のツールの提供 
・自分が取り組むマイルールの設定 
・体重、歩数、血圧などの計測結果や食事の記録 

   ③ 健康ポイントの付与 
・香川支部が定めるポイント付与条件を満たすと、それに応じた健康ポイントを付与する 
 （ポイント付与項目一覧表のとおり） 

   ④ 健康ポイントの交換 
・たまった健康ポイントは健康グッズ等と交換できる 

 (4) その他 
   新規資格取得者へのWEB版QUPiO Plusを利用するために必要な認証コードはがきは、新規採用 
  後、概ね２か月後に所属所へ送付します。 
  ※ 令和３年９月以降に、番号変更や資格の再取得があった場合でも、認証コードに変更はないため 
   認証コードはがきは発行されません。 
    認証コードは、香川支部のホームページ下側のQUPiO＋のバナーから確認できます。 
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No.

1

2

3

4

6

9 イベントの参加賞 各イベントの参加賞の条件を満たしたとき 300 Pt/回

5

　健診結果評価
（40歳未満の方はご自身で健
診結果を⼊⼒してください）

7★

8★ 特定保健指導利⽤
動機付けもしくは積極的支援の初回面接を受けた 150 Pt/年

動機付けもしくは積極的支援の最終面接を終了した 250 Pt/年

煙草を吸っていない、もしくは1か月以上禁煙している 100 Pt/年

肝機能
AST(GOT)31U/L未満　かつ　ALT(GPT)31U/L未満
かつ　γ-GT(γ-GTP)51U/L未満

120 Pt/年血糖 空腹時血糖100㎎/dl未満　かつ　HbA1c5.6％未満

120 Pt/年

120 Pt/年

120 Pt/年

120 Pt/年

 1日の歩数が8,000歩以上10,000歩未満の場合 5 Pt/日

 健康コラム閲覧  健康コラムを閲覧したとき 80 Pt/月

 1日の歩数が10,000歩以上の場合 Pt/日8

 歩数実績

 1日の歩数が5000歩以上8,000歩未満の場合 3 Pt/日

 マイルールの取組み結果を登録したとき 3 Pt/日

 日次ログイン  QUPiO+にログインしたとき 2 Pt/日

 日次記録  体重・体脂肪・腹囲・血圧などの数値記録を登録したとき 3 Pt/日

肥満度

脂質

血圧

腹囲(男性85㎝/⼥性90㎝)未満
かつ　BMI18.5以上25未満

中性脂肪30以上150㎎/dl未満
かつ　HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ40以上120㎎/dl未満
かつ　LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ60以上120㎎/dl未満
最高血圧130㎜Hg未満　かつ　最低血圧85㎜Hg

付与条件 付与ポイント

 初回ログイン（1回限り）  初めてQUPiO+にログインしたとき 500 Pt/回

項目

 マイルール記録

 
ポイント付与項目一覧表 

     
６ 健康チャレンジ（共済） 

 (1) 目的 
生活習慣病に関係する食事や運動等に関する取り組みを促進し、組合員の健康づくりへの意識向上、

生活習慣の改善や健康の維持・増進を図ります。また、仲間と一緒に取り組むことで、健康づくりの

輪を広げ、健康を意識した行動の習慣化を支援します。 
(2) 対象者 

   組合員 
 (3) 実施内容・実施期間 
   ① ウォーキンググランプリ（個人戦・2～5人のチーム戦） 

 個人戦・チーム戦それぞれに、実施期間内の平均歩数を競う。期間内の歩数等の条件により、対   
象の中から、抽選で健康ポイントを付与します。 

    個人戦とチーム戦の重複参加は可能です。 

    期間：令和5年10月１日（日）～10月31日（火） 
   ② ベジ選手権（個人戦・2～5人のチーム戦） 

専用のアプリを使用し、野菜摂取量や野菜に関するクイズに正解等で獲得した個人やチームの合

計ポイントを競い、条件により、対象の中から抽選で健康ポイントを付与します。 
  期間：令和5年8月1日（火）～8月28日（月）の４週間 
 個人戦かチーム戦のどちらかを選択して参加してください。 
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   ③ からだチェックウィーク（家族も対象） 

     骨密度や血管年齢、ベジチェック等の測定を実施する。測定者には健康ポイントを付与する。 

    （期間中１回のみ） 

 
７ こころの健康相談（共済） 

 (1) 目的 
組合員が抱える様々な心の健康問題について、解決の糸口を見つける一助となるよう、医師等の専

門家に気軽に相談できる機会を提供します。 
(2) 対象者 

   組合員 
(3) 利用方法 

① 香川支部に電話または申請書を提出し、「利用券※」（年度内3回使用可能）の交付を受ける。 
② 希望する相談機関に直接電話する。（相談機関によっては予約が必要） 
③ 相談は面接により行う。（メール、電話での相談はできない。）   
④ 相談の際には、「公立学校共済組合員証」を受付で提示し、「利用券」を提出する。 

   ※ 利用券の申請方法 電話：087-832-3861（こころの健康相談担当）または 

             申請書：香川支部ホームページよりダウンロード 

(4) 相談費用 
  ・相談（カウンセリング）にかかる費用は、公立学校共済組合香川支部が全額負担します。 
  ・投薬等の治療が必要となった場合は、当事業ではなく保険診療となり、自己負担金が生じます。ま   
  た、キャンセル料など相談以外の支払いが発生した場合も自己負担なり、利用券の使用はできません。   

 
  

日程 会場 備考 

令和５年８月２１日（月） 
１３：００～１５：３０ 

香川県教育委員会３F 健康福利課 
高松市天神前６－１ 

 

令和５年８月２２日（火） 
１０：３０～１６：００ 

サンメッセ香川  
高松市林町２２１７－１ 

セカンドライフセミナー

実施会場 
令和５年８月２３日（水） 
１３：００～１６：００ 

丸亀市市民交流活動センター マルタス 
丸亀市大手町２－４－１１ 

 

令和５年８月２４日（木） 
１０：００～１６：００ 

綾歌総合文化会館 アイレックス 
丸亀市綾歌町栗熊西１６８０ 

心のセルフケアコース 
実施会場 

令和５年８月２５日（金） 
 ９：３０～１２：００ 

マリンパレスさぬき 
高松市福岡町２－３－４ 
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(5) 相談機関 
区分 指定相談機関 電話番号 所  在  地 

医 

療 

機 

関 

こころの相談室ウィズ 0877-46-1011 坂出市室町３－５－２８   

総合病院 回生病院内 

図子メンタルクリニック 087-870-2355 さぬき市志度２３８３－１ 

たなかクリニック 087-812-5556 高松市番町３－３－１７ 

プレシャス番町ビル４Ｆ 

森岡メンタルクリニック 087-891-9877 木田郡三木町氷上４０３－５ 

ゆりのき診療室 087-874-2217 高松市国分寺町国分２０９０－１ 

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ 

機
関 

香川カウンセリングセンター 080-4991-9779 高松市紺屋町５－５ 

紺屋町ファイブビル５０１ 

日本産業カウンセラー協会 
四国支部 香川事務所 

087-816-8040 高松市林町２２１７－１５ 

香川産業頭脳化センタービル４F４１

１号 

カウンセリング・AZ 087-880-6011 

090-9451-8341 

高松市香西本町２３４－１ 

 
８ 教職員相談事業（県・互助会） 
 ・ 相談は無料です。 
・ 匿名でも相談できます。 
・ 相談内容の秘密は厳守します。 
・ 休暇・休職中の方もご利用できます。 
・ 面談・電話相談とも予約制です。 

 

 

 

相談日時 
第2・3・4 土曜日 

9：00～12：00 13：00～17：00 
相談日時 月曜日～金曜日    9：00～17：00 

予約受付 
月曜日～金曜日    8：30～17：00 

087-832-3798   087-832-3860 
予約受付 

月曜日～金曜日    8：30～17：00 

087-832-3798   087-832-3860 

場所 

教職員相談室 

高松市西内町7 番11 号 

香川県高等学校PTA 会館2F 

場所 

健康福利課内 健康相談室 

（面談相談は教職員相談室でも可） 

高松市天神前6-1 天神前分庁舎3F 

電話 087-823-8349 電話 087-832-3798   087-832-3860 

相談員 

臨床心理士  山下 奈緒美（第2土曜日） 

臨床心理士 小西 亜紀子（第３土曜日） 

臨床心理士  溝口 盛治（第4 土曜日） 

相談員 
臨床心理士 溝口 盛治 

臨床心理士 小西 亜紀子 

駐車場 敷地内駐車場（無料） 駐車場 県庁地下駐車場（1 時間無料） 

  
  

－ 182 －



- 182 - 
 

９ 健康づくり講師派遣（共済） 

原則、10名以上の組合員が参加する、健康の保持増進を目的とした研修会等に講師を派遣します。 
 ・ 講師に係る費用（謝金、交通費等）は、全額、公立学校共済香川支部が負担します。 
 ・ 派遣を希望する者は、「健康づくり講師派遣希望申込書」を別途指定する期日までに香川支部へ提出

してください。（利用は、原則、年度内1回とします。） 
 ・ 事業利用後、原則10日以内に「健康づくり講師派遣利用報告書」を香川支部へ提出してください。 
 
10 ヘルスアップセミナー（共済） 

 (1) 内容 
   健康増進に関する実践的なセミナーを開催します。 
 (2) コース・定員・実施日及び会場 

コース 定員 実施日 会場 

オンライン 150人 8月1日（火）～8月31日（木） － 

ヘルスラーニング 120人 8月1日（月） トレスタ白山 

心のセルフケア 50人 8月24日（木） 綾歌総合文化会館 アイレックス 
  
 
11 健康診断等結果フォロー（共済） 

 (1) 目的 
   定期健康診断や人間ドックの結果について、受診勧奨や個別相談に応じることで、病気の予防や早  
  期発見・早期治療等、組合員の健康管理を支援します。 

(2) 対象者 
   組合員 

(3) 実施内容 
  ・公立学校共済組合香川支部が実施する人間ドックの、がん検診（胃がん、大腸がん、肺がん、 

乳がん、子宮がん）の結果から、要精密検査となった未受診者に対して、受診勧奨を行います。 
 ・健診結果に対する個別相談を、面談もしくは電話（087-832-3794）にて実施します。 

 
12 海の家（借上）事業（共済） ・・・ 令和5 年度中止 

 (1) 目的 
   海の家を開設し、心身のリフレッシュと健康の保持・増進を図ることを支援する。 
 (2) 対象者 
   組合員及びその家族 
 (3) 期間 
   7月上旬から8月中旬まで 
 (4) 開設場所 
   津田海水浴場 松の家 
 
13 ライフプランセミナー（共済） 

 (1) 内容 
   生涯生活設計（ライフプラン）に必要な生きがい、財産形成等の知識や情報の提供を行うセミナー

を開催します。 
  

－ 183 －



- 183 - 
 

 (2) 対象者及び募集定員 
   20代・30代の組合員 50人 
 (3) 実施方法 
   動画視聴形式 
 (4) 実施期間 
   7月25日（火）～8月21日（月） 
    
14 セカンドライフセミナー（共済） 

 (1) 内容 
   組合員を対象に、年金制度を周知する機会を設け、退職前後の生活設計に必要な情報を提供するセ

ミナーを開催する。 
 (2) 対象者及び定員 
   50歳以上の組合員 100人 
 (3) 実施日及び会場 
   8月22日（火） サンメッセ香川 
 
15 へき地組合員サポート（共済） 

 (1) 内容 
   へき地学校等に勤務する組合員にヘルスサポート事業で利用できる健康ポイントを付与します。 
 (2) 対象者 
   へき地学校等に勤務する組合員 
 (3) 方法 
   令和5年10月末に対象者へ自動付与 
 
16 法律相談事業（共済） 

 (1) 内容 
   弁護士が、法律に関する諸問題について相談に応じます。（公務に関するものは除く。） 
 (2) 対象者 
   組合員 
 (3) 利用方法等 
   相談希望者は、公立学校共済組合香川支部へ電話（087-832-3794）し、「法律相談利用券」（年度内

2枚まで）の発行申込みをしてください。申込者に「法律相談利用券」と「利用案内」を送付します。

申込者は、担当弁護士と直接電話等で相談日時を決定し、相談当日に「法律相談利用券」を担当弁護

士に提出してください。 
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17 教職員健康相談24 等（共済本部） 

   通話料無料で、電話等による健康・医療相談及び医療機関情報等のサービスを行います。 
 (1) 対象者 
   組合員及びその被扶養者 
 (2) 内容  
  ① 教職員電話健康相談24   ０１２０－２４－８３４９

2 4 時 間  や さ し く

 
    ・一般健康相談、専門医相談（予約制）、小児救急相談に対応します。    
    ・受付時間 24時間年中無休 
    ・利用時間 1回20分程度 
  ② 介護電話相談   ０１２０－５１５－５７９ 

・介護全般に関する相談 
    ・受付時間 月～土曜日 10:00～18:00（祝日・年末年始を除く）  
    ・利用時間 1回20分程度 

③ 女性医師電話相談【予約制】  ０１２０－２１５－５７９ 
    ・女性を対象に、女性医師による、女性疾患についての相談を中心に対応します。 
    ・受付時間 月～土曜日 10:00～21:00（祝日・年末年始を除く） 
    ・利用時間 1回20分程度 
  ④ 電話・面談メンタルヘルス相談  ０１２０－７８３－２６９ 
    電話相談   
    ・受付時間 月～土曜日 10:00～22:00（祝日・年末年始を除く） 

・利用時間 1回20分程度 
    面談予約  

・受付時間 月～土 10:00～20:00（祝日・年末年始を除く） 
・まず、専用ダイヤルで相談日時を予約してください。  
・面談によるカウンセリングは1人年間5回まで無料です。（1回50分程度） 
・面談は全国主要都市の契約カウンセリングルームにて実施します。（香川県内は2か所あり） 

  ⑤ Web相談（こころの相談） URL  https://www.mh-c.jp/  （ログイン番号：783269） 
    ・電話でメンタルヘルスに関する相談をしづらい方のために、Web 上で 24 時間、相談を受け付

けます。 
    ・臨床心理士が、3営業日以内を目処に個別に回答します。 
    ・共済組合のホームページからもアクセスできます。 
     トップ → 組合員専用ページ → 健康相談事業 → 健康相談事業の案内 
 (3) 利用方法 
   各相談の専用ダイヤルへ電話し、公立学校共済組合の組合員又は被扶養者であることを告げて、相

談をしてください。 
 (4) その他 
   ・プライバシーは厳守されます。（予約や相談の関係上、年齢・支部名等を確認します。） 
   ・詳細は、公立学校共済組合ホームページ（https://www.kouritu.or.jp/）をご覧ください。 
   ・携帯電話からも通話料無料で利用できます。 
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18 メンタルヘルス相談（四国中央病院） 

 (1) 内容  
   公立学校共済組合の直営病院である四国中央病院において、公認心理師がメンタルヘルス(心の健

康)相談を対面もしくはオンライン（Zoom）で実施します。 
 (2) 対象者 

組合員及びその被扶養者 
 (3) 相談日 
   毎週月曜～金曜（祝日を除く） 9：30～16：00（対面・オンライン） 
   オンラインのみ次の土曜日に実施 9：00～16：00 ※ 1週間以上前に予約が必要です。 
   令和5年7月8日・9月9日・11月11日 
   令和6年1月13日・3月9日 
  (4) 費用 

無料 
 (5) 申込方法（対面・オンライン共通） 
   四国中央病院（0896-58-3515 代表）メンタルヘルス係まで予約申込みをしてください。 

(6) その他 
・相談時間は50分で、年3回（対面・オンライン合算）まで利用できます。 
・交通費の助成がありますので、組合員証と印鑑を持参してください。 
・プライバシーは厳守されますので、安心して利用してください。 
 

19 職場復帰支援プログラム（四国中央病院） 

 (1) 内容 
   うつ病のなどの心の問題で休職している方を対象に職場復帰への準備、再休職の予防を目的とした

リハビリプログラムを実施します。 
   参加者の状況に応じ、①～⑤のプログラムを午前、午後で適宜組み合わせ実施します。 
   ① 教育プログラム：セルフケア、ストレスマネジメントなど 
   ② 集団プログラム：社会生活技能（SST）、グループワークなど 
   ③ 心理プログラム：認知行動療法、グループカウンセリングなど 
   ④ 個人面接：目標設定や現在の回復段階、課題などを話し合う 
   ⑤ その他：レクリエーション、軽スポーツ、手工芸など 
 (2) 対象者 

組合員で、うつ病やストレス関連疾患が原因で休業中の教職員で①～④の条件を満たす場合 
① 定期的に医療機関のフォローを受けている 
② 症状・生活リズムがある程度安定している 
③ 職場復帰プログラムの参加について、主治医の許可が得られている 
④ 基本的に毎回参加可能 

 (3) 実施日 
【教員】毎週金曜日  
【教員以外の学校関係者】毎週水曜日  
 9：30～15：30 （祝祭日を除く） 
期間は原則3か月とするが、詳細は利用者との面談で決定します。 

 (4) 費用 
健康保険適用にて自己負担額は、1回220円～1500円程度です。 

－ 186 －



- 186 - 
 

規定の交通費が支給されます。 
 (5) 申込方法 
   参加者は主治医の承諾を得た上で、メンタルヘルス係まで電話で申込をしてください。 
   TEL 0896-58-3515（代表） 平日 9：00～17：00 
 (6) その他 
   利用条件がありますので、まずは相談してください。問合せに関する秘密は厳守されます。 
   詳細は四国中央病院のホームページをご覧ください。 
 
20 セカンドオピニオン相談事業（四国中央病院） 

 (1) 内容 
   主治医とは別の医師に、病気の診断や治療方法について、意見やアドバイスをもらうセカンドオピ

ニオン相談を実施します。 
 (2) 対象者 

組合員及びその被扶養者 
 (3) 費用 

無料 
 (4) 申込方法 
   四国中央病院 医事課まで予約申込をしてください。 
   ＴＥＬ 0896-58-3515 
   予約受付時間 平日 10:00～17:00 
 (5) その他 
    組合員証、紹介状、検査結果等診療経過のわかるものを持参してください。プライバシーは厳守

されますので、安心して利用してください。 
 

21 公立共済メンバーズカード（共済） 

  組合員及び年金受給者を対象に、クレジット機能の付いた施設利用会員カードを発行します。 
 (1) 組合員等の利便性 
   「公立共済メンバーズカード」は全国の当共済組合の宿泊施設において、組合員料金の適用を受け 
   るための資格証明になります。このカードを提示することで、従来のように組合員証を持参する必  
   要はありません。宿泊施設のほか、四国中央病院など直営病院の支払も本カードでできます。（受診 

   時には組合員証を持参してください。） 
    また、ゴールドカードと同等の便利なサービスや特典付きのクレジットカードとして、旅行や 
   ショッピングに使用できます。年会費は永年無料で、退職後も引き続き加入できます。 
 (2) 入会方法 
    公立学校共済組合本部のホームページhttps://www.kouritu.or.jp/から「公立共済メンバーズカ－

ド」にアクセスしてください。 
  (3) 問い合わせ先 
    公立共済メンバーズデスク 0120-258-678 
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互助会 入学祝金 

(1) 事業内容 
会員の子が小学校及び中学校（障害児教育諸学校の小学部・中学部を含む。）に入学したとき支給し

ます。 
 (2) 支 給 額  10,000円（夫婦とも会員の場合、会員それぞれに10,000円を支給） 
 (3) 請求手続  各所属所で該当者をとりまとめ、「入学祝金請求書」を提出します。 
  

十九 互助会その他の事業 
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 (1) 事業内容 
  ①該当会員が旅行する場合、経費の一部を補助します。 

区 分 該  当  者 補助限度額 
5年 会員期間が5年に達した会員（6年目の会員） 10,000円 
10年 会員期間が10年に達した会員（11年目の会員） 10,000円 
15年 会員期間が15年に達した会員（16年目の会員） 10,000円 
20年 会員期間が20年に達した会員（21年目の会員） 10,000円 
25年 会員期間が25年に達した会員（26年目の会員） 10,000円 
30年 会員期間が30年に達した会員（31年目の会員） 50,000円 

令和 5 年度に

定年退職する

会員に補助 

会員期間が21～26年に達した会員（25年に達した会員を除く） 10,000円 
会員期間が27年～28年に達した会員 10,000円 
会員期間が29年に達した会員 15,000円 

② 補助金は、互助会が指定する店舗（互助会指定店舗 香川県教職員福利厚生サポートページ及び香川

県電子メール・電子掲示板システムの掲示板を参照）で旅行を手配する場合に補助します。（※認定

通知書方式190頁参照） 
 (2) 申請手続 
   各所属所へ互助会一覧を送付するので、所属職員の会員期間等の確認を行い現在の内容に訂正並び

に該当会員の「リフレッシュ旅行補助金交付申請書」及び「除外申出書」を取りまとめて、6 月中旬

までに返送してください。 
 (3) 交付時期等 
   7月に各所属所へ「リフレッシュ旅行補助金認定通知書」を送付しますので、有効期限（該当年度）

内に利用してください。 
 
 
 (1) 事業内容 
   会員期間が25年以上の会員が旅行する場合、経費の一部を補助します。 
 (2) 補助限度額 
   互助会が指定する店舗（互助会指定店舗）で旅行を手配する場合に60,000円を限度に補助します。 
   （※認定通知書方式190頁参照） 
 (3) 申請手続 
   「思い出記念旅行補助金交付申請書」を提出してください。申請期限は会員資格喪失後2 ｶ月まで。 
 (4) 交付時期等 
   毎月末日締切りで、翌月中旬に所属所に「思い出記念旅行補助金認定通知書」を送付します。有効

期限は、互助会が「思い出記念旅行補助金認定通知書」を発行してから1年以内です。 
   ただし、「思い出記念旅行補助金交付申請書」の余白に「至急分」と記載されたものについては、毎

週火曜日を締め切りとし、それまでに届いた当該申請に係る当該通知書については同じ週の木曜日に

互助会から発送します。 

互助会 リフレッシュ旅行補助 

互助会 思い出記念旅行補助事業
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 ※認定通知書方式について 

    互助会指定店舗で代金支払いの際に、互助会が発行する「リフレッシュ旅行補助金認定通知書」

及び「思い出記念旅行補助金認定通知書」（以下「認定通知書」という。）を提示し、その場で補助

金相当の割引を受ける方式です。 
○ 対象となる旅行費用 

     旅行に同伴する家族分も含めた旅行費用が補助の対象となります。旅行保険料、土産代は補助

の対象外です。「認定通知書」を使用してギフト旅行券等の金券は購入できません。また、一部

取扱いできない商品がありますので、各互助会指定店舗窓口で確認をしてください。 
○ 認定通知書の利用方法 

 
      ①所属所を通じて 
       「申請書」を提出 
                      ②所属所を通じて「認定通知書」を受領 
 
          ③「認定通知書」を利用することを伝えて旅行を申し込む。 
 
             ④旅行代金のうち認定金額（補助金額）を差し引いた額 
              を支払う。（「認定通知書」を提出） 
              旅行内容等を確認のうえ、「認定通知書」の会員署名欄 
              に署名する。 
     
    ○ 認定通知書を利用する際の注意点 
     ① 汚損により交換する場合等を除き「認定通知書」の再発行はできません。 
     ② 「認定通知書」の有効期限は、「リフレッシュ旅行補助金認定通知書」は当該年度内、「思

い出記念旅行補助金認定通知書」は発行日から１年以内です。有効期限を超えての利用はで

きません。 
③ 「リフレッシュ旅行補助金」と「思い出記念旅行補助金」を併用しての使用は可能です。

ただし、補助金額は旅行代金の実費以内です。 
     ④ 補助金は有効期限内における1回分の旅行に適用され、分割しての利用はできません。 
     ⑤ 旅行代金が認定金額に満たない場合は、その差額は払い戻しをしません。 
     ⑥ 申込金の支払いには「認定通知書」は使用できません。 
     ⑦ 補助金はキャンセル料に充当することはできません。 
     ⑧ キャンセルした場合、「認定通知書」に旅行会社で証明を受け、有効期限内に再度使用でき

ます。 
     ⑨ 「認定通知書」の交付を受けた後、やむを得ない理由で有効期限までに使用することがで

きないときは、返納できる場合があります。有効期限内に必ず互助会へご相談ください。 
     ⑩ 「認定通知書」の他人への譲渡、福利厚生目的以外の旅行等不正な利用をした場合は、補

助を取り消し、補助金相当額を互助会へ返納していただきます。  

互助会事務局 

会員本人 互助会指定店舗 
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互助会 選択型福利厚生（兼 宿泊保養施設利用補助）事業 

 (1) 内  容  会員の健康管理、自己啓発、趣味の充実等に要する経費又は会員の宿泊保養施設の利

用に要する経費の一部を補助します。 

 (2) 補助回数  年度内１回 

(3) 補助金額  10,000 円を限度とします。ただし、領収書の金額が補助金額に満たないときは、当

該金額を補助金額とします。 

 (4) 補助項目及び補助対象経費  次の補助項目を自由に組み合わせて請求できます。 

補助項目 対象者    補  助  対  象  経  費 と 注 意 点 

健康管理 

会員 

 

①医薬品の購入費   

②健康器具、医療機器、スポーツ用具等の購入費  

③はり、灸、マッサージ等施術料（美顔、エステ等の美容関係及び保険診療は除く。）  

④予防接種料、抗体検査料 

⑤人間ドックにおけるオプション項目検査料（人間ドック検査項目自己負担額を除く。） 

その他理事長が適当と認めるもの  

自己啓発 

 

①資質向上及び自己研鑽に資するために購入する図書経費 

②趣味講座の受講料、教養講座の受講料（語学、教養、趣味等講座の入会金、学費） 

③資格取得講座の受講料（国家試験等受験準備講座の受講料、受験料） 

④講演会、イベント参加料（フォーラム、シンポジウム等の聴講料、参加料） 

⑤通信教育、専門学校、各種学校等に要する経費(入学金、授業料、受講料) 

（上記に該当するＣＤ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等の情報ソフト類の購入費を含む。） 

その他理事長が適当と認めるもの  

入会登録料 会員及び家族 
 

かがわ縁結び支援センターの縁結びマッチング会員入会登録料（初回登録のみ） 

芸術文化鑑賞 

 

 

 

 

会員及び家族 

(会員が同行す

る場合に限る） 

 

 

 

 

 

①音楽、演劇、演芸、伝統芸能、舞踏、映画鑑賞の入場料、入館料 

②博覧会、サーカス、動植物園、水族館、展覧会、美術館、博物館(音声ガイドレンタル料可）、 

 神社仏閣等の入場料、入館料 

（上記に該当するＣＤ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等の情報ソフト類の購入費を含む。） 

その他理事長が適当と認めるもの  

スポーツ施設 

の利用等 

 

①各種スポーツの観戦料  

②テニスコート、 ゴルフ場、 スキー場（リフト券可）、スケート場 、プール、 マリンスポーツ 

 施設、 体育館、野球場、陸上競技場、 トレーニングジム、ボーリング場、卓球場、乗馬場の 

 入場料及び利用料金、回数券購入費 

③マラソン大会、ウオーキング大会等の参加料、登録料、スポーツクラブ、スポーツ教室の入会金、 

 利用料金、受講料 

④ 入漁料及び入川料、入山料、キャンプ場利用料 

（上記に該当するＣＤ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等の情報ソフト類の購入費を含む。） 

その他理事長が適当と認めるもの  
ﾚｼﾞｬｰ施設の 

利用 

 

施設入場料、乗り物券代、農園等入園料（温泉入浴代、飲食費、駐車場代は対象外。）  
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宿泊保養施設の

利用            

 

 

 

 

 

 

会員及び家族 

(会員が同行す

る場合に限る） 

 

 
 

①職務専念義務の免除は宿泊保養施設利用補助事業に参加する場合に認められます。 

注意：免除を申請する日の領収書（宿泊代含む）を必ず添付してください。 

②旅行費用とは、宿泊費、交通費（請求する宿泊と同一旅行分に限る）に要した費用です。 

 ●ガソリン代は対象外。 

 注意：交通費（ＪＲ代、飛行機代、高速道路利用代、高速バス代、フェリー代）に関しても領収

書、半券等の原本を添付してください。 

③公務出張期間中の旅行は対象外です。 

④支払った費用の内、認定通知書（思い出記念旅行・リフレッシュ旅行）利用分は対象外です。 

⑤宿泊保養施設とは、旅館業法第２条に規定する旅館業（下宿営業を除く）について、同法第３ 

 条に規定する営業許可を受けた施設です。 

○海外旅行の場合も、国内の宿泊保養施設と同様の施設を利用した場合は対象です。 

 ●夜行バス、寝台特急、クルーズ船等の交通機関のみの利用、キャンプ場でテントサイトを利用 

  （選択型福利厚生事業としては可）、親類、知人宅への宿泊は対象外です。 

 ●宿泊保養施設に疑義があるときは領収書発行元に問い合わせます。宿泊保養施設に該当しない 

  場合や連絡が取れない場合は対象外です。 

⑥インターネットオンラインショップ（楽天、じゃらん等）で旅行を申し込み、オンラインカード 

 決済を利用した場合は、ご利用のオンラインショップの領収書を添付してください。 

 注意：宿泊先の領収書では、オンラインショップ決済分は証明されません。 

⑦旅行の期間が２年度にわたる場合は、会員が選択するいずれかの年度に請求できます。 

⑧会員２人以上で請求する場合は、先に提出する方が領収書の原本を添付してください。 

   ※ 家族の範囲は、被扶養者及び同居又は同一生計の者です。 
 (5) 請求方法  「選択型福利厚生事業補助金（兼 宿泊保養施設利用補助金）請求書」に領収書の原本

を添付して提出します。 
① 領収書は、会員氏名（フルネーム）、領収金額、購入物品名、施設名等の利用明細の記載があり、

補助対象経費であることが確認できるものでなければ認められません。 
はり、灸、マッサージを利用した場合は、「保険診療適用外」の記載されたものを添付してくだ

さい。 
  ② 芸術文化、スポーツ観戦又はスポーツ・レジャー施設等を利用した場合で領収書が発行されない

場合は、利用券や入場券の半券等を添付してください。ただし、金額の記載のないときは、金額

が確認できるパンフレットをあわせて添付してください。 
  ③ クレジットカード及び銀行振込による支払の場合は、請求明細書や振込書控え（会員氏名、領収

金額、購入物品名、施設名等の記載があり、補助対象経費であることが確認できるもの）を添付

してください。 
  ④ 旅行の場合 
   (ｱ) 国内の宿泊保養施設を宿泊利用したとき 
    ・会員が宿泊保養施設を宿泊利用し、払った旅行に要した費用の額が確認できる領収書 
    （旅行業者等が発行する領収書は、但し書として宿泊施設名を必ず記載してもらって下さい） 
   (ｲ) 海外旅行をしたとき 
    ・旅行に参加したことが確認できる旅行代理店等発行の旅行日程の写し 
    ・会員が支払った旅行に要した費用の額が確認できる領収書 
  ⑤ そ  の  他 
    ・旅行費用とは、交通費、宿泊料等旅行に要した費用とします。 
    ・家族旅行等とは、公務出張期間中の旅行以外の旅行とします。 
    ・補助金は、請求者の共済組合専用口座に振り込みます。 
⑤  令和5年4月1日～令和6年3月31日までの間に利用、購入等したものを補助対象経費とします。 
  

－ 192 －



- 192 - 
 

 
互助会 公益事業 
 一般財団移行認可に伴う公益目的支出計画に基づき、香川県における教育文化の振興発展に寄与するた 
め、公益事業を実施します。 
 (1) 特別支援学校助成事業 

①内  容 特別支援学校の児童、生徒の自主的な活動を支援するため体育用具購入費等を助成しま

す。 
  ②助成回数 年度内１回 
  ③助 成 額 100,000円限度 
 (2) 教育研究活動助成事業 
  ①内  容 教科等の教育研究活動を会員5名以上で構成するグループで実施する場合に助成します。 

②助成回数 年度内１回 
③助 成 額 （ｱ）基本額         20,000円 

（若年者（原則として40歳以下）によるグループの場合は、30,000円） 
        （ｲ）比例額会員１名当たり   2,000円 
        （ｳ）最高限度額       50,000円 
        （若年者（原則として40歳以下）によるグループの場合は、60,000円） 
  ④申請方法 「教育研究活動助成事業申請書」に教育研究活動実施要領等を添えて、9 月末日までに

互助会に申請します。 
  ⑤実績報告 活動終了後20日以内に「請求書」に「実績報告書」を添えて提出します。 

(3) 文化・スポーツ振興支援事業 
 ①内  容 学校教育の一環として、県内の児童生徒が主体的に参加する文化・スポーツ活動の振興

に要する経費の一部を助成します。 
②対  象 県小体連、県中体連、県高体連、県小・中文連、県高文連 

 ③助 成 額 １団体 1,000,000～2,000,000円限度 
 (4) 社会教育振興支援事業 
  ①内  容 県内の児童又は青少年の健全な育成に資する社会教育事業の実施に要する経費の一部を

助成します。 
  ②対  象 県内の社会教育団体 
  ③助 成 額  １団体 500,000円限度 
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互助会 会員特別割引契約施設 
 (1) 内容（令和5年4月1日現在）※料金等変更の場合あり。利用時に施設で確認してください。 
   互助会の会員証を提示すると指定の温泉休養施設等が会員料金で利用できます。 
 (2) 対象 
   会員及びその家族 
 (3) 会員証の再発行 
   互助会の会員証を紛失し、再発行を希望する場合は、「香川県教職員互助会会員証再交付申請書」を

互助会へ提出します。 
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各種の提出様式については、公立学校共済組合香川支部ホームページ または 香川県教職員福利厚生サ

ポートページからダウンロードし、作成してください。 
●公立学校共済組合香川支部ホームページ 

https://www.kouritu.or.jp/kagawa/ 
組合員専用ページ 

    ID：（組合員証番号） ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ：（8桁の生年月日（西暦）） 
             ※任意継続組合員の方はログインできません。 
   事務担当者専用ページ 
    ID：kagawa37    ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ：kagawajimu〇〇※ 
       ※〇〇の部分は西暦下2 ｹﾀで、毎年7月1日を基準に変更 
 
●香川県教職員福利厚生サポートページ ～香川県教職員福利厚生サポートサイト～ 

https://kgbenefit.jp 
    ID：117117117（半角）  ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ：benefiT（Tのみ大文字） 
 
 
 
公立学校共済組合香川支部及び（一財）香川県教職員互助会が直接行う事業以外は、諸物品のあっせん、 

推せん、紹介、他団体との提携等は、一切行っておりません。共済組合及び互助会に関係があるようなそ 
ぶりで、販売等の勧誘をする業者にご注意ください。 

 
 
 

二十 その他 
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出

書
類

 
提

出
先

 
提

出
期
限

 
窓

口
 

本
文

頁
 

組
合
員
（
会
員
）
、
掛
金

（
負
担
金
）、

給
付
等

 
海
外
居

住
(配

偶
者
同

行
休
業

含
む

)に
な
っ
た
と
き

 
介
護
保
険
第

2
号
被
保
険
者
資
格
取
得
・
喪
失
届
出
書
（

40
才
以
上
） 

所
属
所
長

 
→
支
部
長

 
速
や
か
に

 
総
務

 
7～

8 

共
済

組
合

事
務

費
の

掛
金

（
負
担
金
）
の
払
込
み

 
共
済
掛
金
払
込
内
訳
書

 
互
助
会
掛
金
払
込
内
訳
書

 
給

与
支

払
機

関

→
支
部
長
（
理
事

長
）

 

月
末
ま
で
に

 
総

務
、

互

助
会

 
8 

標
準
報
酬
に
つ
い
て

 
育
休
か
ら
復
帰
し
た
と
き

 
（
報
酬
が
低
下
し
、

3
歳
未
満
の
子
を
養
育
す
る
場
合
）

 
標
準
報
酬
育
児
休
業
等
終
了
時
改
定
申
出
書

 
3
歳
未
満
の
子
を
養
育
す
る
旨
の
申
出
書

 
申
出
者
と
の
身
分
関
係
を
確
認
で
き
る
戸
籍
謄

(抄
)本

 
申

出
者

と
の

同
居

を
確

認
で

き
る

住
民

票
（

子
の

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

記

入
で
省
略
可
）

 

所
属
所
長

 
→
支
部
長

 
速
や
か
に

 
総
務

 
9～

22
 

産
休
か
ら
復
帰
し
た
と
き

 
同
 
 
上

 
3

歳
未

満
の

子
を

養
育

し
な

く
な
っ
た
と
き

 
3
歳
未
満
の
子
を
養
育
し
な
い
旨
の
申
出
書

 

決
定

・
改

定
さ

れ
た

標
準

報

酬
が

著
し

く
不

当
だ

と
思

わ

れ
る
と
き

 

・
年
間
報
酬
の
平
均
で
算
定
す
る
こ
と
の
申
立
書

 
（
定
時
決
定
用
・
産
休
定
時
決
定
用
・
随
時
改
定
用
）

 
・

標
準

報
酬

定
時

決
定

・
保

険
者

算
定

申
立

に
係

る
例

年
の

状
況

、

報
酬
の
比
較
及
び
組
合
員
の
同
意
等

 
（
定
時
決
定
用
・
随
時
改
定
用
）

 
組
合
員
資

格
、
所

属
所

の
変
更
等

 
    

組
合

員
資

格
を

取
得

し
た

と

き
 

組
合
員
（
船
員
組
合
員
）
資
格
取
得
届
書

 
公
立
学
校
共
済
組
合
加
入
に
関
す
る
資
料

(市
町
費
支
弁
職
員
の
み

) 
期
限
付
任
用
職
員
に
関
す
る
調
書
（
該
当
者
の
み
）

 
普
通
預
金
申
込
書

 
同
意
書

 
組
合
員
転
入
届
出
書
（
他
共
済
・
他
支
部
か
ら
の
転
入
者
）

 

所
属
所
長

 
→
支
部
長

 
速
や
か
に

 
短
期

 
年
金

 
29

～
31
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年
金
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入
期
間
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年
金
受
給
権
者
再
就
職
届
書
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昭
和

34
.4

.1
生
ま
れ
以
前
の
者
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公
立
学
校
共
済
以
外
の
公
務
員
年
金
受
給
者
は
年
金
証
書
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合
員
資

格
、
所

属
所

の
変
更
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合
員

が
所

属
所

を
変

わ
っ

た
と
き

 
組

合
員

異
動

報
告

書
（

県
費

会
計

年
度

任
用

職
員

パ
ー

ト
タ

イ
ム

及

び
市
町
費
支
弁
職
員
）

 
所
属
所
長

 
→
支
部
長

 
速
や
か
に

 
短
期

 
32

 

氏
名

及
び

住
所

等
が

変
わ

っ

た
と
き

 
組
合
員
証
（
氏
名
が
変
わ
っ
た
と
き
の
場
合
の
み
）

 
基
本
事
項
（
組
合
員
証
等
記
載
事
項
）
変
更
申
告
書

 
組

合
員

証
の

再
交

付
を

求
め

る
と
き

 
組
合
員
証
（
破
損
、
余
白
な
し
の
場
合
の
み
）

 
再
交
付
申
請
書

 

 
 

－ 202 －



こ
ん

な
場

合
に

は
 

こ
ん

な
手

続
を

 

種
 

 
別

 
事

 
 
 

項
 

提
出

書
類

 
提

出
先

 
提

出
期
限

 
窓

口
 

本
文

頁
 

 
 

被
扶
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者

の
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被
扶
養
者

の
認
定

等
の

手
続

 
(1

) 
普
通
認
定

 
被
扶
養
者
認
定
申
告
書
（
別
紙
：
被
扶
養
者
の
個
人
番
号
を
含
む
）

 
恩
給
・
年
金
等
の
受
給
に
関
す
る
申
立
書
（
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歳
以
上
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又
は
年
金

証
書
等
の
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し

 
組
合
員
と
の
関
係
を
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す
る
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所
属
所
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支
部
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事
実
の
発
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ら
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日

以
内
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受
付
日

に
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定
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～
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別
認
定

 
被
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紙
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扶
養
者
の
個
人
番
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む
）

 
所
得
証
明
書
又
は
情
報
照
会
に
か
か
る
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意
書

 
雇

用
保

険
の

受
給

に
関

す
る

申
立

書
又
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用
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健
受

給
資

格
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年
金
等
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受
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に
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申
立
書
又
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金
証
書
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写
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扶

養
を
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要

と
す

る
理
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及

び
他

の
者

が
扶

養
し

て
い

な
い

こ
と

の

申
立
書

 
在
学
証
明
書

 
組
合
員
と
の
関
係
を
証
す
る
書
類

 
住
民
票
（
該
当
者
の
み
）

 
    

所
属
所
長

 
→
支
部
長

 

事
実
の
発
生

か
ら

30
日

以
内
（
そ
の

後
は
受
付
日

に
認
定
）
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期

 
33

～
40
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手
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組
合
員
被
扶
養
者
証
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齢
受
給
者
証

 
被
扶
養
者
取
消
申
告
書

 
就
職
証
明
書
又
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健
康
保
険
証
の
写
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年
金
証
書
等
の
写
し

 
取
消
事
実
を
証
す
る
書
類

 
収
入
証
明

 
変
更
に
な
っ
た
理
由
書

 

所
属
所
長

 
→
支
部
長

 
速
や
か
に

 
短
期
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～
40

 

国
民
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金
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3
号
被
保
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者
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出
事
務
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第
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3
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関
係
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扶
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配
偶
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支
部
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3
号

被
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険
者

に
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当
し

な
く
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っ
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と
き
（
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亡
を
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む
）

 

国
民
年
金
第

3
号
被
保
険
者
関
係
届

 
組
合
員

 
→
支
部
長
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第
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号

被
保

険
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氏

名
等
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正
を

す
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き

 

国
民
年
金
第

3
号
被
保
険
者
関
係
届

 
被
扶
養
配
偶
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→
支
部
長

 

(4
) 

第
3

号
被

保
険

者

の
住

所
に

変
更

が
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き

 

国
民
年
金
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3
号
被
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険
者
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変
更
届
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扶
養
配
偶
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支
部
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結
婚
し
た
と
き

 
会
員
が
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し
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と
き
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求
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籍
抄
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等
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求
人

 
→
理
事
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に

 
互
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46
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産
費
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費
附
加
金

 
           （

3）
出
産
手
当
金

 

○
直
接
支
払
制
度
を
利
用
す
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場
合

 
・
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産
費
・
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費
附
加
金
差
額
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求
書
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医
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関
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付
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○
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求
書
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○
直
接
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払
制
度
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用
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加
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求
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医
療
機

関
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付
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払
制
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記
載
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れ
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産
費
用
の
領
収
書
（
写
し
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 ・
出
産
手
当
金
請
求
書

 
・
出
産
に
つ
い
て
の
医
師
又
は
助
産
師
の
証
明
書
（
原
本
）

 
・
出
産
の
予
定
に
関
す
る
医
師
又
は
助
産
師
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書
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原
本
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合
員

 
→
支
部
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速
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に
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～
48
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（
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）
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舞
金
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自
動
支
払
い
＞

 
 

 
互
助
会

 
49

 
 

資
格
喪
失
後
の
出
産
の
場
合

 
 

 
 

 
 

出
産
費

 
（

退
職

後
6

月
以

内
の

出

産
）

 

○
直
接
支
払
制
度
を
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用
す
る
場
合
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産
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附
加
金
差
額
請
求
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医
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機
関
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細
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た

め
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医
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機
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医
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機
関
等
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○
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払
制
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場
合
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加
金
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求
書
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機
関
発
行
の
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収
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又
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細
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→
支
部
長
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に

 
短
期

 
49

～
50

 

被
扶
養
者
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出
産

 
 

 
 

 
 

 (1
) 

家
族
出
産
費
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家
族
出
産
費
附
加
金

 
○
直
接
支
払
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付
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～
51
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(3
)（

互
）
出
産
見
舞
金

 
＜

自
動
支

払
い

＞
※
被

扶
養

者
で
な

い
配
偶

者
が

出
産
し

た
場

合

は
出
産
見
舞
金
請
求
書

 
請
求
人

 
→
理
事
長

 
速
や
か
に

 
互
助
会

 
49

 

産
前

産
後

休
暇

・
育

児
休

業
・

介
護

休
業

（
休

暇
）

の
承

認
を

受
け
た
と
き

 

 
産
前
産
後
休
暇
の
と
き

 
 

 
 

 
 

掛
金
の
免
除

 
産
前
産
後
休
業
掛
金
免
除
（
変
更
）
申
出
書

 
・

産
前
産

後
休

暇
を
取

得
（

変
更
）

し
て
い

る
こ

と
及
び

そ
の

期

間
が
わ
か
る
も
の

 
・

妊
娠
（

出
産

）
証
明

書
等

、
子
の

出
産
（

予
定

）
日
の

わ
か

る

も
の

 

所
属
所
長

 
→
支
部
長

 
速
や
か
に

 
総
務

 
52

～
54

 

 
育
児
休
業
の
と
き

 
 

 
 

 
 

(1
) 

掛
金
の
免
除

 
育
児
休
業
掛
金
免
除
申
出
書
（
辞
令
書
の
写
し
）

 
育
児
休
業
掛
金
免
除
変
更
申
出
書
（
辞
令
書
の
写
し
）

 
所
属
所
長

 
→
支
部
長

 

速
や
か
に

 
総
務

 
55

 

(2
) 

育
児
休
業
手
当
金

 
育
児
休
業
手
当
金
請
求
書
（
辞
令
書
の
写
し
）

 
育
児
休
業
に
関
す
る
証
明
書

 
育
児
休
業
手
当
金
変
更
請
求
書
（
辞
令
書
の
写
し
）・

添
付
書
類

 

速
や
か
に

 
短
期

 
58

～
60

 
毎
翌
月

10
日

 
速
や
か
に

 

(3
) 

貸
付

償
還

金
の

取
扱

い
 

償
還
猶
予
申
出
書

 
所
属
所
長

 
→
支
部
長

 
速
や
か
に

 
貸
付

 
60

 

(4
) 

(互
)休

業
補
助
金

 
＜
自
動
支
払
い
＞

 
 

 
互
助
会

 
61

 
 

介
護
休
業
（
休
暇
）
の
と
き

 
 

 
 

 
 

(1
) 

介
護
休
業
手
当
金

 
介
護
休
業
手
当
金
請
求
書

 
介
護
休
暇
承
認
申
請
書

 
休
暇
実
績
簿
の
写
し

 

所
属
所
長

 
→
支
部
長

 
休
業
月
の

 
翌
月

 
短
期

 
60

 

(2
) 

(互
)休

業
補
助
金

 
＜
自
動
支
払
い
＞

 
 

 
互
助
会

 
61
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項
 

提
出

書
類

 
提

出
先

 
提

出
期
限

 
窓

口
 

本
文

頁
 

病
気

に
な

っ
た

と
き

又
は
負
傷
し
た
と
き

 
 

療
養

の
給

付
･
家

族
療

養
の

給

付
 

＜
共
済
組
合
員
証
・
被
扶
養
者
証
を
使
用
：
現
物
給
付
＞

 
 

 
 

62
 

認
定
証
等
の
交
付
申
請

 
○
特
定
疾
病
療
養
受
領
証
を
申
請
す
る
と
き

 
 
特
定
疾
病
療
養
認
定
申
請
書

 
○
限
度
額
適
用
認
定
証
を
申
請
す
る
と
き

 
 
限
度
額
適
用
認
定
申
請
書

 
○
標
準
負
担
額
の
減
額
を
申
請
す
る
と
き

 
 
標
準
負
担
額
減
額
認
定
申
請
書

 
 
市
町
村
民
税
非
課
税
者
で
あ
る
こ
と
の
証
明
書

 

組
合
員

 
→
支
部
長

 
 

速
や
か
に

 
 

短
期

 

63
 

療
養
費
・
家
族
療
養
費

 
 

療
養
費
請
求
書

 
診
療
報
酬
領
収
済
明
細
書
又
は
診
療
報
酬
明
細
書
（
レ
セ
プ
ト
）

 
68

 

高
額
療
養
費

 
（
限
度
額
適
用
認
定
証
を
申
請
す
る
と
き
）

 
 
限
度
額
適
用
認
定
申
請
書

 
64

 

高
額
介
護
合
算
療
養
費

 
 

 
高

額
介
護

合
算

療
養
費

支
給

申
請
書

兼
自
己

負
担

額
証
明

書
交

付

申
請
書

 
自
己
負
担
額
証
明
書

 
64

～
66

 

一
部
負
担
金
払
戻
金
（
組
合
員
） 

家
族

療
養

費
附

加
金

（
被

扶
養

者
）

 

（
共
済
組
合
員
証
を
使
用
し
な
か
っ
た
と
き
）

 
組
合
員
一
部
負
担
金
払
戻
金
請
求
書

 
家
族
療
養
費
附
加
金
請
求
書

 

受
診
月
の
翌

月
 

66
～

67
 

（
互
）
療
養
費
補
助
金

 
＜
自
動
支
払
い
＞

 
 

 
互
助
会

 
67

 
（
互
）
入
院
見
舞
金

 
＜
自
動
支
払
い
＞

 
 

 

互
助
会

 
67

 
入
院
見
舞
金
請
求
書
（
共
済
組
合
員
証
を
使
用
し
な
か
っ
た
と
き
）
 

所
属
所
長

 
→
理
事
長

 
速
や
か
に
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項
 

提
出

書
類

 
提

出
先

 
提

出
期
限

 
窓

口
 

本
文

頁
 

病
気

に
な

っ
た

と
き

又
は
負
傷
し
た
と
き

 
 

傷
病
手
当
金

 
傷
病
手
当
金
附
加
金

 
 

傷
病
手
当
金
・
傷
病
手
当
金
附
加
金
請
求
書

 
辞
令
書
の
写
し

 
傷
病
手
当
金
台
帳
（
初
回
請
求
時
の
み
）

 
報
酬
支
給
額
証
明
書
（
報
酬
が
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合
）

 
8

割
休
職
時
の

試
算

シ
ー
ト

（
初

回
請
求
が

無
給

に
な
っ

て
か
ら

請
求
に
な
る
場
合
）

 

所
属
所
長

 
→
支
部
長

 
受
給
月
の
翌

月
 

短
期

 

72
～

74
 

休
業
手
当
金

 
休
業
手
当
金
請
求
書

 
欠
勤
の
事
実
を
証
す
る
書
面
及
び
出
勤
簿
の
写
し

 
74

 

障
害
厚
生
年
金

 
年
金
請
求
書
（
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
保
険
障
害
給
付
）

 
戸
籍
抄
本

 
戸
籍
謄
本
（
該
当
者
の
み
）

 
診
断
書

 
病
歴
・
就
労
状
況
等
証
明
書

 
所
得
証
明
書
等
（
加
給
年
金
額
対
象
者
の
み
）

 

所
属
所
長

 
→
支
部
長

 

速
や
か
に

 

年
金

 
13

9
～

14
4 

移
送
費
・
家
族
移
送
費

 
 

移
送
費
・
家
族
移
送
費
請
求
書

 
領
収
書
（
原
本
）

 

組
合
員

 
→
支
部
長

 
短
期

 

69
～

70
 

海
外
療
養
費

 
療
養
費
・
家
族
療
養
費
請
求
書

 
海
外
診
療
内
容
明
細
書
又
は
海
外
歯
科
診
療
内
容
明
細
書

 
海
外
領
収
明
細
書

 
現
地
で
支
払
っ
た
領
収
書
（
原
本
）

 
パ

ス
ポ
ー

ト
の

写
し
等

海
外

に
渡
航

し
た
事

実
を

証
す
る

書
類

の

写
し

 
調
査
に
関
わ
る
同
意
書

 
 

68
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項
 

提
出

書
類

 
提

出
先

 
提

出
期
限

 
窓

口
 

本
文

頁
 

病
気

に
な

っ
た

と
き

又
は
負
傷
し
た
と
き

 

治
療
用
装
具

 
療
養
費
・
家
族
療
養
費
請
求
書

 
医
師
の
同
意
書

 
領
収
書
（
原
本
）

 

組
合
員

 
→
支
部
長

 
 

速
や
か
に

 

短
期

 
 

68
～

69
 

生
血

 
療
養
費
・
家
族
療
養
費
請
求
書

 
医
師
の
証
明
書

 
領
収
書
（
原
本
）

 
69

 

公
費
負
担
に
よ
る
医
療
制
度

 
基
本
事
項
変
更
申
告
書

 
医
療
証
（
受
給
資
格
者
証
）
の
写
し

 
非
該
当
者
と
な
っ
た
と
き
は
そ
の
事
実
確
認
が
で
き
る
書
類

 
67

 

交
通

事
故

等
に

よ
る

傷
病

の
場

合
（

組
合

員
証

を
使

用
す

る
場

合
の
み
提
出
書
類
が
必
要
）

 

事
故
報
告
書

 
損
害
賠
償
申
告
書

 
交
通
事
故
証
明
書

 
同
意
書

 

速
や
か
に

 
（
通
報
は
直

ち
に
）

 
70

～
71

 

災
害
を
受
け
た
と
き

 

災
害
見
舞
金

 
災
害
見
舞
金
請
求
書
、
家
財
の
被
害
明
細
書
、
り
災
証
明
書

 
家
屋
の
平
面
図

 
速
や
か
に

 
75

～
76

 

災
害

対
策

事
業

に
よ

る
見

舞
金

（
共
済
本
部
）

 
別
途
通
知

 
指
定
日

 
保
健

 
福
祉

 
75

 

長
期
給
付
（
年
金
）

 

「
基

礎
年

金
番

号
通

知
書

」
を

紛
失
し
た
と
き

 
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
再
交
付
申
請
書

 
 

組
合
員

 
→
最
寄
り
の

 
年
金
事
務
所

 
随
時

 
年
金

 
15

6 

老
齢

厚
生

年
金

の
試

算
を

し
た

い
と
き

 
年
金
額
試
算
依
頼
書

 
組
合
員

 
→
支
部
長

 
随
時

 
年
金

 
15

6 
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こ
ん

な
場

合
に

は
 

こ
ん

な
手

続
を

 

種
 

 
別

 
事

 
 
 

項
 

提
出

書
類

 
提

出
先

 
提

出
期
限

 
窓

口
 

本
文

頁
 

貸
付

金
を

借
り

た
い

と
き
（
共
済
）

 
※

す
べ

て
の

貸
付

に

つ
い
て
、「

貸
付
事
業

に
お

け
る

個
人

情
報

に
関

す
る

同
意

書
」

「
借

入
状

況
等

申
告

書
」

 
  

一
般
貸
付

 
貸
付
申
込
書

 
貸
付
額
が

10
0
万
円
以
上
の
場
合
は
必
要
額
が
確
認
で
き
る
書
類

 

所
属
所
長

 
→
支
部
長

 

    毎
月
月
末

 
貸
 
付

 
77

～
82

 

教
育
貸
付

 
貸
付
申
込
書
、
合
格
の
事
実
を
証
す
る
書
類
又
は
在
学
証
明
書
等

 
学
校
に
納
入
す
る
金
額
が
確
認
で
き
る
書
類

 
災
害
貸
付

 
貸
付
申
込
書
、
市
町
長
・
消
防
署
等
が
発
行
す
る
り
災
証
明
書

 

医
療
貸
付

 
貸
付
申
込
書
、
医
師
の
診
断
書

 
結
婚
貸
付

 
貸
付
申
込
書
、
必
要
額
が
確
認
で
き
る
書
類
、

 
結
婚
式
場
の
挙
式
申
込
受
理
書
の
写
し
又
は
仲
人
の
証
明
書

 

葬
祭
貸
付

 
貸
付
申
込
書
、
除
籍
謄
本
等
（
組
合
員
と
の
続
柄
が
分
か
る
書
類
）
 

葬
儀
・
法
事
等
を
行
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
、

 
墓
地
等
を
購
入
す
る
日
及
び
費
用
を
確
認
で
き
る
書
類

 

高
額
医
療
貸
付

 
貸
付
申
込
書
、

 
保
険
医
療
機
関
等
の
発
行
す
る
請
求
書
又
は
領
収
書
の
写
し

 
随
時

 

出
産
貸
付

 
貸
付
申
込
書

 
※
事
前
に
健
康
福
利
課
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

 
随
時

 

 
住
宅
貸
付
及
び
住
宅
災
害
貸
付

 
 

 
 

 
 

(1
) 

住
宅
の
新
築

 
貸
付
申
込
書

 
工
事
請
負
契
約
書
の
写
し

 
敷
地
の
全
部
事
項
証
明
書
及
び
建
築
同
意
書

 
（
建
築
）
確
認
済
書
の
写
し

 
住
宅
の
平
面
図

 

所
属
所
長

 
→
支
部
長

 
毎
月
月
末

 
貸
 
付

 
77

～
84
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こ
ん

な
場

合
に

は
 

こ
ん

な
手
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種
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事

 
 
 

項
 

提
出

書
類

 
提

出
先

 
提

出
期
限

 
窓

口
 

本
文

頁
 

貸
付

金
を

借
り

た
い

と
き
（
共
済
）

 
 ※

す
べ

て
の

貸
付

に

つ
い
て
、「

貸
付
事
業

に
お

け
る

個
人

情
報

に
関

す
る

同
意

書
」

「
借

入
状

況
等

申
告

書
」

 
  

 
(2

) 
住
宅
の
増
改
築
・
移
築

 
貸
付
申
込
書

 
工
事
請
負
契
約
書
の
写
し

 
敷
地
の
全
部
事
項
証
明
書
及
び
建
築
同
意
書

 
住
宅
の
全
部
事
項
証
明
書

 
（
建
築
）
確
認
済
書
の
写
し

 
住
宅
の
平
面
図

 

所
属
所
長

 
→
支
部
長

 
毎
月
月
末

 
貸
 
付

 
77

～
84

 

(3
) 

住
宅
の
購
入

 
貸
付
申
込
書

 
売
買
契
約
書
の
写
し

 
敷
地
の
全
部
事
項
証
明
書
及
び
建
築
同
意
書

 
住

宅
の
全

部
事

項
証
明

書
（

新
築
中

の
も
の

で
未

登
記
の

場
合

は

（
建
築
）
確
認
済
書
の
写
し
）

 
住
宅
の
平
面
図

 

 
(4

) 
住
宅
の
修
理

 
貸
付
申
込
書

 
工
事
請
負
契
約
書
の
写
し
又
は
工
事
費
用
見
積
書
の
写
し

 
住
宅
の
全
部
事
項
証
明
書
及
び
修
理
同
意
書

 
修
理
箇
所
の
平
面
図
又
は
写
真

 
 

(5
) 

住
宅
の
借
入

 
貸
付
申
込
書

 
賃
貸
借
契
約
書
の
写
し

 
住
宅
の
平
面
図
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提
出

書
類

 
提

出
先

 
提

出
期
限

 
窓

口
 

本
文

頁
 

貸
付

金
を

借
り

た
い

と
き
（
共
済
）

 
※

す
べ

て
の

貸
付

に

つ
い
て
、「

貸
付
事
業

に
お

け
る

個
人

情
報

に
関

す
る

同
意

書
」

「
借

入
状

況
等

申
告

書
」

 

 
(6

) 
土

地
付

新
築

住
宅

購

入
 

貸
付
申
込
書

 
売
買
契
約
書
の
写
し

 
敷
地
の
全
部
事
項
証
明
書

 
（

建
築
）

確
認

済
書
の

写
し

（
建
築

確
認
不

要
の

場
合
は

建
築

工

事
届
の
写
し
）

 
住
宅
の
平
面
図

 

所
属
所
長

 
→
支
部
長

 
毎
月
月
末

 
貸
 
付

 
77

～
84

 

(7
) 

土
地

付
中

古
住

宅
購

入
 

貸
付
申
込
書

 
売
買
契
約
書
の
写
し

 
敷
地
の
全
部
事
項
証
明
書

 
住
宅
の
全
部
事
項
証
明
書

 
住
宅
の
平
面
図

 
(8

) 
敷
地
購
入

 
貸
付
申
込
書

 
売
買
契
約
書
の
写
し

 
敷
地
の
全
部
事
項
証
明
書

 
建
築
計
画
書
誓
約
書

 
 

(9
) 

敷
地
借
入

 
貸
付
申
込
書

 
賃
貸
借
契
約
書
の
写
し

 
建
築
計
画
書

 
 

(1
0)
 

介
護

構
造

部
分

に
係

る
新
築
等

 
貸
付
申
込
書

 
※
事
前
に
共
済
組
合
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
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こ
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は
 

こ
ん

な
手

続
を

 

種
 

 
別

 
事

 
 
 

項
 

提
出

書
類

 
提

出
先

 
提

出
期
限

 
窓

口
 

本
文

頁
 

貸
付

金
を

借
り

た
い

と
き
（
共
済
）

 
※

す
べ

て
の

貸
付

に

つ
い
て
、「

貸
付
事
業

に
お

け
る

個
人

情
報

に
関

す
る

同
意

書
」

「
借

入
状

況
等

申
告

書
」

 

 
(1

1)
 
敷
地
の
補
修

 
貸
付
申
込
書

 
工
事
請
負
契
約
書
の
写
し
又
は
工
事
費
用
見
積
書
の
写
し

 
補
修
箇
所
の
図
面
又
は
写
真

 
警
察
署
、
消
防
署
等
の
所
管
官
公
署
が
発
行
す
る
り
災
証
明
書

 
敷
地
の
全
部
事
項
証
明
書
及
び
敷
地
の
名
義
人
の
同
意
書

 

所
属
所
長

 
→
支
部
長

 
毎
月
月
末

 
貸
 
付

 
77

～
84

 

(1
2)
 

貸
付
金
貸
付
後
の
手
続

 
 

 
 

 
 

     

(ｱ
) 

住
宅
の
新
築
・
増

築
・
改
築
・
移
築

 
完
了
報
告
書

 
全
部
事
項
証
明
書
（
原
本
）
又
は
登
記
済
証
（
権
利
書
）
の
写
し

 

組
合
員

 
→
支
部
長

 

貸
付
日
の
属

す
る
月
の
翌

月
か
ら

6
月

以
内

 

貸
付

 
87

～
88

 

(ｲ
) 

住
宅

の
購

入
の

と

き
 

 

完
了
報
告
書

 
建
物
の
全
部
事
項
証
明
書
（
土
地
付
の
場
合
は
当
該
土
地
を
含
む
）

の
原
本
又
は
登
記
済
証
（
権
利
書
）
の
写
し

 
(ｳ

) 
住

宅
の

敷
地

の
購

入
の
と
き

 
 

完
了
報
告
書

 
敷

地
の
全

部
事

項
証

明
書
の

原
本
又

は
登
記

済
証

（
権

利
書
）

の

写
し

 

(ｴ
) 

10
㎡
以
内
の
増
築

又
は

修
理

若
し

く

は
敷

地
の

補
修

を

し
た
と
き

 

完
了
報
告
書

 
領
収
書
の
写
し
及
び
写
真

 

 
 

(ｵ
) 

住
宅

の
敷

地
の

購

入
後
、
新
築
し
た
と

き
 

住
宅
建
築
済
報
告
書

 
住

宅
の
全

部
事

項
証

明
書
の

原
本
又

は
登
記

済
証

（
権

利
証
）

の

写
し

 

組
合
員

 
→
支
部
長

 
速
や
か
に

 
貸
付

 
88
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類

 
提

出
先

 
提

出
期
限

 
窓

口
 

本
文

頁
 

貸
付

金
を

借
り

た
い

と
き
（
共
済
）

 

 

 
 

(ｶ
) 

住
宅

取
得

資
金

に

係
る

借
入

金
の

年
末

残
高

証
明

書
の

交
付

を
受

け
た
い
と
き

 

住
宅
貸
付
金
の
年
末
残
高
証
明
申
請
書

 

 
随
時

 

   貸
付

 

90
 

(1
3)
 

工
事

等
の

完
了

の
遅

れ

る
と
き

 

工
事
等
遅
延
届
出
書

 
所
属
所
長

 

→
支
部
長

 
速
や
か
に

 
88

 

(1
4)
 

繰
上

償
還

を
希

望
す

る

と
き

 

一
部
・
全
部
繰
上
償
還
申
出
書

 
組
合
員

 

→
支
部
長

 

毎
月

10
日

 
85

～
86

 

(1
5)
 
償
還
猶
予
を
希
望
す
る

と
き

 

償
還
猶
予
申
出
書

 
所
属
所
長

 

→
支
部
長

 
速
や
か
に

 
86

～
87

 

貸
付

金
を

借
り

た
い

と
き
（
互
助
会
）

 

一
般
貸
付

 

 

貸
付
申
込
書

 

貸
付
保
険
に
係
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
同
意
書

 

所
属
所
長

 

→
理
事
長

 

毎
月
月
末

 

互
助
会

 

93
～

95
、

98
 

教
育
貸
付

 

 

貸
付
申
込
書

 

貸
付
保
険
に
係
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
同
意
書

 

合
格
通
知
書
の
写
し
又
は
在
学
証
明
書
の
原
本

 

費
用
の
額
が
確
認
で
き
る
書
類

 

通
勤
用
定
期
券
購
入
資
金
貸
付

 
貸
付
申
込
書

 

借
用
証
書

 
随
時

 
94

～
95

 

財
形

貯
蓄

等
を

す
る

と
き

 

新
規
申
込

 
財
産
形
成
貯
蓄
申
込
書

 
金
融
機
関

 

→
知
事

 

5
月

20
日

 

10
月

20
日

 

財
形

 
10

0 

～
10

1 
控
除
預
入
金
額
・
非
課
税
限
度

 

額
の
変
更

 

財
産
形
成
貯
蓄
控
除
額
変
更
申
込
書

 

控
除
期
間
の
変
更

 
前
月

20
日

 

中
断
・
廃
止

 
財
産
形
成
貯
蓄
預
入
等
中
断
（
廃
止
）
申
込
書
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提
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先

 
提

出
期
限

 
窓

口
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頁
 

宿
泊
施
設
を
利
用
す

 
る
と
き

 
宿

泊
施

設
の

利
用

を
希

望
す

る
と
き

 
＜
直
接
申
込
＞

 
組
合
員

 
→
宿
泊
施
設

 
随
時

 
保
健

 
10

9～
11

2 

退
職

し
た

と
き

（
死

亡
に

よ
る

場
合

を
除

く
。）

 

資
格
喪
失
の
手
続

 
 

所
属
所
長

 
→
支
部
長

 
速
や
か
に

 
短
期

 
年
金

 
11

1～
11

3 

 
(1

) 
退
職
し
た
と
き

 
((2

)(3
)及

び
死

亡
に

よ
る

退
職
を
除
く
。

) 

組
合
員
証
等

 
組
合
員
異
動
報
告
書

 
退
職
届
書
、
履
歴
書

 
(2

) 
他

府
県

へ
異

動
し

た

と
き

 
組
合
員
異
動
報
告
書

 
組
合
員
転
出
届
出
書
、
履
歴
書

 

(3
) 

他
共
済
へ
転
出
し
た

と
き

 
組
合
員
証
等

 
組
合
員
異
動
報
告
書

 
組
合
員
転
出
届
出
書
、
履
歴
書

 

任
意
継
続
組
合
員
制
度

 
（
希
望
者
の
み
）

 
任
意
継
続
組
合
員
申
出
書

 
預
金
口
座
振
替
申
込
書

 
任
意
継
続
掛
金
納
付
申
出
書

 
介
護
任
意
継
続
掛
金
納
付
申
出
書
（

40
歳
以
上

65
歳
未
満
の
者
）

 

組
合
員

 
→
支
部
長

 
退

職
日

か
ら

20
日
以
内

 
短
期

 
16

2 
～

16
4 
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提
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書
類

 
提

出
先

 
提

出
期
限

 
窓

口
 

本
文

頁
 

退
職
し
た
と
き
（
死

 
亡
に
よ
る
場
合
を
除

 
く
。）

 

長
期
給
付

 
 

 
 

 
 

 
(1

) 
老

齢
厚

生
年

金
（

特

別
支
給
）

 
年
金
請
求
書
（
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
保
険
老
齢
給
付
）

 
履
歴
書

 
請
求
者
の
戸
籍
抄
本
又
は
住
民
票

 
請
求
者
の
戸
籍
謄
本

 
所
得
証
明
書
等
（
加
給
年
金
額
対
象
者
が
い
る
と
き
）

 
配
偶
者
の
基
礎
年
金
番
号
が
わ
か
る
も
の
の
コ
ピ
ー

 
年
金
受
給

選
択
申

出
書
（

年
金
証

書
の
写
し
）
（

他
の
年

金
を
受
給

し
て
い
る
と
き
）

 
年
金
決
定
・
裁
定
・
改
定
通
知
書
の
コ
ピ
ー

 
公

的
年

金
等

の
受

給
者

の
扶

養
親
族

等
申

告
書

(退
職
後

請
求

す
る

場
合

) 
老
齢
厚
生
年
金
受
給
権
者
支
給
停
止
事
由
該
当
届
（
雇
用
保
険
法
に

よ
る
基
本
手
当
を
受
け
て
い
る
場
合
）

 
 

所
属
所

 
→
支
部
長

 
速
や
か
に

 
年
金

 
13

0～
13

3 

退
職
し
た
と
き
（
死

 
亡
に
よ
る
場
合
を
除

 
く
。）

 

 
(2

) 
老

齢
厚

生
年

金
等

の

受
給
資
格
の
な
い
と
き

 
退
職
届
書

 
履
歴
書

 
所
属
所

 
→
支
部
長

 
速
や
か
に

 
年
金

 
15

5 

（
互
）
退
職
餞
別
金

 
退
職
餞
別
金
請
求
書

 
請
求
人

 
→
理
事
長

 
互
助
会

 
16

2 

 
 

－ 217 －



こ
ん

な
場

合
に

は
 

こ
ん

な
手

続
を

 

種
 

 
別

 
事

 
 
 

項
 

提
出

書
類

 
提
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先

 
提
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限
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口
 

本
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頁
 

退
職
し
た
と
き
（
死

 
亡
に
よ
る
場
合
を
除

 
く
。）

 

退
職
手
当

 
退
職
手
当
支
給
申
出
書

 
退
職
所
得
の
受
給
に
関
す
る
申
告
書
・
退
職
所
得
申
告
書

 
再
就
職
に
関
す
る
申
立
書

 
履
歴
書

 

退
職
者

 
→
教
育
長

 
速
や
か
に

 
退
職

 
手
当

 
11

4～
12

7 

公
立
学
校
共
済
組
合
宿
泊
施

 
設
特
別
利
用
者
証

 
＜
退
職
時
に
配
布
＞

 
 

 
 

 

死
亡
し
た
と
き

 

組
合
員
の
死
亡

 
 

 
 

 
 

 
(1

) 
資
格
喪
失
の
手
続
等

 
組
合
員
証
等

 
組
合
員
異
動
報
告
書

 
所
属
所
長

 
→
支
部
長

 

速
や
か
に

 

短
期

 
16

5 

(2
) 

退
職
手
当

 
退
職
手
当
支
給
申
出
書

 
遺
族
関
係
を
証
す
る
書
類
（
戸
籍
謄
本
等
）

 
履
歴
書

 
遺
族
→
教
育
長

 
退
職

 
手
当

 
11

4～
12

7 

(3
) 

埋
葬
料

 
(4

) 
埋
葬
料
附
加
金

 
埋
葬
料
・
埋
葬
料
附
加
金
請
求
書

 
埋
火
葬
許
可
証
の
写
し

 
領
収
書
（
被
扶
養
者
以
外
も
者
が
請
求
す
る
と
き
）

 
所
属
所
長

 
→
支
部
長

 
短
期

 
16

5 
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項
 

提
出

書
類

 
提

出
先

 
提

出
期
限

 
窓

口
 

本
文

頁
 

死
亡
し
た
と
き

 

 
(5

) 
(互

)死
亡
弔
意
金

 
  

死
亡
弔
慰
金
請
求
書

 
死
亡
診
断
書
等

 
戸
籍
謄
本
等
（
被
扶
養
者
以
外
が
請
求
す
る
と
き
）

 
請
求
人

 
→
理
事
長

 

速
や
か
に

 

互
助
会

 
16

6 

(6
) 

(互
)退

職
餞
別
金

 
退
職
餞
別
金
請
求
書

 
16

2 

(7
) 

遺
族
厚
生
年
金

 
 

年
金
請
求
書

(国
民
年
金
・
厚
生
年
金
保
険
遺
族
給
付

) 
履
歴
書

 
戸
籍
謄
本

 
世
帯
全
員
の
住
民
票
及
び
元
組
合
員
の
住
民
票
除
票

 
請
求
者
の
所
得
証
明
書

 
年
金
受
給
選
択
申
出
書
（
年
金
証
書
写
し
）（

該
当
者
の
み
）

 
一
時
金
額
等
の
受
給
申
立
書
 
 
 
 
 
 
 
（
 
〃
 
）

 

所
属
所
長

 
→
支
部
長

 
年
金

 
14

7～
15

0 

組
合

員
が

退
職

後
に

死
亡

し

た
場
合
（
退
職
後

3
月
以
内
の

死
亡
に
限
る
）

 

埋
葬
料
請
求
書

 
埋
火
葬
許
可
証
の
写
し

 
領
収
書
（
被
扶
養
者
以
外
の
者
が
請
求
す
る
と
き
）

 

請
求
人

 
→
支
部
長

 
短
期

 
16

6 

被
扶
養
者
の
死
亡
の
場
合

 
 

 
 

 
 

 
(1

) 
被
扶
養
者
の
取
消

 
組
合
員
被
扶
養
者
証

 
被
扶
養
者
取
消
申
告
書
（
埋
火
葬
許
可
証
の
写
し
を
添
付
）

 
所
属
所
長

 
→
支
部
長

 
速
や
か
に

 
短
期

 

36
～

38
 

 
(2

) 
家
族
埋
葬
料

 
(3

) 
家
族
埋
葬
料
附
加
金

 
家
族
埋
葬
料
・
家
族
埋
葬
料
附
加
金
請
求
書

 
埋
火
葬
許
可
証
の
写
し

 
組
合
員

 
→
支
部
長

 
16

6～
16

7 
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提
出

書
類

 
提

出
先

 
提

出
期
限

 
窓

口
 

本
文

頁
 

死
亡
し
た
と
き

 

 
(4

) 
(互

)死
亡
弔
慰
金

 
＜
自
動
支
払
い
＞

 
 

 
 

 

 
被
扶
養
者
以
外
の
者
が

 
死
亡
し
た
と
き

 
死
亡
弔
慰
金
請
求
書

 
死
亡
診
断
書
等

 
戸
籍
謄
本
等

 
 

請
求
人

 
→
理
事
長

 

速
や
か
に

 

互
助
会

 
16

7 

水
震

火
災

そ
の

他
の

非
常

災
害

に

よ
る
組
合
員
の
死
亡
の
場
合

 
 

 
 

 

 
(1

) 
弔
慰
金

 
弔
慰
金
請
求
書

 
死
亡
診
断
書

 
事
故
状
況
報
告
書

 
遺
族
の
順
位
を
証
明
す
る
書
類

 
所
属
所
長

 
→
支
部
長

 
短
期

 

16
7 

(2
) 

埋
葬

料
（

埋
葬

料
附

加
金
）

 
埋
葬
料
・
埋
葬
料
附
加
金
請
求
書

 
埋
火
葬
許
可
証
の
写
し

 
領
収
書
（
被
扶
養
者
以
外
の
者
が
請
求
す
る
と
き
）

 
16

7 

(3
) 

(互
)死

亡
弔
慰
金

 
死
亡
弔
慰
金
請
求
書

 
死
亡
診
断
書
等

 
戸
籍
謄
本
等
（
被
扶
養
者
以
外
の
者
が
請
求
す
る
と
き
）

 
請
求
人

 
→
理
事
長

 
互
助
会

 
16

7 

(4
) 

(互
)退

職
餞
別
金

 
退
職
餞
別
金
請
求
書

 
16

2 
水
震
火
災
そ
の
他
の
非
常
災
害
に

 

よ
る
被
扶
養
者
の
死
亡
の
場
合

 
  

 
 

 
 

 
(1

) 
家
族
弔
慰
金

 
  

家
族
弔
慰
金
請
求
書

 
死
亡
診
断
書

 
事
故
状
況
報
告
書

 

組
合
員

 
→
支
部
長

 
速
や
か
に

 
短
期

 
16

8 
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項
 

提
出

書
類

 
提

出
先

 
提

出
期
限

 
窓

口
 

本
文

頁
 

死
亡
し
た
と
き

 

 
(2

) 
家

族
埋

葬
料

（
家

族

埋
葬
料
附
加
金
）

 
 

組
合
員

 
→
支
部
長

 
速
や
か
に

 
短
期

 
16

8 

 
(3

) 
(互

)死
亡
弔
慰
金

 
＜
自
動
支
払
い
＞

 

請
求
人

 
→
理
事
長

 

 

互
助
会

 
16

7 
 
被
扶
養
者
以
外
の
者
が

 
 
死
亡
し
た
と
き

 
死
亡
弔
慰
金
請
求
書

 
死
亡
診
断
書
等

 
戸
籍
謄
本
等

 
速
や
か
に

 

福
祉
保
険
制
度

 

加
入
・
内
容
変
更
す
る
と
き

 
加
入
申
込
書
等
（
加
入
日
 

11
月

1
日
）

 
組

合
員

→
公

立
学

校

共
済
組
合
本本

部部
 

指
定
日

 
(本本

部部
) 

公
立

学
校

共
済

組
合

本
部

福
祉

保
険

制
度

担
当

 

16
9~

17
0 

脱
退

す
る
と
き

 
更
新
手
続
書
及
び
脱
退

 
死
亡
又
は
高
度
障
害

に
な
っ
た

 

と
き

 
フ
ァ
ミ
リ
ー
年
金
請
求
書

 
戸
籍
謄
本

 
死
亡
診
断
書

 
加
入
者
の
住
民
票

 
受
取
人
の
印
鑑
証
明
書

 
障
害
診
断
書
（
高
度
障
害
の
と
き
）

 

受
取
指
定
人

 
→

公
立

学
校

共
済

組
合
本本

部部
 

速
や
か
に

 

公
立
学
校
共
済
組
合

 
ア
イ
リ
ス
プ
ラ
ン

 
年
金
コ
ー
ス

 
 

組
合
員

 
→

財
団

サ
ー

ビ
ス

セ
ン
タ
ー

 

 

（
本 本

部部
）

 
ア

イ
リ

ス

プ
ラ

ン
担

当
 

17
1~

17
2 

 
(1

) 
加
入

す
る
と
き

 
年
金
コ
ー
ス
加
入
申
込
書
等
（
加
入
日
 

9
月

1
日
、

3
月

1
日
） 

指
定
日

 

(2
) 

内
容
変
更

す
る
と
き

 
年
金
コ
ー
ス
変
更
訂
正
通
知
書
兼
口
座
変
更
通
知
書

 
速
や
か
に

 
(3

) 
脱
退
す
る
と
き

 
年
金
コ
ー
ス
給
付
金
請
求
書
（
払
出
し
・
脱
退
用
）

 

医
療
・
日
常
事
故
コ
ー
ス

 
 

指
定
日

 
 

(1
) 

加
入
す
る
と
き

 
医
療
入
院
コ
ー
ス
加
入
申
込
書
兼
口
座
振
替
申
込
書

 

速
や
か
に

 
(2

) 
内
容
変
更
す
る
と
き

 
日
常
事
故
補
償
コ
ー
ス
変
更
訂
正
届
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こ
ん

な
場

合
に

は
 

こ
ん

な
手

続
を

 

種
 

 
別

 
事

 
 
 

項
 

提
出

書
類

 
提

出
先

 
提

出
期
限

 
窓

口
 

本
文

頁
 

公
立
学
校
共
済
組
合

 
ア
イ
リ
ス
プ
ラ
ン

 
 

(3
) 

給
付
を
受
け
る
と
き

 
医
療
入
院
コ
ー
ス
事
故
発
生
通
知
書
兼
給
付
金
請
求
書

 
日
常
事
故
補
償
コ
ー
ス
給
付
金
受
取
人
指
定
届

 
組
合
員

 
→

財
団

サ
ー

ビ
ス

セ
ン
タ
ー

 
速
や
か
に

 

(本本
部部

) 
ア

イ
リ

ス

プ
ラ

ン
担

当
 

17
1~

17
2 

保
健
事
業

 

 
 

 
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健

指
導
事
業

 
 

 
 

保
健

 
17

3~
17

5 

(1
) 

特
定
健
康
診
査

 
被
扶
養
者
及
び
任
意

 
継
続
組
合
員

 

受
診
券
及
び
質
問
票

 
被
扶
養
者
等

 
→
健
診
機
関

 
指
定
日

 
(2

) 
特
定
保
健
指
導

 
該
当
者

 
申
込
書

 
組
合
員
等

 
→
支
部
長

 

人
間
ド
ッ
ク
事
業

 
 

 
 

保
健

 
17

6~
17

8 
 

受
診

の
取

消
し

を
し

た
と

き
 

人
間
ド
ッ
ク
取
消
報
告
書

 
所
属
所
長

 
→
支
部
長

 
速
や
か
に

 

歯
科
健
診

 
歯
科
健
診
票

 
組
合
員

 
→
歯
科
医
院

 
指
定
期
間

 
17

9 

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

 
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
利
用
券
申
請
書

 
組
合
員

 
→
保
健
担
当

 
利

用
希

望
の

1
週
間
前

 
保
健

 
18

1 

利
用
券

 
組
合
員

 
→
相
談
機
関

 
利
用
日

 
18

1 

教
職
員
相
談
事
業

 
 

組
合
員

 
→
教
職
員
相
談
室

 
随
時

 
教

職
員

相

談
室

 
18

2 
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こ
ん

な
場

合
に

は
 

こ
ん

な
手

続
を

 

種
 

 
別

 
事

 
 
 

項
 

提
出

書
類

 
提

出
先

 
提

出
期
限

 
窓

口
 

本
文

頁
 

保
健
事
業

 

健
康
づ
く
り
講
師
派
遣

 
健
康
づ
く
り
講
師
派
遣
申
込
書

 
主
催
者

 
→
支
部
長

 
指
定
日

 
保
健

 
18

3 

海
の
家
（
借
上
）
事
業

 
（
令
和

5
年
度
中
止
）

 
海
の
家
利
用
券
（
福
利
か
が
わ

6
月
号
に
掲
載
）

 
組
合
員

 
→
利
用
施
設

 
利
用
日

 

保
健

 
18

3 

法
律
相
談
事
業

 
利
用
券
（
電
話
申
込
後
、
共
済
支
部
か
ら
利
用
券
送
付
）

 
組
合
員

 
→
弁
護
士

 
随
時

 
18

4 

公
立
共
済

 
メ
ン
バ
ー
ズ
カ
ー
ド

 
入
会
申
込
書

 
組
合
員

 
→
カ
ー
ド
会
社

 
 

 
18

7 

互
助
会
事
業

 

（
互
）
入
学
祝
金

 
入
学
祝
金
請
求
書

 
所
属
所
長

 
→
理
事
長

 

3
月

31
日

 

互
助
会

 

18
8 

（
互
）
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
旅
行
補

助
事
業

 
互
助
会
一
覧

 
6
月
初
旬

 
18

9～
19

0 
（
互
）
思
い
出
記
念
旅
行
補
助

事
業

 
思
い
出
記
念
旅
行
補
助
金
交
付
申
請
書

 
請
求
人

 
→
理
事
長

 

旅
行

月
の

前

月
末

 
(互

)選
択

型
福

利
厚

生
（

兼
宿

泊
保
養
施
設
利
用
補
助
）
事
業

 
選
択
型
福

利
厚

生
事
業

補
助
金

（
兼
宿
泊
保

養
施

設
利
用

補
助

金
）
請
求
書

 
3
月

31
日

 

互
助
会

 

19
1~

19
2 

(互
)公

益
事
業

 
特
別
支
援
学
校
助
成
事
業
助
成
金
交
付
申
請
書

 
教
育
研
究
活
動
助
成
事
業
申
請
書

 
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
支
援
事
業
申
請
書

 
社
会
教
育
振
興
支
援
事
業
申
請
書

 

申
請
者

 
→
理
事
長

 
指
定
日

 
19

3 

(互
)会

員
特
別
割
引
契
約
施
設

 
会
員
証

 
会
員

 
→
利
用
施
設

 
随
時

 
19

4~
19

7 
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